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「
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ら
や
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社
奉
賛
会
発
会
式
」
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長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
〇
五
）

「
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会
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点
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1
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じ
め
に

2
、「
白
山
比
咩
神
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奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟

3
、
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古
屋
高
裁
金
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支
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首
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
〇
六
）

1
、
は
じ
め
に

平
成
二
二
年
七
月
二
二
日
、
最
高
裁
第
一
小
法
廷
は
白
山
市
長
の
白
山
比
咩
神
社
奉
賛
会
発
会
式
へ
の
参
列
を
合
憲
と
す
る
判
決
を
下

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
に
先
立
つ
同
年
一
月
二
〇
日
、
最
高
裁
大
法
廷
は
砂
川
空
知
太
神
社
訴
訟
に
お
い
て
、
厳
格
分
離
説
の
立
場

か
ら
、
砂
川
市
が
空
知
太
神
社
に
対
し
て
市
有
地
を
無
償
で
貸
与
し
て
い
る
の
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の
判
決
を
下
し
て
お
り
（
1
）

、
本
訴
訟

に
つ
い
て
最
高
裁
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
か
、
筆
者
は
関
係
者
の
一
人
と
し
て
多
大
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
本
訴

訟
で
は
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
が
市
長
の
参
列
を
政
教
分
離
違
反
と
し
た
た
め
、
筆
者
は
こ
れ
に
対
す
る
批
判
文
を
物
し
、
こ
れ
を
「
意

見
書
」
と
し
て
最
高
裁
に
提
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
本
稿
、
2
以
下
）。

幸
い
、
最
高
裁
は
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
以
来
確
立
し
た
「
目
的
効
果
基
準
」
に
従
っ
て
、
市
長
の
参
列
行
為
を
合
憲
と
し
た
が
、

砂
川
空
知
太
訴
訟
判
決
に
よ
り
判
断
基
準
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
評
価
が
分
か
れ
て
い
た
中
で
、
最
高
裁
が
改
め
て
「
目
的
効
果
基

準
」
を
採
用
し
、
従
来
の
立
場
を
再
確
認
し
た
こ
と
は
、
大
変
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

加
え
て
、
本
判
決
に
つ
い
て
の
「
解
説
」（
判
例
時
報
二
〇
八
七
号
、
二
六
頁
以
下
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
№
一
三
三
〇
、
八
一
頁
以
下
）
は
、
筆
者

の
こ
れ
ま
で
主
張
し
て
き
た
「
行
為
の
二
面
的
性
格
」
論
と
同
様
の
説
明
を
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
く
、

「
従
来
の
判
例
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
前
記
大
嘗
祭
に
つ
い
て
の
判
決
を
例
に
取
っ
て
み
る
と
、
大
嘗
祭
に
参
列
す
る
行
為
が
憲
法
上

禁
止
さ
れ
る
行
為
に
当
た
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
参
列
行
為
が
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「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
〇
七
）

等
で
あ
り

・

・

・

・

…
。」（
傍
点
、
引
用
者
）
と
。

す
な
わ
ち
、
地
鎮
祭
訴
訟
に
つ
い
て
言
え
ば
、
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
「
市
長
0

0

が
地
鎮
祭
を
主
催
し
た
目
的
お
よ
び
効
果
」
で
あ
っ
て
、

地
鎮
祭
を
主
宰
し
た
「
神
職
0

0

に
と
っ
て
の
意
義
や
目
的
」
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、
最
高
裁
は
、
地
鎮
祭
が
「
神
職
に

と
っ
て
宗
教
的
意
義
が
あ
る
」
の
は
当
然
と
し
つ
つ
も
、「
市
長
が
地
鎮
祭
を
主
催
し
た
目
的
は
、
世
俗
的
な
も
の
」
で
あ
り
、「
そ
の
効

果
も
特
定
宗
教
へ
の
援
助
、
助
長
に
は
当
た
ら
な
い
」
か
ら
「
憲
法
違
反
で
は
な
い
」
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
に
お
い
て
も
、
玉
串
料
が
「
靖
国
神
社

0

0

0

0

に
と
っ
て
宗
教
的
意
義
が
あ
る
」
の
は
当
然

だ
が
、
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
玉
串
料
を
支
出
し
た
「
知
事
0

0

の
目
的
と
そ
の
効
果
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
最
高
裁
と
し
て
は
「
愛
媛
県
知

事
が
玉
串
料
を
支
出
し
た
目
的
は
戦
没
者
の
慰
霊
と
遺
族
の
慰
藉
と
い
う
世
俗
的
、
儀
礼
的
な
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
そ
の
効
果
も
特
定

宗
教
へ
の
援
助
、
助
長
に
は
当
た
ら
な
い
」。
ゆ
え
に
「
憲
法
違
反
で
は
な
い
」
と
結
論
付
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
高
裁
は
、

知
事
の
「
目
的
」
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
せ
ず
、
そ
の
「
効
果
」
に
も
触
れ
な
い
ま
ま
、
玉
串
料
支
出
を
違
憲
と
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
従
来
の
最
高
裁
判
決
か
ら
み
た
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
判
決
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

2
、「
白
山
比
咩
神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟

平
成
一
七
年
六
月
、
石
川
県
白
山
市
長
が
地
元
の
白
山
比
咩
神
社
御
鎮
座
二
千
百
年
式
年
大
祭
の
奉
賛
会
発
会
式
に
公
用
車
を
使
用
し

て
出
席
し
、
白
山
市
長
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
憲
法
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
り
、
こ
れ
に
関
す

る
公
金
支
出
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
住
民
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。

こ
の
訴
え
に
つ
き
、
第
一
審
の
金
沢
地
裁
は
、
白
山
市
長
が
奉
賛
会
発
会
式
に
出
席
し
祝
辞
を
述
べ
た
こ
と
は
社
会
的
儀
礼
の
範
囲
の

三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
〇
八
）

行
為
で
あ
っ
て
、
憲
法
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
（
金
沢
地
判
平
成

一
九
・
六
・
二
五
）。
こ
の
判
決
は
、
昭
和
五
二
年
の
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
で
示
さ
れ
、
以
後
、
判
例
と
し
て
確
立
し
た
緩
や
か
な

違
憲
審
査
基
準
で
あ
る
目
的
効
果
基
準
に
則
っ
た
妥
当
な
判
決
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
第
二
審
の
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
は
、
同
市
長
が

奉
賛
会
発
会
式
に
出
席
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
行
為
は
、
白
山
比
咩
神
社
の
宗
教
上
の
祭
祀
で
あ
る
本
件
大
祭
を
奉
賛
、
賛
助
す
る
意
義
・

目
的
を
有
す
る
も
の
で
、
憲
法
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
り
、
こ
れ
に
関
す
る
費
用
等
に
つ
き
公
金
を
支
出
す
る
こ

と
は
違
法
で
あ
る
と
の
判
決
を
下
し
た
。

白
山
市
長
の
儀
礼
的
な
参
列
お
よ
び
祝
辞
を
も
っ
て
憲
法
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
る
と
断
定
し
た
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
判

決
（
平
成
二
〇
・
四
・
七
）
は
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
等
に
照
ら
し
極
め
て
疑
問
で
あ
る
ほ
か
、
多
数
国
民
の
社
会
通
念
か
ら
明
ら

か
に
逸
脱
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
て
、
も
し
本
判
決
が
最
高
裁
で
確
定
す
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る

皇
族
や
首
相
、
大
使
・
行
使
ら
に
よ
る
外
国
の
宗
教
儀
式
へ
の
参
列
や
、
全
国
各
地
で
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
自
治
体
首
長
に
よ
る
地

元
の
神
社
・
仏
閣
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
儀
式
へ
の
儀
礼
的
参
加
ま
で
次
々
と
違
憲
と
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
社
会
的
混
乱
を
惹
き

起
こ
す
こ
と
必
定
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
憲
法
の
政
教
分
離
は
、
旧
共
産
圏
の
よ
う
に
宗
教
に
対
し
て
敵
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
宗

教
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
尊
重
し
、
こ
れ
を
よ
り
確
実
に
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
宗
教
そ
の
も
の
の

否
定
に
繋
が
り
か
ね
な
い
高
裁
判
決
は
明
ら
か
に
憲
法
の
解
釈
を
誤
り
、
憲
法
の
精
神
に
違
背
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
〔
意
見
書
〕
で
は
、
政
教
分
離
問
題
に
限
定
し
た
上
で
、
一
、
二
審
判
決
を
比
較
考
察
し
、
従
来
の
最
高
裁
判
決
を
踏

ま
え
本
件
事
案
を
再
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
判
決
の
不
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
全
国
各
地
に
見
ら
れ
る
自
治
体
首
長
と

伝
統
宗
教
と
の
儀
礼
的
・
習
俗
的
な
係
わ
り
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
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「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
〇
九
）

3
、
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
判
決
と
金
沢
地
裁
判
決
と
の
比
較

角
光
雄
白
山
市
長
は
、
平
成
一
七
年
六
月
二
五
日
、
白
山
市
鶴
来
町
下
東
町
の
「
レ
ッ
ツ
ホ
ー
ル
つ
る
ぎ
」
で
開
催
さ
れ
た
白
山
比
咩

神
社
御
鎮
座
二
千
百
年
式
年
大
祭
奉
賛
会
発
会
式
に
来
賓
と
し
て
招
か
れ
、
白
山
市
長
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
。

原
告
は
、
白
山
比
咩
神
社
と
事
実
上
一
体
関
係
に
あ
る
大
祭
奉
賛
会
が
憲
法
八
九
条
に
い
う
宗
教
上
の
組
織
に
当
た
り
、
発
会
式
が
純

然
た
る
宗
教
儀
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
角
市
長
が
職
員
を
随
行
し
市
の
公
用
車
を
使
用
し
て
本
件
発
会
式
に
出
席
し
、
祝
辞
を
述
べ
た
こ

と
は
、
特
定
宗
教
で
あ
る
白
山
比
咩
神
社
の
宗
教
的
活
動
を
助
長
、
援
助
、
促
進
す
る
ほ
か
、
神
道
に
馴
染
ま
な
い
白
山
市
の
住
民
等
の

信
仰
の
自
由
を
圧
迫
す
る
効
果
が
あ
る
か
ら
、
憲
法
の
定
め
る
政
教
分
離
原
則
に
違
反
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
角
市
長
の
本
件
発
会

式
出
席
に
関
す
る
公
金
支
出
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

⑴　

金
沢
地
裁
判
決
の
概
要

こ
れ
に
対
し
て
、
一
審
の
金
沢
地
裁
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
角
市
長
が
本
件
発
会
式
に
白
山
市
の
職
員
を
同
行
し
て
出
席
し
祝

辞
を
述
べ
た
こ
と
及
び
こ
れ
ら
に
関
し
て
な
さ
れ
た
公
金
支
出
は
政
教
分
離
原
則
に
違
反
し
な
い
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

す
な
わ
ち
、
憲
法
二
〇
条
一
項
後
段
、
三
項
及
び
八
九
条
の
定
め
る
政
教
分
離
原
則
は
、
国
家
が
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
持
つ
こ

と
を
全
く
許
さ
な
い
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
た
ら
す
行
為
の
目
的
及
び
効
果
に
か
ん
が
み
、
そ
の
か
か

わ
り
合
い
が
わ
が
国
の
社
会
的
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
て
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
こ
れ
を
許
さ
な

い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
憲
法
二
〇
条
三
項
に
い
う
「
宗
教
的
活
動
」
と
は
、
国
及
び
そ
の
機
関
の
活
動
で
宗
教
と
の
か
か
わ

五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
一
〇
）

り
合
い
が
上
記
に
い
う
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
当
該
行
為
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
宗

教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
又
は
圧
迫
、
干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

そ
し
て
、
あ
る
行
為
が
「
宗
教
的
活
動
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
行
為
の
外
形
的
側
面
の
み
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
当
該
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
、
当
該
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
、
当
該
行
為
者
が
当
該
行
為
を
行
う

に
つ
い
て
の
意
図
、
目
的
及
び
宗
教
的
意
義
の
有
無
、
程
度
、
当
該
行
為
の
一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
影
響
等
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、

社
会
通
念
に
従
っ
て
、
客
観
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
、
最
大
判
昭
和
五
二
・
七
・
一
三
）。

そ
こ
で
考
え
る
に
、
大
祭
奉
賛
会
は
、
白
山
比
咩
大
神
の
御
神
徳
を
敬
仰
し
て
、
白
山
比
咩
神
社
の
式
年
大
祭
斎
行
等
の
諸
事
業
を
奉

賛
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
り
、
特
定
の
宗
教
と
か
か
わ
り
合
い
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

が
、
大
祭
奉
賛
会
は
独
自
の
規
約
を
定
め
、
白
山
比
咩
神
社
と
は
別
個
の
組
織
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
祭
奉
賛
会
を
も
っ
て
同
神
社
と
実

質
的
に
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
本
会
発
会
式
は
、
白
山
比
咩
神
社
の
境
内
で
は
な
く
、
同
神
社
外
の
一
般
施
設
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
式
次
第
が
神

道
の
儀
式
や
祭
事
の
形
式
に
基
い
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
本
件
発
会
式
自
体
の
宗
教
的
色
彩
は
希
薄
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
本
件
発
会
式
に
白
山
比
咩
神
社
の
所
在
す
る
白
山
市
の
市
長
と
し
て
角
光
雄
が
出
席
し
、
祝
辞
を
述
べ
る
こ
と

は
、
社
会
的
儀
礼
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
と
評
価
で
き
、
こ
れ
は
一
般
人
か
ら
見
て
も
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
か
ら
、
角
光
雄
の
上
記
行
為
が
、
一
般
人
に
対
し
て
、
白
山
市
が
特
定
の
宗
教
団
体
で
あ
る
白
山
比
咩
神
社
を
特
別
に
支
援
し
て

い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
他
の
宗
教
を
抑
圧
す
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
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「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
一
一
）

し
た
が
っ
て
、
角
光
雄
の
上
記
行
為
は
、
そ
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
白
山
比
咩
神
社
あ
る
い
は
神
社
神
道
を
援

助
、
助
長
又
は
促
進
す
る
よ
う
な
行
為
に
あ
た
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
憲
法
二
〇
条
三
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
宗
教
的
活
動
に
は

当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
角
光
雄
が
本
会
発
会
式
に
出
席
し
た
こ
と
は
、
憲
法
二
〇
条
一
項
後
段
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
、
宗
教
団
体
が
国
か

ら
特
権
を
受
け
る
こ
と
に
は
あ
た
ら
ず
、
憲
法
八
九
条
で
禁
止
し
て
い
る
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
を
宗
教
上
の
組
織
又
は
団
体
の
使
用
、

便
益
又
は
維
持
の
た
め
に
支
出
す
る
こ
と
又
は
そ
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
に
も
該
当
し
な
い
。

⑵　

高
裁
判
決
の
概
要

高
裁
判
決
も
、
一
審
判
決
と
同
様
に
、
最
高
裁
判
決
と
し
て
は
津
地
鎮
祭
訴
訟
判
決
の
み
を
あ
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
結
論
は
全
く
正
反
対
で
あ
り
、
角
光
雄
白
山
市
長
が
本
件
発
会
式
に
出
席
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
行
為
は
、
憲
法
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す

る
宗
教
的
活
動
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
公
金
支
出
は
違
法
で
あ
る
と
断
じ
た
。

す
な
わ
ち
、
本
判
決
も
、
一
審
判
決
と
同
様
、
限
定
分
離
説
に
た
っ
て
「
目
的
効
果
基
準
」
を
採
用
し
た
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決

を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
う
え
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
白
山
比
咩
神
社
は
宗
教
団
体
に
当
た
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
本
件
大
祭
は
、
平
成
二
〇
年
に
白

山
比
咩
神
社
の
鎮
座
二
千
百
年
と
な
る
こ
と
を
記
念
し
て
行
わ
れ
る
祭
事
で
あ
っ
て
、
同
神
社
の
宗
教
上
の
祭
祀
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
ま
た
、
大
祭
奉
賛
会
は
、
本
件
大
祭
の
斎
行
及
び
こ
れ
に
伴
う
諸
事
業
を
奉
賛
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
白
山
比
咩
神
社
が

中
心
的
に
関
与
し
て
結
成
さ
れ
、
同
神
社
内
に
事
務
局
を
置
く
団
体
で
あ
り
、
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
本
件
事
業
は
、
上
記
祭
祀
自
体
を

斎
行
す
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
禊
場
、
斎
館
、
手
水
舎
等
、
上
記
神
社
の
信
仰
、
礼
拝
、
修
行
、
普
及
の
た
め
の
施
設
を
新
設
・
移
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
一
二
）

設
し
、
同
神
社
の
神
社
史
を
発
刊
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
、
同
神
社
の
宗
教
心
の
醸
成
を
軸
と
し
、
神
徳
の
発
揚
を
目
的
と
す

る
事
業
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
本
件
事
業
が
宗
教
的
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
こ
れ
を
目
的
と
す
る
大
祭

奉
賛
会
が
宗
教
上
の
団
体
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
本
件
発
会
式
は
、
上
に
述
べ
た
大
祭
奉
賛
会
の
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
、
す
な
わ
ち
本
件
大
祭
を
奉
賛
す
る
宗
教
的
活
動

を
遂
行
す
る
た
め
に
、
そ
の
意
思
を
確
認
し
合
い
、
団
体
の
発
足
と
活
動
の
開
始
を
宣
明
す
る
目
的
で
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
白
山
市
長
で
あ
る
角
光
雄
が
来
賓
と
し
て
本
件
発
会
式
に
出
席
し
、
白
山
市
長
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
行
為
は
、
白
山
市

長
が
、
大
祭
奉
賛
会
が
行
う
宗
教
的
活
動
（
本
件
事
業
）
に
賛
同
、
賛
助
し
、
祝
賀
す
る
趣
旨
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
白

山
比
咩
神
社
の
宗
教
上
の
祭
祀
で
あ
る
本
件
大
祭
を
奉
賛
し
祝
賀
す
る
趣
旨
を
表
明
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

も
っ
と
も
本
件
発
会
式
は
、
白
山
比
咩
神
社
の
境
内
で
は
な
く
、
同
神
社
外
の
一
般
施
設
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
神

道
の
儀
式
や
祭
事
の
形
式
に
基
い
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
儀
式
と
は
い
え
な
い
と
解
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
点
を
考

慮
に
入
れ
て
も
、
上
記
認
定
判
断
は
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
に
、
市
長
が
こ
の
よ
う
な
発
会
式
に
出
席
し
、

市
長
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
る
行
為
が
、
時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
宗
教
的
意
義
が
希
薄
化
し
、
慣
習
化
し
た
社
会
的
儀
礼
に
す
ぎ
な
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
し
、
一
般
人
が
社
会
的
儀
礼
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
し
て
い
る
と
も
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
白
山
市
長
で
あ
る
角
光
雄
が
来
賓
と
し
て
本
件
発
会
式
に
出
席
し
、
白
山
市
長
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
行
為
は
、
そ
の

目
的
が
宗
教
的
意
義
を
持
ち
、
か
つ
、
そ
の
効
果
が
特
定
の
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
に
な
る
行
為
で
あ
る
と
認
め
る
べ
き
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
白
山
市
と
白
山
比
咩
神
社
と
の
か
か
わ
り
合
い
は
我
が
国
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し

て
相
当
と
す
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
り
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ

八



「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
一
三
）

き
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
白
山
市
長
、
角
光
雄
が
公
用
車
を
用
い
て
本
件
発
会
式
に
出
席
し
た
際
、
運
転
手
に
支
払
っ
た
時
間
外
手
当
二
、〇
〇
〇

円
は
公
金
の
違
法
な
支
出
に
当
た
る
か
ら
、
角
光
雄
は
白
山
市
に
対
し
こ
れ
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

4
、
最
高
裁
判
例
か
ら
み
た
高
裁
判
決
の
問
題
点

⑴　

津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決

本
件
訴
訟
の
一
、
二
審
判
決
の
概
要
は
以
上
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
両
判
決
と
も
角
光
雄
市
長
が
本
件
発
会
式
に
出
席
し
祝
辞
を
述

べ
た
行
為
が
憲
法
の
政
教
分
離
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
上
で
参
考
に
し
た
の
は
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
で
あ
り
、
い
ず

れ
も
同
判
決
の
示
し
た
「
目
的
効
果
基
準
」
に
従
っ
て
判
断
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
論
は
一
方
は
合
憲
、
他
方
は

違
憲
と
い
う
よ
う
に
正
反
対
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
判
決
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
先
ず
津
地
鎮
祭
訴
訟

最
高
裁
判
決
の
意
味
お
よ
び
同
判
決
が
示
し
た
目
的
効
果
基
準
の
内
容
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
本
件
訴
訟
に
こ
の
目

的
効
果
基
準
を
正
し
く
適
用
し
た
場
合
ど
う
な
る
か
を
考
察
す
れ
ば
、
本
判
決
の
問
題
点
は
自
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

津
地
鎮
祭
訴
訟
で
は
、
昭
和
四
〇
年
一
月
一
四
日
、
津
市
体
育
館
の
起
工
式
（
神
道
式
地
鎮
祭
）
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
津
市
の
主

催
に
よ
り
、
同
市
の
職
員
が
進
行
係
と
な
っ
て
、
宗
教
法
人
大
市
神
社
の
宮
司
ら
四
名
の
神
職
主
宰
の
も
と
に
神
式
（
修
祓
、
降
神
の
儀
、

献
饌
の
儀
、
祝
詞
奏
上
、
清
祓
の
儀
、
刈
初
め
の
儀
、
鍬
入
れ
の
儀
、
玉
串
奉
奠
、
昇
神
の
儀
）
に
則
り
挙
行
、
同
市
市
長
角
永
清
が
そ
の
挙
式
費

用
、
七
、六
六
三
円
を
市
の
公
金
か
ら
支
出
し
た
こ
と
の
適
法
性
が
争
わ
れ
た
（
主
催
者
で
あ
る
津
市
の
市
長
な
い
し
市
の
幹
部
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
こ
の
神
道
式
地
鎮
祭
に
「
参
列
」
し
、「
玉
串
奉
奠
」
を
行
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
）。
こ
の
裁
判
は
、
我
が
国
で
初
め
て
の
本
格
的
な

九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
一
四
）

政
教
分
離
訴
訟
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
最
高
裁
大
法
廷
は
、
先
に
引
用
し
た
と
お
り
、
憲
法
二
〇
条
一
項
後
段
、
三
項
及
び
八
九
条
の
定
め
る
政
教
分
離
原

則
は
、
国
家
が
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
持
つ
こ
と
を
全
く
許
さ
な
い
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
た
ら

す
行
為
の
目
的
及
び
効
果
に
か
ん
が
み
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
わ
が
国
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を

超
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
憲
法
二
〇
条
三
項
に
い
う
宗
教
的
活
動
と
は
、

国
及
び
そ
の
機
関
の
活
動
で
宗
教
と
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
全
て
の
行
為
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
上
記
に
い
う

相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
当
該
行
為
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助

長
、
促
進
又
は
圧
迫
、
干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

そ
し
て
、
あ
る
行
為
が
「
宗
教
的
活
動
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
行
為
の
外
形
的
側
面
の
み
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
当
該
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
、
当
該
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
、
当
該
行
為
者
が
当
該
行
為
を
行
う

に
つ
い
て
の
意
図
、
目
的
及
び
宗
教
的
意
義
の
有
無
、
程
度
、
当
該
行
為
の
一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
影
響
等
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、

社
会
通
念
に
従
っ
て
、
客
観
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
（
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
、
最
大
判
昭
和
五
二
・
七
・
一
三
）。

こ
の
大
法
廷
判
決
は
、
国
家
と
宗
教
の
完
全
な
分
離
は
不
可
能
で
あ
り
、
も
し
完
全
分
離
を
貫
こ
う
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
社
会
生
活

の
各
方
面
に
不
合
理
な
事
態
を
生
ず
る
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
が
「
特
定
宗
教
と
関
係
の
あ
る
私
立
学
校
に
対

す
る
助
成
」「
文
化
財
で
あ
る
神
社
、
寺
院
の
建
築
物
や
仏
像
等
の
維
持
保
存
の
た
め
の
補
助
金
の
支
出
」
そ
れ
に
「
刑
務
所
等
に
お
け

る
教
誨
活
動
」
で
あ
り
、
も
し
完
全
分
離
を
貫
こ
う
と
す
れ
ば
、
宗
教
系
私
立
大
学
へ
の
助
成
を
は
じ
め
す
べ
て
不
可
能
と
な
り
、
社
会

的
に
大
き
な
混
乱
が
生
ず
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
で
最
高
裁
は
限
定
分
離
の
立
場
に
た
っ
て
、
憲
法
二
〇
条
が
禁
止
す
る
宗
教

一
〇



「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
一
五
）

的
活
動
と
は
「
国
及
び
そ
の
機
関
の
活
動
で
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
す
べ
て
の
行
為
で
は
な
く
、
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え

る
も
の
に
限
ら
れ
る
」
と
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
国
憲
法
の
採
用
す
る
政
教
分
離
と
は
、
完
全
分
離
で
は
な
く
限
定
分
離

で
あ
り
、
緩
や
か
な
分
離
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
、「
相
当
と
さ
れ
る
限
度
」
を
超
え
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
の
基
準

と
し
て
、「
目
的
効
果
基
準
」
を
採
用
し
た
。

そ
し
て
当
該
行
為
の
「
目
的
」
お
よ
び
「
効
果
」
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、「
当
該
行
為
の
外
形
的
側
面
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
当
該
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
、
当
該
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
、
当
該
行
為
者
が
当
該
行
為
を
行
う
に
つ
い
て
の

意
図
、
目
的
及
び
宗
教
的
意
識
の
有
無
、
程
度
、
当
該
行
為
の
一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
影
響
等
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、
社
会
通
念

に
従
っ
て
、
客
観
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
二
審
の
名
古
屋
高
裁
が
、「
完
全
分
離
」
の
立
場
に
た
ち
、
神
道
式
地
鎮
祭
が
憲
法
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動

に
当
た
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
の
基
準
と
し
て
、
イ
当
該
行
為
の
「
主
宰
者
」〔
主
催
者
で
は
な
い
！
〕
が
宗
教
家
で
あ
る
か
ど
う
か
、

ロ
当
該
行
為
の
順
序
作
法
〔
式
次
第
〕
が
宗
教
界
で
定
め
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、
ハ
当
該
行
為
が
一
般
人
に
違
和
感
な
く
受
け
容
れ
ら

れ
る
程
度
に
普
遍
性
を
有
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
よ
う
に
、
特
に
「
外
形
的
側
面
」
を
重
視
し
て
判
断
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
あ

え
て
こ
れ
を
否
定
し
、「
当
該
行
為
の
外
形
的
側
面
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
当
該
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
、
当
該
行
為
に
対
す

る
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
、
当
該
行
為
者
が
当
該
行
為
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
意
図
、
目
的
及
び
宗
教
的
意
識
の
有
無
、
程
度
、
当
該
行

為
の
一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
影
響
等
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、
社
会
通
念
に
従
っ
て
、
客
観
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

し
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
問
題
の
神
道
式
地
鎮
祭
に
つ
い
て
最
高
裁
大
法
廷
は
、「
本
件
起
工
式
〔
神
道
式
地
鎮
祭
〕
は
、
宗
教
と
か
か
わ
り
合
い

一
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
一
六
）

を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
え
な
い
が
、
そ
の
目
的
は
建
築
着
工
に
際
し
土
地
の
平
安
堅
固
、
工
事
の
無
事
安
全
を
願
い
、
社
会

の
一
般
的
慣
習
に
従
っ
た
儀
礼
を
行
う
と
い
う
専
ら
世
俗
的
な
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
効
果
は
神
道
を
援
助
、
助
長
、
促
進
し
又
は
他

の
宗
教
に
圧
迫
、
干
渉
を
加
え
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
二
〇
条
三
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
宗
教
的
活
動
に
は

あ
た
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
、
相
当
で
あ
る
。」
と
し
た
。

⑵　

津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
か
ら
み
た
本
件
判
決
の
問
題
点

①
こ
れ
に
対
し
て
、
高
裁
判
決
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
、「
当
該
行
為
の
外
形
的
側
面
」
に
と
ら
わ
れ
、「
当
該
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
、

当
該
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
、
当
該
行
為
者
が
当
該
行
為
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
意
図
、
目
的
及
び
宗
教
的
意
識
の
有
無
、

程
度
、
当
該
行
為
の
一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
影
響
等
、
諸
般
の
事
情
」
を
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、「
社
会
通
念
」
を
無
視
し
て
、

白
山
市
長
が
本
件
発
会
式
に
出
席
し
祝
辞
を
述
べ
た
行
為
を
も
っ
て
、「
目
的
」
が
宗
教
的
意
義
を
持
ち
、
そ
の
「
効
果
」
が
特
定
の
宗

教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
に
な
る
行
為
で
あ
る
と
断
定
し
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
、
判
決
は
、
ⅰ
「
白
山
比
咩
神
社
」
は
「
宗
教
団
体
」
で
あ
り
、
ⅱ
「
本
件
大
祭
」
は
、
同
神
社
の
「
宗
教
上
の
祭
祀
」
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
ⅲ
「
本
件
奉
賛
会
」
は
、
本
件
大
祭
の
斎
行
及
び
こ
れ
に
伴
う
諸
事
業
を
奉
賛
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
白
山
比
咩
神
社
が
中
心
的
に
関
与
し
て
結
成
さ
れ
、
同
神
社
内
に
事
務
局
を
置
く
団
体
で
あ
り
、
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
本
件

事
業
は
、
本
件
大
祭
（
宗
教
上
の
祭
祀
）
自
体
を
斎
行
す
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
禊
場
、
斎
館
、
手
水
舎
等
、
上
記
神
社
の
信
仰
、

礼
拝
、
修
行
、
普
及
の
た
め
の
施
設
を
新
設
・
移
設
し
、
同
神
社
の
神
社
史
を
発
刊
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
、
同
神
社
の
宗
教

心
の
醸
成
を
軸
と
し
、
神
徳
の
発
揚
を
目
的
と
す
る
事
業
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
本
件
事
業
が
宗
教
的
活
動
で
あ
る
こ
と

一
二



「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
一
七
）

は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
こ
れ
を
目
的
と
す
る
大
祭
奉
賛
会
が
「
宗
教
上
の
団
体
」
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
ⅳ
「
本
件
発
会
式
」
は
、
上
に
述
べ
た
大
祭
奉
賛
会
の
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
、
す
な
わ
ち
本
件
大
祭
を
奉
賛
す
る
宗
教

的
活
動
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
そ
の
意
思
を
確
認
し
合
い
、
団
体
の
発
足
と
活
動
の
開
始
を
宣
明
す
る
目
的
で
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
ⅴ
「
白
山
市
長
で
あ
る
角
光
雄
が
来
賓
と
し
て
本
件
発
会
式
に
出
席
し
、
白
山
市
長
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
行
為
」
は
、

白
山
市
長
が
、
大
祭
奉
賛
会
が
行
う
宗
教
的
活
動
（
本
件
事
業
）
に
賛
同
、
賛
助
し
、
祝
賀
す
る
趣
旨
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
ひ
い

て
は
白
山
比
咩
神
社
の
宗
教
上
の
祭
祀
で
あ
る
本
件
大
祭
を
奉
賛
し
祝
賀
す
る
趣
旨
を
表
明
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
、
と

断
定
し
て
し
ま
っ
た
。

②
確
か
に
、
ⅰ
か
ら
ⅲ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
外
形
的
側
面
」
か
ら
見
れ
ば
、
判
決
の
い
う
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ⅰ
「
白

山
比
咩
神
社
」
は
「
宗
教
団
体
」
で
あ
り
、
ⅱ
「
本
件
大
祭
」
は
、
同
神
社
の
「
宗
教
上
の
祭
祀
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
ⅲ
「
本
件
奉
賛

会
」
は
、
本
件
大
祭
の
斎
行
及
び
こ
れ
に
伴
う
諸
事
業
を
奉
賛
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
本
件
事
業
そ
の
も
の
は
宗
教
的
活
動

と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
祭
奉
賛
会
が
憲
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
宗
教
上
の
団
体
」
に
あ
た
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
そ
の
意
味
か
ら
ⅳ
「
本
件
発
会
式
」
に
「
宗
教
的
意
義
」
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
一
審
判
決
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、「
本
件
発
会
式
は
、
白
山
比
咩
神
社
の
境
内
で
は
な
く
、
同
神
社
外
の
一
般
施
設
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
式

次
第
は
神
道
の
儀
式
や
祭
事
の
形
式
に
基
い
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
本
件
発
会
式
自
体
の
宗
教
的
色
彩
は

希
薄
で
あ
っ
た
」
と
み
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
。

問
題
は
、
本
件
判
決
が
ⅳ
「
本
件
発
会
式
」
に
「
宗
教
的
意
義
」
が
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
ⅴ
「
白
山
市
長
が
本
件
発
会
式
に
出

一
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（
五
一
八
）

席
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
行
為
」
ま
で
、「
宗
教
的
意
義
」
あ
り
と
断
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判

決
の
い
う
「
当
該
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
、
当
該
行
為
者
が
当
該
行
為
を
行
う
に
つ
い
て
の
意
図
、
目
的
及
び
宗
教
的
意

識
の
有
無
、
程
度
、
当
該
行
為
の
一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
影
響
等
」
を
無
視
し
た
も
の
と
い
う
し
か
な
か
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、

一
審
判
決
は
「
こ
の
よ
う
な
本
件
発
会
式
に
白
山
比
咩
神
社
の
所
在
す
る
白
山
市
の
市
長
と
し
て
角
光
雄
が
出
席
し
、
祝
辞
を
述
べ
る
こ

と
は
、
社
会
的
儀
礼
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
と
評
価
で
き
、
こ
れ
は
一
般
人
か
ら
見
て
も
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
」
か
ら
、
本
件
行
為
の
「
目
的
」
が
「
宗
教
的
意
義
」
を
も
つ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
高
裁
判
決
の
ⅰ
か
ら
ⅴ
に
か
け
て
の
極
め
て
表
面
的
、
形
式
的
な
論
理
展
開
を
み
る
と
、
判
決
が
最
高
裁
の
判
示
す
る

と
こ
ろ
と
は
裏
腹
に
「
外
形
的
側
面
」
の
み
に
と
ら
わ
れ
、「
当
該
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
、
当
該
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教
的
評

価
、
当
該
行
為
者
が
当
該
行
為
を
行
う
に
つ
い
て
の
意
図
、
目
的
及
び
宗
教
的
意
義
の
有
無
、
程
度
、
当
該
行
為
の
一
般
人
に
与
え
る
効

果
、
影
響
等
、
諸
般
の
事
情
」
を
十
分
考
慮
し
な
い
ま
ま
、「
社
会
通
念
」
を
無
視
な
い
し
軽
視
し
て
結
論
を
下
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
本
判
決
は
具
体
的
根
拠
を
何
も
示
さ
な
い
ま
ま
「
白
山
市
と
白
山
比
咩
神
社
と
の
か
か
わ
り
合

い
は
我
が
国
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
断
定
し
て
い
る
。

③
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
に
は
全
国
各
地
に
有
名
、
無
名
の
神
社
、
仏
閣
等
が
数
多
く
存
在
し
て
お
り
、
地
元
首
長
ら
が
、
そ
れ
ら

神
社
、
仏
閣
等
の
祭
礼
行
事
に
、
折
に
触
れ
儀
礼
的
に
参
列
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
り
、
奉
賛
会
の
役
員
に
名
を
連
ね
た
り
す
る
こ
と
は
、

後
述
（
第
四
章
）
の
と
お
り
、
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
今
日
で
も
そ
の
よ
う
な
伝
統
や
慣
習
が
各
地
に
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、「
わ

が
国
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
」
に
照
ら
し
、「
社
会
通
念
」
に
従
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
観
光
地
と
し
て
も
有
名
な
白
山
比
咩
神
社

一
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「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
一
九
）

の
地
元
市
長
が
、
奉
賛
会
の
発
会
式
に
儀
礼
的
に
参
列
し
て
祝
辞
を
述
べ
る
と
い
う
の
は
さ
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
く
、
白
山
市
と

特
定
宗
教
と
の
か
か
わ
り
も
「
相
当
」
な
も
の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
本
件
奉
賛
会
で
は
、
原
告
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
国
及
び
地
方
自
治
体
の
首
長
（
総
理
大
臣
、
県
知
事
、
市
長
、
町
長
、
村
長
）
が
公
人
と
し
て
役
員
に
就
任
し
て
い
る
」
で
は
な
い
か
。
地

元
紙
の
社
説
が
「
政
教
分
離
を
こ
こ
ま
で
狭
く
解
釈
さ
れ
れ
ば
、
首
長
は
同
様
の
会
合
で
お
ち
お
ち
祝
辞
も
述
べ
ら
れ
な
い
」（
北
國
新
聞　

平
成
二
〇
年
四
月
九
日　

社
説
）
と
嘆
じ
て
い
る
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。

ち
な
み
に
、
原
告
の
池
上
宏
氏
は
、
現
地
で
「
政
教
分
離
を
推
め
る
会
」
の
代
表
を
名
乗
り
、
旧
松
任
市
（
白
山
市
は
、
平
成
一
七
年
二

月
に
、
旧
松
任
市
ほ
か
七
つ
の
町
村
が
合
併
し
て
で
き
た
）
時
代
の
平
成
一
六
年
か
ら
足
掛
け
四
年
に
わ
た
っ
て
政
教
分
離
に
関
わ
る
住
民
監

査
請
求
を
一
〇
回
も
行
い
、
う
ち
九
件
は
訴
訟
を
提
起
す
る
ま
で
に
至
っ
た
と
い
う
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。
そ
の
請
求
内
容
を
類
型
化

す
る
と
お
よ
そ
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
と
い
う
（「『
奉
賛
会
出
席
訴
訟
』
の
原
告
は
訴
訟
マ
ニ
ア
」『
政
教
関
係
を
正
す
会　

Ｒ
＆
Ｒ
』（
№

二
六
四
）
参
照
）。

一
つ
は
、
松
任
市
ま
た
は
白
山
市
が
作
成
し
た
観
光
ポ
ス
タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
映
像
な
ど
に
於
い
て
、
神
社
や
寺
院
、
更
に
は
郷

土
を
代
表
す
る
宗
教
家
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
、
二
つ
目
は
市
が
主
催
し
て
行
っ
た
文
化
財
や
人
物
の
展
示
に
神
社
や
宗

教
家
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
糾
弾
す
る
タ
イ
プ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
三
件
、
三
つ
目
は
、
宗
教
家
な
ど
の
銅
像
や
石
碑
が
市
有
地
に
建

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
反
発
し
た
も
の
、
最
後
の
一
つ
が
宗
教
団
体
ま
た
は
そ
れ
に
関
係
す
る
団
体
の
大
会
に
市
長
や
市
議
会
議
長
が
出

席
し
、
祝
辞
な
い
し
挨
拶
を
し
た
こ
と
に
異
議
を
申
し
立
て
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
二
件
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
が
本
件
訴
訟
で
あ
る
。
す

で
に
確
定
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
も
の
の
方
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
内
訳
は
地
裁
判
決
が
一
件
、
高
裁
判
決
が
三
件
、
最
高
裁
判

決
が
四
件
の
計
七
件
で
、
原
告
の
主
張
は
こ
と
ご
と
く
却
下
も
し
く
は
棄
却
さ
れ
て
お
り
、
現
在
係
争
中
の
も
の
は
二
件
あ
る
の
み
で
あ
る
。
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（
五
二
〇
）

わ
が
国
の
伝
統
や
宗
教
的
風
土
な
ど
の
現
実
を
無
視
し
、
杓
子
ど
お
り
の
「
完
全
分
離
」
を
目
指
す
、
こ
の
よ
う
な
原
告
の
「
主
張
」

が
、
果
た
し
て
「
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
」
で
あ
り
、「
社
会
通
念
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

④
そ
こ
で
改
め
て
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
立
場
か
ら
本
件
参
列
の
合
憲
性
を
再
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

津
地
鎮
祭
訴
訟
の
ケ
ー
ス
で
は
、
地
元
神
社
の
神
職
が
主
宰
す
る
「
神
道
式
地
鎮
祭
」
を
津
市
み
ず
か
ら
主
催
し
て
市
長
ら
が
参
列
し
、

玉
串
奉
奠
を
行
っ
た
ほ
か
、
そ
の
経
費
と
し
て
、
公
金
七
、六
六
三
円
が
市
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
神
道
式
地
鎮
祭
は
紛
れ
も
な
い
「
宗
教

儀
式
」
で
あ
り
、
市
長
は
そ
の
宗
教
儀
式
に
直
接
「
参
列
」
し
、「
玉
串
奉
奠
」
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
地
鎮
祭
が
今
日
で
は
世
俗
化
し
た
慣
習
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
宗
教
的
意
義
は
希
薄
で
あ
り
、
宗
教
へ
の
援
助
、
助

長
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
で
は
、
地
元
市
長
が
出
席
し
た
の
は
「
奉
賛
会
発
会
式
」
で
あ
っ
て
、
白
山
比
咩
神
社
の
「
宗
教
儀
式
」
そ
の

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、「
発
会
式
」
は
市
が
主
催
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
市
長
は
単
に
招
待
さ
れ
参
列
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
市

長
の
行
為
は
、
地
鎮
祭
に
お
け
る
「
玉
串
奉
奠
」
の
よ
う
な
「
宗
教
行
為
」
で
は
な
く
、
単
に
「
祝
辞
」
を
述
べ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
市
長
と
宗
教
団
体
（
白
山
比
咩
神
社
）
と
の
関
わ
り
は
間
接
的
で
あ
り
、
そ
の
行
為
も
広
く
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
る
地
元
首

長
の
「
祝
辞
」
と
い
う
社
会
的
・
儀
礼
的
な
世
俗
行
為
に
す
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
、
白
山
比
咩
神
社
の
鎮
座
二
千
百
年
祭
は
、
同
神
社
や
そ
の
氏
子
、
崇
敬
者
達
に
と
っ
て
は
宗
教
的
意
義
が
あ
る
の
は
当
然
で

あ
る
が
、
白
山
市
長
や
一
般
市
民
達
に
と
っ
て
み
れ
ば
全
国
的
に
も
有
名
な
白
山
比
咩
神
社
の
祭
礼
と
い
っ
た
観
光
的
意
味
が
あ
り
、
同

市
長
が
こ
れ
を
白
山
市
の
重
要
な
観
光
資
源
と
考
え
て
奉
賛
発
会
式
に
儀
礼
的
に
参
加
し
た
と
し
て
も
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
事
実
、

一
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「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
二
一
）

白
山
市
の
観
光
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
白
山
国
立
公
園
を
全
面
に
打
ち
出
し
、「
美
し
い
白
山
は
わ
た
し
た
ち
の
誇
り
」
と
し
た

う
え
で
、「
白
山
市
の
観
光
名
所
」
の
筆
頭
に
「
白
山
本
宮
白
山
比
咩
神
社
」
を
あ
げ
、
白
山
比
咩
神
社
の
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
本

件
訴
訟
の
原
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
市
に
よ
る
「
神
社
の
紹
介
」
で
さ
え
憲
法
違
反
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ま
さ
か
本
件
訴
訟
の

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
と
い
え
ど
も
こ
の
よ
う
な
乱
暴
な
主
張
に
賛
同
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
と
す
れ
ば
、
地
元
白
山
市
長
が
、
白
山

比
咩
神
社
鎮
座
二
千
百
年
祭
を
格
好
の
観
光
イ
ベ
ン
ト
と
考
え
、
政
教
分
離
原
則
に
違
反
し
な
い
か
ぎ
り
で
そ
の
行
事
に
か
か
わ
る
こ
と

は
当
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
件
発
会
式
へ
の
参
列
と
祝
辞
も
許
さ
れ
る
範
囲
内
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
検
討
し
て
こ
そ
、
最
高
裁
判
決
の
い
う
「
当
該
行
為
に
対
す
る
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
、
当
該
行
為

者
が
当
該
行
為
を
行
う
に
つ
い
て
の
意
図
、
目
的
及
び
宗
教
的
意
識
の
有
無
、
程
度
、
当
該
行
為
の
一
般
人
に
与
え
る
効
果
、
影
響
等
、

諸
般
の
事
情
」
を
考
慮
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
判
決
は
、「
奉
賛
会
」
が
白
山
比
咩
神
社
の
「
大
祭
の
斎
行
及
び
こ
れ
に

伴
う
諸
事
業
」
を
奉
賛
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
発
会
式
」
が
「
大
祭
を
奉
賛
す
る
宗
教
的
活
動
を
遂
行
す
る
た

め
に
、
そ
の
意
思
を
確
認
し
合
い
、
団
体
の
発
足
と
活
動
の
開
始
を
宣
明
す
る
目
的
で
開
催
さ
れ
た
」
こ
と
だ
け
を
根
拠
に
、
市
長
の
発

会
式
へ
の
「
出
席
」
と
「
祝
辞
」
ま
で
「
大
祭
奉
賛
会
が
行
う
宗
教
的
活
動
（
本
件
事
業
）
に
賛
同
、
賛
助
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い

て
は
「
白
山
比
咩
神
社
の
宗
教
上
の
祭
祀
で
あ
る
本
件
大
祭
を
奉
賛
」
す
る
も
の
と
断
定
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
単
に
儀
礼
的
に
「
祝
賀
」
を
述
べ
る
こ
と
と
、
宗
教
的
活
動
そ
の
も
の
に
「
賛
同
、
賛
助
」
す
る
こ
と
と
は
別
で

あ
っ
て
、
儀
礼
的
に
「
祝
辞
」
を
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
「
宗
教
心
や
信
仰
の
表
明
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
白
山
市
長
が
地
元
首
長
と
し
て
の
立
場
か
ら
、「
世
俗
目
的
」（
観
光
事
業
の
支
援
の
目
的
）
で
も
っ
て
発
会
式
に
出
席
し
祝
辞

を
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
宗
教
的
活
動
へ
の
「
賛
同
、
賛
助
」
と
み
、
宗
教
的
意
義
あ
り
と
す
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
「
当
該
行

一
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
二
二
）

為
者
が
当
該
行
為
を
行
う
に
つ
い
て
の
意
図
、
目
的
及
び
宗
教
的
意
識
の
有
無
、
程
度
」
を
考
慮
に
入
れ
な
い
、
表
面
的
・
図
式
的
な
解

釈
つ
ま
り
最
高
裁
判
決
が
排
斥
し
た
は
ず
の
「
形
式
的
側
面
」
の
み
に
と
ら
わ
れ
た
解
釈
で
あ
っ
て
、「
社
会
通
念
」
を
無
視
し
た
も
の

と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
本
件
高
裁
判
決
は
、
白
山
市
長
の
奉
賛
会
発
会
式
へ
の
参
列
お
よ
び
祝
辞
が
な
ぜ
白
山
神
社
に
対
す
る
「
援
助
、
助
長
、
促

進
」
に
当
た
る
の
か
、
明
確
な
説
明
は
何
も
な
く
、
単
に
、
一
般
人
が
本
件
行
為
を
も
っ
て
「
大
祭
を
奉
賛
し
て
い
る
と
の
印
象
を
抱
く

の
が
通
常
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
」、
白
山
市
長
が
「
本
件
行
為
が
白
山
比
咩
神
社
の
祭
祀
で
あ
る
本
件
大
祭
を
奉
賛
す
る
と
い
う
宗
教
的

意
義
・
効
果
を
持
つ
こ
と
を
十
分
に
認
識
、
了
知
し
て
行
動
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
、
高
裁
判
決
が
本
件
行
為
の
「
目
的
」
お
よ
び
「
効
果
」
に
つ
い
て
、
何
ら
明
確
な
認
定
も
し
え
な
い
ま
ま
、
宗
教
的
意
義

が
あ
り
、
宗
教
団
体
へ
の
援
助
で
あ
る
と
の
結
論
だ
け
を
強
引
に
導
き
出
し
た
も
の
と
批
判
さ
れ
て
も
、
抗
弁
の
余
地
は
な
か
ろ
う
。

⑶　

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
か
ら
み
た
本
判
決
の
問
題
点

次
に
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
も
と
に
、
高
裁
判
決
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
は
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
大
法
廷
判
決
に
お
い
て
最
高
裁
が
定
立
し
、
そ
の
後
の
殉
職
自
衛
官

合
祀
訴
訟
判
決
、
箕
面
忠
魂
碑
・
慰
霊
祭
訴
訟
判
決
等
を
通
じ
て
確
立
し
た
、
緩
や
か
な
政
教
分
離
解
釈
の
基
準
で
あ
る
「
目
的
効
果
基

準
」
を
採
用
し
て
お
き
な
が
ら
、
玉
串
料
支
出
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
極
め
て
厳
格
に
解
釈
し
た
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
判

決
は
目
的
効
果
基
準
を
採
用
し
て
お
き
な
が
ら
、
肝
腎
の
玉
串
料
支
出
等
の
「
目
的
」
や
「
効
果
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
で
明
確
な
認
定

を
し
な
い
ま
ま
、
強
引
に
違
憲
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
判
決
の
結
論
を
支
持
す
る
玉
串
料
違
憲
論
者
の

一
八



「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
二
三
）

憲
法
学
者
の
間
で
さ
え
、
結
論
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
曖
昧
さ
や
、
目
的
効
果
基
準
の
適
用
の
仕
方
等
に
つ
い
て
様
々
な
疑
問
な
い
し
批
判

が
提
示
さ
れ
て
き
た
（
2
）

。

と
こ
ろ
が
、
本
判
決
を
み
る
と
、
判
決
は
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
だ
け
を
引
用
し
て
お
き
な
が
ら
、
実
際
の
目
的
効
果
基
準
の
適

用
の
仕
方
に
つ
い
て
は
愛
媛
玉
串
料
判
決
の
手
法
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
仮
に
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決

の
立
場
か
ら
本
件
判
決
を
見
た
場
合
、
果
た
し
て
問
題
は
存
し
な
い
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

①
初
め
に
、
高
裁
判
決
の
判
示
す
る
と
こ
ろ
を
再
確
認
し
て
み
よ
う
。

（
ⅰ
）「
白
山
比
咩
神
社
」
は
、
憲
法
二
〇
条
一
項
の
「
宗
教
団
体
」
に
当
た
る
こ
と
、（
ⅱ
）「
本
件
大
祭
」
は
、
同
神
社
の
「
宗
教
上

の
祭
祀
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、（
ⅲ
）「
大
祭
奉
賛
会
」
は
、
大
祭
の
斎
行
及
び
こ
れ
に
伴
う
諸
事
業
つ
ま
り
宗
教
活
動

を
目
的
と
す
る
も
の
だ
か
ら
、「
宗
教
上
の
団
体
」
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
と
い
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、（
ⅳ
）「
本
件
発
会
式
」
は
、

大
祭
を
奉
賛
す
る
「
宗
教
活
動
を
遂
行
」
す
る
た
め
に
、「
そ
の
意
思
を
確
認
し
合
い
、
団
体
の
発
足
と
活
動
の
開
始
を
宣
明
す
る
目
的

で
開
催
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、（
ⅴ
）
し
た
が
っ
て
、
白
山
市
長
で
あ
る
角
光
雄
が
「
本
件
発
会
式
に
出
席
し
、
白
山
市
長
と
し

て
祝
辞
を
述
べ
た
行
為
」
は
、
白
山
市
長
が
大
会
奉
賛
会
の
行
う
「
宗
教
的
活
動
に
賛
同
、
賛
助
し
、
祝
賀
す
る
趣
旨
を
表
明
し
た
も

の
」
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
こ
と
、（
ⅵ
）「
一
般
人
の
宗
教
的
評
価
」
と
し
て
も
、
本
件
行
為
は
白
山
市
が
「
本
件
大
祭
を
奉
賛
し

て
い
る
と
の
印
象
を
抱
く
の
が
通
常
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
、（
ⅶ
）
白
山
市
長
角
光
雄
は
、「
主
観
的
に
も
、
大
祭
奉
賛
会
が
行
う

本
件
事
業
を
賛
助
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
推
認
さ
れ
」「
本
件
大
祭
を
奉
賛
す
る
と
い
う
宗
教
的
意
義
・
効
果
を
も
つ
こ
と
を
十
分

に
認
識
、
了
知
し
て
行
動
」
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
こ
と
、（
ⅷ
）「
一
般
に
、
市
長
が
、
上
記
説
示
の
よ
う
な
発
会
式
に

一
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
二
四
）

出
席
し
、
市
長
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
る
行
為
が
、
時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
宗
教
的
意
義
が
希
薄
化
し
、
慣
習
化
し
た
社
会
的
儀
礼
に
す
ぎ

な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
し
、
一
般
人
が
社
会
的
儀
礼
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
し
て
い
る
と
も
到
底
考
え

ら
れ
な
い
」
こ
と
、（
ⅸ
）「
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
行
為
は
、
本
件
事
業
ひ
い
て
は
本
件
大
祭
を
奉
賛
、
賛
助
す
る
意
義
・
目
的
を
有
し

て
お
り
、
か
つ
、
特
定
の
宗
教
団
体
で
あ
る
白
山
比
咩
神
社
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
に
な
る
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

②
こ
れ
に
対
し
て
、
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
は
、
次
の
よ
う
な
論
理
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

（
ⅰ
）「
靖
國
神
社
お
よ
び
愛
媛
県
護
國
神
社
」
は
宗
教
法
人
で
あ
り
、
憲
法
二
〇
条
一
項
の
「
宗
教
団
体
」
に
当
た
る
こ
と
、（
ⅱ
）「
例

大
祭
及
び
慰
霊
大
祭
」
は
「
神
道
の
祭
祀
」
で
あ
り
、
各
神
社
が
行
う
「
恒
例
の
祭
祀
中
で
も
重
要
な
意
義
」
を
有
す
る
。
ま
た
、「
み

た
ま
祭
り
」
は
、
靖
國
神
社
の
「
祭
祀
中
最
も
盛
大
な
規
模
」
で
行
わ
れ
る
こ
と
、（
ⅲ
）「
玉
串
料
及
び
供
物
料
」
は
、「
例
大
祭
又
は
慰

霊
大
祭
」
に
お
い
て
宗
教
上
の
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
る
際
に
「
神
前
」
に
供
え
ら
れ
、「
献
灯
料
」
は
「
み
た
ま
祭
り
」
に
お
い
て
境
内

に
奉
納
者
の
名
前
を
記
し
た
灯
明
が
掲
げ
ら
れ
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
「
各
神
社
が
宗
教
的
意
義
を
有
す
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
」
で
あ
る
こ
と
、（
ⅳ
）「
一
般
に
、
神
社
自
体
が
そ
の
境
内
に
お
い
て
挙
行
す
る
恒
例
の
重
要
な
祭
祀
に
際
し
て
右
の
よ
う
な
玉
串
料

等
を
奉
納
す
る
こ
と
」
は
、
神
道
式
地
鎮
祭
と
異
な
り
、「
時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
既
に
そ
の
宗
教
的
意
義
が
希
薄
化
し
、
慣
習
化
し
た

社
会
的
儀
礼
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
ま
で
は
到
底
い
う
こ
と
が
で
き
ず
、
一
般
人
が
本
件
の
玉
串
料
等
の
奉
納
を
社
会
的
儀

礼
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
し
て
い
る
と
は
考
え
難
い
」「
そ
う
で
あ
れ
ば
、
玉
串
料
等
の
奉
納
者
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
宗
教
的
意

義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
大
な
り
小
な
り
持
た
ざ
る
を
得
な
い
」
こ
と
、（
ⅴ
）「
地
方
公
共
団
体
が
特
定
の
宗
教
団
体
に

二
〇



「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
二
五
）

対
し
て
の
み
本
件
の
よ
う
な
形
で
特
別
の
か
か
わ
り
合
い
を
持
つ
こ
と
は
、
一
般
人
に
対
し
て
、
県
が
当
該
特
定
の
宗
教
団
体
を
特
別
に

支
援
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
宗
教
団
体
が
他
の
宗
教
団
体
と
は
異
な
る
特
別
の
も
の
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
、
特
定
の
宗
教
へ
の
関
心

を
呼
び
起
こ
す
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
こ
と
、（
ⅵ
）「
以
上
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
す
れ
ば
、
県
が
本
件
玉
串
料
等

を
靖
國
神
社
又
は
護
國
神
社
に
前
記
の
と
お
り
奉
納
し
た
こ
と
は
、
そ
の
目
的
が
宗
教
的
意
義
を
持
つ
こ
と
を
免
れ
ず
、
そ
の
効
果
が
特

定
の
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
に
な
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ
り
」「
県
と
靖
國
神
社
等
と
の
か
か
わ
り
合
い
が
我
が
国
の
社
会

的
・
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
る
」

③
こ
の
よ
う
に
、
高
裁
判
決
は
、
明
ら
か
に
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
手
法
を
真
似
た
も
の
で
あ
っ
て
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高

裁
判
決
の
示
す
「
目
的
効
果
基
準
」
の
適
用
の
仕
方
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
判
決
は
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の

立
場
か
ら
考
え
て
も
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
市
長
の
「
出
席
」
と
「
祝
辞
」
を
も
っ
て
宗
教
的
意
義
が
あ
り
、

特
定
宗
教
へ
の
援
助
、
助
長
、
促
進
に
な
る
効
果
を
有
す
る
と
強
引
に
結
論
付
け
て
し
ま
っ
た
。

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
の
ケ
ー
ス
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
被
告
県
知
事
が
「
靖
國
神
社
」「
護
國
神
社
」
に
お
い
て
行
わ
れ
た
「
例
大
祭
」

「
慰
霊
大
祭
」
と
い
っ
た
「
宗
教
儀
式
」
に
際
し
て
、「
玉
串
料
」「
供
物
料
」
と
い
っ
た
神
社
特
有
な
い
し
神
道
、
仏
教
に
特
有
の
名
称

を
付
し
て
公
金
を
支
出
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
訴
訟
で
は
、
市
長
が
「
出
席
」
し
「
祝
辞
」
を
述
べ
た
の
は
、

「
白
山
比
咩
神
社
」
に
お
い
て
行
わ
れ
た
「
祭
祀
」
で
は
な
く
、
白
山
比
咩
神
社
二
千
百
年
年
大
祭
を
奉
賛
す
る
「
奉
賛
会
」
が
、
神
社

の
境
内
地
外
に
在
る
「
民
間
の
施
設
」
に
お
い
て
開
催
し
た
「
奉
賛
会
発
会
式
」
に
市
長
が
「
出
席
」
し
、「
祝
辞
」
を
述
べ
た
と
い
う

に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
玉
串
料
の
奉
納
の
よ
う
に
、「
神
社
」
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
奉
賛
会
発
会
式
」
も
そ
れ
自
体
「
宗
教

二
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
二
六
）

儀
式
」
で
は
な
く
、
神
社
の
「
例
大
祭
」
や
「
慰
霊
大
祭
」
と
比
べ
れ
ば
宗
教
性
は
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
。
し
か
も
問
題
と
な
っ
た
の

は
、「
玉
串
料
」「
供
物
料
」
と
い
っ
た
そ
れ
自
体
「
宗
教
性
を
帯
び
た
も
の
」
と
異
な
り
、
市
長
が
行
っ
た
の
は
単
に
「
発
会
式
」
に

「
出
席
」
し
「
祝
辞
」
を
述
べ
る
と
い
う
き
わ
め
て
「
世
俗
的
な
行
為
」
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
は
自
治
体
の
首
長
ら
が
、
様
々
な
儀
式
行

事
に
「
出
席
」
し
「
祝
辞
」
を
述
べ
る
の
と
全
く
同
質
の
社
会
的
儀
礼
的
行
為
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
件
市
長
が
奉
賛
会
発
会
式
に
「
出
席
」
し
「
祝
辞
」
を
述
べ
た
行
為
は
、
地
鎮
祭
と
同
様
、
世
俗
的
、
習
俗
的
な
行
為

で
あ
り
、
し
か
も
神
道
的
地
鎮
祭
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
宗
教
儀
式
だ
っ
た
も
の
が
「
時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
既
に
そ
の
宗
教
的
意
義
が

希
薄
化
し
、
慣
習
化
し
た
社
会
的
儀
礼
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
も
の
と
は
異
な
り
、
そ
れ
自
体
が
本
来
、
世
俗
的
な
行
為
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
判
決
が
「
一
般
に
、
市
長
が
、
上
記
説
示
の
よ
う
な
発
会
式
に
出
席
し
、
市
長
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
る
行
為

が
、
時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
宗
教
的
意
義
が
希
薄
化
し
、
慣
習
化
し
た
社
会
的
儀
礼
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
は
到
底
認
め
ら

れ
な
い
し
、
一
般
人
が
社
会
的
儀
礼
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
し
て
い
る
と
も
到
底
考
え
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
単
に
愛

媛
玉
串
料
判
決
の
言
い
方
を
真
似
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
体
の
伴
わ
な
い
き
わ
め
て
不
当
な
判
断
で
あ
る
。
本
件
市
長
自
身
は
も
と
よ
り
、

市
民
ら
一
般
人
も
、
市
長
の
行
為
を
も
っ
て
地
元
の
最
も
有
力
な
観
光
資
源
の
一
つ
で
あ
る
白
山
比
咩
神
社
関
係
の
儀
式
に
「
社
会
的
儀

礼
」
の
一
つ
と
し
て
参
加
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
意
義
は
希
薄
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
白
山
比
咩
神
社
の
宗
教

的
活
動
を
特
に
援
助
、
助
長
、
促
進
し
た
り
、
逆
に
他
宗
教
に
対
し
て
圧
迫
、
干
渉
を
与
え
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
仮
に
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
立
場
に
た
ち
、
そ
の
「
目
的
効
果
基
準
」
の
適
用
の
仕
方
に
倣
っ
た
と
し
て
も
、

神
社
の
境
内
地
の
外
で
行
わ
れ
た
、
そ
れ
自
体
「
宗
教
儀
式
」
で
な
い
「
奉
賛
会
発
会
式
」
へ
の
、
本
件
市
長
の
単
な
る
「
出
席
」
と

「
祝
辞
」
を
も
っ
て
「
宗
教
的
意
義
」
が
あ
り
、「
特
定
宗
教
へ
の
援
助
、
助
長
」
に
当
た
る
と
み
る
こ
と
は
、
た
と
え
様
々
な
「
事
情
を

二
二



「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
二
七
）

総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
」
し
た
と
し
て
も
、
相
当
な
無
理
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
地
元
市
長
と
白
山
比
咩
神
社
と
の
こ
の
よ
う
な

「
間
接
的
な
か
か
わ
り
合
い
」
が
「
我
が
国
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
」
で
あ
り
、「
憲

法
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
る
」
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

5
、
国
お
よ
び
自
治
体
首
長
ら
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り

⑴　

国
家
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
│
各
種
宗
教
儀
式
へ
の
儀
礼
的
参
列

国
家
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
は
、
国
際
社
会
で
も
国
内
で
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
皇
族
を
は
じ
め
と
し
て
、
首

相
や
知
事
ら
が
公
人
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
各
種
の
宗
教
儀
式
に
儀
礼
的
に
参
列
す
る
例
は
多
く
、
こ
こ
で
そ
の
例
を
い
く
つ
か
紹
介

す
る
こ
と
に
し
よ
う
（
3
）

。

国
王
の
戴
冠
式
や
国
葬
な
ど
が
宗
教
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
る
の
は
世
界
の
常
識
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
宗
教
儀
式
（
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
、
イ
ス
ラ
ム
教
他
さ
ま
ざ
ま
）
に
は
、
わ
が
国
か
ら
も
皇
族
や
首
相
ら
が
参
列
し
て
い
る
。
い
さ
さ
か
古
い
例
で
は
あ
る
が
、
以

前
調
査
し
た
も
の
を
紹
介
す
る
な
ら
ば
、
一
九
六
三
年
一
一
月
二
五
日
、
ア
メ
リ
カ
の
故
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
国
葬
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
市

内
に
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
マ
タ
イ
教
会
で
催
さ
れ
た
際
に
は
、
我
が
国
か
ら
池
田
勇
人
首
相
と
大
平
正
芳
外
相
が
参
列
し
て
い
る
。
葬

儀
は
ク
ッ
シ
ン
グ
枢
機
卿
の
司
式
で
行
わ
れ
た
純
然
た
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
儀
式
で
あ
っ
た
。
翌
二
六
日
に
は
、
東
京
の
聖
イ
グ
ナ
チ

オ
教
会
で
も
同
大
統
領
の
追
悼
ミ
サ
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
ミ
サ
に
は
、
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
の
御
名
代
と
し
て
皇
太
子
殿
下
・
同
妃
殿

下
が
参
列
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
五
九
年
五
月
二
七
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
大
聖
堂
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
礼
拝
堂
で
行
わ
れ
た

故
ダ
レ
ス
前
国
務
長
官
の
「
公
葬
」
の
場
合
に
も
、
わ
が
国
か
ら
は
藤
山
愛
一
郎
外
相
が
参
列
し
、
さ
ら
に
一
九
五
三
年
六
月
二
日
、
ロ

二
三
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ン
ド
ン
の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
で
行
わ
れ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
戴
冠
式
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
の
宗

教
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
戴
冠
式
に
は
、
わ
が
国
か
ら
天
皇
陛
下
の
御
名
代
と
し
て
、
皇
太
子
殿
下
が
参
列
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
比
較
的
最
近
の
例
と
し
て
は
、
一
九
九
六
年
一
月
一
一
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
元
大
統
領
の
逝
去
を
悼
む
フ
ラ
ン
ス
政

府
主
催
の
追
悼
ミ
サ
が
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
に
お
い
て
行
わ
れ
た
が
、
わ
が
国
か
ら
は
村
山
富
市
首
相
の
特
使
と
し
て
竹
下
登
元

首
相
が
参
列
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
バ
チ
カ
ン
大
使
に
い
た
っ
て
は
、
年
中
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
儀
式
に
参
加
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ

れ
が
大
使
と
し
て
の
仕
事
で
あ
る
。

他
方
、
国
内
に
あ
っ
て
も
、
昭
和
五
五
年
一
〇
月
一
五
日
、
奈
良
県
・
東
大
寺
の
大
仏
殿
修
理
の
落
慶
法
要
に
際
し
て
、
鈴
木
善
幸
首

相
の
代
理
と
し
て
内
閣
官
房
副
長
官
が
参
列
し
、
慶
讃
分
を
奏
上
し
て
い
る
し
、
後
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
毎
年
三
月
と
九
月
、
東

京
都
慰
霊
堂
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
る
戦
災
殉
難
者
、
大
正
大
震
災
遭
難
者
の
た
め
の
仏
式
の
慰
霊
大
法
要
に
は
、
東
京
都
知
事
や
都
議

会
議
長
ら
が
参
列
し
、
追
悼
の
辞
の
朗
読
や
焼
香
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
毎
年
一
一
月
、
横
浜
市
英
連
邦
墓
地
に
お
い
て
行
わ
れ
る
英
連

邦
戦
没
者
慰
霊
祭
は
、
キ
リ
ス
ト
教
・
ヒ
ン
ズ
ー
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
・
仏
教
合
同
の
式
典
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
外
務
大
臣
、

防
衛
庁
長
官
（
防
衛
大
臣
）、
神
奈
川
県
知
事
お
よ
び
横
浜
市
長
ら
が
参
列
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
も
、
本
判
決
の
「
完
全
分
離
」
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
一
切
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
友
好
的
な
外
交
関
係
や

社
会
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑵　

全
国
各
地
の
自
治
体
首
長
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り

ま
た
、
古
く
か
ら
地
域
共
同
体
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
神
社
や
仏
閣
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
会
な
ど
が
、

二
四
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人
々
の
生
活
と
と
も
に
存
続
し
、
郷
土
文
化
を
育
ん
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
数
々
の
宗
教
行
事
は
、
共
同
体
の
構
成
員
と

し
て
の
意
識
の
確
認
と
、
連
帯
感
の
醸
成
の
た
め
貢
献
し
て
お
り
、
地
域
共
同
体
の
代
表
と
し
て
の
地
元
首
長
が
、
儀
礼
の
範
囲
内
で
そ

れ
ら
の
行
事
に
出
席
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
り
挨
拶
を
し
た
り
す
る
こ
と
も
、
わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
例
は
、
我
々
の
ご
く
身
近
な
と
こ
ろ
で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ

き
自
治
体
首
長
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

①
ま
ず
、
東
京
都
慰
霊
堂
に
お
け
る
仏
式
の
慰
霊
祭
に
、
毎
年
春
と
秋
に
、
都
知
事
以
下
が
参
列
し
て
い
る
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。
こ
の
東
京
都
慰
霊
堂
は
関
東
大
震
災
の
遭
難
者
の
慰
霊
た
め
、
昭
和
五
年
に
都
有
地
上
に
建
立
さ
れ
た
仏
式
の
大
伽
藍
で
あ
り
、

後
に
東
京
大
空
襲
の
犠
牲
者
も
合
わ
せ
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
堂
内
の
祭
壇
に
は
関
東
大
震
災
な
ら
び
に
東
京
大
空
襲
の
遭
難
者

の
霊
位
牌
が
並
祀
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
慰
霊
堂
は
都
有
財
産
で
あ
る
が
、
昭
和
二
〇
年
九
月
以
来
、
財
団
法
人
「
東
京
都
慰
霊
協
会
」
に

よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
お
り
、
毎
年
三
月
一
〇
日
と
九
月
一
日
に
は
「
都
内
戦
災
殉
難
者
・
大
正
震
災
遭
難
者
慰
霊
大
法
要
」〔
現
在
は
「
関

東
大
震
災
・
都
内
戦
災
遭
難
者
慰
霊
大
法
要
」
と
呼
ん
で
い
る
〕
が
営
ま
れ
、
東
京
五
山
（
護
国
寺
・
増
上
寺
・
浅
草
寺
・
寛
永
寺
・
本
門

時
）
の
住
職
が
輪
番
で
大
導
師
を
勤
め
、
東
京
都
仏
教
連
合
会
が
協
力
し
て
行
う
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
恒
例
の

仏
式
慰
霊
法
要
に
は
、
都
知
事
、
都
議
会
議
長
ら
が
参
列
し
て
追
悼
の
辞
を
述
べ
、
焼
香
し
、
東
京
都
職
員
が
公
務
と
し
て
式
典
に
関
与

し
て
い
る
。

次
に
、
宮
城
県
水
沢
市
の
「
後
藤
寿
庵
廟
」
で
行
わ
れ
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
儀
式
に
地
元
市
長
ら
が
参
列
し
て
い
る
例
で
あ
る
が
、

水
沢
市
の
市
有
地
上
に
は
チ
ャ
ペ
ル
様
式
の
建
物
、
後
藤
寿
庵
廟
が
存
在
す
る
。
こ
の
廟
は
伊
達
政
宗
の
家
臣
で
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
も

二
五
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あ
っ
た
後
藤
寿
庵
を
祀
る
べ
く
、
昭
和
六
年
に
建
設
さ
れ
た
。
建
物
の
中
央
の
扉
の
中
に
は
、
十
字
架
の
下
に
「
贈
従
五
位
後
藤
寿
庵
先

生
之
碑
」
と
書
か
れ
た
碑
が
安
置
さ
れ
、
当
初
は
神
式
で
「
寿
庵
祭
」
が
営
ま
れ
て
き
た
が
、
戦
後
間
も
な
く
カ
ト
リ
ッ
ク
式
に
改
め
ら

れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。「
寿
庵
祭
」
は
、
五
月
下
旬
の
日
曜
日
に
地
元
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
主
催
で
「
後
藤
寿
庵
大
祈
願
祭
」
と

称
し
て
行
わ
れ
、
水
沢
市
長
を
は
じ
め
地
元
関
係
者
や
県
内
外
の
信
徒
が
参
列
し
、
五
穀
豊
穣
等
が
祈
ら
れ
る
。
平
成
一
〇
年
の
「
後
藤

寿
庵
大
祈
願
祭
」
は
、
五
月
二
四
日
に
カ
ト
リ
ッ
ク
水
沢
教
会
の
主
催
、
仙
台
司
教
区
・
胆
沢
平
野
土
地
改
良
区
の
後
援
で
営
ま
れ
て
い
る
（
4
）

。

第
三
に
、
熊
本
県
天
草
市
の
天
草
殉
教
公
園
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
「
天
草
殉
教
祭
」
で
あ
る
が
、
こ
の
殉
教
祭
は
天
草
、
島
原
の

乱
で
散
華
し
た
幕
府
勢
お
よ
び
一
揆
勢
の
霊
を
慰
め
る
た
め
、
昭
和
三
一
年
に
仏
式
、
神
式
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
合
同
慰
霊
祭
を
行
っ

た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
る
。
祭
典
は
、
毎
年
一
〇
月
の
第
四
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
が
、
平
成
一
四
年
度
の
場
合
、
天
草
殉
教
祭
は
午
前
九

時
か
ら
「
神
道
祭
典
」、
午
後
四
時
か
ら
「
仏
式
法
要
」
が
行
わ
れ
、
続
い
て
午
後
五
時
か
ら
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ミ
サ
」
が
行
わ
れ
た
。

神
道
祭
典
で
は
市
長
・
市
議
会
議
長
・
教
育
長
・
福
祉
部
長
な
ど
二
〇
人
ほ
ど
の
参
列
者
が
「
玉
串
」
を
奉
奠
し
、
仏
式
法
要
で
は
同
じ

く
市
長
ら
約
二
〇
人
が
「
焼
香
」、
そ
の
後
行
わ
れ
た
ミ
サ
に
も
市
長
・
市
議
会
議
長
ら
約
二
〇
人
に
加
え
、
信
者
ら
約
二
〇
〇
人
が
参

列
し
て
い
る
。
ミ
サ
終
了
後
に
は
、
殉
教
祭
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
う
べ
き
キ
ャ
ン
ド
ル
行
進
が
行
わ
れ
、
十
字
架
を
先
頭
に
、
イ

エ
ス
像
を
か
た
ど
っ
た
旗
、
花
ま
き
少
女
、
マ
リ
ア
像
、
司
祭
団
に
続
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
や
一
般
市
民
が
手
に
手
に
キ
ャ
ン
ド
ル
を

持
っ
て
行
進
し
、
本
渡
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
到
着
し
て
行
進
は
終
了
し
た
（
5
）

。

第
四
に
、
孔
子
お
よ
び
そ
の
弟
子
を
祭
る
祭
儀
「
釈
奠
（
せ
き
て
ん
）」
及
び
「
釈
菜
（
せ
き
さ
い
）」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
東
京
都

湯
島
聖
堂
や
佐
賀
県
多
久
市
の
多
久
聖
廟
の
他
、
全
国
に
存
在
す
る
い
く
つ
か
の
聖
廟
、
聖
堂
で
行
わ
れ
て
い
る
儒
教
の
祭
典
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
佐
賀
県
多
久
聖
廟
は
土
地
・
建
物
と
も
に
国
有
で
、
春
秋
二
回
の
祭
典
が
営
ま
れ
て
お
り
、
祭
典
に
奉
仕
す
る
祭
官
の
う
ち

二
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「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
三
一
）

「
献
官
」（
神
道
の
祭
典
に
お
け
る
斎
主
に
相
当
）
は
市
長
、「
掌
儀
」（
神
饌
を
検
閲
す
る
役
）
は
市
議
会
議
長
、「
司
尊
」（
献
官
の
爵
に
酒
を
注

ぐ
役
）
は
教
育
長
が
奉
仕
す
る
な
ど
、
文
字
通
り
市
を
挙
げ
て
の
祭
典
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
市
長
ら
が
祭
典
に
奉
仕
す
る
こ
と

で
問
題
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
（
6
）

。

第
五
に
、
京
都
の
「
祇
園
祭
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
八
坂
神
社
の
祭
で
あ
る
。
京
都
を
代
表
す
る
観
光

ま
つ
り
と
し
て
山
鉾
巡
行
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
祇
園
祭
は
八
坂
神
社
へ
の
参
拝
に
始
ま
り
、
三
基
の
神
輿
が
市
内
を
巡
航
す
る
神
道
の

祭
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
京
都
市
長
は
山
鉾
巡
行
の
順
番
を
決
め
る
「
く
じ
取
り
式
」
に
立
会
い
、
山
鉾
巡
行
中
の
「
く
じ
改

め
」
に
も
市
長
が
奉
行
と
な
っ
て
順
位
を
正
し
た
り
し
て
い
る
（
7
）

。
つ
ま
り
、
八
坂
神
社
の
お
祭
り
で
あ
る
祇
園
祭
も
、
京
都
市
に
と
っ
て

み
れ
ば
観
光
行
事
そ
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
、
市
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
件
訴
訟
の
原
告
や
、
名
古

屋
高
裁
金
沢
支
部
の
本
判
決
担
当
裁
判
官
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
も
特
定
宗
教
と
の
か
か
わ
り
で
あ
り
政
教
分
離
違
反
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
が
、
果
た
し
て
そ
れ
が
多
数
国
民
の
「
社
会
通
念
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

②
他
方
、
神
道
お
よ
び
わ
が
国
仏
教
の
縁ゆ
か
り

の
地
、
三
重
県
伊
勢
市
と
和
歌
山
県
高
野
町
の
ケ
ー
ス
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
伊
勢
神
宮
で
あ
る
が
、
神
宮
の
式
年
遷
宮
は
持
統
天
皇
の
御
代
に
始
ま
り
、
以
後
、
二
〇
年
に
一
度
、
ご
遷
宮
が
行
わ
れ
て
き

た
。
そ
し
て
来
る
平
成
二
五
年
に
は
、
第
六
二
回
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
る
。
今
回
の
御
遷
宮
は
平
成
一
七
年
五
月
の
「
山
口
祭
」
に
始
ま

り
、
平
成
二
五
年
ま
で
の
八
年
間
、
さ
ま
ざ
ま
な
祭
典
や
行
事
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
地
元
伊
勢
市
で
は
市
長
以
下
、
市

を
あ
げ
て
こ
れ
に
協
力
し
て
お
り
、
こ
れ
が
伊
勢
市
の
永
い
伝
統
で
も
あ
る
。
山
口
祭
に
続
き
、
平
成
一
七
年
六
月
に
木
曽
谷
国
有
林
で
、

古
式
通
り
に
行
わ
れ
た
「
御
杣
（
み
そ
ま
）
始
祭
」（
遷
宮
用
の
ご
用
材
を
切
り
出
す
御
杣
（
み
そ
ま
）
山
か
ら
、
御
樋
代
木
（
み
ひ
し
ろ
ぎ
＝
ご
神

二
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七
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八
巻
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号
（
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〇
一
三
年
三
月
）

（
五
三
二
）

体
を
お
納
め
す
る
器
を
つ
く
る
用
材
）
を
伐
り
出
す
重
要
な
お
祭
り
）
に
は
北
白
川
道
久
神
宮
大
宮
司
、
加
藤
光
徳
伊
勢
市
長
を
は
じ
め
、
地
元

の
人
々
や
上
松
中
学
校
の
生
徒
、
報
道
関
係
者
な
ど
約
七
〇
〇
人
が
出
席
、
内
宮
お
よ
び
外
宮
用
に
選
ば
れ
た
天
然
ヒ
ノ
キ
の
ご
神
木
二

本
の
前
に
祭
場
が
造
ら
れ
、
お
祓
い
、
献
饌
、
祝
詞
奏
上
、
伐
採
の
儀
な
ど
の
祭
儀
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
一
八
年
二
月
に
は
、
ご
遷
宮
の
た
め
の
ご
用
材
を
搬
入
す
る
「
御
木
曳
（
お
き
ひ
き
）」
の
開
始
に
向
け
て
「
奉
曳
本
部
」

が
結
成
さ
れ
た
が
、
本
部
長
は
加
藤
伊
勢
市
長
で
あ
り
、
同
市
長
は
「
ご
勅
許
の
と
き
以
来
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
す
。
四
市
町
村

の
合
併
の
時
期
に
も
当
た
り
、
新
伊
勢
市
の
力
を
結
集
し
て
迎
え
た
い
」
と
語
り
、
総
委
員
長
の
伊
勢
商
工
会
議
所
会
頭
も
「
神
宮
は
日

本
の
聖
地
。
民
族
に
流
れ
る
日
本
の
心
の
伝
承
を
大
切
に
、
た
く
さ
ん
の
人
を
受
け
入
れ
た
い
」
と
話
し
て
い
る
（
8
）

。

伊
勢
神
宮
は
現
在
、
宗
教
法
人
と
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
三
〇
年
一
月
に
鳩
山
一
郎
首
相
が
「
参
拝
」
し
て
以
来
、
歴
代
総
理
が
ほ
ぼ

毎
年
、「
参
拝
」
し
て
い
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
（
9
）

。
ま
た
、
式
年
遷
宮
は
神
宮
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
宗
教
行
事
で
あ
る
が
、
地

元
の
伊
勢
市
に
と
っ
て
み
れ
ば
全
国
的
に
知
ら
れ
た
重
要
な
観
光
資
源
で
も
あ
る
。
伊
勢
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
伊
勢
市
の
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
」
に
は
「
伊
勢
市
は
、
三
重
県
の
中
東
部
、
伊
勢
平
野
の
南
端
部
に
位
置
す
る
、
比
較
的
温
暖
な
気
候
に
包
ま
れ
た
都
市
で
す
。（
略
）

伊
勢
の
ま
ち
は
『
お
伊
勢
さ
ん
』
と
呼
ば
れ
、
古
く
か
ら
日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
親
し
ま
れ
、
神
宮
御
鎮
座
の
ま
ち
と
し
て
栄

え
て
き
ま
し
た
。
今
で
も
、
全
国
各
地
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
伊
勢
市
が
文
化
的
に
も
経
済
的
に

も
伊
勢
神
宮
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
な
れ
ば
、
伊
勢
市
長
が
二
〇
年
に
一
回
の
御
遷
宮
諸
行
事
に
地
元

市
長
と
し
て
か
か
わ
り
を
持
ち
、
宗
教
儀
式
に
儀
礼
的
に
「
出
席
」
し
た
り
「
祝
辞
」
を
述
べ
た
り
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
何
の
不
思
議

も
あ
る
ま
い
。

次
に
、
高
野
山
真
言
宗
総
本
山
金
剛
峯
寺
の
存
在
す
る
和
歌
山
高
野
町
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
年
間
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
真
言

二
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「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
三
三
）

宗
の
様
々
な
祭
や
関
係
行
事
と
の
関
わ
り
な
し
に
町
政
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
考
え
難
い
。
事
実
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
た
だ
け

で
も
、
例
え
ば
弘
法
大
師
の
誕
生
日
六
月
一
五
日
に
行
わ
れ
る
「
高
野
山
青
葉
祭
り
」
は
町
を
挙
げ
て
の
祭
で
あ
り
、
宗
祖
降
誕
会

（
し
ゅ
う
そ
ご
う
た
ん
え
）
や
華
や
か
な
花
御
堂
渡
御
（
は
な
み
ど
う
と
ぎ
ょ
）
と
呼
ば
れ
る
パ
レ
ー
ド
を
中
心
に
、
弘
法
大
師
の
誕
生
日
を

祝
う
お
祭
り
が
盛
大
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
と
い
う
。
祭
は
一
四
日
の
夕
刻
よ
り
始
ま
り
、
町
中
を
ね
ぶ
た
十
数
基
が
練
り
歩
く
。
そ
し
て

一
五
日
の
当
日
に
は
、
午
前
九
時
よ
り
高
野
山
大
師
教
会
に
僧
侶
約
一
〇
〇
人
が
参
加
し
て
誕
生
会
法
会
が
執
り
行
わ
れ
、
午
後
〇
時
か

ら
は
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
花
御
堂
渡
御
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
渡
御
に
は
全
国
の
有
名
な
お
祭
り
が
弘
法
大
師
の
誕
生
日
に
奉
納
す
る
た
め

高
野
山
を
訪
れ
、
祭
は
最
高
潮
に
達
す
る
。
そ
し
て
午
後
二
時
か
ら
は
金
剛
峯
寺
前
広
場
で
、
金
剛
峯
寺
座
主
や
高
野
町
長
の
挨
拶
の
あ

と
、
大
餅
ま
き
が
行
わ
れ
、
青
葉
祭
り
が
終
了
す
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
10
）

。

し
か
し
、
こ
の
高
野
山
金
剛
峯
寺
の
祭
や
諸
行
事
と
高
野
町
と
の
か
か
わ
り
も
歴
史
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
高
野
山
金
剛
峯

寺
の
地
元
高
野
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、「
沿
革
」
と
し
て
「
い
ま
か
ら
お
よ
そ
一
二
〇
〇
年
前
の
高
野
山
開
創
か
ら
明
治
初
年
ま
で

寺
領
と
し
て
管
理
さ
れ
、
明
治
四
年
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
和
歌
山
県
に
属
し
、
明
治
一
一
年
郡
区
町
村
編
成
法
の
実
施
と
と
も
に
高
野
山

外
の
一
三
大
字
で
高
野
村
を
組
織
し
、
明
治
二
二
年
四
月
、
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
高
野
村
と
な
っ
た
。
昭
和
三
年
一
一
月
一
日
に
町
制

を
施
行
し
て
高
野
町
と
な
り
、
さ
ら
に
昭
和
三
三
年
六
月
一
日
、
町
村
合
併
促
進
法
に
基
づ
い
て
、
富
貴
村
と
合
併
、
今
日
に
至
っ
て
い

る
。
町
の
中
心
で
あ
る
高
野
山
上
は
、
町
人
口
の
約
七
〇
％
を
占
め
、
産
業
、
文
化
、
経
済
の
中
心
地
で
あ
り
、
ま
た
わ
が
国
有
数
の
山

岳
仏
都
、
観
光
の
町
と
し
て
発
展
し
て
い
る
…
」
と
あ
り
、
高
野
町
自
体
が
も
と
も
と
高
野
山
金
剛
峯
寺
の
寺
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
「
山
岳
仏
都
、
観
光
の
町
」
と
あ
る
よ
う
に
、
町
で
は
高
野
山
金
剛
峯
寺
を
観
光
の
名
所
と
し
て
位
置
づ
け
、
全
国
に
向
け

て
積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
高
野
町
が
高
野
山
金
剛
峯
寺
の
様
々
な
宗
教
行
事
に
か
か
わ
り
、
町
長
が

二
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月
）

（
五
三
四
）

こ
れ
ら
の
行
事
に
儀
礼
的
に
「
出
席
」
し
「
祝
辞
」
を
述
べ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
く
、
こ
れ
を
政
教
分
離
違
反
と
す
る
の
は
そ
れ

こ
そ
「
社
会
通
念
」
を
無
視
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

③
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
み
る
と
全
国
各
地
で
多
く
の
自
治
体
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で

地
元
の
神
社
、
仏
閣
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
会
な
ど
と
文
化
的
、
経
済
的
、
社
会
的
に
様
々
な
か
か
わ
り
を
も
ち
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ

の
町
や
村
の
独
特
の
伝
統
文
化
を
形
成
す
る
上
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
自
治

体
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
の
中
に
は
、
む
ろ
ん
戦
前
か
ら
、
つ
ま
り
日
本
国
憲
法
制
定
以
前
の
は
る
か
遠
い
昔
よ
り
続
い
て
き
た
も
の
も

多
い
。
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
が
、「
憲
法
二
〇
条
三
項
に
い
う
宗
教
的
活
動
と
は
、
国
及
び
そ
の
機
関
の
活
動
で
宗
教
と
か
か
わ

り
合
を
も
つ
全
て
の
行
為
を
指
す
も
の
で
は
な
く
」、「
わ
が
国
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
も

の
」
を
指
す
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
自
治
体
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
あ
い
も
視
野
に
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

6
、
お
わ
り
に

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
平
成
一
七
年
六
月
、
石
川
県
白
山
市
長
が
地
元
の
白
山
比
咩
神
社
御
鎮
座
二
千
百
年
式
年
大
祭
の
奉
賛
会

発
会
式
に
公
用
車
を
使
用
し
て
出
席
し
祝
辞
を
述
べ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
本
件
第
二
審
の
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
が
、
白
山
比
咩
神
社
の

宗
教
上
の
祭
祀
で
あ
る
本
件
大
祭
を
奉
賛
、
賛
助
す
る
意
義
・
目
的
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
二
〇
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
教
的
活

動
に
当
た
る
と
判
示
し
た
の
は
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
お
よ
び
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
い
ず
れ
に
照
ら
し
て
も
妥
当
性

を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
〇



「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
三
五
）

す
な
わ
ち
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
の
ケ
ー
ス
で
は
、
地
元
神
社
の
神
職
が
主
宰
す
る
「
神
道
式
地
鎮
祭
」
を
津
市
み
ず
か
ら
主
催
し
て
市
長

ら
が
参
列
し
、
玉
串
奉
奠
を
行
っ
た
ほ
か
、
そ
の
経
費
と
し
て
、
公
金
七
、六
六
三
円
が
市
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
神
道
式
地
鎮
祭
は
紛
れ

も
な
い
「
宗
教
儀
式
」
で
あ
り
、
市
長
は
そ
の
宗
教
儀
式
に
直
接
「
参
列
」
し
、「
玉
串
奉
奠
」
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
鎮
祭
が
今
日
で
は
世
俗
化
し
た
慣
習
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
宗
教
的
意
義
は
希
薄
で
あ
り
、
宗
教

へ
の
援
助
、
助
長
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
で
は
、
地
元
市
長
が
出
席
し
た
の
は
「
奉
賛
会
発
会
式
」
で
あ
っ
て
、
白
山
比
咩
神
社
の
「
宗
教
儀
式
」
そ
の

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、「
発
会
式
」
は
市
が
主
催
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
市
長
は
単
に
招
待
さ
れ
出
席
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
市

長
の
行
為
は
、
地
鎮
祭
に
お
け
る
「
玉
串
奉
奠
」
の
よ
う
な
「
宗
教
行
為
」
で
は
な
く
、
単
に
「
祝
辞
」
を
述
べ
た
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
市
長
と
宗
教
団
体
（
白
山
比
咩
神
社
）
と
の
関
わ
り
は
間
接
的
で
あ
り
、
そ
の
行
為
も
広
く
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
る
地
元
首
長
の

「
祝
辞
」
と
い
う
社
会
的
・
儀
礼
的
な
世
俗
行
為
に
す
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
、
白
山
比
咩
神
社
の
鎮
座
二
千
百
年
祭
は
、
同
神
社
や
そ
の
氏
子
、
崇
敬
者
達
に
と
っ
て
は
宗
教
的
意
義
が
あ
る
の
は
当
然
で

あ
る
が
、
白
山
市
長
や
一
般
市
民
達
に
と
っ
て
み
れ
ば
全
国
的
に
も
有
名
な
白
山
比
咩
神
社
の
祭
礼
と
い
っ
た
観
光
的
意
味
が
あ
り
、
同

市
長
が
こ
れ
を
白
山
市
の
重
要
な
観
光
資
源
と
考
え
て
奉
賛
発
会
式
に
儀
礼
的
に
参
加
し
た
と
し
て
も
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
と
す

れ
ば
、
地
元
白
山
市
長
が
、
白
山
比
咩
神
社
鎮
座
二
千
百
年
祭
を
格
好
の
観
光
イ
ベ
ン
ト
と
考
え
、
政
教
分
離
原
則
に
違
反
し
な
い
か
ぎ

り
で
そ
の
行
事
に
か
か
わ
る
こ
と
は
当
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
件
発
会
式
へ
の
参
列
と
祝
辞
も
許
さ
れ
る
範
囲
内
の
も
の
と
い

え
よ
う
。

ま
た
、
高
裁
判
決
は
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
み
引
用
し
て
お
き
な
が
ら
、
実
際
に
は
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
手
法

三
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
三
六
）

を
真
似
た
も
の
で
あ
り
、
津
地
鎮
祭
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
示
す
「
目
的
効
果
基
準
」
の
適
用
の
仕
方
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
本
判
決
は
、
仮
に
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
立
場
に
た
っ
て
考
え
て
も
無
理
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
の
ケ
ー
ス
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
被
告
県
知
事
が
「
靖
國
神
社
」「
護
國
神
社
」
に
お
い
て
行
わ
れ

た
「
例
大
祭
」「
慰
霊
大
祭
」
と
い
っ
た
「
宗
教
儀
式
」
に
際
し
て
、「
玉
串
料
」「
供
物
料
」
と
い
っ
た
神
社
特
有
な
い
し
神
道
、
仏
教

に
特
有
の
名
称
を
付
し
て
公
金
を
支
出
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
訴
訟
で
は
、
市
長
が
「
出
席
」
し
「
祝
辞
」
を
述

べ
た
の
は
、「
白
山
比
咩
神
社
」
に
お
い
て
行
わ
れ
た
「
祭
祀
」
で
は
な
く
、
白
山
比
咩
神
社
二
千
百
年
大
祭
を
奉
賛
す
る
「
奉
賛
会
」

が
、
神
社
の
境
内
地
外
に
在
る
「
民
間
の
施
設
」
に
お
い
て
開
催
し
た
「
奉
賛
会
発
会
式
」
に
市
長
が
「
出
席
」
し
、「
祝
辞
」
を
述
べ

た
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
つ
ま
り
、
玉
串
料
の
奉
納
の
よ
う
に
、「
神
社
」
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
奉
賛
会
発
会
式
」
も
そ
れ
自

体
「
宗
教
儀
式
」
で
な
く
、
神
社
の
「
例
大
祭
」
や
「
慰
霊
大
祭
」
と
比
べ
れ
ば
宗
教
性
は
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
。
し
か
も
問
題
と

な
っ
た
の
は
、「
玉
串
料
」「
供
物
料
」
と
い
っ
た
そ
れ
自
体
「
宗
教
性
を
帯
び
た
も
の
」
と
異
な
り
、
市
長
が
行
っ
た
の
は
単
に
「
発
会

式
」
に
「
出
席
」
し
「
祝
辞
」
を
述
べ
る
と
い
う
き
わ
め
て
「
世
俗
的
な
行
為
」
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
は
自
治
体
の
首
長
ら
が
、
様
々
な

儀
式
行
事
に
「
出
席
」
し
「
祝
辞
」
を
述
べ
る
の
と
全
く
同
質
の
社
会
的
儀
礼
的
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

全
国
各
地
の
自
治
体
首
長
と
宗
教
と
の
か
か
わ
り
の
例
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
特
に
伊
勢
市
と
伊
勢
神
宮

の
関
係
や
和
歌
山
県
高
野
町
と
真
言
宗
金
剛
峯
寺
と
の
関
係
な
ど
を
み
る
と
、
永
い
歴
史
を
通
じ
て
両
者
は
様
々
な
か
か
わ
り
を
有
し
、

社
会
的
、
文
化
的
、
経
済
的
に
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
地
元
伊
勢
市
長
が
伊
勢
神
宮
の
諸
行
事
を
重
要
な
観
光
資

源
と
み
な
し
、
儀
礼
的
に
そ
れ
ら
行
事
に
「
出
席
」
し
「
祝
辞
」
を
述
べ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
し
、
高
野

町
長
が
金
剛
峯
寺
の
諸
行
事
に
か
か
わ
り
を
も
っ
た
り
す
る
の
も
、
同
じ
よ
う
に
評
価
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
津
地
鎮
祭
訴
訟

三
二



「
白し
ら
や
ま山
比ひ

咩め

神
社
奉
賛
会
発
会
式
」
市
長
参
列
訴
訟
の
問
題
点
（
百
地
）

（
五
三
七
）

最
高
裁
判
決
の
い
う
「
わ
が
国
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
」
内
の
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
永
い
歴
史
を
有
す
る
本
件
、
白
山
比
咩
神
社
と
そ
の
地
元
、
白
山
市
が
歴
史
的
、
文
化
的
、
経
済
的
に
様
々
な
繋
が
り
を

も
っ
て
き
た
の
も
自
然
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
地
元
白
山
市
長
が
白
山
比
咩
神
社
御
鎮
座
二
千
百
年
式
年
大
祭
の
諸
行
事
に
あ

た
り
、
そ
れ
を
白
山
市
に
と
っ
て
の
一
大
観
光
行
事
と
し
て
位
置
づ
け
、
儀
礼
的
に
大
祭
の
奉
賛
会
発
会
式
に
「
出
席
」
し
「
祝
辞
」
を

述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
「
目
的
」
が
宗
教
的
意
義
を
も
ち
、
そ
の
「
効
果
」
が
白
山
比
咩
神
社
の
信
仰
を
援
助
、
助
長
す
る
も
の

な
ど
と
決
め
付
け
る
の
は
、
最
高
裁
の
排
し
た
は
ず
の
「
形
式
的
側
面
」
の
み
に
と
ら
わ
れ
、「
社
会
通
念
」
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
り
、

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
の
こ
の
判
決
に
は
き
わ
め
て
問
題
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注（
1
） 

こ
の
最
高
裁
判
決
に
対
す
る
批
判
は
、
拙
稿
「
砂
川
・
空
知
太
神
社
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
問
題
点
」『
日
本
法
学
』
第
七
六
巻
第
二
号
、

四
八
七
頁
以
下
。

（
2
） 

拙
稿
「
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
法
学
』
第
六
三
巻
第
四
号
、
四
七
頁
以
下
、
参
照
。

（
3
） 

拙
著
『
政
教
分
離
と
は
何
か
│
争
点
の
解
明
│
』（
成
文
堂
）、
三
四
七
頁
〜
三
四
八
頁
。

（
4
） 

大
原
康
男
「
問
題
視
さ
れ
な
い
政
教
関
係
事
象
」『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
報
』
Vol.
三
五　

№
四
、
二
頁
〜
四
頁
。

（
5
） 

同
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告　

熊
本
市
本
渡
市
の
『
天
草
殉
教
祭
』
│
「
問
題
視
さ
れ
な
い
政
教
関
係
事
象
」
の
一
つ
と
し
て
」『
國
學
院
大
學

日
本
文
化
研
究
所
報
』
Vol.
三
九　

№
五
、
三
頁
〜
六
頁
。

（
6
） 

同
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告　

国
や
地
方
自
治
体
と
釈
奠
│
「
問
題
視
さ
れ
な
い
政
教
関
係
事
象
」
の
一
つ
と
し
て
」『
國
學
院
大
學
日
本
文
化

研
究
所
報
』
Vol.
三
八　

№
五
、
一
頁
〜
四
頁
。

（
7
） 

「
祇
園
祭
の
主
な
祭
事
と
日
程
」『
祇
園
町
の
祇
園
祭
』（http://w

w
w
.kyoto-gion.jp/gion/rist.htm

l

）

三
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
三
八
）

（
8
） 

Ｉ
Ｓ
Ｅ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
放
送
局
「〝
日
本
の
心
〞
伝
え
る
〝
二
十
年
に
一
度
〞
の
祭　

遷
宮
チ
ャ
ン
ネ
ル
」（http://isenet.jp/senguu/

）

よ
り

（
9
） 
拙
著
『
伊
勢
神
宮
と
公
民
宗
教
』
伊
勢
神
宮
崇
敬
会
叢
書
九
、
五
五
頁
。

（
10
） 
「
高
野
山　

青
葉
祭
」『
ス
タ
ッ
フ
の
お
勧
め
ス
ポ
ッ
ト
：
高
野
山
』（http://cache.vahoofs.jp/search/cache

）
三
四



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
三
九
）

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評

青　
　

山　
　

武　
　

憲

は
じ
め
に

平
成
二
四
年
一
一
月
一
日
、
産
経
新
聞
の
「
主
張
」
は
、
衆
議
院
に
於
け
る
代
表
質
問
を
契
機
と
し
た
論
説
で
、「
集
団
的
自
衛
権

も
っ
と
語
れ
」
と
題
し
て
、
首
相
自
ら
も
集
団
的
自
衛
権
の
議
論
を
活
性
化
す
べ
き
だ
と
述
べ
た
。
代
表
質
問
に
於
い
て
は
、
安
倍
晋
三

自
民
党
総
裁
が
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
可
能
に
す
れ
ば
、
日
米
同
盟
は
よ
り
対
等
と
な
り
強
化
さ
れ
る
と
し
な
が
ら
、
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
の
容
認
に
向
け
て
、
権
利
を
保
有
し
て
い
る
が
行
使
で
き
な
い
と
云
う
政
府
の
憲
法
解
釈
の
変
更
に
つ
い
て
の
見
解
を
質
し
た
の

に
対
し
て
、
野
田
佳
彦
首
相
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
違
憲
で
あ
り
、
野
田
内
閣
で
解
釈
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
一
方
で
、

「
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
」
と
応
え
た
。
こ
の
野
田
首
相
の
答
弁
は
、
同
年
七
月
二
四
日
の
本
会
議
答
弁
（
1
）

を
繰

り
返
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

三
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
四
〇
）

同
じ
一
一
月
一
日
、
佐
々
江
賢
一
郎
駐
米
大
使
も
、
同
じ
新
聞
の
「
単
刀
直
言
」
と
云
う
欄
で
、「
集
団
的
自
衛
権
議
論
を
」
と
題
し

て
、「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
の
問
題
は
、
大
い
に
議
論
す
べ
き
だ
」
と
述
べ
た
。
そ
の
際
同
大
使
は
、
日
米
同
盟
関
係
の
土
台
は
揺
ら

い
で
い
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
更
な
る
同
盟
の
強
化
の
必
要
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
大
使
が
「
日
米
同
盟
関
係
の
土
台
は
揺
ら
い
で
い

な
い
」
と
本
来
揺
ら
ぎ
が
な
い
こ
と
が
当
然
で
あ
る
べ
き
日
米
関
係
に
つ
い
て
殊
更
に
触
れ
た
の
は
、
日
米
関
係
の
現
況
に
不
安
材
料
が

顕
現
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
大
使
が
「
更
な
る
同
盟
の
強
化
」
に
よ
っ
て
何
を
意
図
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
論
題

か
ら
し
て
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
係
る
問
題
が
脳
裏
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

わ
が
国
は
、
長
い
間
、
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
戦
争
を
放
棄
し
た
日
本
国

憲
法
の
下
で
、
か
た
ち
の
上
で
は
昭
和
二
七
年
に
独
立
し
た
が
、
そ
の
後
も
完
全
に
は
独
立
し
得
ず
、
実
質
上
、
双
頭
の
鷲
の
翼
下
に

あ
っ
て
、
そ
の
安
全
を
米
国
に
依
存
し
て
、
只
管
経
済
的
な
繁
栄
を
追
求
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
応
の
目
的
は
達
し
た
が
、
そ
の
間
に
も
、

完
全
な
独
立
を
志
向
す
る
動
き
は
絶
え
ず
、
国
防
の
努
力
も
な
さ
れ
続
け
た
。
そ
れ
で
も
、
米
国
依
存
の
基
本
姿
勢
に
は
変
わ
り
な
く
、

未
だ
そ
の
状
態
を
脱
却
し
得
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
所
、
わ
が
国
が
頼
り
と
し
た
米
国
に
は
、
翳
り
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
米

国
側
に
は
、「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
」（
以
降
、「
安
保
条
約
」
と
云
う
。）
の
下
、
依
然
と

し
て
わ
が
国
の
国
防
安
全
に
寄
与
す
る
姿
勢
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
安
保
条
約
に
於
け
る
相
互
協
力
と
は
名
ば
か
り
で
、
わ
が
国
に
は
、

米
国
の
国
防
や
わ
が
国
の
国
防
安
全
に
寄
与
す
る
米
国
の
行
為
に
対
し
て
必
ず
し
も
き
ち
ん
と
協
力
す
る
体
制
が
無
い
。
わ
が
国
に
は
、

米
軍
の
存
在
に
よ
る
侵
略
に
対
す
る
抑
止
と
云
う
恩
恵
を
無
視
あ
る
い
は
軽
視
し
て
、「
旦
那
三
百
、
我
五
百
」
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
ど

こ
ろ
か
、
一
部
に
は
米
国
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
し
、
安
保
条
約
の
破
棄
を
説
く
者
さ
え
い
る
。
他
方
で
は
一
時
期
、
わ
が
国
の
国

防
安
全
に
命
を
か
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
有
す
る
米
国
へ
の
協
力
費
に
対
し
て
、「
思
い
や
り
予
算
（
2
）

」
と
し
て
金
で
用
心
棒
を
雇
う
か
の

三
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如
き
言
辞
を
弄
し
た
者
が
存
し
た
。
核
の
脅
威
さ
え
存
在
し
た
時
代
、
米
国
が
わ
が
国
の
頼
り
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
独
力
で
十
全

の
国
防
体
制
を
整
え
も
せ
ず
、
一
方
的
に
米
側
の
恩
恵
に
服
し
な
が
ら
、
お
よ
そ
日
本
人
ら
し
く
な
い
謙
虚
さ
を
欠
く
姿
勢
を
と
っ
た
者

が
い
た
の
だ
。
尤
も
米
国
を
頼
り
と
し
、
米
国
に
と
っ
て
片
務
的
な
現
況
を
潔
し
と
せ
ず
、
自
国
の
国
防
の
充
実
を
説
く
一
方
で
、「
友

を
得
る
唯
一
の
方
法
は
、
自
ら
そ
の
人
の
友
と
な
る
こ
と
に
あ
る
」（the only w

ay to have a friend is to be one （3
）

）
と
し
て
、
日
米
の
両

国
関
係
を
真
に
対
等
友
好
関
係
と
し
よ
う
と
す
る
声
も
絶
え
ず
存
在
し
た
。
こ
の
所
、
そ
の
よ
う
な
声
は
、
以
前
に
比
し
て
高
ま
っ
て
い

る
。
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
の
見
直
し
論
は
、
そ
の
よ
う
な
声
の
一
つ
で
あ
り
、
冒
頭
の
産
経
新
聞
の
「
主
張
」
等
は
、
そ
の
よ
う
な
顕

現
の
一
例
で
あ
る
。

以
降
で
は
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
生
み
出
し
て
い
る
国
防
安
全
に
関
す
る
体
制
の
法
的
基
盤
の
概
況
を
論
ず
る
。

一　

戦
争
の
放
棄
か
ら
安
保
条
約
へ

1　

日
本
国
憲
法
九
条
の
原
初
的
法
意
と
自
衛
権

日
本
国
憲
法
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
原
案
が
練
ら
れ
、
そ
れ
を
基
本
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
掌
の
上
で
審
議
さ
れ
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
憲
法
の
中
に
、
諸
説
が
あ
り
発
想
者
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
放
棄
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の

起
草
に
先
立
っ
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
は
、
わ
が
国
に
よ
る
自
衛
戦
争
を
も
放
棄
さ
せ
る
考
え
方
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
・
ノ
ー
ト
の
二
項
が
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
国
家
の
主
権
的
権
利
と
し
て
の
戦
争
を
廃
棄
す
る
。
日
本
は
、
紛
争
解
決
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
、
お
よ
び
自
己
の
安
全

三
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を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
そ
れ
を
も
放
棄
す
る
。
日
本
は
そ
の
防
衛
と
保
護
を
、
今
や
世
界
を
動
か
し
つ
つ
あ
る
崇
高
な
理

想
に
委
ね
る
。

い
か
な
る
日
本
陸
海
空
軍
も
決
し
て
許
さ
れ
な
い
し
、
い
か
な
る
交
戦
者
の
権
利
も
日
本
軍
に
は
決
し
て
与
え
ら
れ
な
い
。」

こ
の
戦
争
放
棄
に
関
す
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
意
向
は
、
ハ
ッ
シ
ー
に
よ
っ
て
手
を
加
え
ら
れ
て
、「
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
は
、
廃
止

す
る
。
い
か
な
る
国
で
あ
れ
他
の
国
と
の
間
の
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
は
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
は
、
永
久
に
放
棄

す
る
。
陸
軍
、
海
軍
、
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
を
も
つ
権
能
は
、
将
来
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
交
戦
権
が
国
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
も

な
い
。」
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
作
成
の
段
階
で
前
文
に
挿
入
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
自
衛
戦
争
の
放
棄
に
関
す
る
部
分
は
削
ら
れ
た
が
、
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
は
、
そ
の
よ
う
に
重
要
な
訂
正
を
含
む
右
の
部
分
を
一
条
に
回
す
よ
う
に
指
示
し
た
だ
け
で
、
何
ら
咎
め
だ
て
を
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
結
局
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
の
八
条
と
な
っ
て
規
定
さ
れ
た
が
、
右
の
メ
モ
以
来
、
自
衛
戦
争
の
放
棄
の
部
分
が
復
活
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
（
4
）

。

そ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
日
本
国
憲
法
の
審
議
に
際
し
て
、「
自
国
を
護
る
た
め
の
戦
争
」「
正
し
い
戦
争
」
の
規

定
の
必
要
を
説
く
日
本
共
産
党
野
坂
参
三
の
主
張
に
対
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
吉
田
茂
は
正
当
防
衛
権
に
依
る
戦
争
を
も
否
定
し
、
金
森

徳
次
郎
国
務
大
臣
は
、
実
際
の
具
体
的
事
象
を
想
定
し
な
け
れ
ば
答
弁
し
難
い
と
し
な
が
ら
も
、「
普
通
の
形
」
を
想
定
す
れ
ば
、
わ
が

国
は
日
本
国
憲
法
九
条
に
よ
っ
て
全
て
の
戦
争
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
（
5
）

。
こ
の
時
期
、
赤
か
っ
た
が
故
に
ホ
ワ
イ
ト
・
パ
ー
ジ

の
恐
れ
も
無
か
っ
た
か
ら
、
わ
が
国
が
大
東
亜
戦
争
の
開
戦
で
宣
し
た
自
衛
戦
争
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
る
当
然
の
法
理
を
公
的
な
場
で

「
堂
々
と
」
主
張
し
得
た
の
は
、
日
本
共
産
党
の
よ
う
な
政
党
や
一
部
の
者
だ
け
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
当
時
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に

三
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よ
る
パ
ー
ジ
と
検
閲
は
繁
く
、
真
に
自
由
で
あ
り
得
た
の
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
メ
ガ
ネ
に
適
っ
た
者
た
ち
あ
る
い
は
そ
れ
に
与
し
た
者
た
ち
だ

け
で
あ
っ
た
の
だ
。
将
来
独
立
す
る
国
家
の
根
幹
の
原
案
を
押
し
付
け
ら
れ
た
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
掌
中
で
物
言
え
た

者
た
ち
に
は
決
し
て
押
し
付
け
ら
れ
た
と
云
う
認
識
な
ど
生
ま
れ
る
筈
も
な
く
、
他
人
に
よ
っ
て
練
ら
れ
た
憲
法
で
あ
る
こ
と
を
恥
と
せ

ず
、
恰
も
親
に
作
業
し
て
貰
っ
た
宿
題
に
少
し
く
自
分
で
手
を
加
え
て
わ
が
作
業
と
し
て
悦
ぶ
子
供
の
如
く
、
そ
の
出
来
を
評
価
す
る
者

は
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
憲
法
で
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
や
職
業
選
択
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
筈
で
あ
る
（
憲
法

二
一
条
、
二
二
条
）
が
、
検
閲
が
行
わ
れ
、
パ
ー
ジ
の
波
は
、
や
が
て
ホ
ワ
イ
ト
か
ら
レ
ッ
ド
へ
移
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
代
、
愛
国

心
を
前
面
に
出
し
て
わ
が
国
の
国
防
を
公
然
と
論
ず
る
こ
と
は
、
勇
気
を
要
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

日
本
国
憲
法
が
発
効
し
た
の
は
、
昭
和
二
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
わ
が
国
は
、
依
然
と
し
て
被
占
領
下
に
あ
っ
た
。
わ
が
国
が
独

立
し
た
の
は
、
昭
和
二
七
年
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
制
定
当
時
、
わ
が
国
に
と
っ
て
憲
法
に
優
位
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
基
づ
き
、
全
日

本
国
軍
隊
は
無
条
件
降
伏
を
し
（
ポ
宣
言
一
三
項
、
降
伏
文
書
）、
わ
が
国
の
軍
隊
は
解
体
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
軍
隊
が
解
体
さ
れ

た
状
態
で
、
軍
事
力
に
よ
る
わ
が
国
の
防
衛
に
責
任
を
負
っ
た
の
は
占
領
軍
で
あ
り
、
わ
が
国
に
は
、
軍
事
力
に
よ
る
国
家
自
ら
の
防
衛

の
能
力
と
責
任
と
が
、
法
的
に
も
事
実
上
も
欠
け
て
い
た
。
防
衛
の
責
任
も
能
力
も
無
い
わ
が
国
が
、
日
本
国
憲
法
に
於
い
て
戦
争
放
棄

条
項
を
設
け
た
（
憲
法
九
条
）
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
法
的
な
意
味
は
無
か
っ
た
。
戦
争
は
、
原
則
と
し
て
軍
隊
と
軍
隊
と
に
依
る
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
日
本
国
憲
法
施
行
時
、
戦
争
の
放
棄
の
規
定
は
、
三
歳
の
幼
児
が
親
の
債
務
を
返
済
す
る
と
云
う
証
文
を
書
い
た

よ
う
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
法
の
問
題
で
は
な
く
、
単
な
る
政
治
的
事
象
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
が
戦

争
放
棄
の
よ
う
な
法
的
決
断
を
す
る
こ
と
に
法
的
意
味
が
生
じ
る
の
は
、
わ
が
国
が
超
憲
法
的
存
在
で
あ
っ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
軍
隊
の

設
置
を
認
め
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
独
立
し
た
場
合
以
外
に
な
か
っ
た
の
だ
。
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し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
が
当
時
自
衛
権
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
わ
が
国
は
、
無
条
件
降

伏
を
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
6
）

。
連
合
国
最
高
司
令
官
等
は
、
飽
く
ま
で
も
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
ヲ
実
質
ス
ル
為
」
の
存
在
で
あ
っ
た
（
降

伏
文
書
）。
そ
れ
故
、
彼
ら
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
反
す
る
国
家
の
存
立
を
危
う
く
す
る
よ
う
な
行
為
を
と
っ
た
り
、
わ
が
国
に
対
す
る
侵

略
に
対
し
て
わ
が
国
を
防
衛
す
る
行
為
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
、
わ
が
国
に
は
、
自
衛
権
と
軍
隊
に
よ
る
戦
争
行
為
以
外
の
方
法
に
よ
る

そ
の
行
使
権
と
が
留
保
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
衛
権
に
つ
い
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
降
伏
文
書
と
に
よ
っ
て
行
使
の
方
法
を
制
限
さ

れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
一
体
、
自
衛
権
は
、
法
の
本
質
に
関
す
る
い
か
な
る
学
説
に
於
い
て
も
、
そ
れ
を
行
使
す
る
か
否
か
は
と

も
か
く
、
国
家
形
成
と
共
に
、
国
民
の
た
め
に
す
べ
て
の
国
家
に
伴
う
固
有
の
権
利
な
の
だ
（
7
）

。
お
よ
そ
国
家
が
存
続
し
な
い
限
り
、

人
々
の
生
命
、
自
由
、
安
全
お
よ
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
害
悪
を
回
避
す
る
こ
と
は
、
至
難
だ
か
ら
だ
。
個
人
で
は
、
国
家
そ
の
他
の
集

団
か
ら
の
攻
撃
に
は
対
抗
し
得
な
い
の
だ
。
そ
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
国
家
が
構
築
さ
れ
る
が
、
そ
の
国
家
が
存
続
す
る
た
め
の
自

衛
権
を
持
た
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
は
無
に
帰
す
る
の
だ
。
そ
れ
故
、
自
衛
権
の
存
在
は
、
当
時
、
吉
田
首
相
も
認
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

彼
は
、「
自
衛
権
も
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
」
と
云
う
日
本
進
歩
党
の
原
夫
次
郎
の
質
問
に
答
え
て
、「
戦
争
抛
棄
に
関
す
る
本
案
の
規

定
は
、
直
接
に
は
自
衛
権
を
否
定
し
て
は
居
り
ま
せ
ぬ
が
、
第
九
条
第
二
項
に
於
て
一
切
の
軍
備
と
国
の
交
戦
権
を
認
め
な
い
結
果
、
自

衛
権
の
発
動
と
し
て
の
戦
争
も
、
又
交
戦
権
も
抛
棄
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
答
弁
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
8
）

。
た
だ
当
時
、
戦
力
の
不

保
持
や
交
戦
権
の
否
認
に
関
す
る
日
本
国
憲
法
の
規
定
は
、
軍
隊
の
解
体
を
定
め
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
等
の
延
長
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
当

時
わ
が
国
は
、
自
衛
戦
争
な
ど
で
き
る
筈
も
な
く
、
政
府
の
説
明
に
よ
る
交
戦
権
な
ど
存
在
し
得
な
か
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
右
の

答
弁
は
、
わ
が
国
の
当
時
の
当
然
の
法
的
状
態
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
ろ
う
と
無
か
ろ
う
と
、

わ
が
国
は
、
侵
略
戦
争
は
も
と
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
戦
争
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
。
僅
か
に
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
自
衛
権
に
基

四
〇



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
四
五
）

づ
く
軍
隊
あ
る
い
は
戦
力
に
依
ら
な
い
手
段
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
に
よ
れ
ば
、「
第
二
項
は
、
武
力

を
持
つ
こ
と
を
禁
止
し
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
武
力
以
外
の
方
法
に
依
っ
て
或
程
度
防
衛
し
て
損
害
の
限
度
を
少
く
す
る
と
云
う
余
地

は
残
っ
て
居
る
と
思
い
ま
す
。」
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
大
臣
に
よ
れ
ば
、
交
戦
権
が
否
認
さ
れ
て
も
、
国
際
法
で
知
ら
れ
る

群
民
蜂
起
、
ル
ヴ
ェ
ー
・
ア
ン
・
マ
ス
に
つ
い
て
は
、
緊
急
必
要
な
正
当
防
衛
の
原
理
が
当
て
嵌
ま
る
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
9
）

。

要
す
る
に
、
政
府
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
は
、
日
本
国
憲
法
制
定
の
前
後
も
自
衛
権
を
有
し
た
。
そ
の
憲
法
が
、
侵
略
戦
争
は
も
と
よ
り

自
衛
権
の
行
使
と
し
て
の
戦
争
の
放
棄
を
政
治
的
に
宣
言
し
た
が
、
そ
れ
は
、
当
時
の
状
況
の
確
認
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
自
衛
権
の
行
使

が
す
べ
て
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

2　

自
衛
権
行
使
の
装
置
の
創
設
と
拡
充

第
二
次
大
戦
後
、
共
産
主
義
勢
力
は
、
東
欧
を
席
巻
し
、
世
界
各
地
に
浸
透
を
始
め
た
。
西
欧
で
も
東
ア
ジ
ア
で
も
、
共
産
主
義
と
の

平
時
の
戦
い
が
存
在
し
た
（
10
）

。
米
国
で
は
、
共
産
主
義
へ
の
警
戒
か
ら
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
が
勢
い
を
示
し
た
（
11
）

。
中
国
で
は
、
共
産
党
が
台
頭

し
て
国
家
を
奪
い
、
朝
鮮
半
島
に
は
、
北
の
南
侵
に
伴
う
赤
化
戦
争
が
勃
発
し
た
。
朝
鮮
半
島
の
影
響
は
、
直
ち
に
わ
が
国
に
も
及
ん
だ
。

在
日
米
軍
の
朝
鮮
半
島
へ
の
出
動
に
伴
い
、
わ
が
国
の
治
安
維
持
等
と
海
岸
線
の
保
安
等
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
七
万
五
千
人
か
ら
成
る

「
国
家
警
察
予
備
隊
」
の
設
置
と
海
上
保
安
庁
に
八
千
人
の
増
員
が
認
め
ら
れ
た
。
米
国
に
は
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
以
前
に
日
本
を
再
軍
備

す
る
策
動
が
既
に
あ
っ
た
が
、
日
本
の
再
軍
備
に
必
ず
し
も
積
極
的
で
な
か
っ
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
て
も
、
緊
急

時
に
対
応
す
る
組
織
の
創
設
に
対
し
て
「
警
察
以
上
、
し
か
し
軍
隊
以
下
」
を
企
図
し
た
（
12
）

。
経
済
、
財
政
を
重
視
し
た
吉
田
首
相
も
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
の
戦
争
放
棄
の
問
題
に
も
留
意
し
て
自
前
で
の
再
軍
備
に
必
ず
し
も
積
極
的
で
は
な

四
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か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
設
け
ら
れ
た
警
察
予
備
隊
の
任
務
は
、
警
察
予
備
隊
令
に
よ
り
「
わ
が
国
の
平
和
と
秩
序
を
維
持
し
、
公

共
の
福
祉
を
保
障
す
る
の
に
必
要
な
限
度
内
で
、
国
家
地
方
警
察
及
び
自
治
体
警
察
の
警
察
力
を
補
う
」
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
警
察
予

備
隊
に
つ
い
て
、
発
足
の
時
か
ら
そ
れ
を
違
憲
の
再
軍
備
と
す
る
意
見
も
生
じ
た
が
、
時
代
の
状
況
も
あ
っ
て
、
国
論
を
割
る
よ
う
な
論

議
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
装
備
と
組
織
の
改
編
と
が
進
む
に
伴
い
、
日
本
国
憲
法
九
条
の
論
議
、
戦
力
の
論
議
が
、
次
第

に
活
発
化
し
始
め
る
（
13
）

。

昭
和
二
六
年
九
月
八
日
に
は
、「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」（
以
降
、「
平
和
条
約
」
と
云
う
。）
が
調
印
さ
れ
、
同
時
に
、
全
く
不
足
し
て

い
る
わ
が
国
の
自
衛
権
を
補
う
た
め
に
安
保
条
約
も
調
印
さ
れ
た
。
平
和
条
約
は
、
戦
力
の
不
保
持
を
定
め
る
日
本
国
憲
法
九
条
の
内
容

を
確
認
す
る
内
容
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
は
、
日
本
が
国
連
憲
章
五
一
条
の
個
別
的
又
は
集
団
的
な
固
有
の
権
利

を
持
ち
、
占
領
軍
が
撤
退
し
た
後
の
集
団
的
安
全
保
障
の
取
極
を
認
め
、
そ
の
取
極
に
基
づ
く
外
国
軍
の
駐
留
を
認
め
さ
え
し
た
。
安
保

条
約
は
、
そ
の
平
和
条
約
第
三
章
の
取
極
で
あ
り
、
世
界
の
無
責
任
な
軍
国
主
義
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
（
14
）

。
そ
の
際
米
国
側

は
、
そ
の
軍
隊
の
駐
留
を
暫
定
的
な
も
の
と
し
、「
日
本
国
が
、
攻
撃
的
な
脅
威
と
な
り
又
は
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
及
び
原
則
に
従
つ

て
平
和
と
安
全
を
増
進
す
る
こ
と
以
外
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
軍
事
を
も
つ
こ
と
を
常
に
避
け
つ
つ
、
直
接
又
は
間
接
の
侵
略
に
対
す
る
自

国
の
防
衛
の
た
め
漸
増
的
に
自
ら
責
任
を
負
う
こ
と
」
に
期
待
し
た
。
こ
の
時
期
、
わ
が
国
で
独
立
の
機
運
が
高
ま
る
に
伴
い
、
再
軍
備

や
米
軍
基
地
問
題
に
対
す
る
自
由
な
批
判
も
活
発
に
な
り
始
め
た
が
、
吉
田
首
相
に
は
独
立
国
家
に
相
応
し
い
再
軍
備
構
想
と
計
画
が
存

在
し
た
。
そ
の
際
、
吉
田
首
相
は
朝
鮮
戦
争
の
国
際
化
や
ソ
連
軍
の
日
本
侵
略
に
は
疑
問
を
抱
い
て
い
た
か
ら
、
彼
の
脳
裏
に
あ
っ
た
の

は
、
軍
事
面
の
量
的
拡
大
と
云
う
よ
り
質
的
拡
大
で
あ
っ
た
。
し
か
し
米
国
側
に
は
、
吉
田
首
相
の
防
衛
構
想
は
悠
長
で
危
機
感
に
乏
し

い
も
の
に
思
え
た
。
そ
れ
で
も
、
大
勢
は
吉
田
首
相
の
思
惑
で
進
ん
だ
（
15
）

。

四
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警
察
予
備
隊
令
が
平
和
条
約
の
発
効
一
八
〇
日
後
に
失
効
す
る
こ
と
に
伴
い
、
わ
が
国
は
、
昭
和
二
七
年
七
月
保
安
庁
法
を
制
定
し
、

翌
月
に
は
保
安
庁
を
発
足
さ
せ
、
一
〇
月
に
は
警
察
予
備
隊
か
ら
保
安
隊
の
体
制
へ
と
改
編
あ
る
い
は
移
行
さ
せ
た
。
保
安
庁
法
に
は
、

「
警
察
力
の
不
足
を
補
う
」
と
云
う
文
言
こ
そ
な
く
な
っ
た
が
、
保
安
隊
は
、
依
然
と
し
て
警
察
と
云
う
認
識
の
下
の
存
在
で
あ
っ
た
（
16
）

。

こ
の
保
安
隊
へ
の
改
編
は
、
間
接
侵
略
に
対
す
る
備
え
を
意
味
し
て
も
直
接
侵
略
に
対
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

昭
和
二
九
年
三
月
八
日
に
は
、
国
連
憲
章
の
体
制
内
に
於
い
て
、
同
憲
章
の
目
的
お
よ
び
原
則
を
支
持
し
、
個
別
的
お
よ
び
集
団
的
自

衛
の
た
め
の
効
果
あ
る
方
策
を
推
進
す
る
能
力
を
高
め
る
べ
き
自
発
的
措
置
に
よ
っ
て
、
国
際
の
平
和
お
よ
び
安
全
保
障
を
育
成
す
る
こ

と
を
希
望
し
て
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
（
い
わ
ゆ
る
Ｍ
Ｓ
Ａ
協
定
）
が
調
印
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
わ
が
国
は
、
安
保
条
約
上
の
責
務
で

あ
る
軍
事
的
義
務
の
履
行
の
決
意
を
確
認
し
、
自
国
の
政
治
や
経
済
と
矛
盾
し
な
い
範
囲
で
自
国
の
防
衛
力
お
よ
び
自
由
世
界
の
防
衛
力

の
発
展
お
よ
び
維
持
に
寄
与
し
、
防
衛
力
の
増
強
に
必
要
な
す
べ
て
の
合
理
的
措
置
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
協
定
の
後
、
同
年
五

月
一
四
日
、
合
衆
国
艦
艇
の
貸
与
に
関
す
る
協
定
が
調
印
さ
れ
、
更
に
、
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
も
制
定
さ
れ
た
（
17
）

。

と
こ
ろ
で
米
国
に
は
、
地
域
的
協
約
お
よ
び
そ
の
他
の
集
団
的
協
約
に
関
与
す
る
前
提
と
し
て
継
続
的
か
つ
効
果
的
な
自
助
と
相
互
扶

助
を
前
提
と
す
る
こ
と
を
謳
っ
た
バ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
が
あ
っ
た
。
警
察
予
備
隊
や
保
安
隊
は
、
そ
の
性
格
上
警
察
で
あ
っ
た
か
ら
、

自
助
体
制
さ
え
無
か
っ
た
わ
が
国
は
、
侵
略
に
直
面
し
て
米
国
の
協
力
を
得
ら
れ
る
体
制
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、

昭
和
二
八
年
、
吉
田
自
由
党
総
裁
と
重
光
保
改
進
党
総
裁
と
は
直
接
侵
略
に
備
え
る
た
め
に
自
衛
力
の
増
強
の
申
し
合
わ
せ
を
し
、
保
安

隊
を
自
衛
隊
に
改
編
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
二
九
年
七
月
一
日
に
は
、
防
衛
庁
設
置
法
お
よ
び
自
衛
隊
法
が
施
行
さ
れ
た
。

こ
の
自
衛
隊
は
、
直
接
侵
略
お
よ
び
間
接
侵
略
か
ら
わ
が
国
を
防
衛
す
る
こ
と
を
主
務
と
し
た
実
力
部
隊
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従

来
の
警
察
を
補
充
す
る
目
的
の
組
織
は
、
存
在
す
る
か
も
知
れ
な
い
侵
略
国
家
に
備
え
た
国
防
組
織
へ
と
改
編
さ
れ
た
（
18
）

。
四
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安
保
条
約
の
締
結
に
先
立
ち
、「
日
本
の
用
意
し
た
条
約
案
は
、
日
本
の
平
和
と
安
全
を
守
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
太
平
洋
地
域

お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
平
和
と
安
全
を
守
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
日
本
が
武
力
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
は
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
防
衛
し
日
本

は
こ
れ
に
可
能
な
協
力
を
す
る
、
す
な
わ
ち
、
両
国
は
集
団
自
衛
の
関
係
に
立
つ
こ
と
を
規
定
し
、
両
国
が
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か

ら
日
本
は
合
衆
国
軍
隊
の
日
本
に
駐
留
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
と
い
う
趣
旨
を
根
幹
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
国
連
憲
章
の
枠

内
で
の
結
び
つ
き
を
考
え
た
も
の
で
あ
」
っ
た
（
19
）

が
、
わ
が
国
の
「
可
能
な
協
力
」
に
は
バ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
に
照
ら
し
て
不
足
が
あ
り
、

両
国
は
真
の
集
団
自
衛
の
関
係
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の
時
期
、
わ
が
国
の
国
防
力
は
著
し
く
欠
け
、
米
国
に
は
わ
が
国
を
守
る
義
務
は
な

か
っ
た
か
ら
、
わ
が
国
の
存
立
と
安
全
と
は
、
唯
々
米
軍
の
駐
留
に
よ
る
事
実
の
威
圧
す
る
力
に
依
存
し
て
い
た
の
だ
。
両
国
は
、
集
団

自
衛
の
関
係
に
は
程
遠
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
自
衛
隊
の
創
設
は
、
日
米
両
国
の
集
団
自
衛
の
関
係
へ
の
一
歩
前
進
を
意
味
し
た
。

二　

安
保
条
約
と
集
団
的
自
衛
権

1　

安
保
条
約

⑴　

日
本
側
の
「
条
約
案
」

安
保
条
約
締
結
当
時
、
集
団
的
自
衛
と
云
う
概
念
や
そ
れ
と
日
本
国
憲
法
と
の
関
係
は
、
そ
れ
程
重
要
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な

か
っ
た
。
燃
え
滾
る
よ
う
な
国
民
的
議
論
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
当
時
未
だ
十
分
に
言
論
の
自
由
が
な
か
っ
た
所
為
か
も

知
れ
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
生
活
に
困
窮
し
た
国
民
に
未
だ
憲
法
問
題
を
論
ず
る
余
裕
が
な
か
っ
た
所
為
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
か
っ

た
。
否
、
占
領
軍
に
よ
っ
て
野
に
放
た
れ
労
働
運
動
等
激
し
い
動
き
を
示
し
て
い
た
共
産
勢
力
に
危
機
を
覚
え
始
め
て
い
た
者
が
少
な
く

な
か
っ
た
所
為
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
共
産
主
義
者
に
対
す
る
警
戒
は
自
由
主
義
社
会
で
高
ま
り
、
わ
が
国
で
も
、
昭
和
二
五
年
以
降
は
、

四
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徳
田
球
一
以
下
日
本
共
産
党
中
央
委
員
二
四
人
等
が
公
職
を
追
わ
れ
、
マ
ス
コ
ミ
等
に
も
同
様
の
動
き
が
生
じ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
同
年

朝
鮮
半
島
に
勃
発
し
た
戦
争
に
よ
る
特
需
の
恩
恵
が
全
て
の
者
に
直
ち
に
及
ん
だ
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
故
か
、
共
産
党
員
以
外
に

は
明
ら
か
に
自
由
の
な
い
体
制
を
追
求
し
た
共
産
勢
力
の
激
し
い
足
音
が
国
の
内
外
で
高
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
暴
力
革
命
を
企
て
る
勢
力

と
自
由
を
守
ろ
う
と
す
る
勢
力
と
の
冷
戦
構
造
は
、
米
国
を
し
て
わ
が
国
に
も
戸
締
り
を
要
求
さ
せ
る
一
方
で
、
わ
が
国
の
自
由
世
界
へ

の
貢
献
を
も
要
求
さ
せ
た
。
安
保
条
約
は
そ
の
よ
う
な
時
代
が
要
求
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
産
物
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
五
年
に
は
、
安
保
条
約
の
締
結
に
先
立
っ
て
、
わ
が
国
で
は
、「
条
約
」
の
た
め
の
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
の
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
四

つ
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
（
20
）

。
そ
の
う
ち
Ａ
作
業
は
、「
Ａ
│

1
・
対
日
講
和
問
題
に
関
す
る
情
勢
判
断
」「
Ａ
│

2
・
米
国
の
対
日
条
約
案

の
構
想
」「
Ａ
│

3
・
米
国
の
対
日
条
約
案
の
構
想
に
対
応
す
る
わ
が
方
要
望
方
針
（
案
）」「
Ａ
│

4
・
対
米
陳
述
書
（
案
）」
を
検
討
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
米
軍
の
駐
留
が
わ
が
国
を
防
衛
す
る
国
連
の
「
機
能
を
体
現
し
て
、
そ
の
衝
に
当
る
」
の
が
米
国
で
あ
る
と

云
う
「
枠
組
み
」
の
中
で
実
施
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
吉
田
は
、
こ
れ
を
「
野
党
の
口
吻
の
如
し
、
無
用
の
議
論
一
顧
の
値
無

し
、
経
世
家
的
研
究
に
付
一
段
の
工
夫
を
要
す
」
と
し
て
評
価
し
な
か
っ
た
。
Ｂ
作
業
は
、
全
一
二
条
か
ら
成
る
「
安
全
保
障
に
関
す
る

日
米
条
約
案
」
を
練
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
作
業
の
論
理
は
、
Ａ
作
業
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
国
連
と
の
結
び
付
き
を
明
確
に

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
案
の
基
調
に
は
、
国
連
憲
章
五
一
条
の
適
用
を
謳
う
一
方
で
、「
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
質
的
に
、

わ
が
国
の
防
衛
を
米
国
に
依
頼
し
、
そ
の
た
め
、
米
国
に
対
し
て
一
切
の
協
力
援
助
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い

る
。
し
か
し
、
単
刀
直
入
的
に
防
衛
条
約
を
締
結
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
第
三
国
を
目
標
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
余
り
に

も
露
骨
に
現
れ
る
。
実
体
は
そ
う
で
あ
ろ
う
と
も
、
形
式
上
は
、
何
人
か
ら
も
指
弾
さ
れ
な
い
名
分
の
立
つ
条
約
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
し
て
初
め
て
、
わ
が
憲
法
第
九
条
（
戦
争
放
棄
と
無
軍
備
）
に
違
反
す
る
か
否
か
の
憲
法
論
も
避
け
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
わ
が
国

四
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民
感
情
も
納
得
す
る
で
あ
ろ
う
。」
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
。
唯
、
国
連
憲
章
五
一
条
の
挿
入
に
よ
っ
て
、
Ａ
作
業
が
国
連
に
よ
る
集

団
安
全
保
障
の
発
想
の
上
に
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
集
団
的
自
衛
権
の
方
に
傾
斜
し
、「
日
本
と
米
国
一
国
と
の
特
殊
関
係
」
に
傾

斜
し
た
と
云
わ
れ
る
。
Ｃ
作
業
は
、「
北
太
平
洋
六
国
条
約
案
」
を
考
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
吉
田
に
よ
る
「
イ
日
本
・
朝
鮮
の
非
武
装
、

ロ
一
定
地
域
の
空
軍
基
地
の
撤
廃
、
ハ
西
太
平
洋
に
お
け
る
海
軍
の
縮
小
を
基
幹
と
す
る
安
全
保
障
条
約
案
」
の
構
想
を
具
現
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
「
夢
の
ま
た
夢
」
の
案
は
、
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
の
反
応
を
探
る
観
測
気
球
的
案
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
Ｄ
作
業

は
、（
米
大
統
領
の
特
使
ダ
レ
ス
と
の
間
で
な
さ
れ
る
）「
ダ
レ
ス
会
談
に
臨
ま
れ
る
総
理
の
参
考
に
供
す
べ
く
」「
Ａ
作
業
に
代
わ
る
べ
き
」

も
の
を
準
備
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
で
安
全
保
障
問
題
は
Ｂ
作
業
の
案
を
基
調
に
作
成
さ
れ
た
が
、
米
軍
駐
留
に
関
し
て
国
連
総

会
の
決
議
に
根
拠
を
求
め
る
考
え
方
は
削
除
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
米
国
は
わ
が
国
の
防
衛
に
つ
い
て
国
際
連
合
に
代
わ
っ
て
わ
が
国
を

防
衛
す
る
の
で
は
な
く
、（
米
国
の
た
め
の
論
拠
は
不
明
で
は
あ
っ
た
が
）
わ
が
国
と
「
共
同
の
責
に
任
ず
る
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

論
拠
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
一
年
に
そ
の
Ｄ
作
業
案
に
訂
正
版
が
出
さ
れ
、「
合
衆
国
の
責
務
」
を
定
め
た
第
一
条
の
冒
頭
で
、「
合
衆
国

は
、
日
本
の
平
和
と
安
全
が
太
平
洋
地
域
と
く
に
合
衆
国
の
平
和
と
安
全
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。」
と
謳
わ
れ
た
。

日
本
の
安
全
と
米
国
の
そ
れ
と
が
「
不
可
分
の
関
係
」
で
あ
る
が
故
に
、「
共
同
の
責
に
任
ず
る
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
Ｄ
作
業

の
訂
正
版
は
、
最
終
的
に
日
本
側
の
条
約
案
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑵　

安
保
条
約
の
成
立

昭
和
二
六
年
一
月
、
ダ
レ
ス
使
節
団
は
、
対
日
講
和
七
原
則
に
関
す
る
文
書
と
共
に
、
米
国
側
が
予
定
し
て
い
る
会
議
の
議
題
表
を
吉

田
首
相
に
手
交
し
た
。
そ
の
議
題
表
に
は
、
領
域
、
安
全
保
障
、
再
軍
備
等
一
三
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
わ
が
事
務
当
局
は
、
吉
田

首
相
の
命
を
受
け
て
米
側
文
書
の
検
討
と
対
策
の
起
草
に
入
っ
た
が
、
そ
の
結
果
纏
め
ら
れ
た
「
対
処
案
」
は
、
Ｄ
作
業
の
最
終
案
が
底

四
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本
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
対
処
案
」
は
、「
一
般
原
則
に
つ
い
て
」
と
「
特
定
事
項
に
つ
い
て
」
の
二
部
で
構
成
さ
れ
、
そ

の
う
ち
「
特
定
事
項
に
つ
い
て
」
の
「
⑵
安
全
保
障
」
に
お
い
て
は
、
Ｄ
作
業
の
前
文
を
踏
ま
え
て
国
連
を
媒
介
と
し
た
日
米
間
の
協
力

体
制
の
構
築
が
提
起
さ
れ
た
。
ま
た
「
⑶
再
軍
備
」
で
は
、
大
戦
の
経
験
や
結
果
に
伴
う
問
題
や
独
力
で
の
国
内
治
安
維
持
等
に
触
れ
、

さ
ら
に
、
Ｃ
作
業
の
「
非
武
装
・
中
立
地
帯
案
」
に
つ
い
て
明
記
し
た
。
な
を
、「
非
武
装
・
中
立
地
帯
案
」
は
、
対
処
案
の
改
訂
版
で

は
削
除
さ
れ
、「
国
際
連
合
が
前
述
の
責
任
を
実
効
的
に
果
た
し
う
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
日
本
区
域
に
お
け
る
国
際
の
平
和
と
安
全
の

維
持
の
た
め
、
日
本
は
米
国
と
の
協
力
体
制
を
取
り
き
め
、
応
分
の
協
力
を
な
す
用
意
が
あ
る
」
と
云
う
部
分
が
吉
田
首
相
の
口
述
に
基

づ
く
「
日
本
は
、
自
力
に
よ
っ
て
国
内
治
安
を
確
保
し
、
対
外
的
に
は
国
際
連
合
あ
る
い
は
米
国
と
の
協
力
（
駐
兵
の
如
き
）
に
よ
っ
て

国
の
安
全
を
確
保
し
た
い
。」
と
云
う
文
言
に
改
め
ら
れ
た
。

日
米
の
折
衝
で
は
、
Ｄ
作
業
の
安
全
保
障
に
関
す
る
「
提
案
」
が
「
相
互
の
安
全
保
障
の
た
め
の
日
米
協
力
に
関
す
る
構
想
」
と
云
う

題
と
な
っ
て
米
側
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
、
逐
条
的
に
検
討
し
な
が
ら
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
。「
構
想
」
に
明
記
さ

れ
な
い
も
の
と
し
て
は
、
第
三
国
軍
の
わ
が
国
に
於
け
る
駐
留
が
論
議
さ
れ
た
が
、
わ
が
国
側
は
、
米
軍
の
駐
留
の
み
を
希
望
す
る
旨
を

伝
え
た
。
右
の
「
構
想
」
を
基
礎
に
し
て
、
米
側
か
ら
そ
の
対
案
と
し
て
「
相
互
の
安
全
保
障
の
た
め
の
日
米
協
力
協
定
」
案
が
提
出
さ

れ
た
が
、
そ
れ
は
、
米
側
の
基
本
姿
勢
を
集
約
し
た
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
案
は
、
平
和
維
持
を
目
的
と
し
、
国
連
憲
章

に
沿
っ
た
わ
が
国
の
再
軍
備
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
国
内
に
於
け
る
敵
対
行
為
に
つ
い
て
は
、
警
察
予
備
隊
や
他
の
す
べ

て
の
日
本
の
軍
隊
は
、
米
国
政
府
が
指
名
す
る
最
高
司
令
官
の
統
一
指
揮
下
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
わ
が
国
側
に
し
て
見
れ
ば
、

そ
れ
は
、
好
感
の
持
て
る
提
案
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
米
国
側
に
は
、
わ
が
国
に
駐
留
し
た
い
欲
望
を
隠
し
て
わ
が
国
に
よ
る
米
軍
駐

留
の
希
望
に
応
え
る
と
云
う
（
し
た
が
っ
て
、
駐
留
を
義
務
で
は
な
く
権
利
と
す
る
）
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
わ
が
国
に
よ
る
有

四
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事
に
於
け
る
協
力
の
内
容
は
、
最
も
知
り
た
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
日
本
側
に
は
、
再
軍
備
に
関
し
て
は
憲
法
問
題
の
不
安
が
あ
っ

た
。
そ
こ
で
日
本
側
は
、「
国
内
治
安
の
た
め
の
警
備
力
と
い
う
概
念
の
う
ち
に
は
い
る
フ
ィ
ヂ
カ
ル
・
フ
ォ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
再
軍
備

の
目
的
を
実
際
上
達
成
す
る
外
途
が
な
い
と
考
え
る
。」
と
応
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
わ
が
国
は
、「
海
陸
を
ふ
く

め
て
新
に
五
万
の
保
安
隊
（
仮
称
）
を
設
け
る
。
こ
の
五
万
人
は
、
予
備
隊
と
海
上
保
安
隊
と
は
別
個
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
訓
練
し
装

備
に
お
い
て
も
両
者
よ
り
強
力
な
も
の
と
し
、
国
家
治
安
省
の
防
衛
部
に
所
属
さ
せ
る
。
こ
の
五
万
が
、
日
本
に
再
建
さ
れ
る
民
主
的
軍

隊
の
発
足
と
す
る
」
と
云
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
「
再
軍
備
の
発
足
に
つ
い
て
」
と
云
う
文
書
を
米
国
側
に
手
交
し
た
。

そ
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
た
後
、
米
側
か
ら
「
平
和
条
約
」「
日
米
協
定
」「
実
施
協
定
」
と
云
う
三
つ
の
文
書
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の

う
ち
「
日
米
協
定
」
は
、
正
式
に
は
「
日
本
国
連
合
国
間
平
和
条
約
お
よ
び
国
際
連
合
憲
章
第
五
一
条
の
規
定
に
し
た
が
い
作
成
さ
れ
た

集
団
的
自
衛
の
た
め
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
日
本
国
間
協
定
」
案
と
云
う
長
た
ら
し
い
名
称
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
名

称
と
異
な
り
、
前
文
と
四
条
か
ら
成
る
簡
明
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
案
で
は
、
わ
が
国
が
米
国
側
に
直
ち
に
「
貢
献
」
で
き
な
い
こ
と

が
前
提
と
さ
れ
た
。
米
国
側
の
権
利
で
あ
る
駐
留
は
、「
専
ら
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
に
対
す
る
日
本
国
の
防
衛
」
が
目
的
で
あ
る
と
さ

れ
た
。
わ
が
国
に
よ
る
第
三
国
へ
の
基
地
の
提
供
は
否
定
さ
れ
た
。
駐
屯
の
規
律
条
件
が
日
米
両
政
府
間
の
行
政
協
定
で
定
め
ら
れ
る
こ

と
と
さ
れ
た
。
最
後
に
協
定
の
存
続
期
間
が
定
め
ら
れ
た
。
因
み
に
こ
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
意
向
が
汲
ま
れ
、
日
本
区
域
に

於
け
る
平
和
と
安
全
を
維
持
す
る
た
め
の
国
連
の
取
極
、
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
措
置
が
有
効
に
な
っ
た
と
合
衆
国
お
よ
び
日
本
国
の
政

府
が
認
め
た
と
き
効
力
を
失
う
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
米
国
側
か
ら
見
れ
ば
、
米
国
側
が
望
む
間
、
協
定
は
存
続
す
る
こ
と

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
「
実
施
協
定
」（「
行
政
協
定
」）
の
正
式
名
称
は
、「
集
団
的
防
衛
の
た
め
締
結
し
た
協
定
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
の
ア
メ
リ
カ

四
八



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
五
三
）

合
衆
国
お
よ
び
日
本
国
間
行
政
協
定
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
全
四
章
二
〇
項
か
ら
成
り
、「
米
軍
が
日
本
に
於
い
て
有
す
る
地
位
と
か
軽

費
と
か
共
同
委
員
会
と
か
緊
急
事
態
に
た
い
す
る
措
置
を
規
定
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
行
政
協
定
の
本
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

の
は
、
こ
れ
を
政
府
間
協
定
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
会
の
承
認
が
必
要
な
条
約
締
結
の
手
続
（
憲
法
七
三
条
三
号
、
六
一
条
）
を
回
避
す

る
た
め
で
あ
っ
た
。

右
の
「
日
米
協
定
」
お
よ
び
「
実
施
協
定
」
は
、
そ
の
後
締
結
さ
れ
る
安
保
条
約
の
母
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
成
立
過
程
に
於
い
て
、
米
国
に
よ
る
基
地
駐
留
の
恩
恵
主
義
を
除
け
ば
、
総
じ
て
わ
が
邦
の
要
求
は
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

出
来
上
が
っ
た
「
日
米
条
約
」
は
不
完
全
な
も
の
で
、
特
に
「
実
施
協
定
」
は
全
般
的
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

右
の
如
く
し
て
い
わ
ゆ
る
旧
安
保
条
約
が
誕
生
し
た
が
、
そ
れ
は
、
国
連
憲
章
五
一
条
の
集
団
的
自
衛
権
を
模
し
て
そ
れ
を
不
完
全
な

か
た
ち
で
組
織
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
が
独
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
条
約
と
国
連
憲
章
と
の
脈
絡
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
三
二
年
、
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
交
換
公
文
は
、
そ
の
条
約
と
国
連
憲
章
の
二
つ
を
関
係
あ
る
も
の
と
し
た
。

わ
が
国
が
独
立
し
、
自
衛
隊
も
創
設
さ
れ
、
昭
和
二
九
年
、
鳩
山
一
郎
内
閣
が
誕
生
す
る
と
、
旧
安
保
条
約
に
欠
け
た
双
務
性
・
対
等

性
の
実
現
へ
の
動
き
が
始
ま
る
。
昭
和
三
二
年
、
短
命
に
終
わ
っ
た
石
橋
湛
山
内
閣
を
継
い
だ
岸
信
介
は
、
条
約
改
正
に
内
閣
の
命
運
を

か
け
た
。
改
正
の
狙
い
は
、
国
連
憲
章
と
の
関
係
や
政
治
・
経
済
分
野
の
協
力
関
係
・
米
国
の
日
本
防
衛
義
務
・
条
約
地
域
の
明
確
化
、

わ
が
国
の
義
務
の
憲
法
の
範
囲
内
限
定
、
米
軍
駐
留
の
容
認
と
米
軍
の
域
外
活
動
・
重
要
装
備
に
関
す
る
事
前
協
議
制
の
導
入
、
内
乱
条

項
の
削
除
、
第
三
国
軍
隊
の
駐
留･

通
過
等
に
関
す
る
米
国
の
事
前
同
意
制
の
廃
止
、
条
約
の
円
滑
運
営
の
た
め
の
協
議
条
項
の
導
入
、

一
〇
年
の
期
限
と
廃
止
条
件
と
し
て
の
一
年
前
の
予
告
制
に
あ
っ
た
。
そ
の
狙
い
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
内
容
と
し
た
改
正
条
約
、
い
わ
ゆ
る

新
安
保
条
約
が
調
印
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
三
五
年
一
月
一
九
日
で
あ
る
（
21
）

。
こ
の
条
約
は
、
日
米
の
相
互
援
助
と
共
同
防
衛
行
動
と
を
定
め
て
（
22
）

、

四
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
五
四
）

バ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
に
謳
う
「
継
続
的
か
つ
効
果
的
な
相
互
援
助
」
の
関
係
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
国
連
憲

章
と
の
脈
絡
も
明
確
に
つ
け
ら
れ
た
条
約
で
あ
っ
た
。

2　

集
団
的
自
衛
権

⑴　

自
衛
権

本
稿
の
目
的
で
あ
る
集
団
的
自
衛
権
の
法
問
題
の
追
究
を
急
ぐ
。

旧
安
保
条
約
は
そ
の
前
文
で
、
わ
が
国
が
「
武
装
を
解
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
平
和
条
約
の
効
力
発
生
の
時
に
於
い
て
固
有
の
自
衛
権

を
行
使
す
る
有
効
な
手
段
を
も
た
な
い
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
前
文
の
こ
の
部
分
は
、「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」
が
締
結
さ
れ
た

時
点
の
こ
と
を
宣
べ
た
も
の
で
、
お
よ
そ
国
家
に
は
自
衛
権
が
存
在
す
る
こ
と
（
自
衛
権
の
国
家
固
有
性
）、
わ
が
国
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
九

項
に
基
づ
い
て
軍
が
解
体
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
っ
た
し
、
現
に
（
当
時
）
あ
る
こ
と
（
降
伏
条
件
と
し
て
の
無
戦
力
）、
し
た
が
っ
て
、
独

立
し
た
わ
が
国
が
自
衛
権
行
使
の
た
め
に
最
も
有
効
で
あ
る
手
段
を
欠
い
て
い
る
こ
と
（
有
効
な
自
衛
力
行
使
手
段
の
欠
如
）
を
改
め
て
確

認
し
た
も
の
で
あ
る
。

自
衛
権
の
国
家
固
有
性
は
、
お
よ
そ
人
が
国
家
を
構
築
す
る
場
合
の
不
可
欠
の
内
容
で
あ
る
。
人
が
安
全
や
福
利
を
期
待
す
る
国
家
が

存
続
し
な
い
限
り
、
そ
の
期
待
は
無
に
帰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
二
八
年
、
不
戦
条
約
を
結
ぶ
に
際
し
て
、
実
質
的
な
発
案
国
で
あ
る

米
国
の
国
務
長
官
ケ
ロ
ッ
グ
は
、「
不
戦
条
約
に
関
す
る
米
国
の
草
案
に
は
、
自
衛
権
を
少
し
で
も
制
限
し
、
ま
た
は
、
害
す
る
も
の
は

何
も
な
い
。
す
べ
て
の
国
は
い
つ
で
も
条
約
の
規
定
に
か
か
わ
り
な
く
攻
撃
ま
た
は
侵
入
に
対
し
自
己
の
領
土
を
防
衛
す
る
こ
と
が
自
由

で
あ
る
（
23
）

。」
と
述
べ
た
が
、
軍
隊
を
解
体
さ
れ
た
大
東
亜
戦
争
後
の
わ
が
国
の
ご
と
く
、
自
衛
権
の
行
使
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
例

五
〇



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
五
五
）

外
を
除
き
、
そ
の
云
う
所
は
正
し
い
。
そ
の
よ
う
な
法
理
の
当
然
と
し
て
、
吉
田
首
相
は
、
既
述
し
た
日
本
国
憲
法
制
定
過
程
に
於
い
て
も
（
24
）

、

わ
が
国
の
被
占
領
状
態
に
於
い
て
も
わ
が
国
が
自
衛
権
を
有
す
る
と
す
る
姿
勢
で
は
一
貫
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
昭
和
二
五
年
、
吉
田
首

相
は
、「
戦
争
放
棄
に
よ
つ
て
、
あ
た
か
も
日
本
の
安
全
保
障
が
危
険
に
な
つ
た
と
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
感
ず
る
向
き
が
あ
つ
て
、
し
き

り
に
安
全
保
障
と
い
う
こ
と
が
出
ま
す
か
ら
、
武
力
に
よ
ら
ざ
る
自
衛
権
は
国
家
と
し
て
存
在
す
る
。」
と
断
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
25
）

。

国
務
大
臣
木
村
篤
太
郎
に
も
、「
要
す
る
に
九
条
一
項
に
お
い
て
『
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、

国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
放
棄
す
る
。』
…
こ
の
意
味
か
ら
申
し
ま
す
る
と
、
再
び
侵
略
戦
争
の
愚
を
繰
返
す
よ

う
な
こ
と
を
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
根
本
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
規
定
の
裏
か
ら
見
て
、
自
衛
権
を
否
定
し
た
も
の
で
も
な
し
、
又
自
衛

権
の
裏
付
で
あ
る
自
衛
力
を
否
定
し
た
も
の
で
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
併
し
な
が
ら
自
衛
権
の
行
使
の
下
に
往
々
に
し
て
侵
略
戦
争

の
よ
う
な
愚
を
繰
返
す
危
険
が
あ
る
か
ら
し
て
、
第
二
項
に
お
い
て
さ
よ
う
な
こ
と
に
行
使
さ
れ
る
大
き
な
力
、
即
ち
戦
力
を
持
た
せ
な

い
と
い
う
こ
と
で
こ
こ
で
抑
え
て
言
つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
裏
か
ら
返
せ
ば
、
自
衛
権
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
し
、
そ
の

裏
付
で
あ
る
自
衛
力
も
否
定
さ
れ
て
お
ら
な
い
。
…
国
家
で
あ
る
以
上
は
、
自
衛
権
を
持
ち
自
衛
力
を
持
つ
の
は
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
ろ

う
と
思
つ
て
お
り
ま
す
（
26
）

。」
と
云
う
答
弁
が
確
認
さ
れ
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
政
府
の
自
衛
権
不
放
棄
の
姿
勢
に
は
、
一
貫
し
た

も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
自
衛
権
に
対
す
る
政
府
の
見
解
は
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
し
ま
し
て
わ
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
ほ
か
に
手
段
が

な
い
と
い
う
場
合
に
お
き
ま
し
て
、
こ
れ
を
防
衛
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
の
実
力
を
行
使
す
る
」
こ
と
（
27
）

で
、
国
際
法
上
国
家
に
認
め
ら

れ
た
権
利
（
28
）

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
個
人
に
於
け
る
正
当
防
衛
権
の
理
論
を
国
家
レ
ベ
ル
で
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
（
29
）

。
す
な
わ
ち
、
自

衛
権
は
、
そ
の
行
使
の
た
め
に
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」「
代
替
手
段
の
不
存
在
」「
必
要
最
小
限
の
実
力
行
使
」
の
要
件
を
必
要
と
す
る
と

五
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
五
六
）

云
う
わ
け
で
あ
る
（
し
か
し
、
正
当
防
衛
権
は
被
害
者
だ
け
の
権
利
で
は
な
い
か
ら
、（
後
述
す
る
ご
と
く
）
自
衛
権
を
も
っ
て
自
国
を
守
る
た
め
だ
け

の
も
の
と
す
る
見
解
を
も
つ
右
の
政
府
の
説
明
で
は
、
不
十
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ
が
国
は
、
台
湾
に
武
力
攻
撃
が
な
さ
れ
た
場
合
、
自
衛
す
る
台

湾
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。）。

政
府
に
よ
れ
ば
、
右
の
要
件
の
う
ち
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
と
云
う
た
め
に
は
、
武
力
攻
撃
が
あ
れ
ば
よ
く
、
現
実
に
被
害
が
発
生
す

る
必
要
は
な
い
（
30
）

。
た
だ
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
と
云
う
表
現
に
は
、
問
題
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
政
府
委
員
は
、「
急
迫
」
と
云
う
こ

と
ば
に
つ
い
て
、「
武
力
攻
撃
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
時
期
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
現
実
に
武
力
攻
撃
が
あ
つ
た
と
い
う
時
期
」
と
説

明
し
て
い
る
（
31
）

。
そ
の
よ
う
な
説
明
は
、
小
規
模
な
武
力
攻
撃
の
場
合
は
と
も
か
く
、
兵
器
が
発
達
し
て
い
る
こ
ん
に
ち
、
国
民
に
多
大
な

被
害
を
生
じ
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
国
家
の
存
立
さ
え
危
う
く
し
兼
ね
な
い
。
武
力
攻
撃
と
云
う
事
態
が
、
牧
歌
的
な
戦
争
の
時
代
の
そ

れ
と
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
武
力
攻
撃
の
お
そ
れ
」
と
云
う
だ
け
で
は
自
衛
権
行
使
の
た
め
に
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
も
、

「
急
迫
」
と
い
う
こ
と
ば
を
現
実
の
武
力
攻
撃
の
存
在
と
同
義
に
解
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。「
急
迫
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
武
力
攻
撃

の
現
実
の
発
生
よ
り
も
幅
を
持
た
せ
、
武
力
攻
撃
と
云
う
行
為
が
発
生
し
た
事
態
だ
け
で
な
く
、
文
字
通
り
に
、
明
ら
か
に
そ
の
行
為
が

差
し
迫
っ
て
い
る
急
な
事
態
を
も
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
意
味
が
生
じ
る
の
だ
。

次
に
「
不
正
」
と
云
う
こ
と
ば
に
も
、
問
題
が
あ
る
。
わ
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
に
対
し
て
「
非
不
正
」
の
も
の
を
認
め
る
わ
け
に

は
行
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
連
の
決
議
に
基
づ
く
わ
が
国
に
対
す
る
武
力
に
よ
る
制
裁
行
為
は
、
少
な
く
と
も
国
連
の
あ
る
い
は
そ
れ

に
与
す
る
立
場
に
於
い
て
は
違
法
性
を
欠
く
。
個
人
の
正
当
防
衛
の
場
合
に
は
、
刑
の
執
行
を
含
む
正
当
な
職
務
行
為
に
よ
っ
て
制
限
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
法
的
に
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
国
際
社
会
の
現
状
で
は
、
わ
が
国
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
国
連
の
行
為
も
不
正
の
行
為
で
あ
る
。
わ
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
は
、
す
べ
て
不
正
の
も
の
と
看
做
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
自
衛
権

五
二



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
五
七
）

の
行
使
の
要
件
に
「
不
正
」
と
云
う
文
言
は
、
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
侵
害
」
と
云
う
こ
と
ば
は
、
政
府
委
員

の
答
弁
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
被
害
の
発
生
を
必
要
と
し
な
い
。
で
あ
る
以
上
、
そ
の
こ
と
ば
も
、
必
ず
し
も
必
要
で
は
あ
る
ま
い
。

要
す
る
に
、
第
一
の
要
件
は
、
武
力
攻
撃
の
事
態
あ
る
い
は
明
ら
か
に
武
力
攻
撃
が
予
想
さ
れ
る
事
態
と
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
の
代
替
手
段
の
不
存
在
は
、
そ
の
判
断
が
困
難
な
事
態
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
自
衛
権
行
使
の
要
件
と
し
て
不
合
理
で
は
な
い
。

現
実
に
は
、
余
程
に
小
規
模
な
場
合
は
と
も
か
く
、
武
力
攻
撃
が
発
生
し
て
い
た
り
、
明
ら
か
に
武
力
攻
撃
が
予
想
さ
れ
る
事
態
に
は
、

最
早
、
代
替
手
段
を
考
え
る
余
裕
な
ど
あ
る
ま
い
。

第
三
に
、
必
要
最
小
限
と
云
う
要
件
も
理
論
的
に
は
正
し
い
。
し
か
し
現
実
に
は
、
自
衛
権
行
使
の
事
態
に
於
い
て
、
自
衛
権
行
使
の

結
果
は
す
べ
て
勝
利
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
武
力
攻
撃
に
対
し
て
余
程
に
余
裕
が
あ
る
場
合
あ
る
い
は
武
力
攻
撃
が
局
地
的
・
限
定
的

な
場
合
に
は
比
例
の
原
則
を
働
か
せ
得
る
（
32
）

が
、
実
際
に
は
、
遵
守
し
難
い
要
件
で
あ
る
。

⑵　

自
衛
力
と
戦
力

わ
が
国
の
独
立
は
、
主
権
の
完
全
回
復
を
意
味
し
た
か
ら
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
つ
い
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
等
か
ら
の
束
縛
は
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
わ
が
政
府
は
、
政
治
的
意
味
合
い
を
有
し
た
に
過
ぎ
な
い
日
本
国
憲
法
九
条
の
解
釈
を
維
持
し
、
す
べ
て
の
戦
争
を
放
棄
し
て

い
る
と
云
う
解
釈
を
維
持
し
た
。
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
そ
れ
が
法
的
な
わ
が
政
府
の
有
権
解
釈
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も

政
府
は
、
自
衛
権
に
よ
る
自
衛
力
の
充
実
に
は
努
力
し
た
。
そ
の
際
当
然
に
、
日
本
国
憲
法
九
条
が
不
保
持
を
定
め
た
戦
力
と
自
衛
力
と

の
差
異
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
政
府
に
は
、
日
本
国
憲
法
九
条
の
「
戦
力
」
に
つ
い
て
一
定
の
確
た
る
も
の
は
な
い
と
し

な
が
ら
も
、「
近
代
戦
を
有
効
且
つ
適
切
に
遂
行
し
得
る
装
備
と
兵
力
」
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
（
33
）

。
昭
和
二
七
年
、
内
閣
法
制
局
は
、

よ
り
詳
し
く
次
の
よ
う
な
「『
戦
力
』
に
関
す
る
統
一
見
解
」
な
る
も
の
を
示
し
て
い
る
（
34
）

。

五
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
五
八
）

一　

憲
法
第
九
条
第
二
項
は
、
侵
略
の
目
的
た
る
と
自
衛
の
目
的
た
る
と
を
問
わ
ず
「
戦
力
」
の
保
持
を
禁
止
し
て
い
る
。

一　

右
に
云
う
「
戦
力
」
と
は
、
近
代
戦
争
遂
行
に
役
立
つ
程
度
の
装
備
、
編
成
を
具
え
る
も
の
を
云
う
。

一　
「
戦
力
」
の
基
準
は
、
そ
の
国
の
置
か
れ
た
時
間
的
、
空
間
的
環
境
で
具
体
的
に
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一　
「
陸
海
空
軍
」
と
は
、
戦
争
目
的
の
た
め
に
装
備
編
成
さ
れ
た
組
織
体
を
い
い
、「
そ
の
他
の
戦
力
」
と
は
、
本
来
は
戦
争
目
的
を

有
せ
ず
と
も
実
質
的
に
こ
れ
に
役
立
ち
得
る
実
力
を
備
え
た
も
の
を
云
う
。

一　
「
戦
力
」
と
は
、
人
的
、
物
的
に
組
織
さ
れ
た
総
合
力
で
あ
る
。
従
っ
て
単
な
る
兵
器
そ
の
も
の
は
戦
力
の
構
成
要
素
で
は
あ
る

が
、「
戦
力
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
兵
器
製
造
工
場
の
ご
と
き
も
無
論
同
様
で
あ
る
。

一　

憲
法
第
九
条
第
二
項
に
云
う
「
保
持
」
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
わ
が
国
が
保
持
の
主
体
た
る
こ
と
を
示
す
。
米
国
駐
留
軍
は
、

わ
が
国
を
守
る
た
め
に
米
国
の
保
持
す
る
軍
隊
で
あ
る
か
ら
憲
法
第
九
条
の
関
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

一　
「
戦
力
」
に
至
ら
ざ
る
程
度
の
実
力
を
保
持
し
、
こ
れ
を
直
接
侵
略
防
衛
の
用
に
供
す
る
こ
と
は
違
憲
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は

有
事
の
際
、
国
警
の
部
隊
が
防
衛
に
あ
た
る
の
と
理
論
上
同
一
で
あ
る
。

一　

保
安
隊
お
よ
び
警
備
隊
は
戦
力
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
保
安
庁
法
第
四
条
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、「
わ
が
国
の
平
和
と
秩
序
を
維

持
し
人
命
お
よ
び
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
行
動
す
る
部
隊
」
で
あ
り
、
従
っ
て
戦
争
を
目
的

と
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
軍
隊
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
客
観
的
に
こ
れ
を
見
て
も
保
安
隊
等
の
装

備
編
成
は
決
し
て
近
代
戦
を
有
効
に
遂
行
し
得
る
程
度
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
憲
法
の
「
戦
力
」
に
は
該
当
し
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
戦
力
」
に
関
す
る
見
解
は
、
余
り
に
も
不
明
瞭
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
「
近
代
戦
争
」
と
は
、
学
問
的
に
説
か

五
四



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
五
九
）

れ
る
歴
史
的
区
分
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
当
時
で
云
う
「
現
代
」
を
意
味
し
、「
近
代
戦
争
遂
行
能
力
」
と
は
、
一
定
の
水
準
に
達

し
た
国
家
の
実
力
（
装
備
、
編
成
）
の
能
力
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
近
隣
諸
国
に
つ
い
て
見
た
場
合
だ
け
で
も
、

非
常
に
戦
争
遂
行
能
力
に
差
が
あ
り
過
ぎ
た
の
だ
。
そ
の
能
力
の
水
準
を
ど
こ
に
置
く
か
に
よ
っ
て
装
備
、
編
成
等
に
違
い
が
出
て
来
る
。

と
も
あ
れ
「
近
代
戦
争
遂
行
能
力
」
の
判
定
は
、
抽
象
的
で
決
し
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
政
府
は
、「
戦
力
」
に
関
し
て
近
代
戦

争
遂
行
能
力
と
す
る
見
解
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
少
し
く
説
明
を
改
め
、
昭
和
二
九
年
一
二
月
以
降
、
そ
れ
を
必
要
最
小
限
度
を
超
え

る
実
力
と
定
義
し
て
い
る
（
35
）

。
こ
の
場
合
、「
戦
力
」
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
実
力
組
織
が
「
ど
う
い
う
個
々
の
兵
器
を
持
つ
て
い
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
」、
実
力
組
織
で
あ
る
「
人
的
、
物
的
の
組
織
体
が
ど
う
い
う
実
戦

的
な
能
力
を
持
つ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
」
と
さ
れ
る
（
36
）

。
要
す
る
に
政
府
の
立
場
は
、
近
代
戦

争
遂
行
能
力
を
持
ち
、
必
要
最
小
限
度
を
超
え
る
実
力
が
、
日
本
国
憲
法
九
条
の
「
戦
力
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
政
府
は
、

近
代
戦
争
遂
行
能
力
の
判
断
に
際
し
て
「
近
代
戦
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
機
能
」
と
云
う
新
た
な
基
準
を
加
え
た
。
た
と
え
ば
、
自
衛
隊
に

つ
い
て
は
、
敵
の
基
地
を
叩
く
よ
う
な
装
備
は
持
た
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
、
近
代
戦
争
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
機
能
の
う
ち
攻
撃
的
な
機

能
を
持
た
な
い
か
ら
、
近
代
戦
争
遂
行
能
力
を
有
す
る
実
力
組
織
と
云
え
な
い
と
し
て
い
る
（
37
）

。

政
府
は
、
戦
争
放
棄
条
項
を
持
つ
日
本
国
憲
法
の
下
、
既
述
し
た
よ
う
な
見
解
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
専
守
防
衛
を
基
本
姿
勢
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
衛
権
と
そ
の
行
使
が
専
ら
専
守
防
衛
に
限
定
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
古
来
、
攻
撃

は
最
大
の
防
御
と
云
う
こ
と
ば
も
あ
る
。
武
力
攻
撃
を
待
っ
た
専
守
防
衛
に
よ
っ
て
は
自
衛
権
お
よ
び
そ
の
行
使
の
目
的
が
達
成
し
得
な

い
場
合
は
、
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
得
る
事
態
に
備
え
る
に
は
、
自
衛
の
た
め
の
抑
止
力
を
生
む
た
め
の
軍
拡
（
自

衛
力
の
拡
充
）
と
明
ら
か
に
武
力
攻
撃
が
予
想
さ
れ
る
事
態
に
対
す
る
自
衛
の
た
め
の
先
制
攻
撃
に
よ
る
攻
撃
地
破
壊
（
先
制
的
自
衛
）
と

五
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
六
〇
）

が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
前
者
を
単
独
で
行
う
に
は
、
兵
器
の
開
発
、
生
産
、
実
験
、
訓
練
等
の
た
め
に
膨
大
な
財
政
や
人
や
物
や
空

間
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
の
一
つ
が
、
集
団
的
自
衛
権
で
あ
る
。

⑶　

集
団
的
自
衛
権

国
際
法
上
の
自
衛
権
の
観
念
の
理
解
は
、
必
ず
し
も
一
つ
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
日
本
国
憲
法
上
の
自
衛
権
が
国
際
法
上
の
そ
れ
と
一

致
し
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
そ
れ
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
お
よ
そ
最
高
法
規
で
あ
る
日
本
国
憲
法
（
憲
法
第
一
〇
章
）
の

概
念
は
、
国
際
法
上
の
固
ま
っ
た
概
念
を
尊
重
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
（
憲
法
の
国
際
協
調
主
義
（
38
）

）、
そ
れ
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
の

だ
。
集
団
的
自
衛
権
と
云
う
こ
と
ば
は
、
日
本
国
憲
法
の
規
定
に
は
な
い
が
、
国
連
憲
章
に
は
あ
る
（
憲
章
五
一
条
）。
日
本
国
憲
法
に
は

自
衛
権
と
云
う
こ
と
ば
も
な
い
が
、
お
よ
そ
国
家
に
は
、
自
衛
権
は
固
有
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
国
連
憲
章
は
、
自
衛
権
に
個
別
的

自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
と
を
認
め
て
い
る
（
憲
章
五
一
条
）
が
、
日
本
国
憲
法
上
の
自
衛
権
に
も
そ
の
構
成
部
分
と
し
て
集
団
的
自
衛

権
は
含
ま
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
そ
の
場
合
、
日
本
国
憲
法
上
の
集
団
的
自
衛
権
は
、
締
約
国
と
の
間
に
於
い
て
自
衛
権
を
合
併
し
自

衛
す
べ
き
状
態
に
陥
っ
た
締
約
国
の
要
請
あ
る
い
は
同
意
の
下
に
共
用
す
る
権
利
で
あ
る
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
実
、
締
約
国
同

士
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
衛
権
を
自
衛
す
べ
き
状
態
に
陥
っ
た
締
約
国
の
要
請
あ
る
い
は
同
意
を
得
て
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
務
で
あ

る
（
39
）

。
そ
れ
は
、
飽
く
ま
で
も
自
衛
権
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
が
締
約
国
の
自
衛
権
の
行
使
以
外
の
行
為
に
協
力
す
る
義
務
は
な
い
。
こ
の

集
団
的
自
衛
権
と
そ
の
行
使
に
つ
い
て
、
政
府
は
、

「
集
団
的
自
衛
権
、
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
共
同
防
衛
ま
た
は
相
互
安
全
保
障
条
約
、
あ
る
い
は
同
盟
条
約
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

し
て
、
つ
ま
り
自
分
の
国
が
攻
撃
さ
れ
た
と
同
様
に
み
な
し
て
、
自
衛
の
名
に
お
い
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
の
国
際
法
か

五
六



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
六
一
）

ら
出
て
来
る
権
利
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
同
盟
条
約
な
り
共
同
防
衛
条
約
な
り
、
特
別
の
条
約
が
あ
つ
て
、
初
め
て
条
約

上
の
権
利
と
し
て
生
れ
て
来
る
権
利
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
特
別
な
権
利
を
生
ま
す
た
め
の
条
約
を
、
日
本
の
現
憲
法

下
で
締
結
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
先
ほ
ど
お
答
え
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
結
局
憲
法

で
認
め
ら
れ
た
範
囲
と
い
う
も
の
は
、
日
本
自
身
に
対
す
る
直
接
の
攻
撃
あ
る
い
は
急
迫
し
た
攻
撃
の
危
険
が
な
い
以
上
は
、
自
衛
権

の
名
に
お
い
て
発
動
し
得
な
い
、
そ
う
い
う
よ
う
に
存
じ
て
お
り
ま
す
。」

と
云
う
よ
う
に
述
べ
て
、
集
団
的
自
衛
権
を
特
別
の
条
約
上
の
も
の
と
し
、
そ
の
行
使
を
日
本
国
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
（
40
）

。

こ
の
姿
勢
は
、
政
府
に
一
貫
し
た
も
の
で
、
林
修
三
政
府
委
員
も
、「
要
す
る
に
自
国
と
非
常
に
関
連
の
あ
る
他
国
が
侵
略
さ
れ
た
場
合

に
、
そ
の
他
国
を
援
助
す
る
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
国
連
憲
章
上
違
法
な
武
力
行
使
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。」
と
し

な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
平
和
条
約
に
は
、
確
か
に
日
本
固
有
の
権
利
と
し
て
の
集
団
的
ま
た
は
個
別
的
の
自
衛
の
権
利
を
有
す
る
と
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。

国
際
法
的
に
は
、
日
本
は
集
団
的
ま
た
は
個
別
的
の
自
衛
権
を
持
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
…
、
そ
う
い

う
こ
と
が
日
本
の
憲
法
の
い
わ
ゆ
る
自
衛
権
の
範
囲
に
入
る
と
か
と
云
わ
れ
れ
ば
、
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
内
容
は
必

ず
し
も
一
に
限
ら
な
い
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
…
、
外
国
の
領
土
に
、
外
国
を
援
助
す
る
た
め
に
武
力
行
使
を
行
う
と

い
う
こ
と
の
点
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
集
団
的
自
衛
権
と
い
う
こ
と
が
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
お
つ
し
や
れ
ば
、
そ

れ
は
今
の
日
本
の
憲
法
に
認
め
ら
れ
て
い
る
自
衛
権
の
範
囲
に
入
ら
な
い
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
（
41
）

。」

五
七
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政
府
に
於
い
て
わ
が
国
に
よ
る
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
、
一
般
国
際
法
上
の
も
の
で
は
な
く
、
国
連
憲
章
上
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
、
そ
れ
は
「
外
国
へ
の
援
助
」
で
あ
り
、「
国
連
憲
章
上
可
能
、
憲
法
上
不
可
能
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

お
よ
そ
自
衛
権
が
国
家
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
国
連
加
盟
国
だ
け
で
な
く
国
連
非
加
盟
国
も
そ
の
自
衛
権
の
内
容
と
し
て
集
団
的

自
衛
権
を
有
し
、
そ
れ
を
行
使
す
る
権
利
を
も
有
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
42
）

。
自
然
法
思
想
を
導
入
し
て
い
る
日
本
国
憲
法
（
憲
法

一
一
条
、
九
七
条
）
に
於
い
て
は
、
自
衛
権
を
国
際
社
会
に
於
け
る
自
然
権
と
明
言
し
て
良
い
が
、
集
団
的
自
衛
権
は
、
そ
の
自
然
法
に

基
づ
い
て
合
従
連
衡
が
行
わ
れ
た
古
代
か
ら
そ
の
内
容
の
一
部
と
し
て
生
育
し
た
国
際
社
会
に
於
け
る
確
立
さ
れ
た
慣
習
（
憲
法
九
八
条
）

と
云
え
る
。
国
連
憲
章
五
一
条
は
、「
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
云
う
規
定
の
仕
方
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
存
在
を
確
認
し
て
規
定
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
（
43
）

。
そ
れ
は
、
締
約
国
へ
の
援
助
で
は
な
く
義
務
で
あ
る
が
、
そ

の
行
使
は
、
国
際
連
合
へ
加
盟
し
た
場
合
、
そ
の
加
盟
と
云
う
自
己
規
制
に
よ
っ
て
非
加
盟
国
に
比
し
て
国
連
憲
章
に
よ
る
規
制
を
受
け

る
。
わ
が
国
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
（
憲
法
前
文
、
九
条
、
九
八
条
）
が
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
上
は
、
自
衛
を
必
要
と
す
る
状
態
に
陥
っ

た
締
約
国
の
要
請
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
す
れ
ば
、「
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
他
国
を
無
視
す
る
」
こ
と
を

普
遍
的
な
政
治
道
徳
の
法
則
に
反
す
る
も
の
と
す
る
日
本
国
憲
法
の
原
則
（
憲
法
前
文
第
三
段
）
に
反
す
る
。
わ
が
国
の
政
府
の
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
に
関
す
る
解
釈
と
姿
勢
は
、
そ
の
法
則
に
従
っ
て
「
自
国
の
主
権
を
維
持
し
、
他
国
と
対
等
関
係
に
立
た
う
と
す
る
」
国
家

の
責
務
（
憲
法
前
文
第
三
段
）
を
放
棄
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
解
釈
お
よ
び
姿
勢
は
、
日
本
国
憲
法
上
わ
が
国
民
が

達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
理
想
と
目
的
」（
憲
法
前
文
第
四
段
）
に
も
反
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑷　

新
安
保
条
約

最
後
に
、
現
在
わ
が
国
と
米
国
と
の
間
に
存
在
す
る
い
わ
ゆ
る
新
安
保
条
約
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
置
く
。
こ
の
条
約
は
、
イ
「
日

五
八
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（
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米
間
の
平
和
・
友
好
関
係
の
強
化
、
民
主
主
義
の
諸
原
則
・
個
人
の
自
由
お
よ
び
法
の
支
配
の
擁
護
」
の
希
望
、
ロ
「
経
済
的
協
力
の
促

進
と
経
済
的
安
定
・
福
祉
条
件
の
助
長
」
の
希
望
、
ハ
国
連
憲
章
の
目
的
・
原
則
の
信
念
と
す
べ
て
の
国
民
お
よ
び
す
べ
て
の
政
府
と
共

に
平
和
的
に
生
き
る
願
望
」
の
再
確
認
、
ニ
「
国
連
憲
章
上
の
個
別
的
・
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
能
の
所
有
」
の
確
認
、
お
よ
び
ヘ

「
極
東
の
国
際
の
平
和
・
安
全
の
維
持
に
共
通
の
関
心
を
持
つ
こ
と
」
の
考
慮
の
上
に
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
約
は
、
第
一
に
、
国
際
連
合
の
精
神
を
尊
重
し
、
そ
の
強
化
を
真
っ
先
に
謳
い
、
国
際
連
合
に
期
待
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る

（
条
約
一
条
、
五
条
、
七
条
）。
条
約
の
失
効
条
件
の
一
つ
に
も
、
そ
の
期
待
が
顕
現
し
て
い
る
（
条
約
一
〇
条
）。

こ
の
条
約
は
、
第
二
に
、
経
済
の
相
互
協
力
の
促
進
を
定
め
た
（
条
約
二
条
）。
経
済
は
、
国
家
の
安
定
や
国
民
の
福
利
の
た
め
だ
け
で

な
く
、
両
国
の
防
衛
力
を
含
む
す
べ
て
の
協
力
の
強
度
の
基
盤
で
あ
る
か
ら
重
要
な
規
定
で
あ
る
。
お
よ
そ
経
済
力
は
、
国
力
の
最
大
の

基
礎
と
な
る
力
な
の
だ
。

こ
の
条
約
三
条
が
、
武
力
攻
撃
に
抵
抗
す
る
能
力
の
維
持
・
発
展
に
つ
い
て
「
継
続
的
か
つ
効
果
的
な
自
助
及
び
相
互
援
助
」
を
規
定

し
た
の
は
、
バ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
に
留
意
し
た
も
の
で
あ
り
、「
憲
法
上
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
」
と
定
め
た
の
は
、
日

本
国
憲
法
九
条
に
留
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
相
互
協
力
を
謳
っ
た
の
は
、
日
米
間
の
一
体
感
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
（
条
約
三
条
）。

こ
の
条
約
は
、
わ
が
国
の
安
全
だ
け
で
な
く
、
極
東
に
於
け
る
国
際
の
平
和
お
よ
び
安
全
に
配
慮
し
て
い
る
（
条
約
四
条
、
六
条
）。
そ

の
場
合
、
締
約
国
が
「
自
国
の
憲
法
上
の
規
定
及
び
手
続
に
従
つ
て
」
共
通
の
危
険
に
対
処
す
る
の
は
、「
日
本
国
の
施
政
の
下
に
あ
る

領
域
に
お
け
る
、
い
ず
れ
か
の
一
方
に
対
す
る
武
力
攻
撃
」
と
さ
れ
て
い
る
（
条
約
五
条
）。
こ
こ
で
「
憲
法
上
の
手
続
」
で
は
な
く
、

「
憲
法
上
の
規
定
」
と
定
め
て
い
る
の
は
、
憲
法
上
の
実
体
規
定
に
も
留
意
す
る
姿
勢
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
、
基
本

権
規
定
が
い
わ
ゆ
る
「
憲
法
の
論
理
」（logique de la constitution

）
に
よ
る
も
の
で
少
数
者
の
権
益
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ

五
九
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れ
と
「
公
共
の
福
祉
」（
憲
法
一
三
条
）
と
の
均
衡
の
重
要
な
憲
法
問
題
を
生
じ
さ
せ
防
衛
行
動
に
障
害
を
生
じ
さ
せ
る
虞
れ
が
あ
り
、
そ

の
適
用
に
際
し
て
慎
重
な
判
断
を
要
す
る
。
ま
た
わ
が
国
の
安
全
に
寄
与
す
る
た
め
の
米
国
の
艦
船
や
航
空
機
が
わ
が
施
政
権
外
の
極
東

内
に
あ
っ
て
攻
撃
を
受
け
た
場
合
の
わ
が
国
の
防
衛
協
力
義
務
の
不
存
在
は
決
し
て
日
本
国
憲
法
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
外
交

の
駆
け
引
き
に
於
け
る
わ
が
国
の
利
益
に
過
ぎ
ず
、
独
善
を
排
除
し
た
日
本
国
憲
法
の
精
神
（
憲
法
前
文
第
三
段
）
と
は
矛
盾
す
る
。

わ
が
国
に
於
け
る
米
軍
の
駐
留
の
根
拠
が
わ
が
国
に
よ
る
許
与
と
定
め
ら
れ
た
（
条
約
六
条
）
の
は
、
旧
安
保
条
約
に
比
し
て
わ
が
国

の
地
位
を
高
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
安
全
保
障
に
関
す
る
も
の
を
含
め
て
条
約
は
、
外
交
上
の
交
渉
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
国
際
社
会
に
於
い
て
い
ろ
い
ろ
な
か

た
ち
が
あ
る
が
、
安
保
条
約
五
条
は
、
本
来
的
な
集
団
的
自
衛
権
を
定
め
た
も
の
と
は
云
え
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
は
、
す
べ
て
わ
が
政
府
の
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
解
釈
あ
る
い
は
姿
勢
を
前
提
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
な
解
釈

あ
る
い
は
姿
勢
の
政
府
が
継
続
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
、
多
く
の
わ
が
国
民
の
日
本
国
憲
法
に
対
す
る
解
釈
お
よ
び
姿
勢
と
云
え
よ
う
。

ハ
ッ
シ
ー
・
メ
モ
以
来
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
本
意
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
被
占
領
時
、
わ
が
国
に
は
、
真
の
言
論
の
自
由

は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
国
防
の
真
の
審
議
は
、
不
十
分
で
あ
っ
た
し
、
軍
の
解
体
が
国
際
約
束
で
あ
っ
た
以
上
、
わ
が
国
に
は
、

元
々
国
防
を
論
議
す
る
法
的
資
格
も
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
立
法
者
意
思
に
の

み
基
く
解
釈
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
法
律
意
思
に
基
づ
く
解
釈
を
す
れ
ば
、
日
本
国
憲
法
九
条
は
、「
一
切
」
の
戦
力

の
不
保
持
を
定
め
て
い
な
い
。
日
本
国
憲
法
二
一
条
で
は
、「
一
切
」
の
表
現
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
例
外
が
あ
る
。

六
〇



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
六
五
）

と
す
れ
ば
、
戦
力
の
不
保
持
に
も
、
例
外
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
九
条
二
項
の
「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
」
と
云
う
文

言
は
、
同
条
一
項
に
よ
る
侵
略
戦
争
の
放
棄
を
意
味
す
る
。
要
す
る
に
、
自
衛
の
た
め
の
戦
争
や
戦
力
は
放
棄
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
ソ
連
の
圧
力
も
あ
っ
て
文
民
条
項
（
憲
法
六
六
条
）
が
設
け
ら
れ
た
の
だ
。
お
よ
そ
軍
人
が
存
在
し
な
い
と
こ

ろ
に
、
文
民
条
項
な
ど
不
必
要
な
の
だ
。
実
定
法
上
他
に
存
在
し
な
い
交
戦
権
な
る
こ
と
ば
は
、
意
味
不
明
で
あ
る
。
わ
が
政
府
は
、
こ

れ
を
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
に
も
あ
っ
た
「
交
戦
者
と
し
て
の
権
利
」
と
解
し
（
44
）

、
筆
者
も
か
つ
て
そ
の
よ
う
に
解
し
た
。
し
か
し
、
こ

れ
は
宣
戦
権
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
消
極
的
に
自
衛
戦
争
し
か
で
き
な
い
国
に
は
、
元
々
不
必
要
な
権
利
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、

交
戦
権
の
否
認
の
条
項
は
、
単
な
る
確
認
規
定
に
過
ぎ
な
い
。
す
べ
て
の
戦
争
を
放
棄
す
る
と
云
う
高
邁
な
理
想
を
追
求
し
な
が
ら
も
、

現
実
を
見
詰
め
て
わ
が
国
の
平
和
と
安
全
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
政
府
の
工
夫
と
努
力
を
評
価
す
る
が
、
右
の
よ
う
な
解
釈
を
す
れ

ば
、
政
府
が
行
っ
て
来
た
よ
う
な
戦
力
の
不
保
持
に
伴
う
複
雑
で
難
解
な
解
釈
あ
る
い
は
姿
勢
は
不
必
要
な
り
、
ま
た
自
衛
権
に
基
づ
く

国
家
の
行
為
を
よ
り
有
効
な
も
の
と
な
し
得
る
。
最
後
に
、
条
約
は
国
益
を
追
求
す
る
外
交
の
駆
け
引
き
の
所
産
で
あ
る
か
ら
、
安
保
条

約
が
自
国
に
偏
っ
た
有
利
さ
を
持
つ
こ
と
を
否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
在
り
様
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
従
っ
て
、

独
立
国
家
と
し
て
の
矜
持
と
締
約
国
を
含
め
た
国
際
的
な
信
用
を
喪
失
し
な
い
よ
う
に
努
め
な
が
ら
、
わ
が
国
の
真
の
平
和
と
安
全
に
役

立
つ
よ
う
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
少
な
く
と
も
現
在
の
集
団
的
自
衛
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
存
の
片
務
性
を
見
直
す
必

要
が
あ
る
。

（
1
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）。

（
2
） 

昭
和
五
三
年
六
月
衆
議
院
内
閣
委
・
金
丸
信
防
衛
庁
長
官
答
弁
に
由
来
（B

IG
L
O
B
E

百
科
事
典
、jiten.biglobe.ne.jp/j/f9/cf/f4/

六
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
六
六
）

32326590ce8e19582a2ea...

）

（
3
） R

alph W
aldo E

m
erson,w

iki.answ
ers.com

/Q
/T
he_only_w

ay_to_have_a_friend_is_to...
（
4
） 
拙
稿
『
新
訂
憲
法
』（
平
成
二
一
年
、
啓
正
社
）
一
二
四
頁
。

（
5
） 
清
水
伸
編
『
逐
条
日
本
国
憲
法
審
議
録
』（
増
訂
版
第
二
巻
）（
原
書
房
、
昭
和
五
一
年
）
四
一
頁
│
四
二
頁
、
四
六
頁
。

（
6
） 

『「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
受
諾
ニ
関
ス
ル
八
月
一
〇
日
附
日
本
国
政
府
申
入
』、『
八
月
一
〇
日
附
合
衆
国
政
府
ノ
日
本
国
政
府
ニ
対
ス
ル
回
答
』、

『
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
』
五
項
以
下
参
照
。

こ
の
場
合
、
わ
が
国
と
の
関
係
を
契
約
関
係
で
は
な
く
、「
無
条
件
降
伏
を
基
礎
と
す
る
」
と
し
た
『
連
合
国
最
高
司
令
官
の
権
限
に
関
す
る

マ
ッ
ク
ア
サ
ー
元
帥
へ
の
通
達
』
は
、
わ
が
国
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
体
、
国
家
の
無
条
件
降
伏
と
は
、
そ
の
実
、
国
家
の
消
滅
と
同
義

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
人
で
云
え
ば
、
人
が
そ
の
全
人
格
を
失
い
、
死
し
て
物
と
な
っ
た
に
等
し
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
無
条
件
降
伏

を
し
た
全
日
本
軍
隊
が
解
体
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一
体
、
わ
が
国
は
、
不
平
等
な
契
約
関
係
に
立
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
契
約
に
反

し
て
、
た
と
え
ば
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
八
項
に
も
拘
わ
ら
ず
、
本
州
や
九
州
等
を
ど
こ
か
の
国
に
分
譲
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。

（
7
） 

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
慣
習
国
際
法
下
お
よ
び
国
連
憲
章
下
で
固
有
権
あ
る
い
は
自
然
権
と
宣
べ
て
い
る
（E

ustace C
hikere 

A
zubuike,P

R
O
B
IN
G
 T
H
E
 S
C
O
P
E
 O
F
 S
E
L
F
 D
E
F
E
N
S
E
 IN
 IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
 L
A
W
,17 A

nn.S
urv.U

nt’l &
 C
om
p.L
.129,at 

147

（S
pring,2011

））。

（
8
） 

清
水
編
『
前
掲
書
』
八
一
頁
│
八
二
頁
。

（
9
） 

『
前
掲
書
』
七
二
頁
、
七
九
頁
。

（
10
） S

ee,M
ark J.R

oe,L
E
G
A
L
 O
R
IG
IN
S
.P
O
L
IT
IC
S
,A
N
D
 M
O
D
E
R
N
 S
T
O
C
K
 M
A
R
K
E
T
S
,120 H

arv.L
.R
ev.460,at 500-501

（D
ecem

ber,2006

）.

（
11
） S
ee,N

eil W
.H
am
ilton,

（S
ym
posium

）FO
R
E
W
O
R
D
:S
Y
M
P
O
S
IU
M
 O
N
 Z
E
A
L
O
T
R
Y
 A
N
D
 A
C
A
D
E
M
IC
 F
R
E
E
D
O
M
,22 

W
m
.M
itchell L

.R
ev.333

（1996

）.

（
12
） 

増
田
弘
『
自
衛
隊
の
誕
生
』（
日
本
の
再
軍
備
と
ア
メ
リ
カ
）
五
頁
│
六
頁
、
九
頁
（
一
七
七
五
年
、
中
公
新
書
）。

六
二



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
六
七
）

（
13
） 

憲
法
調
査
会
第
三
委
員
会
『
憲
法
運
用
の
実
際
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
書
』
│
天
皇
・
戦
争
の
放
棄
・
最
高
法
規
│
一
一
八
頁
│
一
二
一
頁

（
昭
和
三
九
年
、
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
書
第
五
号
）。

（
14
） 
平
和
条
約
前
文
。

（
15
） 
増
田
弘
『
前
掲
書
』
四
四
頁
、
四
六
頁
。

（
16
） 

憲
法
調
査
会
第
三
委
員
会
『
前
掲
書
』
一
二
二
頁
│
一
二
三
頁
。

（
17
） 

『
前
掲
書
』
一
二
三
頁
│
一
二
五
頁
。

（
18
） 

『
前
掲
書
』
一
二
五
頁
│
一
二
六
頁
。

（
19
） 

豊
下
楢
彦
『
安
保
条
約
の
成
立
』
│
吉
田
外
交
と
天
皇
外
交
│
三
頁
（
一
九
九
六
年
、
岩
波
文
庫
）。

（
20
） 

以
後
本
項
は
、
特
註
無
き
限
り
、
暫
時
、『
前
掲
書
』
六
頁
以
降
に
依
る
。

（
21
） 

憲
法
調
査
会
第
三
委
員
会
『
前
掲
書
』
一
五
七
頁
│
一
六
〇
頁
。

（
22
） 

新
安
保
条
約
三
条
、
五
条
。

（
23
） 

『
前
掲
書
』
一
六
八
頁
。

（
24
） 

見
よ
、
一
の
二
。

（
25
） 

衆
会
議
録
第
七
回
国
会
一
五
号
二
〇
五
頁
（
昭
和
二
五
年
一
月
二
八
日
）。

（
26
） 

参
予
算
第
一
六
回
国
会
二
三
号
一
〇
頁
（
昭
和
二
八
年
七
月
二
五
日
）。

（
27
） 

船
田
中
国
務
大
臣
答
弁
、
参
予
算
第
三
一
回
国
会
一
四
号
二
頁
（
昭
和
三
四
年
三
月
一
九
日
）。

C
aroline

事
件
（
一
八
四
二
年
）
で
は
、
比
例
性
、
必
要
性
、
即
時
性
、
不
可
忍
耐
性
お
よ
び
代
替
性
と
熟
慮
時
間
の
不
存
在
を
上
げ
て
い
る

（A
aron S

chw
abach,T

H
E
 L
E
G
A
L
IT
Y
 O
F
 T
H
E
 N
A
T
O
 B
O
M
B
IN
G
 O
P
E
A
R
T
IO
N
 IN
 T
H
E
 F
E
D
E
R
A
L
 R
E
P
U
B
L
IC
 O
F
 

Y
U
G
O
S
L
A
V
IA
,11 P

ace Int’l L
.R
ev.405,at 409

（F
all,1999

））。

（
28
） 

高
辻
正
巳
政
府
委
員
、
衆
予
算
第
五
五
回
国
会
八
号
二
頁
、
同
九
号
一
四
頁
（
昭
和
四
四
年
三
月
一
〇
日
）。

（
29
） 

船
田
中
国
務
大
臣
、
参
内
閣
第
二
四
回
国
会
一
一
号
一
頁
。

六
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
六
八
）

（
30
） 

吉
国
一
郎
政
府
委
員
、
衆
内
閣
第
七
一
回
国
会
三
二
号
一
七
頁
│
一
八
頁
（
昭
和
四
八
年
六
月
二
一
日
）。

（
31
） 

『
前
掲
書
』。

（
32
） 
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
武
力
行
使
が
無
い
行
為
に
対
す
る
集
団
的
な
武
力
行
使
を
否
定
し
た
（M

ajor Joshua E
.K
asteberg,T

H
E
 U
S
E
 

O
F
 C
O
N
V
E
N
T
IO
N
A
L
 L
A
W
 IN
 C
O
M
B
A
T
IN
G
 T
E
R
R
O
R
IS
M
:A
 M
A
G
IN
O
T
 L
IN
E
 F
O
R
 M
O
D
E
R
N
 C
IV
IL
IZ
A
T
IO
N
 

E
M
P
L
O
Y
IN
G
 T
H
E
 P
R
IN
C
IP
L
E
S
 O
F
 A
N
T
IC
IP
A
T
O
R
Y
 S
E
L
F
-D
E
F
E
N
S
E
 &
 P
R
E
E
M
P
T
IO
N
,55 A

.F
.L
.R
ev.87,at 109

（2004

））。

（
33
） 

木
村
篤
太
郎
国
務
大
臣
、
参
予
算
第
一
三
回
国
会
一
七
号
（
昭
和
二
七
年
三
月
一
〇
日
）。

（
34
） 

拙
稿
『
前
掲
書
』
一
三
六
頁
。

（
35
） 

吉
国
政
府
委
員
、
参
予
算
第
七
〇
回
国
会
五
号
二
頁
（
昭
和
四
七
年
一
一
月
一
三
日
）。

（
36
） 

金
丸
信
国
務
大
臣
、
参
決
算
第
八
四
回
国
会
一
一
号
三
頁
（
昭
和
五
三
年
四
月
一
四
日
）。

（
37
） 

伊
藤
圭
一
政
府
委
員
、
参
決
算
第
八
四
回
国
会
一
一
号
一
〇
頁
│
一
一
頁
（
昭
和
五
三
年
四
月
一
四
日
）。

（
38
） 

日
本
国
憲
法
前
文
、
九
条
、
九
八
条
。

（
39
） 

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
犠
牲
国
家
に
よ
る
武
力
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
の
宣
言
と
要
請
と
を
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
要
件
と
し
て
い
る
（
豊
下
楢

彦
『
集
団
的
自
衛
権
と
は
何
か
』
三
二
頁
（
二
〇
〇
七
年
、
岩
波
書
店
）。

（
40
） 

下
田
武
三
政
府
委
員
、
衆
外
務
第
一
九
回
国
会
五
七
号
四
頁
│
五
頁
。

（
41
） 

参
予
算
第
三
一
回
国
会
一
一
号
二
七
頁
（
昭
和
三
四
年
三
月
一
六
日
）。

（
42
） E

.C
.A
zubuike,supra note 7,at 147,174.

（
43
） S
ee,John A

lan C
ohan,E

sq,T
H
E
 B
U
S
H
 D
O
C
T
R
IN
E
 A
N
D
 T
H
E
 E
M
E
R
G
IN
G
 N
O
R
M
 O
F
 A
N
T
IC
IP
A
T
O
R
Y
,15 P

ace Int’l 

L
.R
ev.283,at 315

（F
all,2003

）.

（
44
） 

参
内
閣
第
一
九
回
国
会
四
三
号
三
頁
。

六
四



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
六
九
）

英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺

│
ダ
イ
シ
ー
「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
英
法
釈
義
」

│Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー

加　

藤　

紘　

捷　
　

訳

菊　

池　

肇　

哉

訳
者
解
題

本
稿
は
、C
am
bridge L

aw
 Journal

（
一
九
三
二
年
第
四
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
英
国
の
憲
法
学
者
ダ
イ
シ
ー
（A

lbert V
enn D

icey 

一
八
三
五
年
二
月
四
日
│
一
九
二
二
年
四
月
七
日
）
論
文
「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
英
法
釈
義
』」
の
邦
訳
で
あ
る
。
ダ
イ
シ
ー
は
多
く
の
論

文
を
世
に
残
し
た
が
そ
の
多
く
は
必
ず
し
も
邦
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
そ
の
中
の
代
表
的
な
論
文
を
い
く
つ
か
摘
出
し
て
邦
訳
し

翻　

訳

※

1

六
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
七
〇
）

て
行
き
た
い
。
そ
の
た
め
、
頭
に
「
英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
」
と
冠
し
た
。
そ
の
最
初
の
邦
訳
の
対
象
と
し
た
の

が
本
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
一
九
〇
九
年
六
月
一
二
日
、
ダ
イ
シ
ー
が
七
四
歳
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を
離
任
す
る
に
際
し
て
、

オ
ー
ル
・
ソ
ー
ル
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
お
い
て
読
ま
れ
た
特
別
記
念
講
演inaugural lecture

と
し
て
の
貴
重
な
講
演
原
稿
で
あ
る
。
周
知

の
通
り
、
演
題
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
（W

illiam
 B
lackstone

一
七
二
三
年
七
月
一
〇
日
│
一
七
八
〇
年
二
月
一
四
日
）
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
講
義
の
初
代
教
授
と
し
て
英
国
史
上
初
め
て
同
国
法
を
大
学
で
講
じ
た
法
学
者
で
あ
る
。
講
義

に
あ
た
っ
て
書
か
れ
た
の
が
、
後
に
彼
の
代
表
的
な
著
作
と
な
る
こ
の
『
英
法
釈
義
』（
四
巻
本
）“C

om
m
entaries on the L

aw
s of 

E
ngland ”

（
一
七
六
五
年
│
一
七
六
九
年
出
版
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
英
国
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
コ
モ
ン
・
ロ
ー
諸
国
に
お
い
て
も
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
研
究
の
普
遍
的
文
献
と
な
っ
た
。

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
英
法
釈
義
は
、
自
然
法
主
義
の
観
点
か
ら
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
抗
し
て
功
利
主
義
か
ら
厳
し
く
批
判
し
た
ベ

ン
サ
ム
（Jerem

y B
entham

）
ら
に
よ
る
攻
撃
が
つ
と
に
有
名
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
と
同
じ
く
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の

オ
ー
ル
・
ソ
ー
ル
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
所
属
し
、
後
に
同
じ
く
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
講
義
担
当
教
授
と
な
っ
た
ダ
イ
シ
ー
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
英

法
釈
義
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
関
心
が
高
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
ダ
イ

シ
ー
が
こ
の
論
文
で
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
英
法
釈
義
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
た
こ
と
は
こ
れ
以
上
に
相
応
し
か
る
べ
き
主
題
は
無
か
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
ホ
ィ
ッ
グ
的
正
義
感
が
強
く
、
自
由
主
義
的
思
想
か
ら
し
ば
し
ば
ラ
デ
ィ
カ
ル
と
も
言
え
る
発
言
を
繰
り
返
し
た
ダ
イ

シ
ー
に
と
っ
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
必
ず
し
も
居
心
地
の
良
い
場
所
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
晩
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
を
離
れ
、
ロ
ン
ド
ン
労
働
者
大
学W

orking M
en ’s C

ollege

の
学
長
と
し
て
そ
の
死
ま
で
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
が
、
古
巣
オ
ー

ル
・
ソ
ー
ル
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
お
け
る
離
任
の
送
辞
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
本
論
文
で
あ
る
。
ダ
イ
シ
ー
の
学
者
人
生
に
お
い
て
も
一
つ

六
六



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
七
一
）

の
節
目
と
な
る
論
文
と
も
な
っ
た
こ
と
で
意
味
深
い
。

こ
の
ダ
イ
シ
ー
論
文
は
最
初
一
九
〇
九
年
、
ロ
ン
ド
ン
に
本
拠
を
持
ち
一
八
八
三
年
に
創
設
さ
れ
一
九
六
〇
年
ま
で
続
い
た
保
守
党
系

の
雑
誌N

ational R
eview

第
五
四
号
（pp. 653-75

）
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
日
本
国
内
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
雑
誌
の
所
蔵
は
今
も
探
索
中

で
、
参
照
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
。
こ
こ
で
訳
出
さ
れ
た
の
は
ま
だ
創
刊
間
も
な
いC

am
bridge L

aw
 Journal

（
Ｃ
Ｌ
Ｊ
）
の
第
四

号
（
一
九
三
二
年
、pp. 286-307

）
に
お
い
て
、
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
スS

ir W
illiam

 S
earle H

oldsw
orth

（
一
八
七
一
年
五
月
七
日
│
一
九
四
四

年
一
月
二
日
）
に
よ
る
『
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
及
び
氏
の
「
英
法
釈
義
」
の
諸
側
面
』S

om
e A
spects of B

lackstone and H
is 

C
om
m
entaries

（pp. 261-285
）
と
い
う
論
文
の
直
後
に
、“com

panion article ”

（
随
伴
論
文
）
と
し
て
再
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ダ
イ
シ
ー
に
よ
る
同
テ
ー
マ
の
重
要
論
文
で
は
あ
る
が
雑
誌N

ational R
eview

よ
り
学
術
雑
誌
の
色
濃
い
Ｃ
Ｌ
Ｊ
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
恐
ら
く
は
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
博
士
自
身
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
よ
り
同
雑
誌
の
許
可
を
得
て
、
Ｃ
Ｌ
Ｊ
に
て
再
出
版
さ
れ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
Ｃ
Ｌ
Ｊ
の
編
者
に
よ
り
四
角
カ
ッ
コ
の
編
者
注
以
外
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の“exact copy ”

で
あ
る
と
の
断
わ
り
書
き
が
あ
る

の
で
そ
れ
を
前
提
に
し
て
邦
訳
す
る
。

ダ
イ
シ
ー
は
、
日
本
で
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
弱
ま
り
か
け
て
い
た
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
的
伝
統
を
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

（John A
ustin

）
の
法
理
学
な
ど
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
復
活
さ
せ
た
と
評
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
必
ず
し
も
こ
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン

的
伝
統
」
と
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。
本
論
文
の
読
者
の
多
く
は
、「
憲
法
学
者
と
し
て
の
ダ
イ
シ
ー
が
ど
の
よ
う
に

し
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
を
理
解
し
て
い
た
の
か
」、
換
言
す
れ
ば
「
ダ
イ
シ
ー
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
的
伝
統
と
は
一
体
何
ん
で

あ
っ
た
の
か
」
を
理
解
し
よ
う
と
期
待
さ
れ
て
読
ま
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
期
待
は
若
干
的
外
れ
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
論
文
で
は
あ
ま
り
憲
法
理
論
そ
の
も

※
2

六
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
七
二
）

の
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
、
非
常
に
興
味
深
い
一
節
と
し
て
「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
時
代
以
来
、
憲
法
に
お
い
て

は
、
何
ん
に
せ
よ
英
国
の
法
律
家
た
ち
に
よ
っ
て
は
何
の
進
展
も
為
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。」
と
ダ
イ
シ
ー
は
当
時
の
憲
法
理
論
が
ブ

ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
時
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ブ
ラ
ッ
ク

ス
ト
ン
の
生
き
た
時
代
は
ダ
イ
シ
ー
の
生
き
た
時
代
と
重
な
る
自
由
主
義
時
代
あ
る
い
は
個
人
主
義
時
代
で
あ
り
、
ダ
イ
シ
ー
の
晩
年
に

訪
れ
る
集
産
主
義
は
ま
だ
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
憲
法
論
は
比
較
的
同
質
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

本
論
文
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
一
八
世
紀
中
葉
に
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
初
め
て
英
国
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
包
括
的
叙
述
と
講
義

を
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
な
し
て
以
来
、
一
九
世
紀
を
通
じ
、
そ
し
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
の
英
国
の
法
律
学
の

学
界
展
望
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
歴
史
的
、
政
治
的
、
文
化
史
的
な
諸
要
因
の
理
解
で
あ
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
は
、
ダ
イ
シ
ー
も
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
出
版
当
初
に
大
歓
声
を
も
っ
て
各
方
面
か
ら
迎
え
ら
れ
た

後
、
ベ
ン
サ
ム
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
な
ど
功
利
主
義
者
の
攻
撃
に
あ
い
一
九
世
紀
初
頭
ぐ
ら
い
か
ら
そ
の
評
価
は
低
迷
す
る
が
、
ま
た

一
八
八
〇
年
代
ぐ
ら
い
か
ら
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ダ
イ
シ
ー
が
こ
の
論
文
で
描
き
出
そ
う
と
し
た
目
的
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
ブ

ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
に
対
す
る
奇
妙
な
評
価
の
浮
沈
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
示
唆
さ
れ
る
二
つ
の
問
題
を
検
証
す
る
こ
と
に
あ
る

と
い
う
。
⑴
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
評
価
の
奇
妙
な
浮
沈
の
原
因
は
何
か
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
英
法
釈
義
』
の
評
価
を
わ
か
り
づ
ら

く
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
⑵
二
つ
目
は
、
果
た
し
て
今
日
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
労
作
の

恒
久
的
な
真
価
も
し
く
は
成
果
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
？
と
い
う
二
つ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
ダ
イ
シ
ー
は
本
論
を
す
す
め
る
。

そ
の
意
味
で
本
論
文
は
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
。
前
半
部
⑴
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
ア
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
英
法
釈

義
』
が
ほ
と
ん
ど
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
形
で
読
ま
れ
ず
再
編
集
さ
れ
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
『
新
英
法
釈
義
』
の
形
で
読
ま
れ
た
こ
と
。
イ
ベ
ン
サ

六
八



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
七
三
）

ム
な
ど
功
利
主
義
者
た
ち
か
ら
の
執
拗
な
攻
撃
ウ
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
に
は
内
在
的
に
保
守
的
な
現
状
擁
護
論
的
色
彩
が

あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

後
半
部
⑵
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
と
し
て
は
、
ア
黎
明
紀
の
ア
メ
リ
カ
法
学
に
対
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
の
与
え
た
顕

著
な
影
響
イ
一
八
六
一
年
の
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ
ンS

ir H
enry Jam

es S
um
ner M

aine

（
一
八
二
二
年
八
月
一
五
日
│
一
八
八
八
年
二
月
三
日
）

『
古
代
法
』An

cien
t L

aw
: Its C

on
n

ection
 w

ith
 th

e E
arly H

istory of S
ociety, an

d
 Its R

elation
 to M

od
ern

 Id
eas, 

（L
ondon, 

1861

）
の
出
版
と
オ
ー
ス
テ
ィ
ンJohn A

ustin

（
一
七
九
〇
年
三
月
三
日
│
一
八
五
九
年
一
二
月
一
日
）『
法
理
学
の
（
固
有
）
領
域
の
特
定
』

T
h

e P
rovin

ce of Ju
rispru

d
en

ce D
eterm

in
ed

: A
n

 O
u

tlin
e of a C

ou
rse of L

ectu
res of G

en
eral Ju

rispru
d

en
ce O

r th
e 

P
h

ilosoph
y of P

ositive L
aw
, 

（L
ondon, 1832

）
の
再
出
版
に
始
ま
る
当
時
一
九
〇
九
年
に
お
け
る
「
法
学
的
文
学
作
品
」
の
再
興
と

よ
ば
れ
る
現
象
の
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
は
、
そ
の
原
点
に
な
り
、
現
代
に
お
い
て
「
法
学
教
授
」
の
果
た
す
べ
き
責
務
の

規
範
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
一
八
世
紀
、
一
九
世
紀
の
英
国
政
治
史
や
精
神
史
に
対
す
る
透
徹
し
た
視
点
は
確
か
に
憲
法
学
者
ダ
イ
シ
ー
の
面
目
躍
如
た
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
本
論
文
で
の
ダ
イ
シ
ー
は
む
し
ろ
法
制
史
学
者
と
し
て
機
能
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
法
制
史
学
者
で
あ
る

ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
博
士
の
同
テ
ー
マ
で
の
論
文
と
比
べ
て
も
ダ
イ
シ
ー
論
文
は
遜
色
な
い
ど
こ
ろ
か
、
恐
ろ
し
い
こ
と
に
、
ホ
ー
ル
ズ

ワ
ー
ス
も
基
本
的
に
ダ
イ
シ
ー
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
像
の
延
長
線
上
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
博
士
は
自
己
の
論
文
の
す
ぐ
後
に
ダ
イ
シ
ー
の
二
三
年
前
の
論
考
を
再
掲
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
憲
法
学
者
と
し
て
の
ダ
イ
シ
ー
の
独
自
性
は
、
憲
法
史
と
実
定
近
代
憲
法
学
を
分
離
し
た
と
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
か
？
今
日
に
お
い
て
、
古
典
的
主
権
理
論
の
ダ
イ
シ
ー
的
伝
統
が
語
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
英
国
近

六
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
七
四
）

代
憲
法
理
論
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
場
合
ダ
イ
シ
ー
以
上
に
遡
る
必
要
が
な
い
が
、
同
時
に
、
最
低
限
ダ
イ
シ
ー
ま
で
は
遡
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ダ
イ
シ
ー
以
降
、
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
（S
ir W

illiam
 Ivor Jennings

）
な
ど
の
世
代
は
実
定
近
代
憲
法
学

と
し
て
成
立
し
て
お
り
、「
憲
法
史
」
と
は
事
実
上
、
袂
を
分
か
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
一
九
世
紀
に
お
け
る
「
英
国
憲
法
史
」
の
特
殊
性
で
あ
る
。
確
か
に
メ
イ
ト
ラ
ン
ド

（F
rederic W

illiam
 M
aitland

）
以
前
に
は
、「
英
国
法
の
歴
史
」
と
い
う
も
の
は
近
代
的
意
味
で
現
物
の
公
文
書
館
の
資
料
を
読
ん
で
そ

の
史
料
批
判
か
ら
書
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
師
シ
ジ
ッ
クH

enry S
idgw

ick

の
影
響
と
と
も
に
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
決
定
的
に
影

響
を
与
え
た
書
物
が
あ
る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ハ
ラ
ムH
enry H

allam

（
一
七
七
七
年
七
月
九
日
│
一
八
五
九
年
一
月
二
一
日
）『
英
国
憲
法
史
』

T
he constitutional history of E

ngland: from
 the accession of H

enry V
II to the death of G

eorge II, 2 vols, 

（L
ondon, 

1827

）
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
憲
法
上
常
に
他
国
に
関
心
を
持
た
れ
、
他
国
に
影
響
を
与
え
た
国
が
二
つ
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
と
英
国
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
関
心
を
あ
つ
め
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
急
進
的
な
社
会
主
義
的
思
想
に
よ
っ
て
で
あ
り
、

英
国
が
関
心
を
あ
つ
め
た
の
は
、
王
権
が
非
常
に
安
定
し
て
い
て
強
固
な
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
臣
民
は
事
実
上
、
最
大
限
の
自
由
を

保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
逆
説
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

ま
た
一
八
世
紀
中
葉
に
始
ま
っ
た
産
業
革
命
に
よ
り
英
国
の
富
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
先
ん
じ
て
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状

況
か
ら
一
九
世
紀
を
通
じ
て
、「
英
国
憲
法
史
」
に
関
す
る
本
は
繰
り
返
し
頻
繁
に
出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
伝
統
が
あ
る
意
味
ポ
ロ
ッ

ク
＆
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
始
ま
る
「
英
国
法
制
史
」P

ollock &
 M
aitland, T

he H
istory of E

nglish L
aw
 before the T

im
e of 

E
dw
ard I

の
前
史
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
質
的
に
慣
習
法
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
そ
の
歴
史
的
由
来
と
実
定
法
を
完

全
に
分
離
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
（P

aul G
avrilovich V

inogradoff 

）
や
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に

七
〇



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
七
五
）

よ
る
史
料
批
判
に
基
づ
い
た
近
代
的
英
国
法
制
史
学
の
確
立
は
、
同
時
に
、
専
門
科
目
と
し
て
の
実
定
法
と
法
制
史
の
分
離
を
意
味
し
て

い
た
。
ダ
イ
シ
ー
は
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
よ
り
一
五
歳
年
長
で
あ
り
、
ま
さ
に
彼
も
そ
う
い
う
境
目
の
時
期
を
生
き
た
人
物
な
の
で
あ
る
。

本
ダ
イ
シ
ー
論
文
に
お
い
て
は
、「professorial

大
学
教
授
の
」
と
い
う
形
容
詞
が
非
常
に
多
用
さ
れ
る
。
ダ
イ
シ
ー
が
努
め
て
主

張
し
て
い
る
の
が
「
法
学
教
師
、
教
員
と
し
て
の
法
学
教
授
」
の
役
割
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
歴
史
的
知
識
は
法
学
教
師
と
し
て
必
要
な
だ

け
し
か
要
求
さ
れ
な
い
。
ダ
イ
シ
ー
は
自
ら
を
法
学
教
師
、
法
学
教
授
と
し
て
努
め
て
任
じ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
あ
る
意
味
、
必
要
以

上
を
除
い
て
は
歴
史
と
決
別
し
職
業
的
義
務
と
し
て
割
り
切
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う

な
態
度
を
ダ
イ
シ
ー
が
保
と
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
規
範
と
な
っ
た
の
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
で
あ
っ
た
。
ダ
イ
シ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
と

歴
史
を
そ
の
類
ま
れ
な
文
学
的
才
能
で
融
合
さ
せ
た
こ
と
こ
そ
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
業
績
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ッ
ク

ス
ト
ン
の
歴
史
的
知
識
に
は
当
時
の
学
識
で
は
仕
方
が
な
い
レ
ベ
ル
の
間
違
い
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
お
り
、
ダ
イ
シ
ー
に
よ

れ
ば
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
「
正
に
法
学
教
授
に
必
要
な
だ
け
の
量
の
歴
史
的
知
識
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」

こ
こ
に
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
ダ
イ
シ
ー
に
と
っ
て
近
代
的
法
学
教
授
の
理
想
像
と
し
て
立
ち
現
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
ダ

イ
シ
ー
自
身
の
「
憲
法
史
」
に
対
す
る
ア
ン
ヴ
ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
な
る
が
、
こ
の
時
点
で
早
急
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
が
、
ダ
イ
シ
ー
を
読
む
た
び
に
感
じ
る
こ
と
は
、
彼
が

（
自
由
の
）「
唱
道
者
」
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
ま
た
、
ダ
イ
シ
ー
の
文
章
を
精
読
し
た
り
、
訳
出
す
る
際
に
感
じ
る
こ
と

は
そ
の
文
の
論
理
構
造
の
濃
厚
さ
と
、
裏
に
あ
る
斬
り
つ
け
る
裂
帛
の
気
迫
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
短
い
文
章
で
も
ダ
イ
シ
ー
を
読
む

こ
と
は
非
常
に
集
中
心
を
掻
き
立
て
ら
れ
、
消
耗
す
る
。
こ
の
気
迫
の
よ
う
な
も
の
が
、
一
文
一
文
収
斂
性
に
富
み
、
短
い
が
雄
弁
な
、

ダ
イ
シ
ー
の
ス
タ
イ
ル
・
文
体
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ぬ
時
代
精
神
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
ダ
イ
シ
ー

七
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
七
六
）

を
し
て
近
代
的
合
理
性
と
と
も
に
明
治
文
化
人
の
気
骨
に
共
通
す
る
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
ダ
イ
シ
ー
の
濃
厚
さ
や
気
迫
を

訳
文
で
少
し
で
も
表
現
で
き
た
か
読
者
諸
賢
の
ご
批
判
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
ダ
イ
シ
ー
論
文
で
は
多
く
の
著
名
な
引
用
文
が
駆

使
さ
れ
て
い
る
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
出
典
は
そ
の
殆
ど
を
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
訳
出
に
当
っ
て
出
来
る
だ
け
原
典
に
忠
実
た
る
べ

し
と
し
て
著
者
名
、
文
献
名
の
み
表
記
す
る
に
と
ど
め
た
の
で
悪
し
か
ら
ず
ご
了
解
頂
き
た
い
。

※
1
．D

icey, B
lackston

e’s C
om

m
en

taries.

※
2
．
同
名
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
（W

alter B
agehot

）
な
ど
に
よ
っ
て
一
八
五
五
年
に
創
刊
さ
れ
一
八
六
四
年
ま
で
続
い
たN

ational 

R
eview

と
い
う
雑
誌
が
あ
る
が
別
雑
誌
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
同
名
雑
誌
と
も
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
英
法
釈
義
』

Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
英
法
釈
義
』
は
出
版
さ
れ
る
や
、
溢
れ
ん
ば
か
り
の
賞
賛
の
声
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
筆
舌
に
尽
く

し
が
た
い
独
自
性
を
持
っ
た
著
作
物
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。
作
者
は
一
夜
に
し
て
偉
大
な
注
釈
者
達
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
の
で
あ

る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
最
初
期
の
作
品
を
知
る
読
者
に
と
っ
て
、
彼
ほ
ど
学
識
に
富
む
法
曹
家
は
な
く
、
読
み
手
の
心
を
惹
き
つ
け
て

や
ま
な
い
文
筆
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
深
遠
な
法
学
者
で
も
あ
っ
た
。
当
時
バ
ー
ク
に
よ
り
編
纂
さ
れ
て
い
た
一
七
六
七
年
『
書
誌
年

（
i）

七
二



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
七
七
）

報
』A

nnual R
egister

に
本
書
に
対
す
る
長
文
の
賞
賛
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
当
書
評
は
バ
ー
ク
自
身
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と

考
え
て
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
現
状
を
鑑
み
る
に
、
我
が
国
の
法
制
度
に
含
ま
れ
る
曖
昧
性
を
幾
ら
か
で
も
除
去
し
、
そ
れ
に
よ
り
法
制
度
全
体
を
よ
り

理
解
可
能
な
も
の
と
す
る
事
業
に
取
り
組
む
能
力
が
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に
刻
苦
し
て
と
り
こ
む
よ
う
な
紳
士
に
は
一
方
な
ら
ぬ

恩
義
を
我
々
英
国
民
は
負
う
も
の
で
あ
る
。
法
と
い
う
も
の
が
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
中
で
最
も
理
解
し
が
た
く
、
無
味
乾
燥
で
嫌

に
重
苦
し
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
活
発
で
天
才
肌
の
学
生
に
は
か
か
る
学
問
に
入
門
す
る
こ
と
を

妨
げ
ら
れ
、
全
く
正
反
対
の
気
質
の
学
生
が
、
個
々
の
原
則
が
い
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
か
か
る
粗
雑
で
無
秩
序

な
状
況
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
法
律
学
に
伴
う
著
し
い
困
難
に
遭
遇
す
る
に
最
適
な
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
考

え
を
巡
ら
せ
れ
ば
、
か
か
る
恩
義
は
や
が
て
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
ろ
う
。」

「
こ
の
よ
う
な
恩
義
を
我
々
英
国
民
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
氏
に
負
う
も
の
で
あ
る
。
氏
は
英
国
法
の
埋
も
れ
て
い
た
ゴ
ミ
を

完
全
に
除
去
し
、
そ
れ
を
明
確
で
簡
潔
か
つ
理
解
可
能
な
形
で
公
衆
の
面
前
に
提
示
し
て
み
せ
た
。
こ
の
練
達
の
文
人
は
た
だ

法
学
者
か
ら
重
荷
を
取
り
去
る
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
学
者
及
び
政
治
学
者
を
法
律
家
に
統
合
せ
し
め
た
。
氏
は
我
々
の
法
が
最

初
に
確
立
さ
れ
た
時
の
淵
源
を
た
ど
り
、
そ
こ
に
依
拠
す
る
諸
原
則
を
発
展
せ
し
め
た
の
ち
、
個
々
の
原
則
の
特
質
及
び
効
果

を
精
査
し
、
時
に
は
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
改
良
す
べ
き
か
を
指
摘
し
て
み
せ
る
。」

七
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
七
八
）

ほ
ぼ
同
時
期
に
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
は
、
実
務
法
曹
に
向
け
勉
学
す
る
若
人
に
ど
の
よ
う
な
書
籍
を
推
薦
す
る
お
つ
も
り
か
問
わ

れ
て
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

「
私
は
、
最
近
に
な
る
ま
で
か
か
る
問
い
に
答
え
う
る
満
足
な
回
答
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン

氏
の
『
英
法
釈
義
』
が
出
版
さ
れ
て
以
降
、
途
方
に
暮
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
有
り
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
同
書
に
お
い
て
あ
な

た
の
ご
子
息
は
分
析
的
理
論
と
い
う
も
の
が
快
適
か
つ
明
瞭
な
文
体
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
を
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ご
子
息
は
我
ら
が
素
晴
ら
し
き
法
が
そ
の
基
礎
を
置
く
様
々
な
第
一
原
則
を
無
意
識
の
う
ち
に
吸
収
す
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
、

同
書
で
は
多
く
の
初
学
者
達
を
う
ん
ざ
り
さ
せ
、
気
落
ち
さ
せ
て
き
た
『
ク
ッ
ク
、
リ
ト
ル
ト
ン
『
土
地
保
有
権
論
』
注
解
』

が
人
々
を
魅
了
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
代
的
な
衣
装
を
今
や
身
に
ま
と
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
垢
抜
け
せ
ず
難
解
な
著
作
に

も
ご
子
息
は
き
っ
と
精
通
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。」

し
か
し
、
時
代
の
経
過
に
と
も
な
い
、
か
か
る
手
放
し
の
賞
賛
の
中
に
も
、
時
折
、
罵
倒
と
も
取
れ
る
よ
う
な
非
難
が
現
れ
て
く
る
こ

と
と
な
っ
た
。
哲
学
的
な
根
本
的
変
革
主
義
の
代
表
者
で
あ
る
一
八
二
六
年
の
ジ
ョ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
見
解
を
聞
い
て
み
よ
う
。

「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
よ
り
彼
の
余
り
に
も
有
名
な
『
英
法
釈
義
』
で
遵
守
さ
れ
て
い
る
方
法
論
は
、
ヘ
イ
ル
が
彼
の
小
品

で
未
完
の
作
品
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
『
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
分
析
』
の
中
で
大
ま
か
に
提
示
し
た
極
め
て
不
完
全
な
方
法
論
の

隷
属
的
で
無
様
な
猿
真
似
で
あ
る
。
彼
の
『
釈
義
』
の
徹
頭
徹
尾
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
そ
の
荒
削
り
で
概
略
的
な
モ
デ
ル
の

（
ii）

（
iii）

七
四



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
七
九
）

様
々
な
間
違
い
を
盲
目
的
に
採
用
し
て
お
り
、
ヘ
イ
ル
の
著
作
が
彼
の
注
意
を
引
い
た
豊
穣
で
は
あ
る
が
曖
昧
な
様
々
な
提
案

の
意
味
を
、
驚
く
べ
き
不
適
切
性
と
い
う
格
好
を
も
っ
て
、
常
に
理
解
し
損
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
提

案
は
、
目
利
き
で
創
造
性
に
富
ん
だ
著
作
者
を
な
ら
ば
、
比
較
的
正
し
い
体
系
へ
と
導
い
た
で
あ
ろ
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼

の
著
書
の
一
般
的
枠
組
み
に
お
い
て
も
細
部
に
お
い
て
も
、
独
創
的
で
特
徴
的
な
思
索
は
一
片
た
り
と
も
存
在
し
な
い
。
彼
は

幾
ば
く
か
の
本
を
読
ん
で
は
い
る
の
で
あ
る
が
（
も
っ
と
も
、
一
般
に
そ
う
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
り
は
遥
か
に
少
な
い
量
で
あ
る
）、
読

書
し
た
そ
の
主
題
を
何
ら
の
取
捨
選
択
も
批
判
的
考
察
も
な
し
に
鵜
呑
み
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
著
作
の
人
気
は
、
い

い
加
減
で
効
果
的
な
ペ
テ
ン
の
お
か
げ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
利
点
も
貧
弱
か
つ
表
面
的
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
は
邪
悪

な
権
益
と
有
害
な
権
力
の
偏
見
に
媚
び
へ
つ
ら
い
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
民
全
体
を
心
か
ら
楽
し
ま
せ
て
い
た
彼
ら
の
国

民
的
も
し
く
は
特
殊
な
諸
制
度
へ
の
行
き
過
ぎ
た
自
惚
れ
に
対
し
お
世
辞
を
使
っ
た
の
で
あ
る
が
、
幸
い
な
事
に
こ
の
よ
う
な

国
粋
主
義
的
自
惚
れ
は
今
日
で
は
理
性
の
進
展
の
前
に
消
滅
し
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
い
い
加
減
だ
が
効
果

的
な
ペ
テ
ン
の
上
に
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
耳
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
誘
惑
的
な
文
体
を
加
え
た
が
、
そ
れ
は
深
刻
な
男
性
的
嗜
好

を
決
し
て
、
も
し
く
は
、
滅
多
に
、
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
彼
の
無
駄
話
の
多
い
修
辞
的
方
法
論

は
当
面
の
現
実
的
問
題
の
解
決
に
は
適
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
常
に
叙
述
の
規
範
と
な
る
ロ
ー
マ
法
学
者
の
方
法
論
で
は
な

か
っ
た
、
も
っ
と
も
、
ロ
ー
マ
法
学
者
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
（
※
解
釈
）
ほ
ど
間
違
い
に
満
ち
た
も
の
は
な
い
の
で
は
あ
る
が
。

そ
れ
は
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
の
私
心
が
な
く
有
能
だ
が
神
経
質
な
ス
タ
イ
ル
で
は
な
く
、
ミ
リ
ナ
ー
人
形
の
ド
レ
ス
に
も
似
た

ケ
バ
ケ
バ
し
く
薄
っ
ぺ
ら
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
立
像
の
優
美
で
堂
々
と
し
た
赤
裸
々
な
ス
タ
イ
ル
か
ら
も
か

け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。」

（
iv）七

五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
八
〇
）

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
ほ
ど
の
高
名
で
上
品
に
気
取
っ
た
思
想
家
に
し
て
は
極
め
て
似
つ
か
わ
し
く
な
い
罵
倒
の
言
葉
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
罵
倒
の
言
葉
に
何
ら
か
の
軽
視
す
る
よ
う
な
言
葉
が
続
く
こ
と
と
な
る
。
一
九
世
紀
半
ば
を
少
し
過
ぎ
た
あ
た
り
か
ら
、
明
白
な

様
々
の
理
由
か
ら
現
代
的
要
求
を
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
同
書
の
長
所
と
い
う
よ
り
は
欠
点
を
長
々
と
叙
述
す
る
こ
と
が
流
行

と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
去
三
〇
年
間
（
※
本
論
文
は
一
九
〇
九
年
に
執
筆
さ
れ
た
）
に
お
い
て
は
、
明
確
な
個
別
的
欠
点
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
未
来
永
劫
古
典
的
地
位
に
あ
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
こ
の
学
術
的
論
考
は
、
学
者
た
ち
に
よ
る
賞
賛
を
受
け
続
け
、
サ
ー
・
ケ

ネ
ル
ム
・
デ
ィ
グ
ビ
ー
、
裁
判
官
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
氏
、
と
り
わ
け
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
教
授
と
い
っ
た
有
能
な
批
評
家
た
ち
か
ら
高
い
評
価
を

受
け
て
い
る
。

本
論
文
で
の
私
の
目
的
は
こ
れ
ら
の
奇
妙
な
評
価
の
浮
沈
に
よ
り
示
唆
さ
れ
る
二
つ
の
問
題
を
検
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

第
一
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
時
的
に
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
の
価
値
を
分
か
り
づ
ら
く
し
た
状
況
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と

い
う
問
題
、
第
二
に
、
こ
の
法
学
古
典
の
本
質
的
真
価
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
労
作
の
恒
久
的
な
成
果
と

は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
と
彼
の
『
英
法
釈
義
』
の
名
声
を
曖
昧
に
し
た
状
況
に
関
し
て
は
、
そ
の
人
物
と
彼
の
著
作
は
相
互
に
不
可
分
な
も

の
で
あ
り
、
三
項
目
の
も
と
に
総
括
さ
れ
得
る
。

（
v
）

（
vi）

七
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英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
八
一
）

一

一
．一　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
『
新
釈
義
』
の
存
在

第
一
に
、
英
国
の
法
律
家
た
ち
は
ほ
ぼ
一
世
紀
半
も
の
間
、
最
初
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
知
識
を
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
労
作
に
負
っ

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
六
〇
年
か
そ
れ
以
上
の
間
、
彼
ら
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
英
法
釈
義
』
を
そ
の
著
作
が
作
者
に
よ
り
出
版

さ
れ
た
形
態
で
は
殆
ど
か
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
読
ん
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
英
国
人
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の

『
英
法
釈
義
』
で
は
な
く
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
上
級
法
廷
弁
護
士
の
『
新
英
法
釈
義
（
部
分
的
に
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
基
づ
く
）』（S

tephen ’s 

C
om

m
en

taries on
 th

e L
aw

s of E
n

glan
d
）
を
読
ん
で
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
英
国
の
法
律
家
は
、
自
身
が
注
解
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の

後
継
者
で
あ
る
こ
と
の
技
術
的
な
請
求
権
を
持
た
な
い
限
り
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
作
品
全
体
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
形
で
学
ん
だ
こ
と
が

な
い
こ
と
を
少
な
く
と
も
告
白
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
、
我
々
は
興
味
深
い
が
簡
単
に
説
明
可
能
な
あ
る
逆
説
、
つ
ま
り
、
他
の
幾
ら
か
の
場
合
と
同
様
に
こ
の
場
合
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス

ト
ン
の
直
接
的
名
声
は
彼
の
恒
久
的
な
名
声
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
遭
遇
す
る
こ
と
と
な
る
。『
英
法
釈
義
』
の
法

外
な
成
功
は
他
の
競
合
者
た
ち
を
か
き
消
し
て
し
ま
っ
た
。
注
解
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
名
前
は
一
種
の
畏
怖
の
念
を
喚
起
し
た
。
彼
の

死
後
（
※
一
七
八
〇
年
）、
六
〇
年
間
も
の
間
、
矢
継
ぎ
早
に
様
々
な
版
が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
、
バ
ー
ン
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
、
コ
ー
ル

リ
ッ
ジ
、
チ
テ
ィ
と
い
っ
た
編
者
た
ち
は
恭
し
い
尊
敬
を
込
め
た
注
意
を
持
っ
て
『
釈
義
』
に
注
釈
を
加
え
た
。
一
八
四
一
年
以
来
、
英

国
に
お
い
て
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
二
度
と
再
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
理
由
は
明
白
で
あ
る
。
一
八
三
〇

（
vii）

（
viii）

（
ix）

（
x
）

（
xi）

七
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
八
二
）

年
代
以
降
か
ら
の
国
会
立
法
に
よ
る
急
速
か
つ
莫
大
な
法
変
革
に
よ
っ
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
著
作
を
単
純
な
注
と
い
う
手
順
だ
け
で
再

出
版
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
四
一
年
に
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
上
級
法
廷
弁
護
士
は
「
新
し
い
釈
義
」
を
作
成

す
べ
き
時
期
が
来
た
と
認
識
し
た
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
う
っ
て
つ
け
の
人
物
で
あ
っ
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
同

様
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
崇
拝
者
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
秘
儀
的
学
理
に
非
常
に
親
し
く
精
通
し
て
い
た
。
か
れ
は
既
に
ま

れ
に
見
る
独
創
性
を
持
っ
た
「
訴
答
」
に
関
す
る
著
作
で
令
名
を
得
て
い
た
。
天
才
の
ひ
ら
め
き
に
よ
り
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
は
曖
昧
な
格
言

が
特
定
の
訴
答
人
に
と
っ
て
の
み
の
秘
密
だ
っ
た
専
門
職
的
分
野
を
す
べ
て
の
教
養
あ
る
読
者
が
理
解
可
能
な
論
理
的
根
拠
に
基
礎
を
お

い
た
科
学
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
科
学
に
お
い
て
、
彼
は
個
別
の
原
則
を
論
理
的
序
列
に
配
列
し
、
そ
れ
ら
を
一
連
の
比
類
な

き
明
晰
さ
と
簡
潔
性
を
も
っ
た
法
準
則
に
よ
り
表
現
し
た
。
彼
の
明
晰
か
つ
正
確
な
叙
述
ス
タ
イ
ル
は
そ
の
精
妙
な
知
性
に
よ
り
到
達
さ

れ
た
様
々
な
結
論
に
的
確
な
表
現
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
も
し
か
り
に
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
が
大
胆
に
自
ら
の
道
を
切
り
開
い
た
な
ら
ば
、

一
八
世
紀
の
終
末
に
か
け
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
よ
り
我
々
に
手
渡
さ
れ
た
英
国
法
像
よ
り
も
よ
り
完
全
か
つ
論
理
的
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

法
の
解
説
書
を
、
一
九
世
紀
中
葉
に
、
彼
は
我
々
に
残
し
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
謙
虚
さ
と
注
解
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
対
す

る
強
い
尊
崇
の
気
持
ち
が
彼
を
し
て
そ
の
先
駆
者
と
の
競
争
に
入
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
彼
は
新
書
を
書
か
ず
に
『
英
法
釈
義
』
の
文
言
を

維
持
し
、
必
要
な
場
合
に
そ
の
文
言
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
著
名
な
学
術
書
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で

を
再
構
成
し
た
。
限
り
な
い
労
苦
及
び
正
確
性
を
伴
っ
た
努
力
に
よ
り
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
表
現
を

維
持
す
る
の
が
可
能
な
場
合
は
す
べ
て
そ
れ
を
残
し
、
導
入
し
た
新
し
い
変
更
点
は
全
て
明
確
に
指
摘
し
区
別
し
た
。
同
時
に
、
彼
は
ブ

ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
言
葉
に
そ
れ
ら
が
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
執
筆
当
時
の
現
行
法
に
精
緻
に
対
応
す
る
よ
う
に
変
更
を
加
え
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン

の
正
確
性
と
洞
察
力
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
文
学
的
優
美
さ
と
表
現
力
と
結
合
し
、
二
人
の
著
作
者
の
異
な
っ
た
長
所
が
両
方
生
か
さ
れ

七
八



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
八
三
）

た
作
品
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
が
、
か
か
る
期
待
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
各
人
の
名
声
は
こ
の
文
筆
上
の
共
同
作

業
に
よ
り
損
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
上
級
法
廷
弁
護
士
は
な
に
も
の
に
も
ま
し
て
論
理
学
者
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス

ト
ン
の
作
品
を
編
集
す
る
に
際
し
て
は
、
彼
の
知
性
の
（
論
理
的
）
区
別
上
に
お
け
る
洗
練
を
開
陳
す
る
十
分
な
機
会
を
見
い
だ
せ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
鋭
い
論
理
的
明
晰
性
と
い
う
点
で
は
い
さ
さ
か
難
が
あ
っ
た
。
彼
は
何
に
も
ま
し
て

文
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
編
集
者
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
論
理
的
欠
陥
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
論
理
的
正
確
性
の
要
求

を
満
た
す
こ
と
無
し
に
、『
英
法
釈
義
』
の
文
学
的
魅
力
を
も
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
の
苦
心
は
学
生
た
ち
を
し
て

英
国
法
を
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
依
拠
し
て
学
ぶ
こ
と
を
可
能
に
せ
し
め
た
が
、
一
方
で
、
も
っ
と
も
読
み
や
す
い
英
国
法
の
著
作
が
そ
の

作
者
の
ま
さ
に
意
図
し
て
書
い
た
様
に
は
滅
多
に
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
結
果
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
す

べ
て
の
批
評
家
た
ち
に
対
し
て
、
全
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
学
生
に
か
ん
し
て
、
私
は
躊
躇
な
く
次
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
た
い
：

「
勉
強
・
研
究
を
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
自
身
の
『
英
法
釈
義
』
を
読
む
こ
と
か
ら
始
め
な
さ
い
」。
ま
ず
本
書
は
一
八
世
紀
の
終
わ
り
に
か
け

て
の
時
期
の
英
国
法
を
そ
の
ま
ま
に
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
心
に
留
め
た
上
で
、
注
や
注
釈
を
使
用
す
る
こ
と
な
く
『
釈

義
』
を
読
み
な
さ
い
。

一
．二　

功
利
主
義
者
た
ち
の
攻
撃

第
二
に
、
彼
の
『
釈
義
』
は
講
義
録
と
し
て
の
み
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
法
学
教
授
と
し
て
の
名

声
は
、
長
い
目
で
見
れ
ば
彼
の
作
品
の
名
声
に
莫
大
か
つ
損
失
的
に
影
響
し
た
あ
る
奇
妙
な
厄
災
を
彼
の
上
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

七
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
八
四
）

致
命
的
な
不
運
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
：
そ
の
授
業
の
評
判
は
当
教
授
の
授
業
に
一
人
の
若
者
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
私
は
一

人
の
少
年
と
呼
び
た
い
、
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
四
、
五
歳
で
あ
っ
た
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス

ト
ン
の
講
義
を
聴
講
に
来
た
の
で
あ
り
、
そ
の
特
権
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
彼
が
支
払
っ
た
の
は
、
と
こ
ろ
で
、
六
ギ
ニ
ー
で
あ
っ
た
。

ジ
ェ
レ
ミ
ー
は
子
供
よ
り
少
し
大
き
く
な
っ
た
程
度
の
少
年
で
あ
っ
た
が
、
子
ど
も
ら
と
い
う
も
の
は
す
べ
か
ら
く
論
理
的
で
あ
る
。
ま

た
、
子
供
ら
は
批
判
的
で
あ
る
。
ま
た
、
子
供
ら
は
残
酷
で
も
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
教
員
に
覚
え
が
あ
る
よ
う
に
、
最
も
前
途
有
望
な
生
徒

と
い
う
も
の
は
、
最
も
情
け
容
赦
な
い
教
員
へ
の
批
判
者
な
の
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
講
義
に
来
て
、
そ
れ
を
聞
き
、

そ
れ
を
糾
弾
し
た
。
彼
は
そ
の
師
の
自
然
的
権
利
に
か
ん
す
る
謬
説
を
見
ぬ
い
た
。
彼
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
各
概
念
は
つ
ま
ら
ぬ
非
論

理
的
で
無
益
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
の
も
と
に
教
室
を
後
に
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
不
運
は
こ
こ
に
留
ま
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
二
五
歳
の
青
年
ベ
ン
サ
ム
は
、
一
五
歳
の
青
年
と
し
て
自
己
の
下
し
た
こ
の
判
断
に
完
全
な
効
力
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

彼
は
そ
の
『
統
治
論
断
片
』
を
執
筆
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
の
学
説
が
学
識
者
の
世
界
で
は
深
遠
な
真
実
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
師

に
対
す
る
若
き
弟
子
に
よ
る
有
史
以
来
も
っ
と
も
辛
辣
な
批
評
で
あ
っ
た
。『
統
治
論
断
片
』
は
計
画
さ
れ
た
『（
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
英
法
）

釈
義
へ
の
注
解
』
の
ほ
ん
の
一
角
を
占
め
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
批
判
に
晒
さ
れ
る
余
地
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
非
難
は
完
全
な

る
成
功
を
達
成
し
た
。
本
書
に
よ
り
決
定
的
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
計
り
知
れ
な
い
弁
証
的
能
力
を
有
す
る
あ
る
論
争
者
に
対
峙
し
、

注
解
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
卓
越
し
た
法
律
家
で
あ
り
偉
大
な
文
人
で
あ
り
な
が
ら
も
、
詰
め
の
甘
い
思
想
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証

明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。『
統
治
論
断
片
』
は
匿
名
で
出
版
さ
れ
た
が
学
会
を
驚
愕
さ
せ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
は
、
本
作
を
ダ
ニ
ン
グ
に

帰
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
文
学
的
手
腕
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト

ン
の
理
由
付
け
に
対
す
る
こ
の
攻
撃
を
楽
し
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
思
想
家
た
ち
の
間
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
深
遠
な
法
学

（
xii）

（
xiii）

八
〇



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
八
五
）

者
と
の
評
判
は
『
統
治
論
断
片
』
の
作
者
に
一
撃
を
被
っ
て
、
後
は
つ
い
ぞ
回
復
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
ま
た
ま
ベ
ン
サ
ム
の
進
路
に
居
合
わ
せ
た
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
不
運
は
、
単
に
議
論
上
の
敗
北
だ
け
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
功
利
主
義
学
派
全
体
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
対
す
る
敵
意
に
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
後
者
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』

の
評
価
を
下
げ
た
第
三
の
そ
し
て
最
も
深
刻
な
原
因
で
あ
る
。『
統
治
論
断
片
』
に
よ
り
体
現
さ
れ
た
批
判
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
半
世
紀

以
上
も
の
間
、
ベ
ン
サ
ム
及
び
彼
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
注
解
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
影
響
力
と
名
声
に
反
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
組
織

的
闘
争
（
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）
の
最
初
の
小
競
り
合
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
功
利
主
義
学
派
全
体
に
と
っ
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
「（
公
）

敵
」
と
な
っ
た
。
最
初
の
吶
喊
の
声
を
あ
げ
た
の
が
ベ
ン
サ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
は
我
々
も
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
我
々
が
問
い
か
け

て
し
か
る
べ
き
は
、
こ
の
敵
意
の
源
泉
と
い
う
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
ベ
ン
サ
ム
同
様
一
八

世
紀
の
申
し
子
で
あ
っ
た
。
彼
は
博
愛
主
義
者
で
あ
っ
た
。
先
に
見
た
『
書
誌
年
報A

nnual R
egister

』
の
批
評
中
に
見
出
さ
れ
る
次

の
一
節
は
注
目
に
値
し
よ
う
。「
彼
の
隔
て
な
き
人
類
愛
、
彼
が
人
間
性
的
理
由
を
唱
道
す
る
そ
の
雄
弁
さ
及
び
優
雅
さ
は
ど
の
よ
う
な

場
合
も
、
彼
を
し
て
最
大
の
好
意
と
と
も
に
受
け
入
れ
ら
れ
せ
し
め
た
の
で
あ
る
」。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
公
共
的
精
神
の
高
い
人
物
で

あ
っ
た
。
彼
は
危
機
的
状
況
下
で
、
ニ
ュ
ー
カ
ー
ス
ル
公
爵D

uke of N
ew
castle

の
庇
護
と
彼
の
政
治
的
独
立
を
引
き
換
え
に
す
る
こ

と
を
拒
絶
し
た
。
彼
は
ト
ー
リ
ー
で
も
頑
迷
な
主
義
者
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
英
国
に
お
い
て
理
解
さ
れ
、
ロ
ッ
ク
に
よ
り
解
釈
さ
れ
た

市
民
的
、
宗
教
的
自
由
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
真
実
、
典
型
的
オ
ー
ル
ド
・
ホ
ィ
ッ
グ
（
※
保
守
的
自
由
党
員
）
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
一
七
八
〇
年
に
死
去
し
た
彼
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
開
始
に
よ
り
刺
激
さ
れ
た
情
熱
と
い
っ
た
も
の
に
関
し
て
（
※
生
存
中
は
）
何

も
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
後
十
年
彼
が
生
き
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
人
物
が
次
の
よ
う
な
詩
と
情
を
共
に
す

る
こ
と
は
決
し
て
有
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
xiv）

八
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
八
六
）

「
か
か
る
時
代
の
黎
明
に
生
き
た
る
と
こ
ろ
の
何
た
る
至
福
か
、

若
く
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
正
に
天
上
の
法
悦
」

し
か
し
な
が
ら
ベ
ン
サ
ム
自
身
も
革
命
的
情
熱
と
い
う
も
の
に
は
何
ら
の
同
情
も
抱
か
ず
、
天
賦
人
権
の
理
論
を
唾
棄
し
て
、『（
フ
ラ

ン
ス
）
人
権
宣
言
』
に
含
ま
れ
て
い
た
様
々
な
謬
説
を
容
赦
無
い
論
理
を
駆
使
し
て
暴
き
だ
し
た
。
ま
た
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
恐
怖
政

治
へ
の
憤
懣
に
刺
激
さ
れ
た
恐
慌
的
な
保
守
党
の
反
動
的
激
情
と
い
っ
た
も
の
を
共
有
す
る
ま
で
に
は
長
生
き
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
彼
に
次
の
よ
う
な
願
望
の
責
任
を
負
わ
せ
し
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

「
密
か
に
正
義
を
侵
害
し
、
自
由
を
終
わ
ら
せ
る
」

一
．三　

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
内
在
的
保
守
性
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
英
国
国
制
の
擁
護
者
と
し
て
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン

こ
こ
で
我
々
は
、
で
は
、
な
ぜ
功
利
主
義
者
た
ち
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
を
彼
ら
の
敵
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
問

い
か
け
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
解
答
は
ベ
ン
サ
ム
主
義
者
た
ち
と
注
解
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
と
の
間
の
衝
突
は
事
物
の
本
性
か
ら
不

可
避
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
改
革
者
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
及
び
彼
の
弟
子
た
ち
に

と
っ
て
、
法
自
体
、
功
利
主
義
哲
学
に
よ
り
指
し
示
さ
れ
た
道
筋
に
従
っ
て
人
類
の
進
展
を
強
制
す
る
一
手
段
と
し
て
し
か
価
値
を
持
た

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
自
ら
を
そ
う
み
な
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
改
革
の
唱
道
者
に
と
っ
て
は
、
世
界
の
福
祉
を
無
限
に
増
大
さ
せ

八
二



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
八
七
）

る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
物
事
の
現
状
に
満
足
す
る
こ
と
を
説
く
穏
健
な
保
守
主
義
以
上
に
憎
む
べ
き
も
の
な
ど
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
、
彼
が
革
命
的
ホ
ィ
ッ
グ
で
あ
っ
た
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
理
由
か
ら
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
チ
ャ

タ
ム
、
バ
ー
ク
と
い
っ
た
彼
の
世
代
の
最
大
の
賢
人
た
ち
と
同
様
に
、
英
国
の
中
に
恣
意
的
統
治
な
ど
知
ら
ず
法
律
に
よ
り
固
定
さ
れ
た

準
則
に
よ
り
個
人
の
弁
論
と
行
動
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
一
つ
の
偉
大
な
自
由
国
家
を
見
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
の
英
国
の
法
と

制
度
へ
の
強
烈
な
崇
拝
が
説
明
で
き
る
。
彼
は
常
に
（
英
国
法
の
）
擁
護
者
と
し
て
の
役
割
を
受
け
持
っ
た
。
ま
た
、
い
く
ら
ブ
ラ
ッ
ク

ス
ト
ン
を
暖
か
く
崇
拝
し
た
と
こ
ろ
で
彼
の
擁
護
が
時
に
不
条
理
ス
レ
ス
レ
に
ま
で
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
我
々
か
ら
隠
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
最
も
つ
ま
ら
な
い
慣
習
に
ま
で
何
ら
か
の
合
理
的
根
拠
を
与
え
よ
う
と
し
た
り
、
擁
護
不
能
な
慣
行
を
言
い
繕
お
う
と
す
る
欲
望
は
、

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
を
し
て
時
折
、
彼
の
時
代
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
常
識
と
い
う
も
の
を
忘
却
せ
し
め
た
。
例
え
ば
彼
に
よ
れ
ば
、

「
王
室
魚
で
あ
る
、
ク
ジ
ラ
を
沿
岸
で
捕
鯨
す
る
に
際
し
て
は
、
ク
ジ
ラ
は
国
王king

と
王
妃queen

の
間
で
分
売
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
頭
部
は
国
王
の
み
の
財
産
で
あ
り
、
そ
の
尾
部
は
王
妃
の
も
の
で
あ
る
…
我
ら
の
古
代
の
記
録
に
よ
る
と
、

こ
の
奇
妙
な
分
配
の
理
由
は
女
性
用
コ
ル
セ
ッ
ト
（w

halebone

）
を
王
妃
の
衣
装
箪
笥
に
備
え
付
け
る
た
め
に
で
あ
る
。」

『
英
法
釈
義
』
の
後
の
歴
代
編
者
は
か
か
る
理
由
は
確
か
に
酷
く
「
奇
妙
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ク
ジ
ラ
髭

（w
halebone

女
性
用
コ
ル
セ
ッ
ト
の
異
称
）
と
い
う
も
の
は
全
て
王
室
魚
の
頭
部
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
同
様
に
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
よ
れ
ば
、

（
xv）

（
xvi）

（
xvii）

八
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
八
八
）

「
夫
は
妻
に
対
し
穏
健
な
矯
正
行
為
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
う
る
…
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
に
お
い
て
は
、
よ
り
礼
節
を

守
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
時
代
か
ら
こ
の
矯
正
的
権
能
は
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
現
在
で
は
妻
は
夫
に
対
し
て

平
穏
の
保
証
を
得
て
い
る
…
。
し
か
る
に
、
常
に
古
き
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
好
む
下
流
階
級
の
人
々
の
間
で
は
、
未
だ
に
彼
ら
の

古
来
の
（
※
夫
の
妻
に
対
す
る
矯
正
的
行
為
の
）
特
権
を
要
求
し
行
使
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

確
か
に
、
こ
こ
で
は
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
大
胆
さ
は
（
体
制
の
）
擁
護
者
の
英
知
と
い
っ
た
も
の
よ
り
突
出
し
す
ぎ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
市

場
の
呼
び
売
り
商
人
が
か
み
さ
ん
の
鼻
を
殴
っ
て
へ
し
折
る
の
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
へ
の
情
熱
に
突
き
動
か
さ
れ
た
ゆ
え
で
あ
る
と
彼
は

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
制
に
対
す
る
崇
拝
が
偶
像
崇
拝
と
隣
り
合
わ
せ
に
ま
で
行
っ

て
い
る
例
を
観
察
し
よ
う
。

「
か
か
る
ご
と
く
賢
明
に
創
り
出
さ
れ
、
か
か
る
ご
と
く
力
強
く
養
育
さ
れ
、
か
か
る
ご
と
く
高
貴
に
仕
上
げ
ら
れ
た
国
制

に
つ
い
て
は
正
当
に
か
つ
真
剣
に
ふ
さ
わ
し
か
る
べ
き
賞
賛
な
し
に
語
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
徹
底
し
て
注
意
深
く
国
制
を

考
察
す
る
こ
と
自
体
が
そ
れ
に
対
す
る
最
高
の
賛
辞
と
な
ろ
う
。
し
か
る
に
、
そ
の
現
実
の
執
行
が
成
功
で
あ
る
と
は
い
え
、

そ
の
国
制
の
確
固
と
し
た
諸
基
礎
を
吟
味
し
、
そ
の
広
範
な
プ
ラ
ン
を
明
瞭
に
輪
郭
付
け
、
そ
の
各
部
の
用
途
及
び
分
配
を
説

明
し
、
こ
れ
ら
各
部
の
調
和
的
併
存
か
ら
国
制
全
体
の
優
美
な
均
整
を
提
示
す
る
こ
と
が
本
『
英
法
釈
義
』
の
企
画
で
あ
り
続

け
て
き
た
。
折
に
ふ
れ
て
、
我
々
は
可
能
な
す
べ
て
の
場
面
で
古
代
の
単
純
性
の
気
高
き
記
念
碑
と
現
代
の
人
為
の
よ
り
興
味

深
い
洗
練
を
見
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
欠
陥
を
我
々
の
視
界
か
ら
隠
蔽
す
る
こ
と
も
し
て
こ
な
か
っ
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
国

（
xviii）

八
四



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
八
九
）

制
の
有
す
る
欠
陥
を
利
用
し
て
、
我
々
が
そ
れ
を
人
為
の
構
造
以
上
の
も
の
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
防
止
せ
ん
が
た
め
で
あ

る
。
か
か
る
国
制
の
欠
陥
は
主
に
時
の
経
過
に
よ
る
腐
食
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
後
の
時
代
の
不
器
用
な
改
良

の
被
害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
高
貴
な
る
堆
積
の
美
を
維
持
、
修
復
す
る
こ
と
が
主
に
貴
族
階
級
、
そ
し
て
議
会
に
各
州

か
ら
派
遣
さ
れ
る
王
国
の
か
か
る
紳
士
た
ち
に
命
ぜ
ら
れ
た
使
命
な
の
で
あ
る
。「
英
国
に
お
け
る
自
由
」
の
保
護
こ
そ
が
、

彼
ら
が
、
そ
れ
を
享
受
す
る
彼
ら
自
身
、
そ
し
て
そ
れ
を
手
渡
し
た
祖
先
た
ち
、
そ
し
て
最
良
の
生
来
的
権
利
で
あ
り
人
類
の

最
も
高
貴
な
遺
産
を
将
来
自
ら
の
手
に
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
子
孫
た
ち
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義
務
な
の
で
あ
る
。」

こ
の
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
知
性
あ
る
批
評
家
な
ら
誰
で
も
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
誇
張
さ
れ
た
楽
観
主
義
は
多
く
の
と
こ
ろ

彼
の
英
国
に
お
け
る
自
由
へ
の
愛
情
と
外
国
の
専
制
制
度
に
対
す
る
嫌
悪
に
由
来
す
る
こ
と
を
簡
単
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
功
利

主
義
の
改
革
者
た
ち
に
と
っ
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
こ
の
よ
う
な
幾
分
グ
ロ
テ
ス
ク
と
も
い
え
る
も
ろ
も
ろ
の
（
※
現
状
）
擁
護
論
は
、

人
類
の
福
祉
が
依
拠
す
る
様
々
な
改
革
の
妨
害
た
め
の
故
意
の
戦
略
に
よ
る
裏
切
り
行
為
で
あ
る
と
見
え
た
の
で
あ
る
。（
※
こ
れ
か
ら
見

る
よ
う
に
）
ベ
ン
サ
ム
に
対
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
あ
り
か
た
が
自
己
を
提
示
し
て
み
せ
た
の
は
ま
さ
に
確
か
に

こ
の
よ
う
な
光
の
下
に
な
の
で
あ
る
。

「（
法
を
改
革
す
る
と
い
う
）
事
業
の
た
め
に
は
我
々
は
い
か
な
る
著
作
家
も
好
ん
で
は
な
ら
な
い
、
特
に
、
有
名
で
「
あ
る
と

こ
ろ
の
」
著
作
家
は
全
て
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
場
合
に
期
待
可
能
な
範
囲
内
で
、
決
心
の
堅
い
粘
り
強
い
敵
で
あ
る

と
「
自
ら
固
く
公
言
す
る
」
ご
と
き
人
物
に
対
し
て
は
私
は
何
を
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？
改
革
の
利
点
及
び
そ
れ
を
通
じ
て

八
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
九
〇
）

獲
得
さ
れ
る
人
類
の
福
祉
は
、
彼
の
作
品
の
凋
落
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
作
品
が
ど
の
よ
う
な
題
名
の
下
で
そ
れ
ら
を
得
た
と

し
て
も
、
大
部
分
に
お
い
て
そ
の
作
品
の
尊
敬
と
影
響
の
凋
落
に
不
可
避
的
に
関
わ
っ
て
い
る
と
我
々
は
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

か
か
る
敵
に
対
し
て
、
つ
ま
り
、
著
名
な
『
英
法
釈
義
』
の
作
者
に
少
な
く
と
も
私
の
見
た
限
り
で
は
、
好
意
を
感
じ
た
こ

と
は
、
私
に
と
っ
て
の
不
運
で
あ
っ
た
（
そ
し
て
そ
の
不
運
は
私
の
み
の
も
の
で
は
な
い
）。
彼
の
作
品
は
、
他
と
比
較
に
な
ら
な

い
ほ
ど
広
く
流
通
し
て
お
り
、
有
史
以
来
現
れ
た
そ
の
主
題
に
関
す
る
い
か
な
る
著
作
者
た
ち
よ
り
も
（
し
か
も
多
く
の
理
由
か

ら
争
い
得
な
い
題
名
で
も
っ
て
）
尊
崇
と
賞
賛
の
ゆ
え
に
影
響
の
よ
り
多
く
の
部
分
を
勝
ち
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

時
の
経
過
と
と
も
に
ベ
ン
サ
ム
の
そ
の
「
敵
」
に
対
す
る
辛
辣
さ
は
勢
を
強
め
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
つ
い
て
彼
は
こ
う
書
い
て
い

る
。「
彼
に
帰
せ
ら
る
べ
き
は
「
卑
劣
な
る
隷
属
の
罪foedus crim

en servitutis

」
で
あ
り
、
こ
れ
は
知
性
の
汚
点
の
中
で
最
も
卑
劣

な
も
の
で
あ
り
人
格
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
。」
擁
護
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
ベ
ン
サ
ム
の
目
に
は
最
早
、
裏
切
り
者
と
な
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
至
っ
て
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、『
英
法
釈
義
』
の
作
者
の
よ
う
に
厭
わ
し
い
作
者
の
中
に
は
そ
の
文
学

的
な
種
類
の
長
所
す
ら
も
認
め
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
擁
護
論
的
楽
観
義
が
ベ
ン
サ
ム
主
義
の
改
革
者
た
ち
の
憎
悪
の
火
に
油
を
注
い
だ
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
些
細
な

欠
陥
や
、
ま
し
て
や
現
代
の
批
評
家
の
目
か
ら
は
長
所
と
み
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
特
質
さ
え
も
が
、
功
利
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
は
強
烈

な
不
快
の
念
を
催
す
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
時
代
の
流
儀
に
の
っ
と
っ
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
自
然
的
権
利
の
実
在
の
信
念
を
認
め
る
言

葉
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
バ
ー
ク
に
と
っ
て
と
同
様
、
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
胸
の
悪
く
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
限
ら
れ
た
程

八
六



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
九
一
）

度
で
は
あ
る
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
後
の
歴
史
的
方
法
論
を
先
取
り
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
自
身
の
（
※
功
利
主
義
の
）
視

点
か
ら
は
正
当
な
こ
と
に
、
ベ
ン
サ
ム
は
確
か
に
法
的
歴
史
の
研
究
を
全
く
の
時
間
の
浪
費
で
あ
る
と
み
な
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
そ

の
直
感
的
洞
察
に
よ
り
歴
史
的
精
神
は
功
利
主
義
の
原
則
に
則
っ
た
土
地
法
の
修
正
に
不
利
で
あ
る
と
見
抜
い
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
こ
と
が
真
実
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
少
な
く
と
も
二
世
代
以
上
に
も
わ
た
っ
て
継
続
し
た
ベ
ン
サ
ム
主
義
者
た
ち
の
ブ
ラ
ッ
ク

ス
ト
ン
の
影
響
力
に
反
対
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
当
然
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
不
可
避
な
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
彼
ら
の
運
動
は
ブ
ラ
ッ

ク
ス
ト
ン
の
作
品
の
凋
落
よ
り
も
価
値
低
下
に
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。

二

で
は
、『
英
法
釈
義
』
の
恒
久
的
な
長
所
と
は
い
ず
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？

そ
れ
ら
の
利
点
の
す
べ
て
は
二
、
三
の
文
章
で
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
書
物
は
教
養
あ
る
文
筆
家
で
あ
っ
た
著
名

な
法
律
家
に
よ
る
作
品
で
あ
り
、
法
学
的
知
識
と
文
学
的
天
才
の
双
方
に
よ
り
彼
は
英
国
法
に
関
す
る
そ
の
一
論
考
を
書
き
上
げ
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
英
国
文
学
の
一
部
と
し
て
永
久
に
在
り
続
け
る
に
違
い
な
い
。『
英
法
釈
義
』
は
そ
の
ス
タ
イ
ル
・
文
体
に
よ
っ
て
生

き
の
び
て
い
く
の
で
あ
る
。

か
か
る
主
張
は
そ
れ
自
身
説
明
を
要
す
る
。
こ
こ
で
の
「
ス
タ
イ
ル
・
文
体
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
可
能
な
限
り
広
義
か
つ
普
通
で
な

い
意
味
で
理
解
し
な
い
こ
と
に
は
誤
解
を
生
じ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
読
者
に
と
っ
て
そ
の
言
葉
は
膨
大
か
つ
適
切
な
語
彙
の
人
物
の
操
語
能

力
と
い
う
意
味
で
し
か
な
い
。
こ
の
単
な
る
言
語
的
熟
練
で
さ
え
、
我
々
の
う
ち
の
多
く
の
者
が
知
覚
し
て
い
る
以
上
の
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
常
に
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
次
の
言
葉
を
胸
に
刻
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
言
葉
の
科
学
と
運
用
に
は
理
解
不
能
な
ほ
ど
大
き
な
分

（
xix）
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
九
二
）

量
の
人
間
的
知
識
及
び
人
間
的
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。」
そ
の
上
で
我
々
は
ス
タ
イ
ル
を
自
由
に
操
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
作
家

が
少
な
く
と
も
三
種
の
稀
な
才
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
、
つ
ま
り
、
表
現
力
、
目
的
の
明
確
性
、
文
学

的
判
断
力
も
し
く
は
感
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
特
性
の
す
べ
て
に
お
い
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
傑
出
し
て
い
た
。

二
．一　

表
現
力

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
表
現
の
卓
越
性
は
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
も
十
分
に
認
識
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
は
注
釈
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト

ン
を
適
切
に
も
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
彼
は
「
体
系
的
著
述
者
の
中
で
法
律
学
を
し
て
学
者
及
び
紳
士
階
級
の
言
葉
を
も
っ
て
語

ら
せ
し
め
た
最
初
の
人
物
で
あ
る
。」
ベ
ン
サ
ム
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
ス
タ
イ
ル
は
そ
の
最
狭
義
の
意
味
に
お
い
て

す
ら
、「
正
確
、
優
美
、
意
義
に
つ
い
て
こ
ち
ら
が
当
惑
さ
れ
る
よ
う
な
余
地
が
残
ら
ず
、
か
つ
壮
麗
」
で
あ
る
。
彼
の
ス
タ
イ
ル
は

（
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
）
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
学
派
に
よ
り
訓
練
さ
れ
た
当
世
代
か
ら
一
様
な
賞
賛
を
受
け
た
。
現
代
的
嗜
好
の
水
準
に
比
し
て
見
る

に
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
文
体
は
い
さ
さ
か
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
気
取
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
常
に
清
澄
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
自

己
の
ま
さ
に
意
図
し
た
と
こ
ろ
を
明
晰
に
表
現
し
、
主
題
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
応
じ
彼
の
ト
ー
ン
は
高
く
も
な
り
低
く
も
な
り
し
た
。

法
技
術
的
問
題
を
扱
う
と
き
に
は
そ
の
文
体
は
簡
明
に
な
り
、
対
し
て
、
英
国
国
制
の
栄
光
を
主
張
せ
ん
が
と
き
に
は
そ
の
文
体
は
威
厳

に
満
ち
た
も
の
と
な
る
。

（
xx）

（
xxi）
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英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
九
三
）

二
．二　

目
的
の
明
確
性

第
二
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
作
品
は
完
璧
な
目
的
の
明
確
性
に
よ
り
他
と
一
線
を
画
し
て
い
る
。
彼
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
全
体
を
扱

お
う
と
意
図
し
た
、
そ
し
て
彼
は
そ
の
事
業
に
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
る
。

「（
評
し
て
妙
で
あ
る
が
）
ブ
ラ
ク
ト
ン
（B

racton

）
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
五
〇
〇
年
後
に
現
れ
る
ま
で
英
国
の
法
律
学
著
作

者
に
お
い
て
彼
に
並
ぶ
者
を
得
な
か
っ
た
。
英
国
史
に
お
い
て
英
国
人
は
ま
さ
に
二
度
、
動
機
た
る
意
思
、
勇
気
、
能
力
を

も
っ
て
英
国
法
全
体
を
叙
述
す
る
読
み
や
す
く
か
つ
合
理
的
な
偉
大
な
著
作
を
書
き
得
た
の
で
あ
る
。」

こ
れ
は
メ
イ
ラ
ン
ド
教
授
の
言
葉
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
当
の
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
氏
自
身
を
除
い
て
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
と
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト

ン
の
両
者
に
よ
り
達
成
さ
れ
た
偉
業
を
繰
り
返
す
こ
と
の
可
能
な
英
国
人
は
誰
も
我
々
の
時
代
に
は
現
れ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
運
命

の
皮
肉
で
は
あ
る
が
、（
※
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
氏
が
急
逝
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
）、
我
々
は
氏
か
ら
著
名
な
『
英
法
釈
義
』
に
含
ま
れ
て
い
た

も
の
よ
り
よ
り
完
全
で
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
は
知
る
す
べ
も
な
く
一
八
世
紀
で
は
実
の
と
こ
ろ
達
成
不
能
で
あ
っ
た
、
歴
史
的
知
識
と

哲
学
的
洞
察
の
深
遠
さ
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
た
、
英
国
法
の
包
括
的
研
究
を
当
然
う
け
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「（
サ
ー
・
Ｊ
・
Ｆ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
に
よ
れ
ば
、）
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
英
国
法
を
混
乱
か
ら
は
じ
め
て
救
い
出
し
た
。
彼
は

ク
ッ
ク
が
一
五
〇
年
ほ
ど
前
に
酷
く
下
手
な
や
り
方
で
達
成
し
た
こ
と
を
一
八
世
紀
の
終
わ
り
に
か
け
、
そ
れ
を
達
成
し
た
の

（
xxii）
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
九
四
）

だ
が
、
酷
く
上
手
に
達
成
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
彼
は
勉
強
す
る
の
が
可
能
な
レ
ベ
ル
で
英
国
法
全
体
を
説
明
し

て
み
せ
、
し
か
も
そ
れ
は
、
嫌
悪
感
を
伴
わ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
興
味
と
実
益
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に

よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
大
法
官
ケ
ン
ト
に
よ
る
『
ア
メ
リ
カ
法
釈
義
』
は
我
々
が
除
外
す
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
国
の
も
の
で
あ

れ
一
国
の
法
制
度
を
包
括
的
に
叙
述
し
よ
う
と
意
図
す
る
書
物
の
中
で
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
と
同
等
の
長
所
を
有
す
る
書
物
が
存

在
す
る
か
疑
わ
し
い
と
私
は
考
え
る
。」

二
．三　

文
学
的
判
断
力
も
し
く
は
感
性

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
最
高
度
の
文
学
的
判
断
力
も
し
く
は
感
性
を
生
ま
れ
持
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
言
語
表

現
力
も
目
的
の
確
定
性
も
極
め
て
困
難
な
仕
事
を
成
功
裏
に
達
成
す
る
こ
と
を
保
証
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
文
学
的
判
断
力
の
行
使

に
お
け
る
彼
の
卓
越
し
た
技
量
を
示
す
例
と
し
て
は
彼
が
歴
史
と
英
国
法
の
解
説
の
融
合
に
比
類
な
き
成
功
を
収
め
た
こ
と
以
上
の
こ
と

は
無
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
者
の
融
和
を
い
か
に
し
て
な
し
得
る
か
と
い
う
難
題
は
英
国
の
現
行
法
を
適
切
か
つ
理
解
可
能
に
説
明
す
る

と
い
う
仕
事
を
引
き
受
け
た
あ
ら
ゆ
る
教
員
を
絶
望
へ
と
叩
き
落
と
し
て
き
た
。
と
い
う
の
は
、
法
そ
れ
自
体
は
様
々
な
歴
史
的
要
因
の

結
果
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
非
常
に
曖
昧
模
糊
と
し
て
お
り
、
仮
に
記
録
が
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
何
世
紀
に
も
及
ぶ
様
々
な
判
決
や
一

連
の
制
定
法
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
か
る
制
度
に
お
い
て
は
途
方
に
暮
れ
た
法
解
説
者
は
、
一
方

に
お
い
て
歴
史
的
考
察
を
蔑
ろ
に
す
れ
ば
論
理
的
正
式
性
の
悪
癖
に
陥
る
が
、
も
う
一
方
に
お
い
て
い
か
な
る
法
の
歴
史
で
も
追
求
し
す

ぎ
る
と
衒
学
的
懐
古
主
義
の
迷
路
に
迷
い
こ
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
程
な
く
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
両
極
の
過
ち
を
避
け

（
xxiii）

（
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英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
五
九
五
）

う
る
方
法
論
を
万
人
に
教
え
る
画
一
的
処
方
箋
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
優
れ
た
セ
ン
ス
と
感
性
の
使
用
に
よ
っ
て
の
み
見

い
だ
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
健
全
な
判
断
力
が
彼
を
助
け
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
局
面
で
あ
っ
た
。
彼
は

い
つ
叙
述
を
切
り
上
げ
、
い
つ
長
く
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
法
制
史
の
知
識
は
し
ば
し
ば
間
違
っ

て
は
い
た
が
、
そ
の
過
ち
は
多
く
の
識
者
の
言
う
よ
う
に
彼
の
時
代
の
知
識
水
準
に
叶
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト

ン
は
直
感
的
に
英
国
法
の
法
準
則
を
説
明
す
る
の
に
必
要
な
だ
け
の
歴
史
的
情
報
の
量
を
分
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
現
行
英
国
法

を
理
解
可
能
に
す
る
の
に
必
要
な
以
上
の
歴
史
的
情
報
も
、
以
下
の
歴
史
的
情
報
も
そ
の
読
者
に
決
し
て
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼

は
、
自
身
が
、
立
法
改
革
者
で
も
論
理
的
理
論
家
で
も
法
的
古
事
学
者
で
も
な
く
法
学
教
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
彼

は
教
師
の
第
一
の
目
的
は
そ
の
読
者
も
し
く
は
聴
講
者
の
知
的
興
味
を
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
興
味
深
い
と
同
時
に
重
要
な
特
別
の
種
々
の
解
説
ト
ピ
ッ
ク
を
選
出
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
ゆ
え
に
、
作
品
に
魅
了

さ
れ
た
何
世
代
も
の
読
者
た
ち
の
賛
助
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
技
量
の
例
証
と
し
て
私
は
次
の
リ
ス
ト
に
言
及
し
た
い
：
英
国
の
個
々

の
法
の
誕
生
、
進
展
、
段
階
的
発
展
、
彼
に
よ
る
封
建
制
の
素
描
、
彼
に
よ
る
僧
職
禄
の
理
論
の
話
、
彼
に
よ
る
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な

一
連
の
法
的
擬
制
の
し
め
や
か
な
叙
述
が
興
味
だ
け
で
な
く
娯
楽
心
を
刺
激
し
た
、
も
し
く
は
そ
う
刺
激
す
る
よ
う
意
図
さ
れ
た
不
動
産

占
有
回
復
訴
訟
の
説
明
、
つ
い
ぞ
最
近
ま
で
な
ん
に
せ
よ
最
良
の
も
の
で
あ
り
続
け
た
彼
の
衡
平
法
（
エ
ク
イ
テ
ィ
）
の
本
質
と
発
展
の

解
説
。
な
ぜ
な
ら
、
訓
練
を
受
け
た
法
律
家
で
す
ら
少
な
か
ら
ず
当
惑
す
る
こ
の
題
材
に
関
し
て
の
確
か
に
最
も
理
解
可
能
な
解
説
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
学
識
に
は
同
時
代
の
他
の
著
作
家
と
共
通
す
る
不
正
確
さ
が
あ
り
、
彼
が
様
々
な
間
違
い
を

犯
し
た
こ
と
は
彼
の
生
前
以
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
一
片
の
真
実
を
含
む
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
面
の
問
題
に
は

無
関
係
で
あ
る
。
誰
も
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
深
淵
な
歴
史
家
で
あ
っ
た
と
強
く
主
張
す
る
も
の
は
い
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
ア
ダ
ム
・
ス

九
一
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（
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ミ
ス
が
近
代
政
治
経
済
学
を
基
礎
づ
け
た
よ
う
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
法
律
学
を
新
し
く
基
礎
づ
け
た
独
創
的
思
想
家
で
あ
っ
た
と
強

く
主
張
す
る
も
の
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
正
当
な
批
評
家
が
確
信
的
に
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
最
も
難
解
な

ト
ピ
ッ
ク
を
扱
う
に
際
し
て
英
国
法
の
解
説
者
と
し
て
の
比
類
な
き
感
性
を
示
し
た
し
、
特
に
、
法
の
明
確
な
理
解
た
め
に
彼
の
知
っ
て

い
た
歴
史
的
知
識
を
適
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
最
良
の
判
断
力
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
ー
・
Ｊ
・
Ｆ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
は

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
私
が
判
断
す
る
資
格
を
有
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
私
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
不
要
な
学
識
に
身
を
煩

わ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
、
彼
は
彼
の
書
い
た
主
題
に
関
係
す
る
こ
と
を
ほ
ぼ
全
て
知
っ
て
は
い
た
が
、
彼
が
知
る
価
値
の
な

い
事
柄
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
何
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
つ
ま
り
、
彼
は
ま
さ
に
法
学
教
授
に
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
種
類
と
程
度

の
知
識
の
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
当
時
に
お
い
て
類
ま
れ
な
る
文
学
的
表
現
力
が
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
を
し
て
そ
の
練
達
の
能
力
で
、
彼
が
自
ら
の
眼
前
に
課
し
た

専
門
的
教
育
を
復
興
し
英
国
法
を
包
括
的
に
適
切
な
文
学
的
表
現
で
叙
述
す
る
幸
運
な
機
会
を
つ
か
む
こ
と
を
可
能
に
せ
し
め
た
。
確
か

に
、
彼
は
幸
運
な
星
の
下
に
著
作
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
著
作
の
成
功
は
今
日
で
は
も
は
や
存
在
し
な
い
幾
つ
か
の
状
況

の
助
け
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
八
世
紀
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
知
的
無
気
力
及
び
怠
惰
は
誇
張
さ
れ
す
ぎ
て
き
た
主
題
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
公
開
講
義
を
開
始
し
た
一
七
五
三
年
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
良
質
な
講
義
の

数
は
確
か
に
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
魅
力
的
な
講
義
を
す
る
有
能
な
教
授
が
突
然
現
れ
た
の
は
驚
く
べ
き
現
象
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク

ス
ト
ン
は
自
分
の
教
室
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
若
い
才
能
を
一
手
に
引
き
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
幸
運
を
有
し
て
い
た
。
彼
の

周
り
に
集
っ
た
学
生
の
中
に
は
学
問
に
対
す
る
何
ら
か
の
嗜
好
や
情
熱
を
持
っ
た
す
べ
て
の
学
生
が
含
ま
れ
て
い
た
。
加
え
て
、『
英
法

釈
義
』
が
最
初
の
一
巻
が
出
版
さ
れ
た
一
七
六
五
年
当
時
の
英
国
法
は
完
成
さ
れ
て
お
り
、
均
整
の
と
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
コ
モ
ン
・

九
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英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
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辺
（
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・
菊
池
）

（
五
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七
）

ロ
ー
及
び
エ
ク
ィ
テ
ィ
の
基
礎
は
、
当
時
、
既
に
堅
個
に
確
立
し
て
い
た
。
実
務
的
見
地
か
ら
見
れ
ば
、
我
が
国
の
法
制
度
は
確
か
に
絶

対
的
理
性
の
声
と
い
う
も
の
か
ら
は
程
遠
か
っ
た
も
の
の
、
首
尾
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。『
英
法
釈
義
』
の
出
版
と
一
八
三
〇
年
か

ら
開
始
し
た
議
会
制
定
法
に
よ
る
絶
え
間
な
い
法
改
革
及
び
法
変
更
ま
で
に
は
少
な
く
と
も
五
〇
年
も
の
間
が
あ
り
、
後
者
の
議
会
制
定

法
に
よ
る
法
改
革
は
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
、
彼
が
叙
述
し
た
恐
ら
く
は
奇
妙
で
あ
る
も
の
の
少
な

く
と
も
確
か
に
首
尾
一
貫
し
不
変
的
な
理
論
体
系
と
し
て
の
英
国
法
に
つ
い
て
、
深
く
沈
思
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
議
会
（
※

に
よ
る
制
定
法
）
を
媒
介
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
功
利
主
義
者
た
ち
に
よ
る
改
革
は
人
類
の
幸
福
を
推
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
法
学
文
献
の
成
長
を
妨
害
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
英
国
法
は
年
々
そ
の
分
量
を
増
や
し
そ
の
均
整
を
失
っ
た
。
文

学
的
観
点
か
ら
い
え
ば
、
い
か
に
巧
妙
な
文
人
を
し
て
も
、
ま
さ
に
注
釈
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
本
人
を
も
っ
て
し
て
も
、
近
代
的
制
定
法

を
ど
う
に
か
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
議
会
の
法
案
起
草
者
の
技
能
及
び
狡
猾
さ
に
よ
り
創
出
さ
れ
、
政
党
間
の
さ
や
あ
て
に
よ
る

解
釈
に
よ
り
変
更
を
加
え
ら
れ
た
議
会
制
定
法
と
い
う
も
の
は
、
真
実
を
あ
り
て
い
に
言
う
な
ら
ば
、
文
明
社
会
に
お
け
る
考
え
う
る
限

り
最
悪
の
英
語
で
書
か
れ
た
文
書
で
あ
る
。（
※
一
八
世
紀
）
当
時
で
す
ら
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
、
議
会
制
定
法
を
回
避
す
る
と
い
う
英

知
に
つ
き
理
解
し
て
お
り
、
器
用
に
「
詐
欺
防
止
法
」S

tatute of F
rauds

を
さ
ら
り
と
（
※
制
定
法
の
文
言
か
ら
は
、）
体
を
躱
し
表
面

的
だ
け
を
な
ぞ
っ
て
書
い
て
み
せ
て
い
る
。
最
後
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
、
知
識
人
の
世
界
と
い
う
も
の
が
未
だ
現
実
に
存
在
し
、
確

立
し
た
文
体
の
水
準
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
文
人
・
知
識
人
た
ち
が
法
と
い
う
題
材
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
時
で
す
ら
、
法
専
門
職
や
、

実
務
家
や
、
今
日
「
一
般
読
者
」
と
し
て
知
ら
れ
る
意
に
満
た
ぬ
階
級
に
対
し
て
で
は
な
く
、
知
識
階
級
で
あ
る
自
分
た
ち
自
身
へ
と
向

け
て
著
作
す
る
こ
と
が
出
来
た
時
代
に
生
き
て
い
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
バ
ー
ク
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、

ギ
ボ
ン
、
バ
ー
ク
、
そ
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
と
い
っ
た
作
家
た
ち
が
ご
機
嫌
を
伺
い
、
承
認
を
得
て
い
た
聴
衆
と
い
う
も
の
は
英
国
の

九
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教
養
あ
る
紳
士
た
ち
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
た
。
各
人
は
お
互
い
非
常
に
異
な
っ
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
偉
大
な
著
作
家
た
ち
及
び

同
時
代
に
属
し
た
著
作
家
た
ち
が
、
一
様
に
文
体
の
名
人
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
端
的
に
言
え
ば
、
注
釈
者
ブ

ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
、
知
識
人
社
会
が
正
し
い
表
現
の
方
法
論
を
彼
に
与
え
て
く
れ
、（
※
法
と
文
学
と
い
う
）
こ
れ
ら
二
つ
が
同
一
事
象
の

異
な
っ
た
側
面
に
過
ぎ
ず
、
彼
が
特
定
の
英
国
の
学
識
あ
る
紳
士
階
級
に
向
け
て
自
由
教
育
を
受
け
た
万
人
に
理
解
可
能
な
言
語
で
も
っ

て
著
作
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
は
幸
運
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
幸
運
を
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
最
大
限
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
単
な
る
推
測
で
は
な
い
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
最
初
の
講
義
コ
ー
ス
の
広
告
文
が
彼
の
態
度
を
ま
さ
に
表
現
し
て
い
る
。

「
一
七
五
三
年
六
月
二
三
日
、　

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

　
　
　

次
の
ミ
カ
エ
ル
マ
ス
・
タ
ー
ム
で
は

　
　
　

オ
ー
ル
・
ソ
ー
ル
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
博
士
に
よ
る

　
　
　

英
国
法
に
対
す
る
講
義
コ
ー
ス

　
　
　

が
開
始
さ
れ
る
。

当
コ
ー
ス
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
律
職
を
目
指
す
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
紳
士
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
自
国
の
国
制
・
憲
法

及
び
何
ら
か
の
程
度
を
知
っ
て
お
き
た
い
と
い
う
他
の
生
徒
達
も
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
目
的
の
た
め
、
本
講
義
は
、
は
っ
き
り
明
示
的
に
、
実
務
的
な
利
点
や
特
定
の
判
例
の
細
か
い
区
分
に
触
れ
る
こ
と

（
xxv）

（
xxvi）

九
四
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米
法
に
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け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
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周
辺
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加
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・
菊
池
）

（
五
九
九
）

無
し
に
、
そ
の
歴
史
的
推
移
を
た
ど
り
、
そ
れ
ら
の
法
の
指
導
的
、
根
本
的
準
則
を
補
強
し
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
、
自
然
法

お
よ
び
他
民
族
の
諸
法
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
諸
法
の
概
括
的
包
括
的
プ
ラ
ン
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る

と
す
る
。

本
講
義
は
一
年
で
終
了
し
、
よ
り
良
い
便
宜
の
た
め
に
次
の
四
つ
の
部
に
わ
か
れ
る
も
の
と
す
る
。
第
一
部
は
一
一
月
六
日

火
曜
日
に
最
初
の
講
読
を
開
始
し
当
該
学
期
の
終
わ
り
ま
で
週
三
回
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
続
く
部
は
、
そ
れ
に
続
く
三
つ

学
期
に
各
一
つ
ず
つ
、
順
次
、
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

本
コ
ー
ス
（
そ
の
費
用
は
六
ギ
ニ
ー
と
な
る
は
ず
）
に
参
加
せ
ん
と
す
る
紳
士
た
ち
は
一
〇
月
中
に
当
講
師
に
自
身
の
名
前
を

告
げ
る
よ
う
望
ま
れ
る
。」

三

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
業
績
の
後
世
に
与
え
た
恒
久
的
な
影
響

注
釈
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
天
才
、
彼
の
著
作
の
魅
力
、
そ
の
思
想
の
独
創
性
、
英
国
国
制
・
憲
法
の
進
歩
的
発
展
が
フ
ラ
ン
ス
革
命

に
よ
る
暴
力
と
恐
怖
に
よ
っ
て
足
止
め
を
受
け
る
前
の
彼
の
時
代
の
様
々
な
環
境
が
彼
の
個
人
的
な
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
値
す
る
成
功
を

可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
で
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
よ
る
諸
々
の
労
苦
の
恒
久
的
成
果
と
い
う
も
の
は
何
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

九
五
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第
七
十
八
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四
号
（
二
〇
一
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（
六
〇
〇
）

三
．一　

ア
メ
リ
カ
へ
の
影
響

実
際
、
一
つ
の
視
点
か
ら
は
、
そ
れ
ら
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
彼
の
作
品
を
継
続
す
る
能
力
の
あ
る
後
継
者
を
後

世
に
残
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
後
五
人
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
講
座
教
授
が
つ
づ
い
た
が
、
シ
ド
ニ
ー
・
リ
ー
氏
の
非
常
に
昔
の
愉
快
な
用

語
を
使
う
な
ら
ば
、『
英
国
人
名
辞
典T

h
e D

iction
ary of N

ation
al B

iograph
y

』
に
項
目
を
許
さ
れ
る
「
資
格
な
きdeath 

qualifi ed

（
資
格
の
死
ん
だ
）」
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
の
何
人
か
は
そ
の
英
国
人
の
著
名
録
に
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
直
接
の
後
継
者
は
ロ
バ
ー
ト
・
チ
ャ
ン
バ
ー
ス
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
、
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
イ
ン
ド
に
お

い
て
裁
判
官
職
を
務
め
る
傍
ら
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
講
座
教
授
職
を
務
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
ヌ
ン
コ

マ
ー
ル
事
件
に
参
加
し
た
判
事
の
一
人
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
次
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ウ
ッ
ド
ソ
ン
で
あ
る
が
、
彼
は
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教

授
職
講
座
の
成
果
と
し
て
生
み
出
し
た
法
律
書
で
自
身
の
時
代
に
幾
ば
く
か
の
名
声
を
獲
得
し
た
が
、
今
日
で
は
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
て

い
る
。
第
三
の
後
継
者
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
自
身
の
息
子
で
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
・
ホ
ー
ル
の
学
長
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
残
り
の
人
物
に

つ
い
て
は
何
ら
述
べ
る
べ
き
と
こ
ろ
は
な
い
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
法
学
教
授
と
し
て
の
独
自
の
名
声
も
、
彼
の
『
英
法
釈
義
』
の
評
判

も
、
相
応
し
か
る
べ
き
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
高
等
裁
判
官
職
へ
の
昇
進
と
い
う
報
奨
も
、
ほ
と
ん
ど
の
故
人
で
あ
る
彼
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
講

座
教
授
職
後
継
者
た
ち
を
し
て
、
彼
の
作
品
を
継
続
し
よ
う
と
い
う
野
心
を
持
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
実
際

の
所
、
彼
も
彼
の
後
継
者
た
ち
も
時
代
の
不
運
の
犠
牲
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
及
び
そ
れ
に
続
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
、

一
八
一
五
年
か
ら
一
八
三
〇
年
に
か
け
て
の
全
て
の
種
の
改
革
に
対
す
る
反
感
、
改
革
の
時
代
が
そ
れ
に
続
い
た
激
烈
な
政
治
的
闘
争
、

各
人
全
て
が
そ
の
過
程
で
英
国
法
の
知
的
研
究
に
検
閲
を
入
れ
て
い
た
。『
英
法
釈
義
』
を
崇
拝
し
て
い
た
保
守
党
の
法
律
家
た
ち
は
大

（
xxvii）

（
xxviii）

（
xxix）
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英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
六
〇
一
）

学
施
設
及
び
そ
の
他
に
於
け
る
法
学
教
授
に
よ
る
法
学
教
育
に
賛
意
を
表
す
る
よ
う
な
人
間
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
ベ
ン
サ
ム
主
義
の

法
改
革
者
た
ち
は
英
国
の
大
学
、
特
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
を
無
知
の
み
な
ら
ず
偏
見
の
選
び
ぬ
か
れ
た
本
拠
地
で
あ
る
と
み
な
し
て
い

た
。
功
利
主
義
的
自
由
主
義
者
た
ち
は
法
制
度
の
教
育
に
敵
意
を
持
っ
て
お
り
、
法
学
教
育
に
は
説
明
で
は
な
く
思
い
切
っ
た
修
正
が
必

要
で
あ
る
と
彼
ら
の
目
に
は
映
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
そ
し
て
特
に
法
学
と
文
学
と
の
間

に
は
協
力
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
信
念
は
忘
れ
得
な
い
成
果
を
生
み
出
し
て
い
た
。
英
国
に
お
い
て
偉
大
な
学
派
の
形
成
に
失
敗
し
た
こ

と
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
壮
大
な
成
功
に
よ
り
相
殺
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
者
に
関
し
て
英
国
民
は
そ
の
重
要
性
を
ほ
と
ん
ど

認
知
し
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
、
一
三
の
植
民
地
が
そ
の
独
立
を
確
立
す
る
以
前
か
ら
で
さ
え
、
そ
し
て
今
日
に
至
る
ま
で
も

法
律
家
の
国
民
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
は
ア
メ
リ
カ
人
民
が
英
国
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
諸
原
則
、
も
し
く
は
我
々
は
諸
々
の
偏
見
と
で
も

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
も
の
を
徹
底
的
に
鼓
吹
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
に
そ
の
成
立
を
負
っ
て
い
る
し
、
今
日
に
お
い
て
も
そ
の
維
持
を

負
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
学
教
育
の
健
全
性
と
広
が
り
は
、
当
国
民
の
福
利
（
1
）

に
深
く
そ
し
て

明
確
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
正
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
そ
し
て
こ
れ
は
同
時
に
こ
こ
で
注
意
喚
起
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
合
衆

国
に
お
け
る
法
学
教
育
は
そ
の
当
初
か
ら
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
作
品
及
び
そ
の
個
々
の
思
想
に
影
響
を
受
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

「（
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
最
も
著
名
な
法
学
教
授
の
一
人
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
、）
我
々
は
英
国
の
根
を
移
植
し
栄
養
を
や
り
発
展

さ
せ
て
き
た
が
、
一
方
で
そ
の
本
国
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
衰
退
し
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
八
世
紀
の
第
三
四
半
期
に

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
い
て
我
々
の
法
が
大
学
で
教
育
さ
れ
、
そ
の
講
義
が
ア
メ
リ
カ
革
命
（
※
独
立
戦
争
）
か
ら
ほ
ど
な

く
し
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
偉
大
な
実
験
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
験
は
そ
の
成
果
と
し
て
、
我
々
（
※
米
国
人
）
自
身
の
早
期

九
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
〇
二
）

の
体
系
的
法
学
教
育
の
試
み
に
刺
激
と
範
例
を
与
え
た
の
で
あ
る
（
2
）

。」

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
作
品
は
ア
メ
リ
カ
の
法
律
家
の
中
で
も
最
も
高
名
な
人
物
に
情
熱
を
と
も
な
う
霊
感
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

「（
ケ
ン
ト
大
法
官
は
（
※
ア
メ
リ
カ
独
立
）
戦
争
に
伴
い
、
彼
が
一
七
七
九
年
当
時
に
学
生
で
あ
っ
た
イ
ェ
ー
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
が
解
体
さ

れ
た
こ
と
を
語
る
中
で
次
の
様
に
我
々
に
伝
え
て
い
る
。）
私
は
田
舎
の
村
に
疎
開
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
英

法
釈
義
』
を
見
つ
け
、
そ
の
四
巻
を
読
ん
だ
…
そ
の
作
品
は
一
五
歳
の
私
に
畏
敬
の
念
と
と
も
に
霊
感
を
与
え
、
他
愛
も
な
く

私
は
法
律
家
に
な
る
決
心
を
固
め
た
の
で
あ
る
。」

そ
し
て
ケ
ン
ト
は
後
に
自
身
『
ア
メ
リ
カ
法
釈
義
』
の
作
者
に
な
り
、
そ
の
作
品
は
唯
一
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
も
の
に
張
り
合
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
職
の
例
に
な
ら
い
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
（
※
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
）
で
教
授
位
が
設
立
さ
れ
た
が
、

ス
ト
ー
リ
ー
は
そ
の
教
授
位
で
英
国
法
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
解
釈
し
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
判
事
に
昇
進
後
で
さ
え
も
、
そ
の
教
授
職

の
職
務
を
続
け
て
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
ケ
ン
ト
、
ス
ト
ー
リ
ー
、
マ
ー
シ
ャ
ル
と
い
っ
た
名
前
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
精
神
的
な
弟
子

で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
著
名
な
法
律
家
の
中
か
ら
の
二
、
三
の
例
証
に
過
ぎ
な
い
。
ハ
ー
バ
ー
ド
、
イ
ェ
ー
ル
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ミ
シ
ガ
ン
と
い
っ
た
著
名
な
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
は
、
真
の
意
味
で
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
著
作
物
及
び
彼

の
思
想
の
成
果
で
あ
る
。
そ
の
天
才
の
力
が
、
最
も
高
名
な
教
授
た
ち
が
、
英
国
の
立
憲
君
主
制
と
同
様
、
英
国
民
に
よ
る
作
品
で
あ
る

か
の
共
和
制
連
合
国
家
（
※
ア
メ
リ
カ
）
の
市
民
た
ち
に
英
国
法
の
諸
原
則
を
教
授
す
る
様
々
な
大
学
で
感
じ
ら
れ
か
つ
承
認
さ
れ
て
い

九
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英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
六
〇
三
）

る
、
こ
の
教
育
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
生
涯
に
対
し
て
い
か
な
る
真
剣
な
意
味
で
の
「
失
敗
」
と
い
う
言
葉
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
（
※

知
性
の
）
怠
慢
で
あ
ろ
う
。

三
．二　

現
代
英
国
法
学
に
与
え
た
影
響

し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
不
朽
の
名
声
を
合
衆
国
で
の
彼
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
の
成
果
に
基
づ
か
せ
る
必
要
は
な
に
も
な

い
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
精
神
は
英
国
お
よ
び
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
対
し
て
様
々
な
偉
大
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
て
き
た
。

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
教
育
者
個
人
の
才
能
と
情
熱
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
学
教
育
の
場
面
で
為
さ
れ
う
る
今
ま
で
語
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
効
果
の
素
晴
ら
し
い
証
例
を
示
し
得
た
の
で
あ
る
。
一
七
五
三
年
に
お
け
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
は
、
実
際
に
眠
り
こ
け
て
い

る
と
は
行
か
な
い
ま
で
も
、
確
か
に
完
全
に
目
を
覚
ま
し
て
い
る
と
は
い
え
ぬ
状
態
で
あ
っ
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
万

人
が
英
国
法
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
思
想
は
、
英
国
人
社
会
に
と
っ
て
奇
抜
な
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
が
確
信
で
き
る
の
は
、
大

多
数
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
た
ち
に
と
っ
て
は
馬
鹿
げ
た
異
端
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
声
に
よ
っ
て

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
そ
の
惰
眠
か
ら
目
覚
め
た
。
彼
は
そ
の
聴
講
者
を
し
て
、
な
ん
に
せ
よ
、
法
は
教
育
を
受
け
た
す
べ
て
の
紳

士
が
興
味
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
一
つ
の
科
学
な
の
で
あ
る
と
確
信
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

今
日
の
世
代
に
対
し
て
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
、
知
的
機
構
へ
の
信
頼
と
い
う
も
の
に
対
す
る
過
去
に
類
例
な
き
警
告
を
与
え
て
く

れ
て
い
る
。
今
日
、
我
々
は
、
学
問
相
互
間
の
協
力
や
、
努
力
を
共
に
す
る
こ
と
、
新
世
代
の
生
徒
た
ち
に
対
し
て
新
し
い
魅
力
を
提
供

九
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
〇
四
）

す
る
こ
と
の
必
要
性
と
い
っ
た
も
の
を
多
く
耳
に
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
提
案
自
体
は
そ
れ
自
身
と
し
て
素
晴
ら
し
い
も
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
勧
告
は
教
育
の
成
果
が
そ
の
（
領
域
の
）
広
さ
よ
り
も
少
な
く
と
も
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
事
実
を
我
々
に
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
記
憶
は
我
々
に
、
教
育
に
お
い
て
は
教
師
が
全

て
で
あ
っ
て
、
教
育
制
度
と
い
う
も
の
は
比
較
的
何
の
意
味
も
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
て
く
れ
る
。
偉
大
な
法
学
教
授

と
し
て
不
朽
の
名
声
を
得
た
一
人
の
英
国
人
は
、
そ
の
三
〇
歳
か
ら
四
六
歳
ま
で
の
間
に
彼
の
真
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
を
達
成
し
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
試
験
制
度
や
そ
れ
が
包
摂
す
る
様
々
な
事
柄
の
助
け
も
、
ま
た
障
害
も
な
し
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼

は
独
力
で
作
業
し
、
彼
の
時
代
に
お
い
て
法
学
的
古
典
と
い
え
る
も
の
を
英
国
文
学
に
対
し
与
え
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
仕
事
は
必
然
的

に
一
人
の
人
間
の
偉
業
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
文
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
協
力
作
業
が
個
性
を
置
き
換
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

千
人
の
法
律
家
の
協
力
は
『
英
国
法
百
科
事
典E

n
cyclopaed

ia of E
n

glish
 L

aw （
3
）

』
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
は
信
じ
る
、

し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
そ
の
長
に
大
法
官
を
い
だ
い
て
も
決
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
に
匹
敵
す
る
作
品
を
生
み
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
注
解
者
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
、
今
日
英
国
に
お
い
て
最
も
優
秀
な
我
々
の
法
の
解
説
者
た
る
教
授
た
ち
に
よ
っ
て
九
〇
年
近

く
も
の
間
、
追
求
さ
れ
て
き
て
い
る
法
改
革
を
予
期
し
か
つ
そ
の
道
筋
を
明
確
に
指
し
示
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
精
神
に

触
発
さ
れ
、
彼
ら
は
「
法
学
を
し
て
学
者
お
よ
び
紳
士
の
言
葉
を
語
ら
し
め
る
」
と
い
う
努
力
を
続
け
て
き
た
し
、
法
と
文
学
の
結
合
を

再
主
張
、
最
達
成
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
未
だ
一
般
に
認
知
さ
れ
て
な
い
と
は
い
え
、
既
に
法
外
な
成
功
に
よ
り
冠
さ
れ

て
き
て
い
る
英
国
法
研
究
に
お
け
る
改
革
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

ご
く
最
近
一
八
五
〇
年
時
点
ま
で
の
状
況
を
考
え
て
も
み
よ
。
当
時
、
英
国
に
は
法
学
的
文
学
作
品
と
呼
べ
る
も
の
は
一
切
存
在
し
な

一
〇
〇
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か
っ
た
。
実
際
の
所
、「
英
国
法
史
」
は
未
だ
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
ー
ブ
の
『
英
国
法
の
歴
史
』
は
読
め
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
し
実
際
読
ま
れ
な
か
っ
た
。
歴
史
家
た
ち
は
英
国
法
に
お
け
る
様
々
な
思
想
と
英
国
民
の
進
展
と
の
間
に
あ
る
密
接
な
関
係
性

を
未
だ
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
マ
コ
ー
レ
ー
は
法
律
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
類
ま
れ
な
独
創
性
を
持
っ
た
法
典
編
纂

者
で
あ
り
、
彼
の
明
確
な
叙
述
の
天
才
は
イ
ン
ド
の
全
法
典
に
一
定
の
形
式
を
与
え
た
。
彼
は
英
国
の
政
治
的
年
代
誌
と
英
国
人
民
の
知

的
、
社
会
的
生
活
を
関
連
付
け
る
こ
と
に
喜
び
を
お
ぼ
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
位
が
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
か
ら
彼
の
兄
弟
に
移
転

し
た
際
の
一
六
八
五
年
の
英
国
の
現
状
に
対
す
る
彼
の
著
名
な
叙
述
は
、
も
っ
と
も
決
定
的
時
期
に
お
け
る
我
々
の
法
の
発
展
と
い
っ
た

も
の
に
対
し
て
は
ほ
ぼ
な
ん
の
記
述
も
含
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
詐
欺
防
止
法
』
に
対
す
る
記
述
さ
え
も
全
く
含
ん
で
は
い

な
か
っ
た
。
当
該
議
会
制
定
法
は
様
々
な
方
法
で
当
時
の
英
国
の
お
か
れ
て
い
た
状
況
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
英
国
法
の

発
達
に
対
す
る
説
明
の
除
外
は
よ
り
も
っ
て
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
マ
コ
ー
レ
ー
は
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
卿
を
し
て
「
古
く

か
ら
衡
平
法
の
名
で
呼
ば
れ
て
き
た
混
乱
の
中
か
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
官
に
よ
っ
て
管
理
運
営
さ
れ
る
通
常
的
で
完
成
し
た
新
し
い
法

体
系
を
創
出
し
た
最
初
の
人
物
と
し
て
」
と
叙
述
し
て
い
る
か
ら
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、
エ
ク
ィ
テ
ィ
を
一
種
の
恣
意
的
な
公
平
性
か
ら
改

良
さ
れ
た
法
の
新
し
い
法
体
系
へ
と
移
行
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
莫
大
な
変
化
を
彼
は
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
一
八
四
九
年
の
時
点
で
は
、
未
だ
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
法
学
的
思
想
の
国
民
的
歴
史
、
特
に
英
国
史
に
対
す
る
影

響
と
い
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
発
見
者
を
未
だ
待
ち
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
法
の
一
般
的
原
則
を

扱
う
分
析
法
学
も
法
律
家
た
ち
や
倫
理
学
者
た
ち
の
注
目
を
ほ
と
ん
ど
集
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
法
や
主
権
の
本
質
に
関
す
る
ブ
ラ
ッ
ク

ス
ト
ン
の
理
論
や
、
功
利
主
義
者
た
ち
に
よ
る
そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
い
っ
た
も
の
は
、
当
時
は
興
味
を
喚
起
す
る
こ
と
を
止
め
て
い
た

の
で
あ
る
。

（
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（
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月
）

（
六
〇
六
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
よ
う
な
外
国
の
学
者
に
関
し
て
は
、
英
国
の
法
律
家
た
ち
は
概
し
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
（
4
）

。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は

ロ
ー
マ
法
に
深
く
精
通
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
九
世
紀
中
葉
に
か
け
て
栄
え
た
ほ
と
ん
ど
の
英
国
の
法
律
家
よ
り
は
ロ
ー
マ
法

に
つ
い
て
知
悉
し
て
い
た
。
で
は
、
こ
こ
で
憲
法
理
論
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
時
代
以
来
、
憲
法
に
お
い
て
は
、

な
ん
に
せ
よ
英
国
の
法
律
家
た
ち
に
よ
っ
て
は
何
の
進
展
も
為
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
ペ
イ
リ
ー
が
そ
の
『
倫
理
哲
学M

oral 

P
hilosophy

』
で
ほ
の
め
か
し
た
憲
法
の
真
の
特
質
に
関
す
る
計
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
貴
重
な
様
々
な
ヒ
ン
ト
を
全
く
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
英
国
人
は
、
そ
の
当
初
の
利
点
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
り
提
議
さ
れ
ブ
ラ
ッ

ク
ス
ト
ン
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
理
論
を
未
だ
保
持
し
続
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
一
九
世
紀
半
ば
に
差
し
掛
か
る

頃
に
は
英
国
統
治
の
実
際
の
現
状
に
ほ
と
ん
ど
適
用
不
能
と
な
っ
て
お
り
、
た
だ
批
判
と
見
直
し
の
み
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
務
家
た
ち
へ
の
手
引
書
と
し
て
の
法
律
書
に
関
し
て
は
無
論
一
八
五
〇
年
時
点
に
お
い
て
も
様
々
な
価
値
を
も
し
く
は
無
価
値
を
持
っ

た
数
多
く
の
論
考
が
存
在
し
て
い
た
し
、
常
に
何
時
の
時
代
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
知
性
あ
る
読
者
を
導
く
た
め

に
法
の
各
部
門
を
支
配
し
て
い
る
諸
原
則
を
明
確
に
規
定
す
べ
き
教
科
書
に
関
し
て
言
え
ば
、
著
し
い
長
所
の
あ
る
も
の
は
全
く
か
、
ほ

と
ん
ど
存
在
し
て
来
な
か
っ
た
。
そ
の
種
の
著
作
が
卓
越
性
の
高
度
の
度
合
い
ま
で
駆
け
上
が
る
場
合
に
は
、
多
く
の
国
で
は
法
学
教
授

に
よ
る
講
義
の
成
果
で
あ
っ
た
。
英
国
に
お
い
て
良
い
教
科
書
が
な
か
っ
た
の
は
恐
ら
く
は
我
が
国
の
様
々
な
大
学
が
法
学
教
育
に
参
加

す
る
の
に
失
敗
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
事
実
が
な
ん
で
あ
れ
、
五
〇
年
も
し
く
は
六
〇
年
前
に
は
、

実
務
法
曹
を
目
指
す
若
人
た
ち
に
推
薦
さ
れ
た
著
作
の
殆
ど
は
論
理
的
力
を
ほ
と
ん
ど
有
し
な
か
っ
た
し
、
文
学
的
明
瞭
性
に
関
し
て
は

全
く
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
一
八
六
〇
年
と
い
う
最
近
ま
で
学
生
の
手
に
通
常
、
与
え
ら
れ
て
き
た
契
約
法
の
あ
る

有
名
な
論
考
は
契
約
の
本
質
に
つ
い
て
分
析
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
も
な
く
、
純
真
な
読
者
に
何
ら
か
の
形
で
契
約
法
の
中
核
に
は
『
詐

（
xxxii）
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欺
防
止
法
』
の
第
四
条
と
第
一
四
条
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
印
象
だ
け
を
残
し
た
。
法
学
図
書
館
は
、
む
ろ
ん
、
多
く
の
消
化
し
き
れ

て
い
な
い
情
報
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
重
量
の
あ
る
多
く
の
冊
子
に
よ
っ
て
ご
っ
た
返
し
て
は
い
た
も
の
の
、
サ
グ
デ
ン
や
パ
ワ
ー
ズ
の

著
作
や
ス
ミ
ス
や
ホ
ワ
イ
ト
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
の
『
主
要
判
例
集L

eading C
ases

』
に
文
学
的
魅
力
や
文
体
の
流
麗
さ
を
帰
さ
し
め
る
と

い
う
の
は
似
つ
か
わ
し
く
も
な
い
皮
肉
で
あ
っ
た
。
一
八
五
〇
年
当
時
の
英
国
に
は
一
団
の
法
律
的
文
学
作
品
と
い
う
も
の
は
存
在
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
五
〇
年
弱
の
う
ち
に
為
さ
れ
た
変
化
に
つ
い
て
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
八
六
一
年
に
遡
る
。
そ
の

年
に
メ
イ
ン
『
古
代
法
』
の
出
版
と
長
ら
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
『
法
理
学
の
（
固
有
）
領
域
の
特
定
』
の
再
出
版
が
一

般
読
者
の
注
目
を
集
め
た
の
で
あ
る
。
両
書
と
も
法
学
教
授
に
よ
る
講
義
の
成
果
で
あ
り
、
両
書
と
も
英
国
に
お
け
る
様
々
の
法
的
概
念

の
発
展
及
び
法
理
学
的
な
諸
問
題
に
対
す
る
関
心
を
再
生
さ
せ
た
。
こ
の
二
人
の
作
者
た
ち
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
線
で
の
思
想
は
今
日

で
は
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
り
受
け
継
が
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
法
学
教
授
、
も
し
く
は
私
が
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な

ら
ば
、
際
立
っ
て
優
れ
た
教
授
職
に
あ
る
実
務
法
曹
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、（
現
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
事
で
あ
る
）
ホ
ー
ム
ズ

は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
法
学
教
授
と
し
て
そ
の
経
歴
を
開
始
し
、
彼
の
『
コ
モ
ン
・
ロ
ー
』
に
お
い
て
英
国
法
の
法
的
な
諸
概
念
の
曖
昧

な
歴
史
か
ら
提
示
さ
れ
る
論
理
学
的
、
法
理
学
的
、
歴
史
的
な
多
く
の
込
み
入
っ
た
諸
問
題
を
取
り
扱
っ
て
き
た
。
ゼ
ア
ー
教
授
は
彼
の

早
す
ぎ
る
死
が
そ
の
完
成
を
妨
げ
た
あ
る
著
作
の
中
で
、
英
国
法
に
お
け
る
最
も
特
徴
的
分
野
を
構
成
す
る
証
拠
法
の
特
質
及
び
そ
の
発

展
に
関
し
て
限
り
な
い
光
を
投
げ
か
け
て
き
た
。
メ
イ
ン
は
法
理
学
教
授
と
し
て
、
一
八
世
紀
に
劣
ら
ず
一
九
世
紀
に
お
い
て
も
法
的
諸

思
想
及
び
諸
準
則
は
文
学
的
優
美
さ
と
魅
力
を
伴
っ
て
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
決
定
的
に
証
明
し
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ

ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
著
作
の
有
し
た
あ
る
一
面
を
、
他
の
い
か
な
る
著
作
者
よ
り
も
よ
り
直
接
的
に
推
し
進
め
て
き
た
。
そ
の
間
、
ホ
ラ
ン

（
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二
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年
三
月
）

（
六
〇
八
）

ド
教
授
は
彼
の
『
法
理
学
』
の
中
で
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
理
論
か
ら
そ
の
衒
学
性
を
除
去
し
、
そ
れ
ら
を
不
必
要
で
面
倒
な
功
利
主
義
的
な

論
争
か
ら
開
放
す
る
と
同
時
に
、
自
身
の
有
用
で
独
創
性
の
あ
る
様
々
な
ア
イ
デ
ア
で
法
理
学
を
よ
り
豊
か
な
も
の
と
し
た
。
今
は
す
べ

て
の
国
民
の
法
を
自
己
の
領
域
と
し
た
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
教
授
（
5
）

が
、
年
々
、
我
々
を
し
て
英
国
法
に
体
現
さ
れ
た
様
々
な
ア
イ
デ
ア
と

英
国
人
民
の
進
歩
の
間
に
あ
る
切
り
離
せ
な
い
繋
が
り
を
よ
り
明
瞭
に
認
識
す
る
こ
と
を
補
助
し
て
く
れ
て
い
る
。
私
は
そ
の
ほ
ん
の
概

観
し
か
述
べ
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
目
下
の
所
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
氏
は
我
々
の
法
の
様
々
な
記
録
に
対
し
て
完
全
な
研
究
の
光
を

当
て
て
き
て
い
る
。
す
べ
て
の
研
究
は
年
書
を
読
む
こ
と
か
ら
開
始
す
る
。
セ
ル
デ
ン
協
会
は
英
国
法
の
年
代
記
を
説
明
す
る
新
資
料
を

毎
年
発
行
し
て
き
て
い
る
。
ポ
ロ
ッ
ク
と
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
は
記
念
碑
的
な
『
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
治
世
下
ま
で
の
英
国
法
の
歴
史
』
を
我
々

に
与
え
た
く
れ
た
。
本
書
の
文
学
的
長
所
は
注
意
し
て
最
初
の
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
ま
で
を
読
ん
だ
あ
ら
ゆ
る
読
者
に
と
っ
て
明
ら
か
で
あ
る

が
、
本
作
品
は
同
時
に
全
て
の
学
生
を
引
き
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
法
学
教
師
が
精
力
的
思
考
な
し
に
は
簡
単
に
治
め
得
な

い
レ
ベ
ル
の
情
報
と
思
慮
分
別
の
あ
る
理
論
を
提
供
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
博
士
は
正
に
今
年
、
彼
の
『
英
国
法
の

歴
史
』
を
完
成
さ
せ
た
（
6
）

が
、
本
作
は
一
方
で
ポ
ロ
ッ
ク
と
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
よ
る
成
果
を
利
用
す
る
学
生
に
適
応
し
た
形
態
を
取
り
な
が

ら
、
彼
ら
の
作
品
に
は
含
ま
れ
て
な
い
時
代
ま
で
叙
述
を
伸
ば
し
、
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
博
士
が
そ
の
名
誉
を
請
求
し
、
作
者
と
し
て
の
責

任
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
出
来
る
独
創
的
思
想
を
含
ん
で
い
る
。
刑
法
に
関
し
て
は
、
彼
が
上
級
裁
判
官
職
に
昇
進
す
る
以
前
に
は
法
学

教
授
と
し
て
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
・
イ
ン
に
お
い
て
教
鞭
を
と
っ
て
き
た
サ
ー
・
Ｊ
・
Ｆ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
に
、
そ
の
歴
史
家
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
が
、
英
国
議
会
の
無
関
心
と
怠
惰
の
ゆ
え
に
、
彼
の
う
ち
に
ま
た
刑
法
起
草
者
も
見
出
す
の
で
あ
る
。

一
八
六
七
年
に
は
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
英
国
憲
法
』
が
憲
法
研
究
に
新
し
い
生
命
を
吹
き
込
ん
だ
。
彼
の
『
英
国
憲
法
』
は
英
国
の
諸
制

度
の
現
実
的
作
用
を
隠
蔽
し
て
い
た
空
文
化
し
た
理
論
を
排
除
し
、
英
国
お
よ
び
合
衆
国
に
お
け
る
議
会
に
よ
る
統
治
の
本
質
を
理
解
せ

一
〇
四



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
六
〇
九
）

ん
と
す
る
全
て
の
教
養
人
に
英
国
内
閣
の
非
常
な
重
要
性
と
そ
の
本
質
へ
注
意
を
払
う
こ
と
を
強
要
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
彼
は
法

学
教
授
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
メ
イ
ン
の
教
説
に
影
響
を
受
け
て
い
た
。
彼
は
法
学
的
文
学
作
品
の
復
興
運
動
に
参
加

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
運
動
に
彼
の
生
き
生
き
と
し
た
独
創
性
は
計
り
知
れ
な
い
貢
献
を
し
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
作
品
は
、
ア
ン
ソ
ン
の

網
羅
的
な
『
憲
法
の
法
と
慣
習
』
と
い
う
論
考
の
根
底
に
横
た
わ
る
憲
法
と
憲
法
習
律
と
の
間
の
区
別
を
間
接
的
に
考
慮
さ
せ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
作
品
は
『
憲
法
の
法
と
慣
習
』
の
作
者
を
し
て
二
五
年
も
の
努
力
の
後
に
、
議
会
主
権
の
理
論
と
言
う
よ
り
は

議
会
主
権
と
い
う
現
実
を
一
般
大
衆
に
対
し
て
明
ら
か
に
で
き
る
と
い
う
新
た
な
希
望
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
既
に
古
典
と
し
て
認
知
さ

れ
て
い
る
二
つ
の
法
学
教
授
に
よ
る
著
作
で
あ
る
ブ
ラ
イ
ス
『
ア
メ
リ
カ
共
和
国
』
と
ロ
ー
ウ
ェ
ル
『
英
国
の
統
治
』
の
二
著
が
生
み
出
さ

れ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
刺
激
的
な
文
体
や
そ
れ
以
上
に
法
的
文
学
作
品
の
創
作
の
目
的
の
た
め
に
英
国
法
が
普
及
し

て
い
る
す
べ
て
の
土
地
に
お
け
る
そ
の
情
熱
の
お
か
げ
な
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
が
預
言
者
た
る
か
か
る
運
動
の
成
果
が

最
も
顕
著
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
我
々
の
法
学
教
科
書
の
改
善
に
お
い
て
以
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
改
革
に
対
し
て
惜
し
み
な
い
援
助

が
ハ
ー
ン
や
サ
ー
モ
ン
ド
と
い
っ
た
植
民
地
に
お
け
る
教
授
か
ら
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
論
文
と
い
う
限
界
の
中
で
は
私
は
、

英
国
法
の
全
領
域
に
わ
た
っ
て
追
跡
可
能
な
こ
の
現
象
の
一
、
二
の
実
例
し
か
挙
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
契
約
法
の
解
説
は
一
八
六
七

年
の
リ
ー
ク
『
契
約
法
の
基
礎
原
理
』
に
よ
り
合
理
化
さ
れ
た
。
そ
れ
は
契
約
法
の
最
後
の
特
別
擁
護
人
か
ら
の
か
け
が
え
な
き
遺
産
で

あ
っ
た
。
そ
の
書
は
旧
擁
護
者
た
ち
の
明
敏
な
正
確
性
と
新
し
い
学
派
の
学
者
た
ち
の
法
学
解
説
を
不
要
な
技
術
性
か
ら
解
き
放
ち
た
い

と
い
う
願
望
を
併
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
時
代
以
降
、
数
多
く
の
作
品
が
続
き
そ
の
進
歩
を
推
し
進
め
、
英
国
法
に
契
約
的
合
意

の
分
析
を
適
用
し
て
い
っ
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
教
授
（
7
）

の
『
契
約
法
の
諸
原
理
』
は
海
外
の
学
者
た
ち
か
ら
と
、
英
国
の
権
威
的
典
籍
の
入
念
な

研
究
か
ら
あ
つ
め
た
様
々
な
ア
イ
デ
ア
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
生
の
み
な
ら
ず
学
識
あ
る
法
律
家
た
ち
を
悩
ま
せ
て
き
た
様
々
な

（
xxxiv）

（
xxxv）

一
〇
五
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法
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七
十
八
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四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
一
〇
）

問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
ソ
ン
の
『
契
約
法
』
は
連
合
王
国
の
み
な
ら
ず
合
衆
国
の
法
学
生
に
最
良
の
法
的
手
引
書
の
一
つ

を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ケ
ニ
ー
教
授
の
『
刑
事
法
』
は
、
仮
に
そ
の
証
明
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
文
学
的
手
腕
を
持
っ
て

法
的
な
ト
ピ
ッ
ク
を
扱
う
技
術
は
多
く
の
教
訓
の
み
な
ら
ず
多
く
の
興
味
に
満
た
さ
れ
た
法
律
学
の
教
科
書
は
今
日
に
お
い
て
も
一
八
世

紀
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
時
代
に
負
け
ず
劣
ら
ず
提
示
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
を
決
定
的
に
証
明
し
て
み
せ
る
よ
う
な
方
法
で
も
っ
て
、

そ
の
題
材
を
明
瞭
に
説
明
し
て
み
せ
た
。
ま
た
ア
ン
ソ
ン
『
契
約
法
』
お
よ
び
ビ
グ
ロ
ー
教
授
及
び
ポ
ロ
ッ
ク
教
授
の
『
不
法
行
為
法
』、

ス
ト
ラ
ハ
ン
『
物
権
法
』
や
こ
こ
で
数
え
上
げ
る
た
め
に
列
挙
す
る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
数
々
の
優
れ
た
法
入
門
書
の
一
連
の
リ
ス
ト
は
、

私
の
主
張
し
た
通
り
、
一
八
五
〇
年
当
時
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
新
し
い
種
類
の
書
籍
の
一
つ
の
階
級
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
学
的
文
学
作
品
の
こ
の
復
興
は
二
つ
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
今
や
法
は
紳
士
及
び
学
者
の
言
葉
で
も
っ
て
語
る
こ
と
を
覚
え
、
著

名
な
倫
理
学
者
や
思
想
家
と
い
っ
た
素
人
が
法
的
思
索
に
対
し
興
味
を
持
つ
こ
と
を
始
め
て
い
る
。
サ
ー
・
レ
ズ
リ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
に

よ
る
『
倫
理
科
学
』
は
特
筆
す
べ
き
明
敏
さ
を
持
っ
て
法
と
倫
理
と
の
関
係
を
描
写
し
て
み
せ
て
い
る
。
ジ
ジ
ッ
ク
教
授
の
『
政
治
学
の

諸
要
素
』
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
主
権
理
論
に
対
す
る
精
妙
な
批
判
を
含
ん
で
い
る
。
法
的
思
想
の
伝
播
は
ま
た
し
て
も
英
国
法
の
数
々

の
法
準
則
を
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
『
刑
法
提
要
』
や
チ
ャ
ル
マ
ー
『
為
替
手
形
法
提
要
』
と
い
っ
た
一
団
の
原
則
に
収
斂
さ
せ
よ
う
と
い
う
努

力
を
刺
激
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
非
正
規
の
種
々
の
「
提
要
」
の
幾
つ
か
は
議
会
を
通
過
し
て
議
会
制
定
法
に
既
に
な
っ
て
い
る
の
だ

が
、
英
国
法
の
完
全
な
法
典
へ
と
基
礎
を
設
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
で
は
、
こ
の
法
学
的
文
学
作
品
の
再
生
と
い
っ
た
も
の
は
、
ほ

ぼ
完
全
に
法
学
教
授
の
作
品
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
法
学
教
授
た
ち
こ
そ
が
、
自
己
の
作
品
が
完
全
と
い
う

の
に
は
程
遠
く
、
彼
ら
の
努
力
の
基
礎
に
あ
る
様
々
な
思
想
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
最
初
に
気
づ
い
た
の
で
あ

る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
名
は
、
そ
の
天
才
が
英
国
法
に
英
国
高
尚
文
学
に
於
け
る
そ
の
高
く
正
当
な
地
位
を
与
え
る
こ
と
を
要
求
し
弁

（
xxxvi）

（
xxxvii）

（
xxxviii）
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英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
六
一
一
）

明
し
た
高
名
な
法
律
家
、
完
璧
な
法
学
教
授
、
教
養
あ
る
文
人
と
し
て
永
久
に
留
ま
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

了

本
論
文
の
内
容
は
一
九
〇
九
年
六
月
一
二
日
土
曜
日
に
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
に
関
す
る
公
開
講
義
と
し
て
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
オ
ー
ル
・
ソ
ー
ル
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
お
い
て
ダ
イ
シ
ー
に
よ
り
講
読
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

リ
ン
カ
ー
ン
及
び
彼
の
友
人
の
多
く
及
び
同
時
代
人
た
ち
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
よ
う
な
法
学
的
著
作
者
の
研
究
と
北
部
と
南
部
と
の
不
可
避

的
政
治
闘
争
か
ら
生
ず
る
優
れ
て
法
的
、
憲
法
的
な
諸
問
題
を
常
に
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
知
的
訓
練
を
受
け
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

こ
の
法
学
的
政
治
学
的
教
育
の
成
果
及
び
充
実
性
は
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
2
） 

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ウ
ェ
ル
ド
講
座
教
授
法
学
博
士
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
・
ゼ
ア
ー
に
よ
る
『（
※
合
衆
国
）
各
大
学
に
お
け
る
英
国

法
教
育T

h
e T

each
in

g of E
n

glish
 L

aw
 at U

n
iversities, 

（1895

）』、pp. 4, 5

を
参
照
。
英
国
で
現
状
よ
り
遥
か
に
も
っ
と
知
ら
れ
て
し
か

る
べ
き
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
ら
私
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
合
衆
国
に
お
け
る
影
響
の
実
例
は
主
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
過
去
に
お
い
て
こ

の
こ
と
は
疑
問
と
さ
れ
て
き
た
。

（
3
） 

一
九
〇
九
年
に
書
か
れ
た
。（
※
Ｃ
Ｌ
Ｊ
の
編
者
は
こ
う
書
く
が
一
九
〇
九
年
に
同
様
の
百
科
事
典
は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
百
科
事
典

が
一
年
で
書
か
れ
る
こ
と
も
通
常
な
い
。
一
九
〇
五
年
に
第
二
版
の
出
版
を
終
え
た
『
英
米
法
百
科
事
典
』
へ
の
言
及
で
あ
ろ
う
か
？
）

（
4
） 

ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
クW

estlake

氏
は
、
彼
の
同
時
代
人
達
が
有
し
て
い
な
か
っ
た
、
サ
ー
ヴ
ィ
ニ
ー
や
他
の
ド
イ
ツ
の
権
威
か
ら
得
た
知
識
を
、

国
際
私
法
の
解
釈
を
明
確
に
す
る
た
め
に
適
用
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
英
国
に
お
け
る
当
分
野
で
の
幾
つ
か
の
論
点
に
お
い
て
転
機
を
も
た
ら

し
た
。

（
5
） 

本
論
文
が
書
か
れ
た
一
九
〇
九
年
当
時
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
法
理
学
の
コ
ー
パ
ス
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
。
一
九
二
五
年
死
亡
。

（
6
） 

ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
の
『
英
国
法
の
歴
史
』
の
第
二
巻
、
第
三
巻
の
初
版
が
一
九
〇
九
年
に
は
出
版
さ
れ
た
。（
※
し
か
し
な
が
ら
『
英
国
法
の

一
〇
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
一
二
）

歴
史
』
は
全
一
七
巻
で
そ
の
死
後
、
後
継
者
に
よ
り
引
き
継
が
れ
一
九
六
七
年
ま
で
出
版
は
続
い
て
お
り
こ
こ
で
ダ
イ
シ
ー
が
言
う
よ
う
に
「
完
成

さ
せ
た
」
と
い
う
に
は
程
遠
い
。）

（
7
） 
一
八
八
三
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ま
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
法
理
学
の
コ
ー
パ
ス
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
を
務
め
る
。

訳
注

（i

）　

エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
クE

dm
und B

urk 

（1729-97

）

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
英
国
の
哲
学
者
、
文
筆
家
、
政
治
運
動
家
。
英
国
の
自
由
党
で
あ
る
ホ
ィ
ッ
グ
の
中
で
当
時
起
こ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命

を
認
め
な
い
と
す
る
「
旧
ホ
ィ
ッ
グ
」
の
頭
目
と
し
て
活
動
し
た
た
め
「
英
国
保
守
主
義
の
祖
」
と
称
さ
れ
る
。
主
著
は
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察

R
efl ections on the R

evolution in F
rance 

（1790

）』。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
「
文
学
ク
ラ
ブ
」
の
創
立
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。

バ
ー
ク
著
作
集
は
ダ
イ
シ
ー
に
よ
り
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。

（ii

）　

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿L

ord M
ansfi eld

の
名
で
法
学
者
か
ら
は
通
常
親
し
ま
れ
て
い
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
レ
ーW

illiam
 M
urray 

（1705-

93

）
は
一
八
世
紀
を
代
表
す
る
裁
判
官
、
法
改
革
者
、
国
会
議
員
。
初
代
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

曹
と
し
て
当
時
、
大
英
帝
国
に
統
合
さ
れ
た
ば
か
り
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
の
上
訴
を
数
多
く
手
が
け
そ
の
名
称
を
不
動
の
も
の
と
し
た
。
特
に

一
七
世
紀
に
合
意
主
義
を
取
り
入
れ
た
大
陸
よ
り
一
〇
〇
年
は
遅
れ
て
い
た
一
八
世
紀
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
新
し
い
取
引
法
へ
と
改
革
し
た
こ

と
で
有
名
で
あ
る
。
商
人
法
及
び
保
険
法
お
よ
び
契
約
法
の
分
野
に
お
い
て
、
産
業
改
革
を
経
て
「
世
界
の
工
場
」
と
し
て
発
展
し
た
英
国
社
会
の

実
情
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
近
代
的
に
適
応
さ
せ
た
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
知
ら
れ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
ロ
ー
マ
法
の
欽
定
講
座
教
授
に
な

れ
な
か
っ
た
失
意
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
『
英
法
釈
義
』
を
書
く
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
の
は
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
で
あ
っ
た
。

（iii

）　

マ
シ
ュ
ー
・
ヘ
イ
ルM

atthew
 H
ale 

（1609-76

）

一
七
世
紀
の
内
戦
記
英
国
を
代
表
す
る
裁
判
官
で
あ
り
法
思
想
家
。
法
廷
弁
護
士
と
し
て
多
く
の
王
党
派
の
弁
護
を
担
当
し
た
り
も
し
た
。

チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
の
王
政
復
古
時
の
最
初
の
財
務
府
裁
判
所
長
官
を
務
め
た
後
、
王
座
部
裁
判
所
長
官
を
務
め
た
。
主
著
は
王
室
に
反
す
る
死
罪
犯

罪
の
沿
革
を
取
り
扱
っ
た
『H

istoria P
lacitorum

 C
oronæ

王
室
刑
事
裁
判
所
訴
訟
誌
』（
ヘ
イ
ル
の
死
後
、
一
七
三
六
年
に
、
生
前
に
指
示
し

一
〇
八



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
六
一
三
）

た
作
品
以
外
は
手
稿
を
一
切
出
版
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
ヘ
イ
ル
自
身
の
遺
言
に
反
し
て
出
版
さ
れ
た
）
及
び
こ
こ
で
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
『
分
析
』

と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（
訳
文
中
で
は
題
名
を
補
完
し
た
）
未
完
の
小
品
で
あ
る
『
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
分
析A

nalysis of the C
om
m
on L

aw

』

が
あ
る
。
彼
の
法
思
想
は
ク
ッ
ク
と
セ
ル
デ
ン
の
中
間
を
行
く
と
も
評
さ
れ
て
お
り
、
自
然
法
論
で
は
ホ
ッ
ブ
ス
を
批
判
し
た
。
ヘ
イ
ル
は
セ
ル
デ

ン
の
親
し
い
年
若
い
友
人
で
も
あ
っ
た
。『
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
分
析
』
は
近
代
的
な
分
析
的
枠
組
み
で
初
め
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
叙
述
し
た
名
著
と

さ
れ
、
こ
こ
で
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
の
体
系
に
優
れ
て
影
響
を
与
え
た
こ
と
が

今
日
で
も
一
般
に
、
多
く
は
肯
定
的
文
脈
の
中
で
、
承
認
さ
れ
て
い
る
。

（iv

）　
「M

illiner’s M
odel D

oll

ミ
リ
ナ
ー
の
モ
デ
ル
人
形
」
と
し
て
知
ら
れ
る
主
に
一
八
二
〇
年
代
か
ら
一
八
六
〇
年
代
に
か
け
て
英
国
な
ど
で
流

行
し
た
張
り
子
細
工
（P

apier M
ache

）
の
顔
を
つ
け
た
人
形
の
一
種
。
胴
体
や
手
足
は
木
製
で
あ
っ
た
り
、
張
り
子
で
あ
っ
た
り
し
た
。
も
っ

と
も
、
な
ぜ
ミ
リ
ナ
ー
な
の
か
名
称
の
由
来
も
今
日
は
っ
き
り
し
な
い
。
一
九
世
紀
末
に
大
流
行
し
た
所
謂
フ
ラ
ン
ス
人
形
こ
と
ビ
ス
ク
・
ド
ー
ル

に
比
べ
る
と
随
分
地
味
か
つ
サ
イ
ズ
も
小
さ
い
。
現
代
人
の
目
か
ら
は
比
較
的
地
味
な
が
ら
も
フ
リ
ル
な
ど
の
つ
い
た
ひ
ら
ひ
ら
し
た
ド
レ
ス
の
も

の
が
当
時
も
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（v

）　

サ
ー
・
ケ
ネ
ル
ム
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
デ
ィ
グ
ビ
ーS

ir K
enelm

 E
dw
ard D

igby 

（1836-1916

）

法
学
者
で
あ
り
官
僚
。
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ま
でP

erm
anent under S

ecretary of S
tate at the H

om
e O
ffi  ce

最
初
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
コ
ー
パ
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
に
学
び
後
、
実
務
法
曹
と
し
て
一
八
六
五
年
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
・
イ
ン
に
所
属
、
一
八
六
八

年
か
ら
一
八
七
五
年
ま
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、『
物
権
法
史
入
門A

n Introduction to the H
istory of the L

aw
 of R

eal 

P
roperty 

（1875

）』
を
出
版
、
名
声
を
博
し
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
治
世
下
で
の
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
内
閣
に
よ
る
古
典
的
自
由
主
義

（G
ladstonian L

iberalism

）
の
賛
同
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
デ
ィ
グ
ビ
ー
家
は
名
家
で
多
数
の
有
名
人
を
輩
出
し
て
お
り
サ
ー
・
ケ
ネ
ル
ム
・

デ
ィ
グ
ビ
ー
と
言
え
ば
、
エ
ド
ワ
ー
ド
の
父
の
弟
で
あ
っ
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
学
び
ジ
ジ
ッ
ク
と
も
友
人
で
あ
っ
た

K
enelm

 H
enry D

igby 

（c. 1800-1880

）
も
い
る
が
、
上
記
の
『
物
権
法
史
入
門
』
で
、
し
ば
し
ば
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
が
引
用

さ
れ
て
い
る
の
で
世
代
的
に
も
、
ダ
イ
シ
ー
は
ケ
ネ
ル
ム
・
エ
ド
ワ
ー
ド
・
デ
ィ
グ
ビ
ー
に
言
及
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（vi

）　

こ
こ
でJustice S

tephen

と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
Ｊ
・
Ｆ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
こ
と
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
フ
ィ
ッ
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
テ
ー
ブ

一
〇
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
一
四
）

ンJam
es F

itzjam
es S

tephen 

（1829-1894

）
で
あ
り
一
九
世
紀
英
国
を
代
表
す
る
法
律
家
、
裁
判
官
、
作
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア

女
王
に
よ
り
初
代
ス
テ
ー
ブ
ン
男
爵
と
し
て
爵
位
を
受
け
て
お
り
、
ゆ
え
に
サ
ー
・
Ｊ
・
Ｆ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
と
も
本
論
文
中
で
は
称
せ
ら
れ
て
い

る
。
主
著
は
『
英
国
刑
法
概
観G

eneral V
iew
 of the C

rim
inal L

aw
 of E

ngland 

（1863

）』『
自
由
、
平
等
、
友
愛L

iberty, E
quality, 

F
ratenity 

（1873-4

）』『
英
国
刑
法
史H

istory of the C
rim
inal L

aw
 of E

ngland 

（1883

）』
で
主
に
刑
法
学
に
造
詣
が
深
か
っ
た
。
ブ
ラ
ッ

ク
ス
ト
ン
の
同
世
代
の
批
評
家
と
し
て
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
人
物
で
、
次
注
で
扱
う
『
新
英
法
釈
義
』
の
作
者
の
サ
ー

ジ
ェ
ン
ト
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
や
レ
ズ
リ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
九
〇
一
年L

aw
 Q
uaterly R

eview

一
七
巻
、

pp. 383-92

に
ダ
イ
シ
ー
自
身
の
論
文A

. V
. D
icey, 

「T
he L

ife of S
ir Jam

es S
tephen

サ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
の
生
涯
」
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
を
扱
っ
たA

. V
. D
icey, “D

riot A
dm
inistratif in M

odern F
rench L

aw
”, L

aw
 

Q
u

arterly R
eview

, 17 

（1901
）, pp. 301-18

と
同
じ
号
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
何
故
か
殆
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ス
グ

ロ
ー
ブ
に
よ
る
伝
記
的
研
究
の
ダ
イ
シ
ー
の
論
文
・
著
作
録
か
ら
も
遺
漏
し
て
い
る
。R

ichard A
. C
osgrove, T

h
e R

u
le of L

aw
: A

lbert 

V
en

n
 D

icey, V
ictorian

 Ju
rist, 

（N
orth C

alorina, 1980

）, pp. 301-7.

伊
藤
正
巳
、
田
島
祐
訳
Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー
『
憲
法
序
説
』（
学
陽
書
房
、

一
九
八
三
年
）
に
於
け
る
田
島
祐
氏
の
解
題
に
於
け
る
ダ
イ
シ
ー
業
績
の
分
析
（pp. 449-466

第
一
章
「
ダ
イ
シ
ー
│

人
と
業
績
」）
は
コ
ス
グ

ロ
ー
ブ
（
田
島
氏
に
よ
れ
ば
コ
ス
グ
ロ
ウ
ヴ
）
論
文
・
著
作
録
に
依
拠
し
て
お
り
そ
の
意
味
で
日
本
に
於
け
る
研
究
史
か
ら
も
取
り
漏
ら
さ
れ
た
感

の
あ
る
論
文
で
あ
る
。
論
文
や
著
作
で
し
ば
し
ば
折
り
に
ふ
れ
言
及
さ
れ
て
お
り
、
ダ
イ
シ
ー
の
中
で
大
き
な
位
置
を
し
め
た
同
時
代
の
学
者
で

あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

（vii

）　

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ンH

enry John S
tephen 

（1787-1864

） SL

西
イ
ン
ド
諸
島
で
生
を
受
け
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
学
ぶ
が
卒
業
し
な
か
っ
た
。
実
務
法
曹
に
な
る
が
、
神

経
質
で
人
と
争
う
こ
と
を
嫌
う
人
物
で
成
功
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
学
究
肌
の
作
品
で
彼
の
名
声
は
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
民
事
の
訴

答pleading

に
対
す
る
作
品
『A

 treatise on the principles of pleading in civil actions 

（L
ondon, 1824

）』
で
名
声
を
高
め
一
八
二
八
年

上
級
法
廷
弁
護
士S

erjeant at L
aw

に
昇
進
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
が
、
内
向
的
な
性
格
の
た
め
裁
判
官
へ
の
任
命
を

固
辞
。
一
八
四
一
年
か
ら
一
八
四
五
年
に
か
け
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
を
編
纂
し
な
お
し
た
い
わ
ゆ
る
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
の
『
新
英
法
釈

一
一
〇



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
六
一
五
）

義
』
四
巻
を
出
版
し
大
成
功
を
収
め
、
一
九
世
紀
後
半
の
標
準
的
テ
キ
ス
ト
・
ブ
ッ
ク
と
な
っ
た
。
編
集
は
彼
の
子
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン

（
一
八
二
〇
│
一
八
九
四
）
と
彼
の
孫H

. S
t. Jam

es S
tephen

へ
と
三
代
受
け
継
が
れ
、
ダ
イ
シ
ー
が
本
論
文
を
発
表
し
た
前
年
の
一
九
〇
八
年

に
は
第
一
五
版
が
登
場
し
て
い
る
。
最
終
版
と
思
わ
れ
る
第
一
六
版
は
一
九
一
四
年
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ェ
ン
ク
スE

dw
ard Jenks

（1861-1939

）

の
編
集
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
非
常
に
影
響
力
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
名
声
の
影
に
隠
れ
、
主
に
ダ
イ
シ
ー
の
当
論
文
に

よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
た
。

（viii

）　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ー
ンR

ichard B
urn 

（1709-1785

）

南
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
ウ
ェ
ス
ト
モ
ー
ラ
ン
ド
に
生
を
受
け
、
人
生
の
大
半
を
そ
こ
で
過
ご
し
た
法
学
者
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
学
ん
だ
。
オ
ー
ト

ン
の
牧
師
に
な
っ
た
後
、
治
安
判
事
に
任
命
さ
れ
、
後
、
カ
ー
ラ
イ
ル
教
区
の
司
教
代
理C

hancellor

に
任
命
さ
れ
た
。
主
著
は
『
教
会
法

E
cclesiastical L

aw
 

（L
ondon, 1760

）』。『
新
法
律
辞
典N

ew
 D
ictionary of L

aw

』
の
作
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。『
英
法
釈
義
』
第
九
版
、

一
〇
版
、
一
一
版
の
編
者
で
も
あ
る
。

（ix

）　

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ンE
dw
ard C

hristian 

（1758-1823

）

最
初
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ピ
ー
タ
ー
・
ハ
ウ
ス
で
学
び
つ
い
で
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
に
移
籍
し
た
法
学
者
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
ウ

イ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
の
知
己
と
な
る
、
一
七
八
二
年
グ
レ
イ
ズ
・
イ
ン
所
属
。
一
七
八
六
年
に
ダ
ウ
ニ
ン
グ
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー

D
ow
ning P

rofessor of the L
aw
s of E

ngland
に
任
命
さ
れ
一
八
二
三
年
の
死
ま
で
同
教
授
位
に
居
た
。『
英
法
釈
義
』
の
版
で
は
表
紙
に

E
dw
ard C

hristian E
sq. 

（E
squire

従
者
、K

night
騎
士
の
一
つ
下
の
身
分
）
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。

（x

）　

ジ
ョ
ン
・
テ
ー
ラ
ー
・
コ
ー
ル
リ
ッ
ジS

ir John T
aylor C

oleridge 

（1790-1876

）

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を
中
心
に
活
躍
し
た
法
学
者
及
び
裁
判
官
。
デ
ヴ
ォ
ン
州
テ
ィ
ベ
ル
ト
ン
に
生
を
受
け
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
コ
ー
パ
ス
・

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
で
教
育
を
受
け
る
。
卒
業
す
ぐ
の
一
八
一
二
年
に
同
大
エ
ク
セ
タ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
の
フ
ェ
ロ
ー
に
就
任
。
一
八
一
九
年

に
は
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
に
所
属
し
、
以
降
、
主
に
西
巡
回
裁
判
区
の
裁
判
官
を
務
め
る
。
一
八
二
五
年
に
は
彼
の
版
の
『
英
法
釈
義
』
を
出
版
し

名
声
を
高
め
る
。
一
八
三
二
年
に
上
級
法
廷
弁
護
士
Ｓ
Ｌ
に
昇
進
。
一
八
五
二
年
に
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
か
ら
市
民
法
博
士
位
Ｄ
．Ｃ
．Ｌ
．を
送

ら
れ
る
。
一
八
五
八
年
に
は
枢
密
院
司
法
委
員
会
の
判
事
に
昇
進
。
詩
人
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
テ
ー
ラ
ー
・
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
甥
で
あ
る
。

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
一
六
）

（xi

）　

ジ
ョ
ゼ
フ
・
チ
テ
ィJoseph C

hitty 

（1776-1841

）

代
々
高
名
な
法
律
家
の
家
系
で
同
名
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
チ
テ
ィJoseph C

hitty 

（1729-1795

）
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
多
く
の
商
業
法
の
実
務

的
マ
ニ
ュ
ア
ル
書
も
手
が
け
た
が
『
万
民
法
論T

reatise on
 th

e L
aw

 of N
ation

s 

（1812

）』
や
エ
メ
ー
ル
・
デ
・
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
（1714-67

）『
万

民
法L

e d
roit d

es gen
s, ou

, P
rin

cipes d
e la loi n

atu
relle, appliqu

es a la con
d

u
ite et au

x affaires d
es n

ation
s et d

es sou
verain

s 

（1785

）』
の
注
釈
付
き
英
訳E

m
er de V

attel, T
h

e L
aw

 of N
ation

s; or, P
rin

ciples of th
e L

aw
 of N

atu
re, applied

 to th
e C

on
d

u
ct 

an
d

 A
ffairs of N

ation
s an

d
 S

overeign
s 

（1833 ed.

）
な
ど
の
国
際
法
へ
の
業
績
や
実
務
的
注practical notes

付
き
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英

法
釈
義
（
一
八
二
六
年
版
）』
の
編
者
と
し
て
特
に
名
高
い
。

（xii

）　

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ンS

am
uel Johnson 

（1709-1783

）

一
八
世
紀
英
国
を
代
表
す
る
文
学
者
、
思
想
家
、
辞
書
編
纂
者
。
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
に
生
ま
れ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
学
ん
だ

が
、
貧
し
さ
の
た
め
中
退
し
故
郷
に
戻
り
一
時
期
グ
ラ
マ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
教
員
と
な
っ
た
。
後
、
一
七
三
七
年
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
出
て
、
劇
作
を

書
い
た
り
雑
誌
に
寄
稿
し
た
り
し
つ
つ
、
文
筆
で
糊
口
を
し
の
い
だ
。
一
七
四
六
年
に
後
に
「
文
学
ク
ラ
ブ
」
と
な
る
「
ク
ラ
ブ
」
を
創
立
し
た
。

同
年
、
一
七
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
学
士
会
が
四
〇
年
掛
け
出
版
し
た
『
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
（
一
六
九
四
）』
に
感
銘
を
う
け
『
英
語
辞
典A

 

D
ictionary of the E

nglish L
anguage

』
の
企
画
を
発
表
、
不
可
能
か
と
思
わ
れ
た
ほ
ぼ
独
力
に
よ
る
二
巻
組
の
『A

 D
ictionary of the 

E
nglish L

anguage 

（1855

）』
の
出
版
で
永
久
に
そ
の
名
を
残
し
た
。
本
書
は
全
て
使
わ
れ
て
い
る
英
語
を
収
録
し
よ
う
と
い
う
野
望
的
意
図
の

も
と
に
行
わ
れ
、
前
人
未
到
の
大
事
業
で
あ
っ
た
。
単
な
る
辞
書
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
各
ア
ー
テ
ィ
ク
ル
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
自
身
の
痛
烈
な

ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
他
に
は
『
詩
人
列
伝
』、『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
全
集
』
の
編
纂
で
も
知
ら
れ
る
。
ダ
イ
シ
ー
の
指
摘
す
る
通
り
近
代
英

語
の
語
彙
や
語
法
、
ダ
イ
シ
ー
の
言
葉
で
は
「
紳
士
と
学
者
の
言
葉
」
を
確
立
し
た
の
は
、
一
八
世
紀
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
知
的
サ
ー
ク
ル
特
に
「
文

学
ク
ラ
ブ
」
の
メ
ン
バ
ー
達
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。
ボ
ズ
ウ
ェ
ル
に
よ
る
『
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
伝
』
も
名
著
と
し
て
名
高
く
岩
波
文
庫

の
神
吉
三
郎
訳
や
中
野
好
之
訳
な
ど
で
日
本
で
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
。

（xiii

）　

ジ
ョ
ン
・
ダ
ニ
ン
グJohn D

unning 

（1731-1783

）

初
代
ア
シ
ュ
バ
ー
ト
ン
男
爵
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
友
人
。
一
八
世
紀
を
代
表
す
る
法
律
家
で
あ
り
庶
民
院
の
国
会
議
員
、
政
治
家
。

一
一
二



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
六
一
七
）

一
七
五
二
年
に
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
に
所
属
し
ロ
ン
ド
ン
で
法
律
家
業
を
始
め
た
。
彼
の
一
七
八
〇
年
国
会
で
の
「
王
権
の
影
響
力
は
大
き
く
な
っ

て
き
て
お
り
、
今
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
削
減
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。the infl uence of the crow

n has increased, is 

increasing, and ought to be dim
inished”.

」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
非
常
に
有
名
で
あ
る
。
主
著
に
憲
法
論
『In

qu
iry in

to th
e D

octrin
es 

lately prom
u

lgated
 con

cern
in

g Ju
ries, L

ibels, &
c., u

pon
 th

e prin
ciples of th

e L
aw

 an
d

 th
e C

on
stitu

tion.

』
が
あ
る
。

（xiv

）　

原
語
はbigot

、
現
代
の
用
例
で
は
宗
教･

人
種･

政
治
な
ど
に
つ
い
て
が
ん
こ
な
偏
見
を
も
つ
者
、
偏
屈
者
と
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
保
守
、
過
激
派
、
左
右
両
方
の
頑
迷
な
主
義
者
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
理
解
し
訳
出
し
た
。

（xv

）　

チ
ャ
タ
ム
は
大
ピ
ッ
ト
こ
と
、W

illam
 P
itt 

（1708-1778

）
の
愛
称
で
あ
る
。
彼
が
、
初
代
チ
ャ
タ
ム
伯
爵1st E

arl of C
hatham

で
あ
っ

た
こ
と
に
由
来
す
る
。

（xvi

）　

鯨
ひ
げ
は
当
時
一
般
に
「
女
性
用
コ
ル
セ
ッ
ト
」
の
原
料
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、w

halebone

と
い
う
言
葉
自
体
が
鯨
ひ
げ
製
品
で
あ
る

コ
ル
セ
ッ
ト
を
示
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
恐
ら
く
、
女
性
用
コ
ル
セ
ッ
ト
を
表
すw

halebone

と
い
う
言
葉
を
字
義
通
り
、

「
鯨
の
骨
」
と
理
解
し
て
お
り
、
実
際
は
、
髭
ク
ジ
ラ
の
頭
部
に
あ
る
「
髭
」
の
名
称
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
無
知
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
の

に
、「
女
王
が
ク
ジ
ラ
の
尾
部
か
ら
コ
ル
セ
ッ
ト
を
取
る
た
め
に
、
尾
の
部
分
は
女
王
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
当
然
、
鯨
ひ
げ
は
ク
ジ
ラ
の
頭
部
に
し
か
存
在
せ
ず
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
理
由
付
け
は
全
く
理
屈
に
な
ら
な
い
。

（xvii

）　

こ
の
引
用
導
入
部
分
は
原
文
に
存
在
し
な
い
が
明
確
に
『
英
法
釈
義
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
の
で
適
宜
挿
入
し
た
。
代
わ
り
に
原
文
で
は

Ｃ
Ｌ
Ｊ
の
編
者
に
よ
り﹇he w

rites

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
書
い
て
い
る
﹈と
い
う
の
が
引
用
内
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
そ
れ
は
割
愛
し
た
。

（xviii

）　
「
英
国
の
国
制
」
の
原
語
は
「E

nglish constitution
」
で
英
国
憲
法
も
含
意
す
る
。
こ
こ
か
ら
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
を
通
じ
て
語
ら
れ
る
近

代
特
に
一
八
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
中
心
と
し
た
理
想
化
さ
れ
た
「
古
の
国
制
論ancient constitution

」
の
概
念
に
関
し
て
は
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
よ

る
研
究
が
名
高
く
日
本
に
も
紹
介
さ
れ
て
長
い
時
間
が
経
過
し
て
い
る
。C

f. J.G
.A
. P
ocock, T

h
e an

cien
t con

stitu
tion

 an
d

 th
e feu

d
al 

law
: a stu

d
y of E

n
glish

 h
istorical th

ou
gh

t in
 th

e seven
teen

th
 cen

tu
ry, 

（C
am
bridge, 1957

）.

（xix

）　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
コ
ー
ロ
リ
ッ
ジ
は
詩
人
の
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
で
あ
る
。

（xx

）　

原
語
はinstitutional w

riter

、
英
国
に
限
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
母
国
の
慣
習
法
を
体
系
的
に
叙
述
す
る
場
合
ロ
ー
マ
法
の
ユ
帝
『
法
学
提

一
一
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
一
八
）

要Institutiones

』
の
体
系
に
基
礎
を
お
い
た
の
で
こ
の
名
称
が
あ
る
。
英
米
法
の
「
権
威
的
典
籍
」
で
あ
る
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
、

ク
ッ
ク
な
ど
全
て
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
に
体
系
的
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
特
に
こ
の
文
脈
で
は
、
ダ
イ
シ
ー
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
『
英
法
釈
義
』
が

マ
シ
ュ
ー
・
ヘ
イ
ル
の
『
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
分
析
』
を
通
じ
て
ク
ッ
ク
『
英
法
提
要
』
に
連
な
る
系
統
上
に
あ
る
こ
と
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ロ
ー
マ
ン
・
ダ
ッ
チ
ロ
ー
に
基
礎
を
置
き
な
が
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
影
響
を
受
け
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
で
はinstitutional w

riter

と
言
う
言
葉

は
ス
テ
ア
卿
の
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
提
要
』
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
体
系
的
記
述
家
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
多
用
さ
れ
、
一
種
独
特
の
含
意
を
有

す
る
。

（xxi

）　

後
に
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
バ
ー
ク
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
ギ
ボ
ン
、
バ
ー
ク
、
そ
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
と

い
っ
た
作
家
た
ち
」
と
実
名
で
書
か
れ
て
い
る
の
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
学
派
と
言
わ
れ
て
良
い
人
物
た
ち
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
『
英
語
辞
典
』
は
、
そ
れ
ま
で
ラ
テ
ン
語
や
ロ
ー
・
フ
レ
ン
チ
が
公
用
語
と
さ
れ
英
語
が
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
世
代
の
中
で
初
め
て

国
民
的
な
土
着
語
と
し
て
の
英
語
の
用
法
や
正
書
法
と
し
て
の
綴
り
字
を
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
英
語
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
始
ま
る
と
言
っ
て

い
い
。
一
八
世
紀
を
境
と
し
て
様
々
な
国
で
国
家
的
事
業
と
し
て
の
辞
書
編
纂
が
行
わ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
人
の
共
通
言
語
と
し
て
の
ラ
テ
ン
語

書
籍
の
出
版
量
は
激
減
し
た
。
近
代
に
ラ
テ
ン
語
や
ロ
ー
フ
レ
ン
チ
の
用
例
が
減
っ
て
い
く
実
例
に
関
し
て
は
、J. H

. B
aker, “T

he T
hree 

L
anguages of C

om
m
on L

aw
”, M

cG
ill L

aw
 Jou

rn
al, 43 

（1998

）, pp. 5-24.

（xxii

）　

英
国
法
制
史
学
の
金
字
塔
で
あ
る
所
謂
ポ
ロ
ッ
ク
＆
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
こ
と
『
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
治
世
ま
で
の
英
国
法
の
歴
史
』
に
つ
い
て

言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
同
書
は
一
八
九
五
年
に
初
版
が
一
八
九
八
年
に
第
二
版
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
版
か
ら
出
版
さ
れ
好
評
を
博
し
た
。

同
世
代
の
学
者
に
も
主
要
執
筆
者
は
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
九
年
本
論
文
執
筆
時
の
七
四
歳
の
ダ
イ
シ
ー
に
と
っ

て
は
第
二
版
の
出
版
か
ら
一
一
年
が
経
過
し
て
い
る
。
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
は
ダ
イ
シ
ー
よ
り
一
五
歳
年
下
で
あ
る
が
一
九
〇
六
年
に
カ
ナ
リ
ー
諸
島
で

熱
病
を
得
て
五
六
歳
で
死
去
し
て
お
り
既
に
故
人
で
あ
っ
た
。
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
著
作
は
タ
イ
ト
ル
の
示
す
通
り
一
四
世
紀
初
頭
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世

治
世
（
一
二
三
九
│
一
三
〇
七
）
で
そ
の
叙
述
を
終
え
る
。
続
く
一
文
で
ダ
イ
シ
ー
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
が
急
な
死
を
遂
げ
な

か
っ
た
な
ら
ば
英
国
法
史
全
体
に
つ
い
て
の
著
作
が
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
嘆
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
英
国
法
史
の
包
括
的
叙
述
の
要
求
は

ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
スW

illiam
 S
earle H

oldsw
orth 

（1874-1944

）
に
よ
っ
て
既
に
一
九
〇
三
年
か
ら
出
版
が
開
始
さ
れ
て
い
た
全
一
七
巻
の
大
著

一
一
四



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
六
一
九
）

『
英
国
法
史
（
一
九
〇
三
│
一
九
六
六
）』
に
よ
っ
て
一
応
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（xxiii

）　

オ
リ
バ
ー
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
スO

liver G
oldsm

ith 

（1730-1774

）

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
英
国
の
詩
人
、
小
説
家
、
劇
作
家
。
当
初
、
ダ
ブ
リ
ン
大
学
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
自
由
学
芸
を
学
ぶ
が
法
学

や
神
学
の
勉
強
を
疎
か
に
し
た
ま
ま
卒
業
、
教
会
な
ど
に
就
職
で
き
ず
、
以
後
、
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
で
医
学
を
志
し
ラ
イ
デ
ン
大
学
に
留
学
、
以
降
、

オ
ラ
ン
ダ
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
、
フ
ラ
ン
ス
、
北
イ
タ
リ
ア
な
ど
を
遊
学
す
る
が
、
医
学
の
道
も
大
成
せ
ず
ロ
ン
ド
ン
へ
と
戻
る
こ
と
と
な
る
。
ロ
ン

ド
ン
で
生
活
の
た
め
雑
誌
に
書
い
た
コ
ラ
ム
が
人
気
を
集
め
後
に
『
世
界
市
民
（
一
七
六
二
年
）』
の
名
で
出
版
。
こ
れ
が
文
筆
家
と
し
て
の
出
世

作
と
な
る
。
一
七
六
四
年
に
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
結
成
し
た
「
ザ
・
ク
ラ
ブ
」（
後
の
文
学
ク
ラ
ブT

he L
iterary C

lub

と
改
名
）
の

創
立
メ
ン
バ
ー
と
な
り
様
々
な
作
品
を
発
表
し
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
・
サ
ー
ク
ル
の
文
人
で
あ
る
。
代
表
作
は
『
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
牧
師

（
一
七
六
六
）』
で
ゲ
ー
テ
を
し
て
小
説
の
規
範
と
言
わ
し
め
た
こ
と
で
有
名
。『
憲
法
序
説
』
の
最
初
の
注
（
伊
藤
・
田
島
訳p. 4

）
で
『
世
界
市

民
（
一
七
六
二
）』
書
簡
四
の
挿
絵
に
つ
い
て
ダ
イ
シ
ー
は
、
一
八
世
紀
英
国
人
の
自
国
憲
法
へ
の
誇
ら
し
い
感
情
を
こ
れ
ほ
ど
活
き
活
き
と
描
い

て
い
る
も
の
は
な
い
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（xxiv

）　

原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
でC
om

m
en

taries

と
だ
け
さ
れ
て
い
る
がC

om
m

en
taris on

 A
m

erican
 L

aw
, 

（1826-30

）
で
『
ア
メ
リ
カ

法
釈
義
』
と
訳
出
し
た
。

（xxv

）　

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
学
年
末
試
験
が
終
わ
り
七
月
頭
辺
り
か
ら
夏
休
み
が
始
ま
る
丁
度
一
週
間
ほ
ど
前
の
、
六
月
末
の
時
期
で
あ
る
。

（xxvi

）　

日
本
の
学
会
で
は
研
究
社
の
英
和
中
辞
典
な
ど
の
影
響
で
「
ミ
ク
ル
マ
ス
」
と
発
音
表
記
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
現
在
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
に
お
け
る
発
音
は
「
ミ
カ
エ
ル
マ
ス
・
タ
ー
ム
」
で
あ
る
。
英
国
は
九
月
末
や
一
〇
月
第
一
週
あ
た
り
か
ら
新
学
年
の
秋
学
期
が
始
ま
る
が

そ
れ
が
た
い
て
い
の
学
生
や
教
員
が
帰
省
す
る
、
日
本
で
言
う
正
月
休
み
的
な
ク
リ
ス
マ
ス
直
前
ま
で
続
く
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
及
び
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
大
学
で
は
こ
の
秋
学
期
を
「
法
廷
の
開
廷
時
期
」
な
ど
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
暦
の
伝
統
を
次
い
で
「
ミ
カ
エ
ル
マ
ス
・

タ
ー
ム
」
と
伝
統
的
に
呼
ん
で
い
る
。
要
す
る
に
新
年
度
の
新
秋
学
期
か
ら
新
し
い
講
義
が
始
ま
り
ま
す
よ
と
い
う
告
知
・
宣
伝
で
あ
る
。

（xxvii

）　

ヴ
ァ
イ
ナ
ー
講
座

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ヴ
ァ
イ
ナ
ーC

harles V
iner 

（1678-1756

）
の
一
万
二
千
ポ
ン
ド
の
遺
言
贈
与
に
よ
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
教
え
る
た
め
に
設
定

一
一
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
二
〇
）

さ
れ
た
教
授
位
に
と
も
な
う
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
設
置
さ
れ
た
講
座
。
本
講
座
の
設
置
以
前
は
、
英
国
の
大
学
で
は
ロ
ー
マ
法
と
カ
ノ
ン
法
だ
け

が
教
授
さ
れ
て
い
た
。
初
代
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
講
座
教
授
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
で
あ
り
、
ダ
イ
シ
ー
は
第
七
代
目
に
あ
た
り
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
以
降
、

前
任
者
五
人
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
い
る
。
ダ
イ
シ
ー
の
次
は
ゲ
ル
ダ
ー
ト
、
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
へ
と
引
き
継
が
れ
、
現
代
で
は
一
四
代
目
を

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ア
シ
ュ
ワ
ー
ス
が
務
め
て
い
る
。

（xxviii

）　

ヌ
ン
コ
マ
ー
ル
事
件

ヌ
ン
コ
マ
ー
ルN

uncom
ar

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
ナ
ン
ダ
・
ク
マ
ー
ルN

anda K
um
ar 

（d. 1775

）
は
、
一
八
世
紀
イ
ン
ド
政
府
の
高
官
で

ウ
ォ
レ
ン
・
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
の
長
年
の
部
下
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
一
七
七
五
年
に
上
司
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
を
公
金
横
領
の
罪
で
訴
え
、
本
国

で
は
大
問
題
に
発
展
し
た
が
、
ま
だ
裁
判
の
決
着
が
つ
か
ぬ
う
ち
に
、
当
の
ヌ
ン
コ
マ
ー
ル
は
同
年
、
文
書
偽
造
罪
で
告
発
さ
れ
死
刑
に
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
バ
ー
ク
や
マ
コ
レ
ー
は
ウ
ォ
レ
ン
・
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
と
イ
ン
ド
司
法
長
官
エ
ラ
イ
ジ
ャ
・
イ
ン
ペ
イ
を
、
証
拠
隠
滅
の
た
め
の
「
司

法
殺
人
」
と
し
て
告
発
し
た
が
、
こ
れ
を
審
査
し
た
サ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
は
文
書
偽
造
罪
の
告
発
は
ヘ
ー
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
が
関
与

し
な
い
通
常
手
続
き
で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
審
査
し
た
イ
ン
ペ
イ
の
審
査
も
公
正
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
無
罪
の
判
断
を
下
し
た
。S

ir 

Jam
es S

tephen, T
h

e S
tory of N

u
n

com
ar, 

（2 vols., 1885

）.

こ
の
一
連
の
騒
動
が
ヌ
ン
コ
マ
ー
ル
事
件
と
し
て
知
ら
れ
る
。
彼
は
イ
ン
ド
の

裁
判
官
を
兼
任
し
て
い
た
の
で
、
関
係
し
た
の
は
、
ヌ
ン
コ
マ
ー
ル
が
文
書
偽
造
罪
で
訴
え
ら
れ
た
事
件
の
ほ
う
で
あ
ろ
う
。

（xxix

）　

父
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
も
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
・
ホ
ー
ル
の
学
長
で
あ
っ
た
。

（xxx

）　

ジ
ョ
ン
・
リ
ー
ブ
スJohn R

eeves 

（1752-1829
）

一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
英
国
に
お
け
る
裁
判
官
、
法
学
者
、
歴
史
家
、
官
僚
で
保
守
党
の
活
動
家
。
バ
ー
ク
ス
と
同
様

に
当
時
発
生
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
へ
の
同
調
者
を
危
険
視
し
、
英
国
内
に
お
け
る
過
激
な
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
言
動
に
対
し
保
守
的
論
陣
を
張
っ
た
。

代
表
作
は
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
五
巻
組
の
大
作
で
あ
る
『
英
国
法
史H

istory of E
nglish L

aw
, 5vols, 

（1783-1829

）』。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン

の
影
に
隠
れ
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
作
品
で
あ
る
が
、「
英
国
法
史
」
を
考
え
る
上
で
重
要
な
時
期
に
位
置
す
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ダ
イ

シ
ー
の
評
価
は
「
読
め
た
も
の
で
な
い
し
読
ま
れ
な
か
っ
たunreadable and unread

」
と
簡
潔
か
つ
仮
借
な
い
も
の
で
あ
る
。

一
一
六



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
六
二
一
）

（xxxi

）　

ト
ー
マ
ス
・
バ
ビ
ン
ト
ン
・
マ
コ
レ
ーT

hom
as B
abington M

acaulay 

（1800-1859

）

初
代
マ
コ
ー
レ
ー
男
爵L

ord M
avauley

マ
コ
レ
ー
卿
判
事
と
し
て
も
知
ら
れ
る
詩
人
、
歴
史
学
者
で
あ
り
、
法
律
家
で
あ
り
、
ホ
ィ
ッ
グ
の

政
治
家
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
様
々
な
立
法
の
基
礎
を
固
め
た
立
法
者
で
も
あ
っ
た
。S

ir G
eorge 

O
tto T

revelyan, T
h

e L
ife an

d
 L

etters of L
ord

 M
acau

lay, 

（O
xford, 1876

）; G
. M
. Y
oung 

（ed.

）, S
peech

es by L
ord

 M
acau

lay 

w
ith

 h
is M

in
u

te on
 In

d
ian

 E
d

u
cation, 

（O
xford, 1935

）.

（xxxii

）　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
イ
リ
ーW

illiam
 P
aley 

（1743-1805

）

一
八
世
紀
に
活
躍
し
た
キ
リ
ス
ト
教
擁
護
論
者
で
あ
り
哲
学
者
で
あ
り
、
功
利
主
義
者
。
彼
の
作
品
は
所
謂
、
自
然
神
学
に
分
類
さ
れ
同
名
の

『N
atural T

heology

』
と
い
う
本
も
出
版
し
て
い
る
。
所
謂
理
神
論
の
系
列
で
、
合
理
的
理
性
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
が
、

興
味
深
い
こ
と
に
、
同
時
に
功
利
主
義
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
彼
の
『
道
徳
哲
学M

oral and P
olitical 

P
hilosophy

』
で
あ
る
。

（xxxiii

）　

エ
ド
ワ
ー
ド
・
バ
ー
テ
ン
シ
ョ
ー
・
サ
グ
デ
ンE

dw
ard B

urtenshaw
 S
ugden 

（1781-1875

） 1st B
aron S

t L
eonards

初
代
セ
ン

ト
・
レ
ナ
ー
ド
男
爵
。

一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
英
国
の
法
律
家
、
裁
判
官
、
保
守
党
政
治
家
。
一
八
〇
七
年
に
は
既
に
『
簡
潔
実
務
不
動
産
売
買
法
論

C
oncise and P

ractical T
reatise on the L

aw
 of V

endors and P
urchasers of E

states

』
を
出
版
し
て
高
い
評
価
を
得
て
お
り
こ
れ
の
こ

と
か
。

（xxxiv

）　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
イ
スJam

es B
ryce 

（1838-1922
）

英
国
の
裁
判
官
、
法
学
者
、
政
治
家
。
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
学

ぶ
。
ロ
ン
ド
ン
で
一
時
実
務
に
携
わ
る
が
、
す
ぐ
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
呼
び
も
ど
さ
れ
一
八
七
〇
年
か
ら
一
八
九
三
年
ま
で
ロ
ー
マ
法
欽
定
講
座

教
授
を
務
め
た
。
法
理
学
、
歴
史
学
、
ロ
ー
マ
法
、
公
法
様
々
な
分
野
で
業
績
を
残
し
た
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
『A

m
erican 

C
om
m
onw
ealth

』
は
一
八
八
八
年
に
出
版
さ
れ
た
。
ダ
イ
シ
ー
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
近
し
い
友
人
で
あ
り
、
本
記
念
講
演
の
時
も
恐

ら
く
は
臨
席
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

一
一
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
二
二
）

（xxxv

）　

ア
ボ
ッ
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ロ
ー
ウ
ェ
ルA

bbott L
aw
rence L

ow
ell 

（1856-1943

）

一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
学
長
を
務
め
た
ア
メ
リ
カ
の
法
学
者
。
当
初
は
『
会
社
内
に
お
け
る
株
式
移
転

T
ransfer of S

tock in C
orporations 

（1884

）』
な
ど
私
法
分
野
に
つ
い
て
も
書
い
て
い
た
が
、
以
降
は
ほ
と
ん
ど
統
治
論
や
世
論
の
果
た
す
役

割
な
ど
公
法
分
野
の
著
作
が
多
く
、
一
八
八
九
年
に
お
け
る
ハ
ー
バ
ー
ド
に
お
け
る
特
別
講
義
と
し
て
『
法
と
世
論
』
を
出
版
し
た
ダ
イ
シ
ー
に

と
っ
て
二
一
歳
ほ
ど
年
下
で
正
に
後
輩
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
法
学
者
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
九
年
は
ロ
ー
ウ
ェ
ル
が
ハ
ー
バ
ー
ド
の
学
長
に
選
ば
れ

た
年
で
あ
り
、
そ
の
前
年
ア
メ
リ
カ
の
法
学
者
で
あ
り
な
が
ら
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
『
英
国
の
統
治T

he G
overnm

ent of E
ngland, 2 vols. 

（1908

）』
を
出
版
し
ま
さ
に
油
の
乗
り
切
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

（xxxvi

）　

コ
ー
ツ
ニ
ー
・
ス
タ
ン
ホ
ー
プ
・
ケ
ニ
ーC
ourtney S

tanhope K
enny 

（1847-1930

）

英
国
の
法
学
者
、
裁
判
官
、
自
由
党
庶
民
院
議
員
。
グ
ラ
マ
ー
・
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
後
非
法
廷
弁
護
士
の
会
社
に
就
職
す
る
が
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

大
ダ
ウ
ニ
ン
グ
カ
レ
ッ
ジ
で
法
学
徒
歴
史
学
を
学
ぶ
。
ト
ラ
イ
ポ
ス
で
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
・
レ
デ
ィ
ン
グ
賞
を
受
賞
、
同
大
の
生
徒
会
長
に
な
る
。

「
長
子
権
」
に
関
す
る
歴
史
論
文
を
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
と
共
著
で
執
筆
、
ヨ
ー
ク
賞
を
受
賞
。
こ
こ
で
、『
刑
事
法
』
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、

『
刑
法
概
観O

utlines of C
rim
inal L

aw
』
で
あ
り
英
国
、
ア
メ
リ
カ
双
方
で
広
く
読
ま
れ
版
を
重
ね
た
。

（xxxvii

）　

メ
ル
ビ
ル
・
マ
ジ
ソ
ン
・
ビ
グ
ロ
ーM

elville M
adison B

igelow
 

（1846-1921

）

ボ
ス
ト
ン
大
学
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
創
立
者
の
一
人
と
し
て
有
名
な
法
学
者
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
『
不
法
行
為
法
の
基
礎
的
要
素

E
lem
ents of the L

aw
 of T

orts 

（1878

）』
は
基
本
書
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
広
く
読
ま
れ
た
。

（xxxviii

）　

サ
ー
・
レ
ズ
リ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ンS

ir L
eslie S

tephen 

（1832-1904

）

英
国
の
文
学
史
家
、
思
想
史
家
、
批
評
家
、
登
山
家
。『
英
国
人
名
辞
典T

h
e D

iction
ary of N

ation
al B

iograph
y

』
の
主
幹
。
三
歳
年
上

の
ダ
イ
シ
ー
の
父
方
の
従
兄
弟
に
当
た
る
。
ダ
イ
シ
ー
と
ブ
ラ
イ
ス
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
憧
憬
と
そ
の
卒
業
旅
行
は
レ
ズ
リ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
の
影

響
が
大
き
い
。
ア
メ
リ
カ
の
法
学
者
ホ
ー
ム
ズ
と
も
親
交
が
あ
っ
た
。
小
説
家
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
は
彼
の
娘
。

一
一
八



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
二
三
）

た
。
ト
ー
ニ
ー
は
司
法
長
官
と
し
て
第
二
次
合
衆
国
銀
行
の
廃
止

を
主
張
し
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
を
支
援
し
た
。

一
九
三
三
年
、
財
務
長
官
の
マ
ク
レ
ー
ン
（L

ouis M
cL

ane

）

が
合
衆
国
銀
行
の
存
続
を
主
張
し
、
合
衆
国
銀
行
か
ら
連
邦
政
府

の
資
金
を
引
き
出
す
こ
と
を
拒
絶
す
る
と
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
マ
ク

レ
ー
ン
を
更
迭
し
、
後
任
に
デ
ュ
ア
ン
（W

illiam
 John D

uane

）

を
任
命
し
た
。
し
か
し
、
デ
ュ
ア
ン
も
マ
ク
レ
ー
ン
と
同
様
の
態

度
を
と
っ
た
の
で
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
デ
ュ
ア
ン
も
更
迭
し
、
ト
ー

ニ
ー
を
そ
の
後
任
と
し
て
に
任
命
し
た
。
財
務
長
官
に
就
任
し
た

﹇
は
じ
め
に
﹈

ロ
ジ
ャ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
・
ト
ー
ニ
ー
（R

oger B
rooke T

aney,

一
七
七
七
年
│
一
八
六
四
年
）
は
、
弁
護
士
で
、
も
と
も
と
は
連

邦
党
員
と
し
て
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
選
出
下
院
議
員
に
選
出
さ
れ
た

が
、
一
八
二
四
年
の
大
統
領
選
挙
の
際
に
民
主
共
和
党
に
入
党
し
、

ジ
ャ
ク
ソ
ン
（A

ndrew
 Jackson

）
の
支
持
に
回
っ
た
。

ト
ー
ニ
ー
は
一
八
三
一
年
に
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
か
ら
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
司
法
長
官
に
任
命
さ
れ
、
三
三
年
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ

米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件

│
ト
ー
ニ
ー
第
五
代
長
官
の
時
代

│

甲　
　

斐　
　

素　
　

直

研
究
ノ
ー
ト

一
一
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
二
四
）

る
が
、
ト
ー
ニ
ー
の
在
任
期
間
は
一
八
三
六
年
三
月
二
八
日
│

一
八
六
四
年
一
〇
月
一
二
日
と
三
二
年
余
に
及
ぶ
。
こ
れ
は
マ
ー

シ
ャ
ル
の
三
四
年
余
に
次
ぐ
長
期
記
録
で
あ
る
。
そ
の
間
、
大
統

領
は
第
七
代
ジ
ャ
ク
ソ
ン
か
ら
第
一
六
代
リ
ン
カ
ー
ン
ま
で
一
〇

人
に
達
し
て
い
る
。

裁
判
官
と
し
て
の
ト
ー
ニ
ー
は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
か
ら
任

命
を
受
け
た
他
の
多
く
の
裁
判
官
と
同
様
に
、
州
が
強
い
権
限
を

持
つ
こ
と
を
好
ん
だ
。
こ
れ
は
前
任
の
ジ
ョ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
ル
と

は
異
な
る
価
値
観
で
あ
り
、
そ
の
た
め
し
ば
し
ば
、
マ
ー
シ
ャ
ル

時
代
に
下
さ
れ
た
判
決
と
は
異
な
る
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
の
典
型
が
、
本
稿
が
中
心
的
問
題
と
す
る
一
八
五
七

年
の
ド
レ
ッ
ド
・
ス
コ
ッ
ト
対
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
事
件
で
あ
る
。
こ

の
判
決
は
南
北
戦
争
に
至
る
原
因
を
作
っ
た
と
い
う
点
で
、
連
邦

最
高
裁
判
所
判
決
と
し
て
も
っ
と
も
歴
史
に
大
き
な
原
因
を
与
え

た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
も
ま
た
複
雑
な
背
景
を
有
す
る
事
件
で
、
判
決
の
意

義
を
理
解
す
る
に
は
、
当
時
の
米
国
の
憲
法
そ
の
他
の
法
律
が
ど

う
な
っ
て
い
た
か
、
ま
た
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
政
治
状
況
は
ど
う

な
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
背
景
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
判
決
の
説
明
に
入
る
前
に
、
ま
ず
そ
の
背
景
の
説
明
か

ト
ー
ニ
ー
は
速
や
か
に
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
政
策
を
実
行
し
、

第
二
次
合
衆
国
銀
行
に
止
め
を
刺
し
た
。

上
院
は
大
統
領
に
よ
る
権
限
の
強
引
な
行
使
を
非
難
し
、
ト
ー

ニ
ー
の
財
務
長
官
就
任
に
異
議
を
唱
え
た
。
財
務
長
官
も
ま
た
、

国
務
長
官
同
様
、
大
統
領
が
指
名
し
、
上
院
指
名
承
認
公
聴
会
で

の
質
疑
応
答
を
経
た
後
、
上
院
本
会
議
に
て
出
席
議
員
の
三
分
の

二
以
上
の
賛
成
多
数
を
も
っ
て
就
任
が
承
認
さ
れ
る
職
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
ト
ー
ニ
ー
は
辞
職
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
し
か

し
、
司
法
長
官
に
復
帰
す
る
道
を
選
ば
ず
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
に

戻
っ
て
弁
護
士
を
開
業
し
た
。

一
八
三
五
年
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
、
ト
ー
ニ
ー
を
合
衆
国
最
高
裁

判
所
陪
席
判
事
に
指
名
し
た
。
し
か
し
上
院
は
ト
ー
ニ
ー
を
嫌
い
、

再
び
異
議
を
唱
え
て
、
そ
の
陪
席
判
事
就
任
を
阻
ん
だ
。

一
八
三
六
年
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
駅
馬
車
の
事
故
に
よ
り
、
現
職

の
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
の
ま
ま
死
去
し
た
。
そ
こ
で
、
ジ
ャ
ク

ソ
ン
は
、
そ
の
後
任
に
ト
ー
ニ
ー
を
指
名
し
た
。
今
度
も
上
院
の

反
ジ
ャ
ク
ソ
ン
派
は
猛
反
発
し
た
が
、
こ
の
時
に
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン

の
民
主
党
が
上
院
の
多
数
を
占
め
て
い
た
た
め
、
辛
く
も
承
認
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
波
乱
の
出
発
と
な
っ
た
ト
ー
ニ
ー
コ
ー
ト
で
あ

一
二
〇



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
二
五
）

一
稿
」
と
呼
ぶ

（
2
）

）
で
述
べ
た
ヒ
ル
ト
ン
事
件
（H

ylton v. U
nited 

S
tates

）
に
関
連
し
て
紹
介
し
た
一
条
二
節
三
項
に
あ
る
「
自
由

人
以
外
の
す
べ
て
の
者
の
数
の
五
分
の
三
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る

者
も
奴
隷
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。

四
条
二
節
三
項
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

「
一
州
に
お
い
て
、
そ
の
州
の
法
律
に
よ
っ
て
役
務
ま
た

は
労
務
に
服
す
る
義
務
の
あ
る
者
は
、
他
州
に
逃
亡
し
て
も
、

そ
の
州
の
法
律
ま
た
は
規
則
に
よ
っ
て
か
か
る
役
務
ま
た
は

労
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
役
務
ま
た
は

労
務
を
提
供
さ
れ
る
べ
き
当
事
者
か
ら
の
請
求
が
あ
れ
ば
、

引
き
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

こ
こ
に
い
う
「
そ
の
州
の
法
律
に
よ
っ
て
役
務
ま
た
は
労
務
に

服
す
る
義
務
の
あ
る
者
」
と
い
う
の
が
、
奴
隷
の
婉
曲
な
表
現
で

あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
こ
れ
は
逃
亡
奴
隷
の

返
還
義
務
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。
そ
し
て
ト
ー
ニ
ー
コ
ー
ト
の

時
代
の
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
規
定
を
厳
格
に
適
用
し
た
。

一
八
四
二
年
に
で
た
ブ
リ
ッ
グ
対
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
（P

riggs 
v. P

ennsylvania

）
事
件
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る

（
3
）

。
こ

の
条
項
は
、
南
北
戦
争
後
に
制
定
さ
れ
る
第
一
三
修
正
に
よ
っ
て

削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ら
始
め
た
い
。一　

合
衆
国
に
お
け
る
奴
隷
制

（
一
）　

合
衆
国
法
に
見
る
奴
隷
条
項

米
国
の
建
国
初
期
に
お
け
る
指
導
者
達
と
奴
隷
制
度
は
密
接
な

関
係
が
あ
る
。
初
代
大
統
領
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
一
二
代
大
統
領
テ

イ
ラ
ー
（Z

achary T
aylor

）
ま
で
の
一
二
人
の
う
ち
、
奴
隷
所

有
者
で
な
か
っ
た
の
は
、
二
代
の
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ズ
と
六
代
の

ジ
ョ
ン
・
ク
ィ
ン
シ
ー･

ア
ダ
ム
ズ
の
親
子
二
人
だ
け
で
あ
る

（
1
）

。

そ
れ
位
で
あ
る
か
ら
、
合
衆
国
憲
法
そ
の
も
の
の
中
に
、
奴
隷
制

を
保
障
す
る
規
定
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。

一
条
九
節
一
項
の
規
定
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

「
連
邦
議
会
は
、
一
八
〇
八
年
よ
り
前
に
お
い
て
は
、
現

に
存
す
る
州
の
い
ず
れ
か
が
そ
の
州
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を

適
当
と
認
め
る
人
び
と
の
移
住
ま
た
は
輸
入
を
、
禁
止
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
そ
の
輸
入
に
対
し
て
、
一
人
に

つ
き
一
〇
ド
ル
を
超
え
な
い
租
税
ま
た
は
関
税
を
課
す
こ
と

が
で
き
る
。」

関
税
の
対
象
と
な
る
「
人
び
と
の
輸
入
」
と
は
奴
隷
以
外
に
あ

り
得
な
い
。
ま
た
、
拙
稿
『
米
国
初
期
の
憲
法
判
例
』（
以
下
「
第

一
二
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
二
六
）

終
わ
ら
せ
る
一
七
八
三
年
の
パ
リ
条
約
で
、
合
衆
国
に
オ
ハ
イ
オ

川
の
北
お
よ
び
ア
パ
ラ
チ
ア
山
脈
の
西
の
こ
の
地
域
を
割
譲
し
た
。

こ
の
地
域
に
対
し
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
お
よ
び
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
各
州
が
領
有
権
を
主
張

し
た
。
こ
れ
に
反
発
し
た
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
等
に
対
す
る
配
慮
か

ら
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
一
七
八
〇
年
に
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
は

一
七
八
四
年
に
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
と
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
は

一
七
八
五
年
に
領
有
権
主
張
を
取
り
下
げ
た
。
こ
の
結
果
北
西
部

地
域
の
大
半
は
ど
の
植
民
地
に
も
属
さ
な
い
で
、
合
衆
国
政
府
に

所
有
さ
れ
る
公
共
の
土
地
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
土
地
を
管

理
す
る
た
め
の
法
律
が
作
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
北
西

部
条
例
で
あ
る
。

拙
稿
『
米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
』（
以
下
、「
第
二
稿
」

と
い
う

（
5
）

）
で
マ
カ
ラ
ッ
ク
事
件
（M

cC
ulloch v. M

aryland

）
に

お
け
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の
判
決
に
関
連
し
て
、
ア
メ
リ
カ
法
の
父
と

呼
ば
れ
る
デ
ー
ン
（N

athan D
ane

）
と
い
う
人
物
を
紹
介
し
た
。

デ
ー
ン
は
、
こ
の
北
西
部
条
例
の
起
草
に
当
た
り
重
要
な
役
割
を

演
じ
た
。
デ
ー
ン
は
、
起
草
の
最
終
段
階
で
北
西
部
地
域
に
お
け

る
奴
隷
制
度
の
禁
止
条
項
を
挿
入
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
条

例
の
第
六
条
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
初
期
に
お
い
て
も
、
奴
隷
制
度
を
否
定
す
る
動
き
は

あ
っ
た
。
そ
の
端
的
な
例
が
北
西
部
条
例
（N

orthw
est 

O
rdinance

）
で
あ
る

（
4
）

。
こ
れ
は
、
一
七
八
七
年
七
月
一
三
日
に

連
合
規
約
下
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
合
会
議
で
全
会
一
致
で
可
決

さ
れ
た
。
第
一
稿
で
、
連
合
規
約
の
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
批
准
が

大
変
遅
れ
た
理
由
と
し
て
、「
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

州
が
オ
ハ
イ
オ
川
渓
谷
の
領
有
権
主
張
を
取
り
下
げ
る
ま
で
は
批

准
し
な
い
と
し
て
い
た
た
め
」
と
説
明
し
た
。
そ
こ
で
は
「
オ
ハ

イ
オ
川
渓
谷
地
域
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
地
域
を
、

こ
の
条
例
で
は
北
西
部

と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ

は
、
今
日
の
オ
ハ
イ
オ

州
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
、

イ
リ
ノ
イ
州
、
ミ
シ
ガ

ン
州
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ

ン
州
及
び
ミ
ネ
ソ
タ
州

の
一
部
と
な
る
広
大
な

地
域
で
あ
る
。

英
国
は
独
立
戦
争
を

一
二
二



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
二
七
）

ま
っ
て
い
く
。

一
八
〇
三
年
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
か
ら

仏
領
ル
イ
ジ
ア
ナ
（F

rench L
ouisiana

）
を
購
入
し
た
。
こ
れ

は
、
現
在
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
以
外
に
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
、
ア
イ

オ
ワ
州
、
カ
ン
ザ
ス
州
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
、
ミ
ズ
ー
リ
州
、
モ
ン
タ

ナ
州
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
、
サ
ウ

ス
・
ダ
コ
タ
、
ノ
ー

ス
・
ダ
コ
タ
に
ま
た

が
る
広
大
な
地
域
で
、

こ
れ
を
合
衆
国
は

一
、五
〇
〇
万
ド
ル

で
入
手
し
た
。
し
ば

し
ば
史
上
最
大
の
不

動
産
取
引
と
言
わ
れ

る
が
、
価
格
に
つ
い

て
も
一
エ
ー
カ
ー
あ

た
り
約
三
セ
ン
ト
と

い
う
破
格
の
も
の
で

あ
っ
た
。
合
衆
国
大

統
領
の
権
限
と
し
て
、

A
rt. V

I. T
here shall be neither slavery nor 

involuntary servitude in the said territory, 
otherw

ise than in punishm
ent of crim

es, w
hereof the 

party shall have been duty convicted: P
rovided 

alw
ays, that any person escaping in the sam

e, from
 

w
hom

 labour or service is law
fully claim

ed in any 
one of the original S

tates, such fugitive m
ay be 

law
fully reclaim

ed, and conveyed to the person 
claim

ing his or her labour or service as aforesaid.

第
六
条　

前
記
地
域
で
は
、
犯
罪
の
処
罰
に
よ
り
有
罪
判

決
を
受
け
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
奴
隷
制
及
び

意
に
反
す
る
隷
属
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
し
、
原
初
諸
州
の

う
ち
、
労
働
や
サ
ー
ビ
ス
が
合
法
的
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
州

で
あ
っ
て
、
逃
亡
者
の
合
法
的
返
還
請
求
が
定
め
ら
れ
て
い

る
州
か
ら
逃
亡
し
た
い
か
な
る
人
物
も
、
彼
ま
た
は
彼
女
の

労
働
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
を
主
張
す
る
人
に
常
に
提
供
さ
れ
る
。

こ
れ
が
米
国
に
お
い
て
奴
隷
制
と
い
う
言
葉
が
、
法
制
上
で
明

確
に
使
用
さ
れ
た
最
初
期
の
例
で
あ
る
。
以
後
、
北
西
部
地
域
に

属
し
た
諸
州
は
奴
隷
制
を
認
め
な
い
自
由
州
と
し
て
発
展
し
、
奴

隷
制
に
経
済
の
基
礎
を
置
く
南
部
諸
州
と
の
対
立
が
徐
々
に
深

一
二
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
二
八
）

挙
人
（
二
四
州
）
か
ら
二
三
一
票
（
二
四
州
）
を
獲
得
し
た
。
モ

ン
ロ
ー
は
投
票
人
の
死
去
に
よ
る
無
効
票
の
三
票
を
除
け
ば
、
あ

と
一
票
で
ワ
シ
ン
ト
ン
と
同
じ
く
全
会
一
致
で
大
統
領
に
選
出
さ

れ
る
と
い
う
栄
誉
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た

（
6
）

。

こ
う
し
て
共
和
党
は
絶
頂
期
を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
足

下
に
落
日
が
迫
っ
て
い
た
。
南
北
対
立
が
激
化
し
、
連
邦
分
裂
の

危
機
が
迫
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
統
領
選
挙
の
二
年
前
で
あ
る
一
八
一
八
年
に
、
ミ
ズ
ー
リ
が

奴
隷
州
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
加
盟
を
申
請
し
た
。

そ
こ
で
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
奴
隷
州
と
自
由
州
が
、
そ
れ
ぞ

れ
何
時
連
邦
に
加
入
し
た
か
を
見
よ
う
。（
表
1
）

こ
の
よ
う
に
、
ミ
ズ
ー
リ
州
が
加
盟
申
請
し
た
段
階
で
、
翌
年

正
式
加
盟
が
認
め
ら
れ
る
予
定
の
ア
ラ
バ
マ
州
を
含
め
る
と
、
奴

隷
州
と
自
由
州
の
数
が
等
し
く
一
一
州
ず
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
、
ミ
ズ
ー
リ
州
を
奴
隷
州
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
、
各
州

二
人
ず
つ
の
議
員
を
出
し
て
い
る
上
院
で
奴
隷
州
の
議
員
数
が
多

く
な
る
た
め
に
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
に
繋
が
る
。
こ
の
理
由
で

北
部
自
由
州
は
、
ミ
ズ
ー
リ
州
と
抱
き
合
わ
せ
の
形
で
、
メ
イ
ン

を
自
由
州
と
し
て
昇
格
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
結
局
奴
隷
州
と

自
由
州
の
妥
協
が
成
立
し
、
メ
イ
ン
州
の
州
昇
格
及
び
ミ
ズ
ー
リ

こ
の
よ
う
な
購
入
が
可
能
か
は
、
特
に
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
持
論

で
あ
っ
た
州
権
中
心
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
憲
法
上
疑
問
の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
敢
え
て
踏
み
切
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
合
衆
国
の
西
部
に
向
け
て
の
発
展
に
弾
み
が
つ
き
、

北
西
部
及
び
こ
の
旧
仏
領
ル
イ
ジ
ア
ナ
地
域
か
ら
、
次
々
と
新
し

い
州
が
生
ま
れ
、
合
衆
国
に
加
盟
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

（
二
）　

ミ
ズ
ー
リ
妥
協

連
邦
党
は
一
八
〇
〇
年
の
大
統
領
選
挙
以
降
、
急
速
に
衰
退
し

た
。
共
和
党
の
マ
デ
ィ
ス
ン
が
第
四
代
大
統
領
と
な
っ
た

一
八
〇
八
年
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
選
挙
人
一
七
五
人
の
う
ち
マ

デ
ィ
ス
ン
は
一
二
二
人
を
と
っ
た
の
に
対
し
、
連
邦
党
の
チ
ャ
ー

ル
ズ
・
コ
ー
ツ
ワ
ー
ス
・
ピ
ン
ク
ニ
ー
は
四
七
人
し
か
と
れ
な

か
っ
た
。
同
じ
く
共
和
党
の
モ
ン
ロ
ー
（Jam

es M
onroe

）
が

第
五
代
大
統
領
と
な
っ
た
一
八
一
六
年
選
挙
で
は
二
一
七
人
の
選

挙
人
（
一
九
州
）
か
ら
モ
ン
ロ
ー
は
一
八
三
票
（
一
六
州
）
を
獲

得
し
た
の
に
対
し
、
連
邦
党
が
支
持
す
る
キ
ン
グ
（R

ufus 
K
ing

）
は
、
三
州
か
ら
三
四
票
を
獲
得
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
モ
ン
ロ
ー
の
二
期
目
と
な
る
一
八
二
〇
年
の
大
統
領
選
挙

で
は
、
連
邦
党
は
事
実
上
消
滅
し
、
モ
ン
ロ
ー
は
二
三
五
人
の
選

一
二
四



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
二
九
）

条
文
で
あ
る
。

S
ec. 8. A

nd be it further enacted, that in all 
territory ceded by F

rance to the U
nited S

tates, 
under the nam

e of L
ouisiana, w

hich lies north of 
thirty-six degrees and thirty m

inutes north latitude, 
not included w

ithin the lim
its of the state, 

contem
plated by this act, slavery and involuntary 

servitude, otherw
ise than in the punishm

ent of 
crim

es, w
hereof the parties shall have been duly 

convicted, shall be, and is hereby, forever 
prohibited: P

rovided alw
ays, that any person 

escaping into the sam
e, from

 w
hom

 labour or 
service is law

fully claim
ed, in any state or territory 

of the U
nited S

tates, such fugitive m
ay be law

fully 
reclaim

ed and conveyed to the person claim
ing his 

or her labour or service as aforesaid.

第
八
条
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
さ
ら
に
次
の
点
を
制
定
す
る
。

す
な
わ
ち
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
名
の
下
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
米
国
に

割
譲
さ
れ
た
す
べ
て
の
地
域
の
う
ち
、
北
緯
三
六
度
三
〇
分

の
線
の
北
に
あ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
ミ
ズ
ー
リ
州
の
地
域

州
の
住
民
が
州
憲
法
を
作
成
す
る
権
限
を
与
え
る
と
い
う
法
律
が

成
立
し
た
。
こ
の
法
律
は
一
八
二
〇
年
三
月
五
日
に
成
立
し
、
三

月
六
日
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
モ
ン
ロ
ー
大
統
領
が
批
准
し
た
。
こ
の

法
律
が
ミ
ズ
ー
リ
妥
協
（T

he M
issouri C

om
prom

ise

）
と
呼

ば
れ
る

（
7
）

。

こ
の
法
律
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
の
第
八
条
に
あ
る
。
次
の
様
な

表 1

Slave States Year Free States Year

Delaware 1787 New Jersey 1787

Georgia 1788 Pennsylvania 1787

Maryland 1788 Connecticut 1788

South Carolina 1788 Massachusetts 1788

Virginia 1788 New Hampshire 1788

North Carolina 1789 New York 1788

Kentucky 1792 Rhode Island 1790

Tennessee 1796 Vermont 1791

Louisiana 1812 Ohio 1803

Mississippi 1817 Indiana 1816

Alabama 1819 Illinois 1818

出典＝http://en.wikipedia.org/wiki/Slave_and_free_
states

一
二
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
三
〇
）

南
側
境
界
線
に
あ
た
る
）
以
北
の
州
は
、
自
動
的
に
自
由
州
に
な

る
事
が
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
妥
協
は
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
、
表
2
の
よ
う
に
う
ま

く
機
能
す
る
。

（
三
）　

テ
キ
サ
ス
加
入
問
題

メ
キ
シ
コ
人
は
主
権
在
民
、
三
権
分
立
、
奴
隷
制
廃
止
等
を
叫

ん
で
独
立
戦
争
を
行
い
、
つ
い
に
一
八
二
一
年
に
ス
ペ
イ
ン
か
ら

の
独
立
に
成
功
し
た
。
テ
キ
サ
ス
は
、
当
初
は
今
日
の
メ
キ
シ
コ

と
共
に
ス
ペ
イ
ン
領
で
あ
っ
た
。
テ
キ
サ
ス
地
域
に
は
、
合
衆
国

南
部
の
住
民
が
、
奴
隷
を
伴
っ
て
入
植
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、

メ
キ
シ
コ
の
奴
隷
制
廃
止
と
衝
突
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

一
八
三
六
年
、
白
人
の
テ
キ
サ
ス
入
植
者
は
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
独

立
を
宣
言
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
攻
め
込
ん
だ
メ
キ
シ
コ
軍
は
、

ア
ラ
モ
伝
道
所
（A

lam
o M

ission

）
の
攻
略
に
は
成
功
し
た
が
、

そ
の
後
、
テ
キ
サ
ス
主
力
軍
に
撃
破
さ
れ
、
メ
キ
シ
コ
大
統
領
サ

ン
タ･

ア
ナ
（A

ntonio L
ópez de S

anta A
nna

）
自
身
が
捕

虜
に
な
る
と
い
う
壊
滅
的
敗
北
を
喫
し
て
、
テ
キ
サ
ス
の
独
立
を

承
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

テ
キ
サ
ス
は
合
衆
国
へ
の
加
盟
を
希
望
し
た
が
、
自
由
州
が
新

を
除
き
、
本
法
に
よ
り
、
犯
罪
の
処
罰
に
よ
り
有
罪
判
決
を

受
け
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
奴
隷
制
及
び
意
に

反
す
る
隷
属
は
、
永
遠
に
禁
止
さ
れ
る
。〔
以
下
略

（
8
）

〕

こ
れ
が
、
先
に
紹
介
し
た
北
西
部
条
例
六
条
と
ほ
と
ん
ど
同
一

の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
判
る
と
思
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
将
来
合
衆

国
に
加
盟
す
る
で
あ
ろ
う
北
緯
三
六
度
三
〇
分
（
ミ
ズ
ー
リ
州
の

表 2

Slave States Year Free States Year

Missouri 1821 Maine 1820

Arkansas 1836 Michigan 1837

Florida 1845 Iowa 1846

一
二
六



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
三
一
）

し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
メ
キ
シ
コ
は
グ
ラ
ン
デ
川
の
北
を
流
れ
る

ヌ
エ
セ
ス
川
（N

ueses R
iver

）
を
国
境
と
主
張
し
た
。
第
一
一

代
大
統
領
ポ
ー
ク
は
米
国
領
を
確
保
す
る
よ
う
軍
に
命
じ
、
軍
が

こ
れ
に
応
え
て
ヌ
エ
セ
ス
川
の
南
に
ブ
ラ
ウ
ン
砦
（F

ort 
B
row

n

）
を
築
い
た
こ
と
か
ら
一
八
四
六
年
四
月
二
四
日
に
両
軍

は
戦
闘
状
態
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
米
国
側
は
五
月
一
三
日
に
メ
キ

シ
コ
に
宣
戦
を
布
告
し
、
こ
れ
を
受
け
て
メ
キ
シ
コ
は
五
月
二
三

日
に
米
国
に
宣
戦
を
布
告
し
た
。

米
軍
は
そ
の
後
、
素
早
く
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
を
占
領
し
、
さ
ら

に
メ
キ
シ
コ
軍
を
撃
破
し
て
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
ま
で
も
占
領
し
た
。

他
方
海
上
か
ら
は
ベ
ラ
ク
ル
ス
に
上
陸
し
て
、
メ
キ
シ
コ
の
中
心

部
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ッ
ク
城
（
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
）
も
攻
め
落
と
し

た
。
一
八
四
八
年
二
月
二
日
に
調
印
さ
れ
た
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
・
イ

ダ
ル
ゴ
条
約
（T

reaty of G
uadalupe H

idalgo

）
に
よ
り
、
メ

キ
シ
コ
は
合
衆
国
の
国
境
線
が
リ
オ
グ
ラ
ン
デ
川
で
あ
る
こ
と
を

認
め
、
さ
ら
に
一
、八
二
五
万
ド
ル
の
現
金
及
び
三
二
五
万
ド
ル

の
債
務
の
免
除
と
引
き
換
え
に
、
今
日
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、

ネ
バ
ダ
州
、
ユ
タ
州
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
、
ワ

イ
オ
ミ
ン
グ
州
及
び
コ
ロ
ラ
ド
州
に
相
当
す
る
地
域
を
米
国
に
割

譲
し
た
。
こ
の
割
譲
に
よ
り
、
メ
キ
シ
コ
は
国
土
の
三
分
の
一
を

た
な
奴
隷
州
の
加
盟
に
反
対
し
た
た
め
、
ひ
と
ま
ず
テ
キ
サ
ス
共

和
国
と
な
っ
た
。

一
八
四
三
年
、
第
一
〇
代
大
統
領
タ
イ
ラ
ー
（John T

yler

）

は
、
テ
キ
サ
ス
を
合
衆
国
に
加
入
さ
せ
る
条
約
を
上
院
に
提
出
し

た
が
、
一
六
対
三
五
の
大
差
で
否
決
さ
れ
た
。

第
一
一
代
大
統
領
ポ
ー
ク
（Jam

es K
nox P

olk

）
は
、
西
部

へ
の
拡
大
の
強
力
な
信
奉
者
で
、
テ
キ
サ
ス
の
併
合
を
是
非
実
現

し
た
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
一
八
四
四
年
、
上
院
に
条
約
の
承

認
を
求
め
る
代
わ
り
に
、
両
院
の
共
同
決
議
（joint resolution （

9
）

）

と
い
う
手
段
を
執
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
テ
キ
サ
ス
の

併
合
は
無
事
に
認
め
ら
れ
た
。
翌
一
八
四
五
年
、
テ
キ
サ
ス
は
州

と
し
て
合
衆
国
に
加
入
し
た
。
加
入
時
点
で
独
立
国
で
あ
っ
た
国

が
、
州
と
な
っ
た
唯
一
の
例
で
あ
る
。
当
然
、
奴
隷
州
と
な
っ
た
。

（
四
）　

一
八
五
〇
年
妥
協

一
八
四
六
年
〜
一
八
四
八
年
に
米
墨
戦
争
（M

exican-
A
m
erican W

ar

）
が
起
こ
っ
た
（
墨
と
は
メ
キ
シ
コ
（
墨
西
哥
）

の
意
味
で
あ
る
。）。

テ
キ
サ
ス
州
を
併
合
し
た
合
衆
国
は
、
テ
キ
サ
ス
と
メ
キ
シ
コ

の
国
境
を
リ
オ
・
グ
ラ
ン
デ
川
（R

io G
rande R

iver

）
と
主
張

一
二
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
三
二
）

第
三
に
、
一
八
四
九
年
に
ソ
ル
ト
レ
イ
ク
に
入
植
し
て
い
た
モ

ル
モ
ン
教
徒
が
、
そ
こ
を
中
心
と
す
る
デ
ィ
ザ
レ
ッ
ト
州
（S

tate 
of D

eseret

）
と
い
う
州
を
作
り
出
し
、
合
衆
国
へ
の
加
入
を
希

望
し
て
い
た

（
10
）

。

こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、

一
八
五
〇
年
妥
協
（C

om
prom

ise of 1850

）
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ミ
ズ
ー
リ

妥
協
の
様
な
単
一
の
法

律
で
は
な
く
、
五
つ
の

法
律
の
総
称
で
あ
る
。

基
本
的
に
は
ホ
イ
ッ
グ

党
（
11
）

の
ク
レ
イ
（H

enry 
C
lay

）
が
発
案
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
成
立
さ

せ
る
の
に
失
敗
し
た
。

そ
こ
で
民
主
党
の
、
後

に
リ
ン
カ
ー
ン
の
好
敵

手
と
し
て
活
動
す
る
イ

リ
ノ
イ
州
選
出
の
合
衆

国
上
院
議
員
ダ
グ
ラ
ス

失
っ
た
。

こ
う
し
て
獲
得
し
た
広
大
な
地
域
を
ど
う
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て

様
々
な
問
題
が
発
生
し
て
い
た
。
そ
の
時
発
生
し
て
い
た
問
題
は
、

具
体
的
に
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
に
、
上
述
の
と
お
り
一
八
四
八
年
二
月
二
日
に
メ
キ
シ
コ

か
ら
割
譲
さ
れ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
、
そ
の
直
前
、
一
八
四
八

年
一
月
二
四
日
に
金
鉱
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
以
後
、
ゴ
ー
ル
ド

ラ
ッ
シ
ュ
が
起
こ
っ
て
爆
発
的
に
人
口
が
増
加
し
て
い
た
。
彼
ら

は
、
合
衆
国
政
府
の
承
認
を
待
た
ず
に
、
自
由
州
と
す
る
憲
法
を

制
定
し
、
州
知
事
や
議
会
議
員
、
さ
ら
に
は
連
邦
議
会
議
員
ま
で

選
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ミ
ズ
ー
リ
妥
協
の
南
に
位
置
す
る
州

で
あ
る
た
め
、
奴
隷
州
側
が
そ
の
自
由
州
と
し
て
の
加
入
に
反
対

し
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
を
奴
隷
州
と
し
て
加
入
さ
せ
る
よ
う
に

主
張
し
て
い
た
。

第
二
に
、
奴
隷
州
で
あ
る
テ
キ
サ
ス
は
リ
オ
グ
ラ
ン
デ
川
以
南

の
土
地
を
す
べ
て
自
ら
の
領
地
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
と
テ
キ
サ
ス
の
間
に
あ
る
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
は
、

テ
キ
サ
ス
に
抵
抗
し
、
そ
こ
を
自
ら
の
土
地
と
主
張
す
る
と
共
に
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
同
様
自
由
州
と
し
て
の
加
入
を
臨
ん
で
い
た
。

ま
た
、
テ
キ
サ
ス
は
エ
ル
パ
ソ
の
領
有
も
主
張
し
て
い
た
。

一
二
八



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
三
三
）

そ
れ
が
こ
の
時
、
初
め
て
合
衆
国
の
法
律
に
明
記
さ
れ
た
。
こ
れ

こ
そ
が
、
次
に
説
明
す
る
カ
ン
ザ
ス
・
ネ
ブ
ラ
ス
カ
問
題
の
最
大

の
原
因
と
な
る
。

（
五
）　

流
血
の
カ
ン
ザ
ス

仏
領
ル
イ
ジ
ア
ナ
地
域
の
う
ち
、
今
日
、
カ
ン
ザ
ス
州
及
び
ネ

ブ
ラ
ス
カ
州
と
し
て
知
ら
れ
る
地
域
は
、
元
々
は
合
衆
国
と
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
部
族
と
の
条
約

上
、
シ
ャ
イ
ア
ン
族

（C
heyenne

）
及
び
ア
パ

ラ
チ
族
（A

palachee

）

の
居
住
す
る
と
さ
れ
て
い

る
地
域
だ
っ
た
。
し
か
し
、

一
八
五
〇
年
以
前
に
白
人

は
不
法
に
そ
の
土
地
に
侵

入
し
、
や
が
て
、
そ
の
地

域
全
体
を
開
拓
の
た
め
に

開
放
す
る
こ
と
を
声
高
く

要
求
し
た
。
間
も
な
く
幾

つ
か
の
ア
メ
リ
カ
陸
軍
の

（S
tephen A

rnold D
ouglas

）
が
、
こ
れ
を
五
つ
の
法
律
に
細

分
化
し
、
個
別
に
審
議
さ
せ
る
こ
と
で
、
成
立
さ
せ
る
の
に
成
功

し
た
の
で
あ
る
。

五
つ
の
法
律
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
法
律
で
あ
る

（
12
）

。

　

一　

テ
キ
サ
ス
州
は
、
従
来
か
ら
主
張
し
て
き
た
リ
オ
グ
ラ

ン
デ
川
東
側
の
土
地
の
領
有
を
放
棄
し
、
そ
こ
に
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ

コ
準
州
の
設
置
を
認
め
る
法
律

（
13
）

　

二　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
を
自
由
州
と
し
て
合
衆
国
加
入
を
認

め
る
法
律

（
14
）

。

　

三　

ユ
タ
準
州

（
15
）

を
認
め
る
法
律
。

　

四　

一
八
五
〇
年
逃
亡
奴
隷
法

（
16
）

　

五　

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．に
お
け
る
奴
隷
取
引
を
禁
止
す
る

法
律

（
17
）

。
こ
の
妥
協
に
よ
り
、
南
北
間
の
緊
張
は
、
四
年
間
だ
け
緩
和
さ

れ
た
。

こ
の
第
一
及
び
第
三
の
法
律
に
現
れ
た
人
民
主
権
（popular 

sovereignty

）
理
論
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
地
域

の
住
民
の
投
票
に
よ
っ
て
、
自
由
州
と
な
る
か
奴
隷
州
と
な
る
か

を
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
法
律
に
は

定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
ダ
グ
ラ
ス
上
院
議
員
の
持
論
で
あ
り
、

一
二
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
三
四
）

を
奴
隷
州
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
有
り
、
そ
の
た
め
に
、
ダ
グ

ラ
ス
は
、
南
部
の
要
求
に
屈
し
て
、
そ
れ
を
規
定
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
三
七
条
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

問
題
の
規
定
は
、
一
四
条
の
末
尾
に
さ
り
げ
な
く
挿
入
さ
れ
て
い

る
。
次
の
文
言
が
そ
れ
で
あ
る
。

T
hat the C

onstitution, and all L
aw

s of the U
nited 

S
tates w

hich are not locally inapplicable, shall have 
the sam

e force and eff ect w
ithin the said T

erritory 
of N

ebraska as elsew
here w

ithin U
nited S

tates, 
except the eighth section of the act preparatory to 
the adm

ission of M
issouri into the U

nion, approved 
M

arch sixth, eighteen hundred and tw
enty, w

hich, 
being inconsistent w

ith the principle of non-
intervention by C

ongress w
ith slavery in the S

tates 
and T

erritories, as recognized by the legislation of 
eighteen hundred and fifty, com

m
only called the 

C
om

prom
ise M

easures, is hereby declared 
inoperative and void; it being the true intent and 
m
eaning of this act not to legislate slavery into any 

T
erritory or S

tate, nor to exclude it therefrom
, but 

砦
が
そ
の
地
域
に
造
ら
れ
、
西
方
へ
向
か
う
道
の
旅
人
の
護
衛
と

い
う
名
目
の
下
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
圧
迫
し
始
め
た
。

そ
の
流
れ
の
末
に
、
カ
ン
ザ
ス
・
ネ
ブ
ラ
ス
カ
法
（K

ansas-
N
ebraska A

ct （
18
）

）
が
一
八
五
四
年
五
月
二
六
日
に
制
定
さ
れ
た
。

そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
五
〇
年
妥
協
の
中
心
人
物
で
あ

る
ダ
グ
ラ
ス
上
院
議
員
で
あ
る
。
彼
は
、
自
分
の
選
挙
区
で
あ
る

イ
リ
ノ
イ
州
シ
カ
ゴ
を
拠
点
と
す
る
大
陸
横
断
鉄
道
を
夢
見
て
い

た
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
鉄
道
の
路
線
と
な
る
地
域
が
合
衆
国
領

土
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
そ
の

地
域
が
ミ
ズ
ー
リ
妥
協
の
線
の
北
に
あ
る
事
で
あ
る
。
そ
こ
に
新

州
を
単
純
に
作
る
と
、
自
由
州
と
言
う
こ
と
に
な
り
、
南
北
バ
ラ

ン
ス
を
崩
す
。
そ
こ
で
、
ダ
グ
ラ
ス
は
、
そ
の
地
域
を
北
の
ネ
ブ

ラ
ス
カ
（N

ebraska

）
と
、
南
の
カ
ン
ザ
ス
（K

ansas

）
と
に

分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
準
州
を
創
設
し
て
白
人
移
住
者
に
新
し
い

土
地
を
開
放
す
る
こ
と
を
も
く
ろ
み
、
法
案
を
作
成
し
た
。
お
そ

ら
く
、
ダ
グ
ラ
ス
の
意
図
は
、
北
の
ネ
ブ
ラ
ス
カ
が
自
由
州
に
、

南
の
カ
ン
ザ
ス
が
奴
隷
州
に
な
る
事
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
法
律
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
ミ
ズ
ー
リ
妥
協
及
び

一
八
五
〇
年
妥
協
の
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
実
質
的
廃
止
が
盛
り

込
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
記
し
な
け
れ
ば
、
カ
ン
ザ
ス

一
三
〇



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
三
五
）

を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
自
ら
の
地
域
制
度
を
形
成
し
、
規

制
す
る
完
全
な
自
由
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
何
も
、
一
八
二
〇
年
の
法
律
に
先
行

す
る
い
か
な
る
奴
隷
制
を
保
護
し
、
確
立
し
、
禁
止
し
、
ま

た
は
廃
止
す
る
法
や
規
制
を
復
活
さ
せ
た
り
、
強
制
し
た
り

す
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

ダ
グ
ラ
ス
は
、
南
部
諸
州
は
南
の
カ
ン
ザ
ス
準
州
に
奴
隷
制
を

拡
張
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
、
他
方
、
北
部
諸
州
は
北
の
ネ
ブ
ラ

ス
カ
準
州
で
奴
隷
制
を
廃
止
す
る
権
利
が
あ
る
た
め
に
、
こ
う
し

た
立
法
で
、
北
部
と
南
部
の
間
の
関
係
を
和
ら
げ
ら
れ
る
と
期
待

し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
案
の
反
対
者
は
南
部
の
奴
隷
勢
力
に
対
す
る
譲
歩

だ
と
言
っ
て
非
難
し
た
。
こ
の
法
案
に
反
対
し
、
奴
隷
制
の
拡
大

を
止
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
同
法
成
立
後
ま
も
な
い
一
八
五
四

年
七
月
六
日
に
結
党
さ
れ
た
の
が
、
今
日
の
共
和
党

（R
epublican P

arty

）
で
あ
る
。
共
和
党
は
、
間
も
な
く
ホ

イ
ッ
グ
党
を
吸
収
し
て
北
部
で
支
配
的
な
勢
力
と
し
て
台
頭
す
る

こ
と
に
な
る
。

事
態
は
、
ダ
グ
ラ
ス
上
院
議
員
の
甘
い
予
想
に
反
し
、
き
わ
め

て
殺
伐
た
る
経
緯
を
た
ど
っ
た
。
北
側
の
ネ
ブ
ラ
ス
カ
準
州
が
自

to leave the people thereof perfectly free to form
 

and regulate their dom
estic institutions in their ow

n 
w
ay, subject only to the C

onstitution of the U
nited 

S
tates: P

rovided, T
hat nothing herein contained 

shall be construed to revive or put in force any law
 

or regulation w
hich m

ay have existed prior to the 
act of sixth M

arch, eighteen hundred and tw
enty, 

either protecting, establishing, prohibiting, or 
abolishing slavery.

憲
法
、
及
び
地
域
に
は
適
用
で
き
な
い
も
の
を
除
く
す
べ

て
の
合
衆
国
法
は
、
合
衆
国
の
他
の
地
域
と
同
様
、
前
記
ネ

ブ
ラ
ス
カ
準
州
に
お
い
て
も
同
一
の
効
力
と
効
果
を
有
す
る

が
、
た
だ
し
、
一
八
二
〇
年
三
月
六
日
に
制
定
さ
れ
た
ミ

ズ
ー
リ
の
州
昇
格
法
八
条
が
定
め
る
州
及
び
準
州
に
お
け
る

奴
隷
制
に
対
す
る
連
邦
議
会
非
介
入
原
則
と
矛
盾
し
て
い
る

条
項
、
及
び
一
八
五
〇
年
の
、
通
常
、
妥
協
策
と
呼
ば
れ
る

法
律
は
、
こ
こ
に
お
い
て
は
機
能
せ
ず
無
効
と
宣
言
さ
れ
る
。

何
ら
か
の
地
域
ま
た
は
州
に
お
い
て
奴
隷
制
を
制
定
し
、
も

し
く
は
そ
れ
を
除
外
す
る
こ
と
は
、
本
法
の
真
に
意
図
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
人
民
に
、
合
衆
国
憲
法
に
従
う
こ
と

一
三
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
三
六
）

は
組
織
的
に
大
量
の
移
住
者
を
送
り
込
み
、
彼
ら
は
ミ
ズ
ー
リ
川

の
線
を
迂
回
し
て
カ
ン
ザ
ス
の
奥
深
く
に
移
住
し
、
ロ
ー
レ
ン
ス

等
の
町
を
建
設
し
た

（
19
）

。
彼
ら
は
自
由
州
派
（F

ree-S
taters

）
と

呼
ば
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
奴
隷
制
推
進
派
は
奴
隷
州
派
（P

ro-
slavery settlers

）
と
呼
ば
れ
た
。
東
部
か
ら
の
移
住
者
が
流
れ

込
む
と
共
に
、
急
速
に
自
由
州
派
の
人
数
が
奴
隷
州
派
よ
り
も
は

る
か
に
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。

一
八
五
五
年
三
月
三
〇
日
に
カ
ン
ザ
ス
準
州
議
会
議
員
の
選
挙

が
行
わ
れ
た
。
こ
の
選
挙
で
は
「
国
境
の
悪
漢
（B

order 
R
affi  an

）」
と
呼
ば
れ
た
奴
隷
州
派
の
活
動
家
が
ミ
ズ
ー
リ
州
か

ら
大
挙
し
て
カ
ン
ザ
ス
準
州
内
に
入
り
込
み
、
武
力
で
選
挙
の
公

正
を
害
し
た
。
こ
の
結
果
、
議
会
で
は
奴
隷
州
派
が
圧
倒
的
な
多

数
を
占
め
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
議
会
は
自
由
州
派
か
ら
は
幽
霊

議
会
（B

ogus legislature

）
と
呼
ば
れ
た
。
同
議
会
は
七
月
一

日
に
開
会
し
、
悪
名
高
い
黒
人
法
（B

lack law

）
と
呼
ば
れ
る

一
連
の
立
法
を
行
っ
て
奴
隷
州
と
し
て
の
既
成
事
実
を
積
み
上
げ

て
い
っ
た
。

こ
れ
に
対
抗
し
て
自
由
州
派
は
八
月
一
四
日
に
、
最
初
の
自
由

州
会
議
（F

ree-state convention

）
を
開
催
し
、
自
由
州
制
憲

議
会
議
員
選
挙
を
実
施
し
て
対
抗
し
た
。
そ
し
て
一
〇
月
二
三
日

由
州
に
な
る
こ
と
は
、
ミ
ズ
ー
リ
妥
協
か
ら
当
然
に
予
想
さ
れ
た

か
ら
、
焦
点
に
な
っ
た
の
は
南
の
カ
ン
ザ
ス
準
州
で
あ
っ
た
。

ま
ず
カ
ン
ザ
ス
・
ネ
ブ
ラ
ス
カ
法
が
成
立
し
た
数
日
後
に
、
隣

接
す
る
ミ
ズ
ー
リ
州
か
ら
何
百
人
も
の
住
人
が
カ
ン
ザ
ス
内
に
流

入
し
、
こ
の
地
域
す
べ
て
を
奴
隷
制
擁
護
地
域
と
す
る
意
図
で
集

会
を
開
い
て
、
志
を
同
じ
く
す
る
仲
間
の
団
結
を
図
っ
た
。
北
部

や
東
部
の
自
由
州
か
ら
最
初
の
移
民
が
到
着
す
る
前
に
、
ミ
ズ
ー

リ
川
沿
い
の
め
ぼ
し
い

場
所
は
、
ミ
ズ
ー
リ
州

西
部
か
ら
の
移
住
者
に

よ
っ
て
す
べ
て
抑
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
自
由
州
か
ら
来
た

移
民
を
、
そ
の
線
を
通

過
さ
せ
ず
に
追
い
返
し

た
。こ

れ
に
対
し
、
ミ

ズ
ー
リ
妥
協
の
北
に
奴

隷
州
を
許
す
ま
い
と
決

意
し
て
い
た
北
部
側
で

カンザス州北東部地図

一
三
二



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
三
七
）

一
六
二
対
一
〇
、二
二
六
で
否
決
す
る
。
そ
し
て
、
レ
ー
ブ
ン

ワ
ー
ス
の
町
で
制
憲
議
会
（L

eavenw
orth C

onstitutional 
C
onvention

）
を
開
き
、
レ
ー
ブ
ン
ワ
ー
ス
憲
法
を
採
択
す
る
。

こ
れ
は
五
月
一
八
日
に
住
民
投
票
に
よ
り
成
立
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
第
一
五
代
大
統
領
ブ
キ
ャ
ナ
ン
（Jam

es 
B
uchanan

）
は
、
ル
コ
ン
プ
ト
ン
憲
法
を
支
持
し
、
カ
ン
ザ
ス

準
州
を
奴
隷
州
と
し
て
連
邦
に
加
盟
さ
せ
る
よ
う
に
、
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
付
け
て
議
会
に
送
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
全

米
を
二
つ
に
割
っ
た
大
議
論
が
巻
き
起
こ
る
。
こ
れ
が
一
八
六
一

年
に
南
北
戦
争
が
起
こ
る
最
大
の
原
因
と
な
る
。
こ
の
結
果
、
今

日
、
ブ
キ
ャ
ナ
ン
は
南
北
戦
争
を
招
い
た
最
悪
の
大
統
領
と
し
て

記
憶
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
も
両
派
が
そ
れ
ぞ
れ
に
作
っ
た
二
つ
の
憲
法
の
い
ず
れ

を
と
る
か
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
続
い
た
が
、
最
終
的
に
自
由
州
派

側
の
憲
法
と
決
ま
り
、
一
八
六
一
年
一
月
二
九
日
に
、
カ
ン
ザ
ス

州
は
自
由
州
と
し
て
合
衆
国
に
加
入
し
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

南
北
戦
争
の
始
ま
り
と
な
る
南
部
の
連
邦
か
ら
の
脱
退
は

一
八
六
〇
年
一
二
月
に
は
既
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
風

雲
ま
さ
に
急
を
告
げ
る
な
か
で
の
連
邦
加
盟
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
は
逆
に
自
由
白
人
男
子
だ
け
が

に
は
、
ト
ピ
ー
カ
で
、
ト
ピ
ー
カ
憲
法
（T

opeka C
onstitution

）

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
採
択
し
た
。
同
憲
法
は
一
二
月
一
五
日
に
住

民
投
票
に
掛
け
ら
れ
、
一
、七
三
一
対
四
六
で
承
認
さ
れ
た
。
当

然
、
奴
隷
州
派
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

自
由
州
派
と
奴
隷
州
派
は
、
そ
れ
ぞ
れ
知
事
を
選
出
す
る
な
ど
、

対
立
を
深
め
て
い
く
。

一
一
月
二
一
日
に
、
自
由
州
派
の
一
人
が
奴
隷
州
派
に
依
っ
て

殺
害
さ
れ
た
事
を
き
っ
か
け
に
、
カ
ン
ザ
ス
準
州
内
や
ミ
ズ
ー
リ

州
と
の
州
境
で
は
奴
隷
州
派
移
民
と
、
自
由
州
人
と
の
間
で
数
々

の
暴
力
沙
汰
が
続
き
、「
流
血
の
カ
ン
ザ
ス
」（B

leeding 
K
ansas （

20
）

）
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
騒
擾
状
態
に
な
っ
た

（
21
）

。

一
八
五
七
年
九
月
七
日
に
、
奴
隷
州
派
が
ル
コ
ン
プ
ト
ン
の
町

で
制
憲
議
会
（L

ecom
pton C

onstitutional C
onvention

）
を

開
き
、
ル
コ
ン
プ
ト
ン
憲
法
を
採
択
す
る
。
一
二
月
二
一
日
に
ル

コ
ン
プ
ト
ン
憲
法
は
住
民
投
票
に
掛
け
ら
れ
、
自
由
州
派
が
ボ
イ

コ
ッ
ト
す
る
中
、
六
、二
二
六
対
四
六
九
で
可
決
さ
れ
る
。

こ
の
間
の
一
〇
月
五
〜
六
日
に
第
二
回
の
領
土
議
会
議
員
選
挙

が
行
わ
れ
る
。
こ
の
選
挙
で
は
、
自
由
州
派
が
勝
利
し
た
。
新
し

い
議
会
は
、
ル
コ
ン
プ
ト
ン
憲
法
を
再
度
住
民
投
票
に
掛
け
る
こ

と
に
決
め
、
一
八
五
八
年
一
月
四
日
に
行
わ
れ
た
投
票
で
こ
れ
を

一
三
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
三
八
）

一
八
〇
〇
年
に
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
で
、
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ロ
ウ

（P
eter B

low

）
の
所
有
す
る
奴
隷
と
し
て
生
ま
れ
、
一
八
二
〇

年
に
、
ブ
ロ
ウ
に
従
っ
て
ミ
ズ
ー
リ
州
に
移
住
し
た
。
ブ
ロ
ウ
が

一
八
三
二
年
に
死
亡
し
た
の
で
、
そ
の
翌
一
八
三
三
年
に
合
衆
国

陸
軍
の
軍
医
で
あ
る
エ
マ
ー
ソ
ン
少
佐
（John E

m
erson

）
が

彼
を
購
入
し
た
。
エ
マ
ー
ソ
ン
は
彼
を
イ
リ
ノ
イ
州
の
ア
ー
ム
ス

ト
ロ
ン
グ
砦
（F

ort A
rm

strong

）
に
伴
い
、
一
八
三
六
年
ま

で
滞
在
し
た
。
イ
リ
ノ
イ
州
は
自
由
州
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

一
七
八
七
年
の
北
西
部
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
ス
コ
ッ

ト
は
自
由
と
な
る
資
格
を
得
た
。

一
八
三
六
年
に
、
エ
マ
ー
ソ
ン
は
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
準
州
（
現

在
の
ミ
ネ
ソ
タ
州
）
に
あ
る
ス
ネ
リ
ン
グ
砦
（F

ort S
nelling

）

に
転
勤
し
、
ス

コ
ッ
ト
も
そ
れ
に

従
っ
た
。
こ
こ
は

ミ
ズ
ー
リ
妥
協
に

よ
り
自
由
地
域
と

さ
れ
て
い
た
。
さ

ら
に
ス
コ
ッ
ト
が

移
転
す
る
二
週
間

選
挙
権
者
で
あ
る
と
い
う
憲
法
を
、
南
北
戦
争
が
終
了
し
た
後
の

一
八
六
六
年
に
制
定
し
た
。
こ
の
た
め
州
昇
格
の
た
め
の

一
八
六
六
年
権
限
付
与
法
案
は
、
議
会
で
は
承
認
さ
れ
た
が
、
リ

ン
カ
ー
ン
の
暗
殺
に
よ
っ
て
一
七
代
大
統
領
と
な
っ
た
ア
ン
ド

リ
ュ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（A

ndrew
 Johnson

）
の
握
り
つ
ぶ
し

拒
否
権
（
大
統
領
が
法
案
に
一
〇
日
間
署
名
し
な
い
場
合
の
間
接

的
拒
否
権
）
の
対
象
と
な
っ
た
。
連
邦
議
会
が
一
八
六
七
年
に
再

招
集
さ
れ
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
憲
法
で
選
挙
権
条
項
を
削
除
す
る
修
正

を
加
え
る
と
い
う
条
件
で
、
新
た
な
州
昇
格
法
案
が
成
立
し
た
。

こ
の
法
案
も
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
拒
否
し
た
が
、
議
会
は
そ
の

拒
否
を
三
分
の
二
の
多
数
で
無
効
に
し
、
州
へ
の
昇
格
が
よ
う
や

く
な
っ
た
。

二　

ド
レ
ッ
ド
ス
コ
ッ
ト
事
件

こ
の
事
件
が
起
き
た
の
は
、
流
血
の
カ
ン
ザ
ス
騒
動
の
真
っ
最

中
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
非
常
に
大
き
な
社
会
的
反
響
を
呼
ん

だ
の
で
あ
る
。

（
一
）　

基
本
的
な
事
実
関
係

ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
（D

red S
cott

）
は
一
七
九
五
〜

一
三
四



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
三
九
）

う
命
じ
た
。
し
か
し
、
エ
マ
ー
ソ
ン
は
、
ス
コ
ッ
ト
と
そ
の
妻
を

賃
貸
に
し
て
数
ヶ
月
間
ミ
ネ
ソ
タ
に
残
し
て
お
い
た
。
自
由
州
に

お
い
て
、
ス
コ
ッ
ト
を
賃
貸
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
奴
隷
制
を
意

味
し
、
明
ら
か
に
ミ
ズ
ー
リ
妥
協
と
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
準
州
権
限

付
与
法
お
よ
び
北
西
部
条
例
に
違
反
す
る
違
法
行
為
で
あ
っ
た
。

そ
の
年
の
う
ち
に
、
合
衆
国
陸
軍
は
エ
マ
ー
ソ
ン
を
ル
イ
ジ
ア

ナ
州
ジ
ェ
サ
ッ
プ
砦
（F

ort Jessup

）
に
転
勤
さ
せ
た
。
そ
こ

で
、
一
八
三
八
年
二
月
、
エ
マ
ー
ソ
ン
は
エ
リ
ザ
・
イ
レ
ー
ヌ
・

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
（E

liza Irene S
anford

）
と
結
婚
し
、
ス
コ
ッ

ト
夫
妻
を
ミ
ネ
ソ
タ
か
ら
呼
び
よ
せ
た
。
ス
コ
ッ
ト
夫
妻
は
、
誰

の
監
視
も
受
け
ず
に
そ
の
旅
行
を
行
っ
た
。
そ
の
旅
行
中
、
ス

コ
ッ
ト
の
娘
エ
リ
ザ
（E

riza

）
は
ア
イ
オ
ワ
準
州
と
イ
リ
ノ
イ

準
州
の
間
を
流
れ
る
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
を
運
行
す
る
蒸
気
船
の
上
で

生
ま
れ
た
。
ど
ち
ら
の
準
州
も
自
由
州
で
あ
っ
た
か
ら
、
法
理
論

的
に
言
え
ば
、
彼
女
は
、
連
邦
法
の
下
で
も
州
法
の
下
で
も
自
由

人
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。

一
八
三
八
年
末
に
、
軍
は
再
び
エ
マ
ー
ソ
ン
を
ス
ネ
リ
ン
グ
砦

に
転
属
さ
せ
た
。
一
八
四
〇
年
、
エ
マ
ー
ソ
ン
は
セ
ミ
ノ
ー
ル
戦

争
に
従
軍
し
た
。
そ
の
間
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
妻
と
ス
コ
ッ
ト
夫
妻

は
セ
ン
ト
ル
イ
ス
に
留
ま
っ
た
。
そ
の
間
、
ス
コ
ッ
ト
夫
妻
は
再

前
に
、
合
衆
国
議
会
は
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
権
限
付
与
法

（W
isconsin E

nabling A
ct

）
を
可
決
し
て
い
た
が
、
同
法
は
明

確
に
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
準
州
に
お
け
る
奴
隷
制
を
違
法
と
し
て
い

た
。
ス
コ
ッ
ト
は
こ
こ
に
二
年
半
止
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
も
ス
コ
ッ
ト
は
そ
の
自
由
を
得
る
資
格
を
有
し
て
い
た
。

そ
こ
に
い
る
間
に
、
ス
コ
ッ
ト
は
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン

（H
arriet R

obinson

）
と
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
同
意
の
下
に
法
律

上
正
式
に
婚
姻
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
コ
ッ
ト
に
今
ひ
と
つ
の

自
由
人
で
あ
る
根
拠
を
与
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
南
部
諸
州
の

法
律
で
は
、
奴
隷
に
法
律
上
の
婚
姻
を
行
う
権
利
は
無
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
婚
姻
は
法
律
上
の
契
約
で
あ
り
、

奴
隷
に
契
約
を
結
ぶ
権
限
は
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
婚
姻
の
法
的

性
格
を
認
識
す
る
こ
と
は
奴
隷
所
有
者
の
財
産
利
益
を
損
な
う
。

第
三
に
奴
隷
が
婚
姻
す
る
と
、
他
者
（
奴
隷
所
有
者
を
含
む
）
に

よ
る
攻
撃
か
ら
自
分
の
妻
を
保
護
す
る
権
利
と
義
務
を
生
じ
る
。

し
か
し
、
こ
の
際
に
も
、
ス
コ
ッ
ト
は
自
由
に
関
す
る
何
の
試
み

も
行
っ
て
い
な
い
。

一
八
三
七
年
、
合
衆
国
陸
軍
は
エ
マ
ー
ソ
ン
に
、
ミ
ズ
ー
リ
州

セ
ン
ト
ル
イ
ス
の
南
に
あ
る
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
・
バ
ラ
ッ
ク
ス
駐

屯
地
（Jeff erson B

arracks M
ilitary P

ost

）
に
転
勤
す
る
よ

一
三
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
四
〇
）

一
月
ま
で
開
廷
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
間
、
ス
コ
ッ
ト
家
族
は
、

エ
マ
ー
ソ
ン
か
ら
の
奴
隷
賃
借
人
で
あ
っ
た
セ
ン
ト
ル
イ
ス
郡
保

安
官
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
。
控
訴
審
の
陪
審
員
も
ス
コ
ッ
ト
と

彼
の
家
族
は
自
由
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

し
か
し
、
エ
マ
ー
ソ
ン
夫
人
は
こ
の
判
決
の
受
け
入
れ
を
拒
否

し
て
、
ミ
ズ
ー
リ
州
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。
こ
の
時
点
で
彼

女
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
転
居
し
た
の
で
、
こ
れ
以
降
、
彼

女
の
兄
、
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
Ａ
・
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
に
訴
訟
の
遂
行
を

委
任
し
た
。

一
八
五
二
年
一
一
月
、
ミ
ズ
ー
リ
州
最
高
裁
判
所
は
、
ミ
ズ
ー

リ
州
の
二
八
年
間
に
わ
た
る
先
例
を
覆
し
、
控
訴
審
判
決
を
破
棄

し
、
ス
コ
ッ
ト
一
家
は
、
法
的
に
は
奴
隷
で
あ
る
と
判
決
し
た
。

ス
コ
ッ
ト
一
家
が
自
由
を
得
る
に
は
、
自
由
州
に
居
住
し
て
い
る

間
に
訴
え
を
提
起
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
三
）　

連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟

一
八
五
三
年
に
、
ス
コ
ッ
ト
は
、
今
度
は
連
邦
裁
判
所
に
訴
え

を
提
起
し
た
。
被
告
は
ジ
ョ
ン
・
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
に
な
っ
た
。
彼

は
、
こ
の
間
に
ジ
ョ
ン·

エ
マ
ー
ソ
ン
の
財
産
の
執
行
者
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
連
邦
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
根
拠
は
、

び
賃
貸
さ
れ
た
。

一
八
四
二
年
、
エ
マ
ー
ソ
ン
は
軍
を
退
役
し
た
。
一
八
四
三
年
、

エ
マ
ー
ソ
ン
は
四
〇
歳
で
ア
イ
オ
ワ
準
州
で
死
亡
し
た
。
エ
マ
ー

ソ
ン
の
妻
は
、
ス
コ
ッ
ト
を
含
む
エ
マ
ー
ソ
ン
の
資
産
を
相
続
し

た
。
エ
マ
ー
ソ
ン
の
死
後
三
年
間
、
ス
コ
ッ
ト
と
そ
の
家
族
は
賃

貸
奴
隷
と
し
て
働
い
て
い
た
。
一
八
四
六
年
二
月
、
ス
コ
ッ
ト
は

エ
リ
ザ･

イ
レ
ー
ヌ
・
エ
マ
ー
ソ
ン
か
ら
自
分
達
の
自
由
を
購
お

う
と
し
た
が
、
彼
女
は
拒
否
し
た
。

（
二
）　

ミ
ズ
ー
リ
州
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟

一
八
四
六
年
、
ス
コ
ッ
ト
は
、
奴
隷
解
放
運
動
家
の
助
言
を
得

て
、
ミ
ズ
ー
リ
州
裁
判
所
に
、
自
ら
、
妻
及
び
娘
の
自
由
を
求
め

る
訴
訟
を
、
エ
マ
ー
ソ
ン
を
相
手
取
っ
て
提
起
し
た
。
そ
れ
に
あ

た
り
、
ス
コ
ッ
ト
は
以
前
の
所
有
者
で
あ
っ
た
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ロ

ウ
の
息
子
か
ら
経
済
的
援
助
を
受
け
た
。
こ
の
訴
訟
中
に
次
女
リ

ジ
ー
（L

izzie

）
が
生
ま
れ
た
。

一
八
四
七
年
末
に
、
ス
コ
ッ
ト
は
、
こ
の
訴
訟
に
勝
訴
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
一
八
四
八
年
、
エ
マ
ー
ソ
ン
側
は
ミ
ズ
ー
リ
州

高
等
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。

大
火
災
や
コ
レ
ラ
の
流
行
か
ら
、
こ
の
上
告
審
は
一
八
五
〇
年

一
三
六



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
四
一
）

二
節
第
一
項
は
異
な
る
州
の
『
市
民C

itizen

』
の
間
の
訴
訟
は

連
邦
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

ス
コ
ッ
ト
が
、
あ
る
州
の
市
民
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
原
告
適

格
を
有
し
て
い
な
い
。

ト
ー
ニ
ー
は
次
の
様
に
疑
問
を
言
い
換
え
る
。

「
質
問
は
単
に
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
祖
先
が
こ

の
国
に
輸
入
さ
れ
、
奴
隷
と
し
て
売
ら
れ
た
黒
人
が
、
合
衆

国
憲
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
存
在
す
る
に
到
っ
た
政
治
的

社
会
の
構
成
員
た
り
得
る
か
、
そ
し
て
そ
の
様
な
者
が
、
憲

法
に
よ
っ
て
市
民
に
与
え
ら
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
権
利
、
特

権
及
び
免
責
、
特
に
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
連
邦
裁
判
所
に

提
訴
す
る
特
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
？
」

彼
は
、
様
々
に
論
じ
た
末
、
合
衆
国
憲
法
は
、
次
の
様
に
解
釈

さ
れ
る
べ
き
だ
と
結
論
す
る
。

「『
市
民
』
と
い
う
言
葉
と
『
合
衆
国
人
民
』
と
い
う
言
葉

は
同
義
語
で
あ
り
、
同
じ
も
の
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
我
々
の
共
和
国
憲
法
に
よ
れ
ば
、
主
権
を
形
成
し
、

権
力
を
握
っ
て
い
る
人
と
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
政
治
を
行

う
も
の
を
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
我
々
が
〝
主
権
者
〞
と

い
つ
も
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
市
民
は
、
こ

サ
ン
フ
ォ
ー
ド
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
住
民
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
合
衆
国
憲
法
第
三
条
第
二
節
が
連
邦
の
「
司
法
権
は
異
な
る

州
の
市
民
間
の
紛
争
に
及
ぶ
」
と
定
め
て
い
る
た
め
に
、
連
邦
裁

判
所
の
管
轄
に
な
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

一
八
五
四
年
、
連
邦
裁
判
所
は
、
こ
の
訴
え
を
受
理
し
た
が
、

担
当
判
事
は
陪
審
員
に
、
自
由
の
問
題
は
、
ミ
ズ
ー
リ
州
法
に

依
っ
て
処
理
す
る
べ
き
で
あ
る
旨
指
示
し
た
。
上
述
の
と
お
り
、

ミ
ズ
ー
リ
州
最
高
裁
は
ス
コ
ッ
ト
は
奴
隷
と
判
決
し
て
い
た
の
で
、

陪
審
員
は
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
勝
訴
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ス

コ
ッ
ト
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

（
四
）　

連
邦
最
高
裁
判
所
判
決

連
邦
最
高
裁
判
決
は
、
激
化
す
る
南
北
対
立
と
い
う
政
治
情
勢

の
下
に
遅
延
さ
れ
、
一
八
五
七
年
三
月
六
日
に
な
っ
て
下
さ
れ
た
。

判
決
は
、
ト
ー
ニ
ー
の
書
い
た
法
廷
意
見
に
加
え
、
南
部
系
の
六

名
の
陪
席
判
事
の
補
足
意
見
と
、
二
名
の
判
事
に
よ
る
反
対
意
見

か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。

1　

ス
コ
ッ
ト
の
原
告
適
格

ト
ー
ニ
ー
は
こ
の
事
件
が
連
邦
司
法
権
に
属
す
る
か
を
問
題
に

し
た
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
三
条
第

一
三
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
四
二
）

権
利
を
疑
う
余
地
な
く
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
資
格

は
も
ち
ろ
ん
、
州
の
境
界
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
そ
の
者
に
、

他
の
州
の
法
律
や
米
国
の
礼
譲
に
よ
っ
て
彼
に
保
障
さ
れ
た

限
度
を
超
え
た
権
利
や
特
権
も
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
い
く
つ
か
の
州
は
、
合
衆
国
憲
法
を
批
准
す
る
に
当

た
り
、
こ
れ
ら
の
権
利
と
特
権
を
付
与
す
る
権
限
を
放
棄
し

て
い
る
。
各
州
は
、
依
然
と
し
て
外
国
人
そ
の
他
そ
の
州
が

適
切
と
考
え
た
者
な
い
し
は
任
意
の
階
級
ま
た
は
人
の
行
為

に
対
し
て
そ
れ
ら
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
者
は

合
衆
国
憲
法
で
使
用
さ
れ
る
意
味
で
の
市
民
で
は
な
く
、
ま

た
、
連
邦
裁
判
所
の
い
ず
れ
か
で
訴
訟
を
提
起
す
る
権
限
を

授
与
さ
れ
た
わ
け
で
も
、
他
州
に
お
い
て
市
民
の
特
権
及
び

免
責
権
を
有
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
が
得
た
権
利
は
、
そ

れ
ら
を
与
え
た
州
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
合
衆
国
憲
法
は
、

議
会
に
帰
化
の
統
一
ル
ー
ル
を
確
立
す
る
権
利
を
授
与
し
て

お
り
、
こ
の
権
利
は
、
明
ら
か
に
排
他
的
で
あ
り
、
当
法
廷

で
そ
う
な
る
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
い

か
な
る
州
も
、
憲
法
制
定
以
来
、
外
国
人
を
帰
化
さ
せ
、
そ

の
者
に
連
邦
政
府
の
下
で
市
民
に
対
し
て
保
障
さ
れ
た
権
利

及
び
特
権
を
授
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
そ

の
人
民
の
一
人
で
あ
り
、
こ
の
主
権
の
構
成
員
で
あ
る
。

我
々
が
先
に
提
起
し
た
質
問
は
、
上
告
人
が
こ
の
人
民
の
一

部
を
構
成
す
る
者
で
あ
る
か
、
そ
し
て
主
権
者
の
一
員
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、
彼
ら
は
憲
法
の
用
語

で
あ
る
『
市
民
』
で
は
な
く
、
そ
れ
に
含
ま
れ
ず
、
そ
れ
に

含
ま
れ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
に
合
衆
国

憲
法
が
市
民
に
提
供
し
、
確
保
さ
れ
て
い
る
権
利
と
特
権
の

い
ず
れ
を
も
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
、
彼
ら
は
、
支
配
的
種
族

に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
、
下
位
の
、
劣
っ
た
ク
ラ
ス
の
人
間

で
あ
り
、
解
放
さ
れ
て
い
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
依
然
と

し
て
そ
の
権
威
の
下
に
あ
り
、
権
限
を
持
つ
者
や
政
府
が
彼

ら
に
付
与
し
よ
う
と
考
え
た
も
の
を
例
外
と
し
て
、
い
か
な

る
権
利
や
特
権
も
、
有
さ
な
い
。」

そ
の
様
に
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
に
ミ

ズ
ー
リ
州
の
裁
判
所
が
ス
コ
ッ
ト
の
訴
え
を
受
理
し
、
最
終
的
に

は
州
最
高
裁
判
所
ま
で
が
こ
れ
を
審
理
し
て
い
た
の
は
ど
う
な
る

の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ト
ー
ニ
ー
は
こ
う
答
え
る
。

「
す
べ
て
の
州
は
、
誰
で
あ
れ
、
そ
の
望
む
者
に
市
民
の

資
格
を
授
与
し
、
そ
れ
に
伴
う
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
授
与
す
る

一
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こ
と
な
く
、
自
分
の
私
生
活
に
お
い
て
も
、
公
的
活
動
に
お

い
て
も
、
行
動
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。」

さ
ら
に
ト
ー
ニ
ー
は
、
英
国
で
も
奴
隷
制
が
認
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
引
き
合
い
に
出
す
。

ま
た
、
ト
ー
ニ
ー
は
、
独
立
前
の
諸
邦
や
独
立
後
の
諸
州
で
奴

隷
を
正
式
に
認
め
て
い
た
法
律
や
判
例
を
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
大

量
に
例
示
す
る
。

ト
ー
ニ
ー
は
、
そ
の
一
環
と
し
て
米
国
独
立
宣
言
ま
で
も
例
証

と
し
て
掲
げ
る
。
そ
の
第
二
節
は
次
の
様
に
書
き
出
し
て
い
る
。

「
我
ら
は
以
下
の
諸
事
実
を
自
明
な
も
の
と
見
な
す
。
す
べ

て
の
人
間
は
平
等
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
創
造
主
に
よ
っ
て
、

生
存
、
自
由
そ
し
て
幸
福
の
追
求
を
含
む
あ
る
侵
す
べ
か
ら
ざ

る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
を
確
実
な
も
の

と
す
る
た
め
に
、
人
は
政
府
と
い
う
機
関
を
も
つ
。」

こ
の
文
章
は
、
普
通
は
、
文
字
通
り
『
す
べ
て
の
人
間
は
平
等

に
つ
く
ら
れ
て
い
る
』
と
読
む
。
し
か
し
、
ト
ー
ニ
ー
は
、
こ
れ

を
こ
う
説
明
す
る
。

「
上
記
の
一
般
的
な
言
葉
は
、
人
類
全
体
を
受
け
入
れ
る

よ
う
に
見
え
る
し
、
今
日
の
同
種
の
憲
法
な
ど
で
使
用
さ
れ

た
場
合
に
は
そ
う
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

の
州
だ
け
に
関
わ
る
限
度
に
お
い
て
な
ら
、
疑
う
余
地
無
く
、

そ
の
州
の
憲
法
と
法
律
で
そ
の
資
格
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い

る
す
べ
て
の
権
利
及
び
免
除
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」

要
す
る
に
、
自
由
州
が
法
律
で
黒
人
を
市
民
だ
と
定
め
た
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
れ
が
合
衆
国
市
民
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
改
め
て
ト
ー
ニ
ー
は
強
調
す
る
。

「
黒
人
は
一
世
紀
以
上
前
か
ら
劣
位
の
人
間
と
み
な
さ
れ
、

社
会
的
ま
た
は
政
治
的
関
係
に
お
い
て
白
色
人
種
と
交
際
す

る
に
は
完
全
に
不
適
当
と
さ
れ
、
彼
ら
が
劣
位
で
あ
る
限
り
、

白
人
は
尊
重
す
る
よ
う
拘
束
さ
れ
な
い
権
利
を
持
っ
て
い
る

の
で
、
黒
人
は
公
正
か
つ
合
法
的
に
黒
人
の
利
益
の
た
め
に

奴
隷
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。
黒
人
は
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
で

利
益
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
何
時
で
も
買
わ
れ
、
売
ら

れ
、
商
業
取
引
に
お
け
る
通
常
の
商
品
と
し
て
扱
わ
れ
た
。

こ
の
見
解
は
、
そ
の
当
時
、
白
色
人
種
の
文
明
の
下
に
お
い

て
は
確
立
し
、
普
遍
的
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
道
徳
の
原

理
と
見
な
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
誰
も
論
争
し
た
り
す

る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
な
い
ほ
ど
の
政
治
的
原
理
で
あ
り
、

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
と
地
位
の
人
び
と
が
、
日
常
的
に
習

慣
的
に
、
一
瞬
た
り
と
も
こ
の
意
見
が
正
し
い
こ
と
を
疑
う

一
三
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
四
四
）

え
る
こ
と
に
な
る
と
論
じ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
文
明
国
の
誰
も

望
ま
な
い
は
ず
だ
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
ス
コ
ッ
ト
は
ミ
ズ
ー
リ
州
の
市
民
で
は
な
か
っ
た

と
し
た
。
そ
れ
故
に
連
邦
裁
判
所
は
こ
の
訴
訟
に
つ
い
て
公
聴
す

る
権
限
を
欠
い
て
い
た
。
そ
の
点
を
誤
認
し
て
訴
え
を
受
理
し
た

連
邦
裁
判
所
は
致
命
的
な
誤
り
を
犯
し
た
、
と
ト
ー
ニ
ー
は
い
う

の
で
あ
る
。

2　

ミ
ズ
ー
リ
妥
協
の
違
憲
性

本
当
な
ら
、
上
記
の
と
こ
ろ
で
判
決
は
終
わ
っ
て
い
い
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
ト
ー
ニ
ー
は
さ
ら
に
踏
み
込
む
。

「
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
誤
り
の
訂
正
は
、
上
訴
審
が
そ

の
事
件
の
記
録
を
さ
ら
に
検
討
す
る
権
限
を
奪
う
こ
と
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
判
決
が
、
下
級
裁
判
所
に
よ
っ
て
判

例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か

に
、
上
訴
審
が
そ
の
様
な
権
限
を
持
つ
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
は
い
か
な
る
法
も
判
例
も
な
い
が
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本

法
廷
に
と
っ
て
、
そ
し
て
す
べ
て
の
上
訴
審
に
と
っ
て
、
下

級
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
、
判
決
記
録
に
表
れ
た
誤
り
が

何
で
あ
れ
、
そ
の
意
見
の
誤
り
を
是
正
す
る
こ
と
は
そ
の
日

常
業
務
で
あ
る
。
上
訴
審
は
、
裁
判
所
の
沈
黙
は
、
解
釈
の

に
は
奴
隷
に
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
人
種
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
意

図
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
宣
言
を
作
成
し
、
批
准
し
た
人
民
の

一
部
を
形
成
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
明
白
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
こ
の
言
葉
が
、
そ
の
当
時
に
お
い
て

彼
ら
を
包
摂
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
こ

の
宣
言
を
起
草
し
、
採
択
し
た
偉
人
達
の
行
動
は
、
彼
ら
が

主
張
し
た
原
則
と
甚
だ
し
く
矛
盾
し
、
彼
ら
が
そ
う
も
自
信

を
持
っ
て
訴
え
て
い
た
人
類
に
対
す
る
共
感
の
代
わ
り
に
、

彼
ら
は
当
然
、
広
く
叱
責
と
非
難
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。」

確
か
に
、
独
立
宣
言
の
中
心
起
草
者
で
あ
る
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン

は
奴
隷
所
有
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
彼
が
人
間
の
平
等

と
い
う
言
葉
に
言
う
人
間
に
、
黒
人
奴
隷
を
含
め
て
い
た
と
は
思

え
な
い
。
だ
か
ら
憲
法
起
草
者
に
お
い
て
も
そ
れ
が
違
う
わ
け
が

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ト
ー
ニ
ー
は
ま
た
、
ス
コ
ッ
ト
の
訴
え
を
認
め
る
と
、
黒
人
は

彼
ら
が
望
む
と
き
に
他
の
州
に
入
る
権
利
、
公
衆
の
場
や
私
的
な

場
で
市
民
が
話
す
よ
う
な
主
題
に
付
い
て
自
由
に
話
す
権
利
、
公

衆
の
集
会
を
開
き
政
治
的
な
問
題
を
論
じ
る
権
利
、
お
よ
び
彼
ら

が
行
く
と
こ
ろ
ど
こ
で
も
武
器
を
所
有
し
持
っ
て
い
く
権
利
を
与

一
四
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こ
れ
に
つ
い
て
、
ト
ー
ニ
ー
は
言
う
。

「
し
か
し
、
本
法
廷
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
そ
の
規
定
は
、

現
在
の
訴
訟
に
関
係
が
な
い
。
そ
こ
で
与
え
ら
れ
た
権
力
は
、

そ
れ
が
な
ん
で
あ
れ
、
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
当
時
米
国

に
属
し
て
い
た
地
域
、
な
い
し
米
国
が
領
有
権
を
主
張
し
、

英
国
と
の
条
約
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
境
界
内
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
を
意
図
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
外
国
政
府
か
ら
取

得
し
た
領
土
に
は
影
響
を
与
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

既
知
の
特
定
の
地
域
の
た
め
の
特
別
な
条
項
で
あ
り
、
現
在

の
緊
急
事
態
を
満
た
す
た
め
の
何
も
の
で
も
な
い
。」

以
下
、
延
々
と
当
時
の
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
述
べ
、
な
ぜ
そ

う
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
説
明
し
て
い
る
。
結
論
と
し

て
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
連
邦
政
府
に
、
憲
法
が
、
合
衆
国
の
境
界
内
に
、
あ
る

い
は
そ
こ
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
植
民
地
を
建
設
し
、
維

持
し
、
も
し
く
は
自
ら
の
利
益
の
た
め
に
支
配
し
、
統
治
し
、

あ
る
い
は
そ
の
支
配
地
域
を
拡
大
す
る
権
力
は
、
新
州
の
加

盟
の
場
合
を
除
い
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。

新
州
加
盟
に
当
た
っ
て
の
権
力
は
単
純
に
与
え
ら
れ
、
議
会

に
よ
っ
て
そ
れ
以
上
の
立
法
を
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
。
な

誤
り
や
将
来
の
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
点
は
す
で
に
判
例
に

あ
る
と
、
当
事
者
双
方
が
法
廷
で
主
張
す
る
可
能
性
に
つ
な

が
る
の
で
、
そ
れ
を
常
に
自
ら
の
義
務
と
し
て
い
る
。」

そ
し
て
、
そ
れ
を
審
査
す
る
た
め
に
は
、
ス
コ
ッ
ト
が
自
由
人

で
あ
る
と
主
張
し
た
根
拠
で
あ
る
ミ
ズ
ー
リ
妥
協
の
合
憲
性
判
断

に
踏
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
こ
こ
で
我
々
が
遭
遇
し
て
い
る
問
題
は
、
連
邦
議
会
が

制
定
し
た
こ
の
法
律
は
、
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

た
権
限
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

仮
に
そ
の
権
限
が
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合

に
は
、
そ
れ
が
無
効
で
あ
り
機
能
し
な
い
と
宣
言
す
る
こ
と

が
当
法
廷
の
義
務
で
あ
る
。
そ
し
て
米
国
の
何
人
か
が
所
有

し
て
い
る
奴
隷
に
自
由
を
付
与
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。」

ス
コ
ッ
ト
の
弁
護
人
は
、
ミ
ズ
ー
リ
妥
協
の
よ
う
な
立
法
の
制

定
権
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
憲
法
四
条
三
節
二
項
が
根
拠
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
た
。
次
の
様
な
条
文
で
あ
る
。

「
連
邦
議
会
は
、
合
衆
国
に
属
す
る
領
有
地
そ
の
他
の
財

産
を
処
分
し
、
こ
れ
に
関
す
る
必
要
な
い
っ
さ
い
の
準
則
お

よ
び
規
則
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
。」

一
四
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
四
六
）

を
創
造
し
た
各
州
の
人
民
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
。
中
央
政

府
は
、
州
の
た
め
に
活
動
す
る
受
託
者
で
あ
り
、
連
邦
の
全

人
民
の
利
益
を
促
進
す
る
た
め
、
特
に
授
権
さ
れ
た
権
限
を

担
当
す
る
の
で
あ
る
。」

ト
ー
ニ
ー
は
、
そ
の
具
体
的
例
と
し
て
、
第
一
修
正
の
保
障
す

る
表
現
の
自
由
、
第
二
修
正
の
保
障
す
る
武
器
を
帯
び
る
自
由
な

ど
を
あ
げ
、
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
そ
の
他
、
こ
こ
に
列
挙
す
る
必
要
の
な
い
で
あ
ろ
う
、

個
人
の
自
由
と
関
連
す
る
権
力
は
、
表
現
的
な
い
し
積
極
的

意
味
に
お
い
て
は
中
央
政
府
に
認
め
ら
れ
な
い
が
、
私
有
財

産
の
権
利
は
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
と
同
様
に
守
ら
れ
て
き
た
。

し
た
が
っ
て
、
財
産
権
は
、
個
人
の
権
利
と
結
び
つ
き
、

『
何
人
も
、
法
の
適
正
な
手
続
き
に
よ
ら
ず
に
、
生
命
、
自

由
ま
た
は
財
産
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
』
と
規
定
し
て
い

る
憲
法
の
第
五
修
正
に
よ
っ
て
、
同
じ
平
面
に
置
か
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
合
衆
国
市
民
は
、
米
国
内
の
特
定
の
地
域
に
自

分
の
財
産
を
運
ん
だ
と
い
う
以
外
に
は
、
何
ら
法
律
に
違
反

す
る
行
為
を
犯
し
て
い
な
い
の
に
、
そ
の
合
衆
国
市
民
の
権

利
を
剥
奪
す
る
議
会
の
法
律
は
、
法
の
適
正
手
続
き
の
名
の

下
に
無
効
で
あ
る
。」

ぜ
な
ら
ば
、
憲
法
そ
れ
自
身
が
各
州
及
び
連
邦
政
府
相
互
の

権
利
、
権
力
及
び
州
の
義
務
を
定
義
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
恒
久
的
に
支
配
す
る
地
域
を

取
得
す
る
権
力
は
何
ら
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。」

こ
の
こ
と
か
ら
、
ト
ー
ニ
ー
は
次
の
様
に
結
論
を
下
す
。

「
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
合
衆
国
人
民
に
属
す
る
地

域
に
移
住
し
た
米
国
の
市
民
は
、
中
央
政
府
の
意
思
に
依
存

す
る
単
な
る
植
民
者
と
し
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
中

央
政
府
が
適
当
と
考
え
る
い
か
な
る
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

る
こ
と
も
な
い
と
確
実
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
の

統
治
が
依
存
し
、
そ
れ
単
独
で
存
在
し
続
け
る
原
則
は
、
州

の
連
合
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
境
界
内
に
お
け
る
そ
の
地
方

に
関
わ
る
限
度
に
お
け
る
主
権
と
独
立
で
あ
り
、
米
国
領
土

内
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
州
の
人
民
に
よ
っ
て
信
託
さ
れ
た

限
定
列
挙
さ
れ
た
権
限
を
有
し
、
し
か
し
、
最
高
の
権
威
を

有
す
る
中
央
政
府
に
一
人
民
と
し
て
共
に
拘
束
さ
れ
る
。
権

力
は
、
そ
れ
が
故
に
、
中
央
政
府
が
取
得
し
保
有
す
る
植
民

地
に
お
い
て
も
、
何
ら
拘
束
無
く
立
法
し
う
る
独
立
地
域
に

お
い
て
も
現
在
の
形
に
お
け
る
独
自
の
存
在
と
は
矛
盾
す
る

で
あ
ろ
う
。
中
央
政
府
が
取
得
す
る
も
の
は
何
で
も
、
そ
れ

一
四
二



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
四
七
）

い
性
質
の
も
の
で
あ
る

（
22
）

。」。

憲
法
制
定
者
の
意
思
が
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

マ
デ
ィ
ス
ン
の
文
書
等
を
抱
負
に
引
用
し
て
反
論
し
た
。
ま
た
、

憲
法
の
枠
組
み
を
作
っ
た
者
達
は
誰
も
、
合
衆
国
議
会
が
連
合
会

議
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
北
西
部
条
例
を
承
知
し
て
い
た
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
連
邦
政
府
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
マ
カ

ラ
ッ
ク
対
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
事
件
判
例
を
あ
げ
て
反
論
し
て
い
る
。

ミ
ズ
ー
リ
妥
協
を
無
効
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
次
の
様
に
述
べ

て
い
る
。「

こ
の
意
見
は
、
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
主
と
し

て
、
一
七
八
七
年
の
条
例
と
ミ
ズ
ー
リ
妥
協
の
引
い
た
線
と

を
区
別
す
る
こ
と
に
依
存
し
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
間
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
の
か
。〈
中
略
〉

私
に
は
、
こ
の
区
別
が
理
解
で
き
な
い
。
条
例
は
、
北
西
部

地
域
の
政
府
の
た
め
に
意
図
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
地
域
に
限

定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
議
会

の
法
律
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、
南
部
地
域
に
ま
で
拡
張
さ
れ

て
、
北
西
部
領
土
の
一
部
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
条
例
が
議

会
の
法
律
に
よ
っ
て
効
力
を
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
何

の
力
も
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
私
の
意
見
で
は
、
ミ

こ
れ
は
、
そ
の
後
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
の
上
で
大
き
な

威
力
を
発
揮
す
る
、
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
（substantial 

due process of law

）
と
い
わ
れ
る
考
え
方
の
最
初
の
判
例
と

な
る
。

3　

反
対
意
見

反
対
意
見
を
書
い
た
の
は
マ
ク
リ
ー
ン
（John M

cL
ean

）
と

カ
ー
テ
ィ
ス
（B

enjam
in R

obbins C
urtis

）
で
あ
る
。

⑴　

マ
ク
リ
ー
ン
の
反
対
意
見

マ
ク
リ
ー
ン
は
、「
我
々
の
憲
法
と
正
義
の
下
に
生
ま
れ
た
者

は
、
帰
化
を
要
せ
ず
、
市
民
と
な
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
市
民

と
い
う
語
の
も
っ
と
も
一
般
的
で
適
切
な
定
義
は
『
自
由
人
』
だ

と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
コ
ッ
ト
は
市
民
だ
と
す
る
。

英
国
に
奴
隷
制
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
英
国
高
等
法

院
の
一
七
七
二
年
の
判
決
に
お
け
る
首
席
判
事
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル

ド
卿
の
次
の
言
葉
を
引
用
す
る

「
奴
隷
と
い
う
状
態
は
、
道
徳
的
ま
た
は
政
治
的
な
い
か

な
る
理
由
も
で
是
認
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
唯
一

そ
れ
を
肯
定
す
る
法
は
、
そ
れ
が
制
定
さ
れ
た
理
由
、
機
会
、

時
そ
れ
自
体
が
、
記
録
か
ら
消
去
さ
れ
て
久
し
い
。
そ
れ
は

現
存
の
い
か
な
る
法
に
よ
っ
て
も
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な

一
四
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
四
八
）

う
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
憲
法
は
米
国
人
民
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
確
立
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
各
邦
の
行
為
、
ま
た
は
各
州
の
法
律
に
よ
り
自
分
自

身
及
び
そ
の
邦
の
他
の
す
べ
て
の
市
民
を
代
表
し
て
活
動
す

る
権
限
を
与
え
ら
れ
た
人
物
の
行
為
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。

我
々
が
承
知
す
る
と
お
り
、
い
く
つ
か
の
州
で
は
有
色
人
が

そ
の
目
的
の
為
に
法
律
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た
人
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
有
色
人
は
、
憲
法
が
そ
の
た
め
に
制
定
さ
れ
確
立
さ

れ
て
い
る
『
合
衆
国
人
民
』
の
本
体
に
含
ま
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
少
な
く
と
も
五
邦
で
、
彼
ら
は
行
動
す
る
権
限
を

持
ち
、
そ
の
参
政
権
に
よ
っ
て
、
憲
法
を
批
准
す
る
べ
き
か

否
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
疑
う
余
地
無
く
行
動
し
て
い

た
。
憲
法
が
、
そ
れ
を
確
立
し
た
合
衆
国
人
民
の
一
部
か
ら

市
民
権
を
剥
奪
す
る
何
か
を
憲
法
が
定
め
て
い
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
奇
妙
で
あ
ろ
う
。

私
は
憲
法
中
に
、
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
市

民
で
あ
っ
た
者
、
そ
の
批
准
後
に
自
然
の
出
生
に
よ
り
市
民

で
あ
る
べ
き
者
が
、
そ
の
憲
法
の
力
に
よ
り
そ
の
市
民
権
が

剥
奪
す
る
と
い
う
規
定
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

議
会
に
い
ず
れ
か
の
州
の
土
地
の
上
で
生
ま
れ
た
人
か
ら
権

ズ
ー
リ
妥
協
ラ
イ
ン
と
同
じ
く
、
連
邦
議
会
の
法
律
に
そ
の

妥
当
性
を
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

第
五
修
正
の
主
張
に
対
し
て
も
、
先
に
挙
げ
た
マ
ン
ス
フ
ィ
ー

ル
ド
卿
の
言
葉
、
及
び
多
数
の
判
例
で
対
抗
し
て
い
る
。

⑵　

カ
ー
テ
ィ
ス
の
反
対
意
見

カ
ー
テ
ィ
ス
は
、
少
し
違
う
角
度
か
ら
反
論
す
る
。
こ
の
訴
訟

で
は
、
ス
コ
ッ
ト
が
市
民
で
あ
る
か
ど
う
か
が
争
点
で
あ
り
、
そ

の
様
な
訴
訟
は
コ
モ
ン
ロ
ー
の
一
般
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
私
は
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
申
立
て
に
適
用
さ
れ
る
コ
モ

ン
ロ
ー
の
原
則
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と

い
う
い
か
な
る
適
切
な
理
由
も
見
い
だ
し
得
な
い
。
確
か
に

高
等
裁
判
所
の
管
轄
は
、
当
事
者
が
市
民
で
あ
る
こ
と
に

依
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
は
市
民
権

を
主
張
す
る
原
告
の
義
務
で
あ
る
が
、
彼
が
そ
う
し
た
場
合

に
は
、
被
告
は
そ
れ
に
裁
判
所
が
管
轄
権
を
持
っ
て
い
な
い

と
い
う
疑
問
を
差
し
挟
み
、
彼
が
申
立
て
の
真
実
を
証
明
す

る
責
務
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。」

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
様
々
な
判
例
や
文
献
を
紹
介
し
て
い
る
。

憲
法
起
草
者
が
、
黒
人
を
市
民
に
数
え
た
は
ず
が
な
い
、
と
い

一
四
四



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
四
九
）

力
を
強
め
た
。

エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
は
、
こ
の
判
決
を
激
し
く
批
判

し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
「
人
民
主
権
」
の
旗
の
下
に
一
八
五
四
年
の
カ

ン
ザ
ス
・
ネ
ブ
ラ
ス
カ
法
を
作
り
だ
し
、
ミ
ズ
ー
リ
妥
協
を
実
質

的
に
葬
っ
て
い
た
ダ
グ
ラ
ス
は
、
最
高
裁
判
所
判
決
に
従
う
の
が

正
義
だ
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
判

決
の
う
ち
、
準
州
議
会
が
奴
隷
制
制
定
権
を
持
た
な
い
と
し
た
部

分
は
傍
論
に
過
ぎ
ず
、
最
高
裁
判
所
の
判
断
は
ま
だ
示
さ
れ
て
い

な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

ル
コ
ン
プ
ト
ン
憲
法
の
採
否
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、

一
八
五
八
年
に
展
開
さ
れ
た
二
人
の
論
戦
は
全
米
的
に
大
き
な
反

響
を
呼
び
、
地
方
政
治
家
に
過
ぎ
な
か
っ
た
リ
ン
カ
ー
ン
が
一
躍

全
米
に
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
。

一
八
六
〇
年
選
挙
で
、
結
局
民
主
党
は
候
補
を
一
本
化
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
分
裂
し
て
北
部
民
主
党
は
ダ
グ
ラ
ス
を
、
南
部
民

主
党
は
ブ
レ
ッ
キ
ン
リ
ッ
ジ
（John C

abell B
reckinridge

）

を
そ
れ
ぞ
れ
擁
立
し
た
。
ま
た
、
ジ
ョ
ン･

ベ
ル
（John B

ell

）

が
ホ
イ
ッ
グ
党
保
守
派
に
よ
っ
て
、
こ
の
年
に
急
遽
結
成
さ
れ
た

立
憲
連
合
党
（C

onstitutional U
nion P

arty

）
か
ら
立
候
補
し
、

利
を
剥
奪
す
る
権
限
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
私
の
意

見
に
依
れ
ば
、
合
衆
国
憲
法
の
下
で
、
国
家
の
土
壌
に
生
ま

れ
た
す
べ
て
の
自
由
人
は
、
そ
の
憲
法
や
法
律
の
力
に
よ
っ

て
そ
の
州
の
市
民
で
あ
り
、
ま
た
、
合
衆
国
市
民
で
あ
る
。」

第
四
条
に
対
す
る
ト
ー
ニ
ー
の
理
解
に
も
反
論
し
て
い
る
。

（
五
）　

そ
の
後
の
経
緯

1　

ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
の
そ
の
後

ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
の
彼
の
元
の
主
人
で
あ
っ
た
ピ
ー

タ
ー
・
ブ
ロ
ー
の
息
子
は
、
ス
コ
ッ
ト
と
そ
の
家
族
の
訴
訟
を
支

援
し
て
き
た
が
、
最
終
的
に
敗
訴
し
た
の
を
受
け
て
、
一
八
五
七

年
五
月
二
六
日
に
ス
コ
ッ
ト
と
そ
の
家
族
を
購
っ
た
上
で
解
放
し

た
。
ス
コ
ッ
ト
は
、
そ
の
一
年
四
ヵ
月
後
の
一
八
五
八
年
九
月

一
七
日
に
結
核
で
死
ん
だ
。

2　

一
八
六
〇
年
大
統
領
選
挙

ト
ー
ニ
ー
は
こ
の
判
決
に
よ
り
、
奴
隷
制
の
問
題
を
落
ち
着
か

せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
が
、
反
対
の
結
果
を
生
ん
だ
。

そ
れ
は
北
部
で
の
奴
隷
制
に
対
す
る
反
対
運
動
を
強
化
し
、
民
主

党
を
派
閥
で
割
り
、
南
部
の
奴
隷
制
擁
護
者
の
中
の
脱
退
主
唱
者

を
勇
気
付
け
て
さ
ら
に
大
胆
な
要
求
を
さ
せ
、
ま
た
共
和
党
の
勢

一
四
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
五
〇
）

3　

南
北
戦
争
と
連
邦
最
高
裁
判
所

⑴　

南
北
戦
争

南
部
諸
州
は
、
こ
の
結
果
を
見
て
、
直
ち
に
連
邦
の
脱
退
に

走
っ
た
。
す
な
わ
ち
同
年
一
二
月
二
〇
日
に
は
早
く
も
サ
ウ
ス
カ

ロ
ラ
イ
ナ
州
が
連
邦
か
ら
の
脱
退
を
通
告
し
、
二
四
日
に
そ
れ
を

宣
言
文
の
形
で
発
表

し
た

（
23
）

。
そ
れ
を
簡
単

に
要
約
す
れ
ば
、
マ

カ
ロ
ッ
ク
事
件
に
お

け
る
州
側
の
主
張
の

繰
り
返
し
で
あ
る
。

翌
一
八
六
一
年
二
月

ま
で
に
ミ
シ
シ
ッ
ピ

州
、
フ
ロ
リ
ダ
州
、

ア
ラ
バ
マ
州
、

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
、
ル

イ
ジ
ア
ナ
州
、
テ
キ

サ
ス
州
も
連
邦
か
ら

の
脱
退
を
宣
言
し
た
。

二
月
四
日
に
は
こ
の

南
北
融
和
を
叫
ん
だ
。

こ
う
し
た
四
巴
の
乱
戦

状
況
の
中
で
、
本
来
、

本
命
で
あ
っ
た
は
ず
の

ダ
グ
ラ
ス
は
、
リ
ン

カ
ー
ン
と
ブ
レ
ッ
キ
ン

リ
ッ
ジ
の
南
北
対
立
に

巻
き
込
ま
れ
、
得
票
率

で
は
三
割
近
か
っ
た
の

に
、
選
挙
人
制
度
の
魔

術
で
、
選
挙
人
数
で
は

わ
ず
か
四
％
し
か
獲
得

で
き
ず
最
下
位
に
沈
ん

だ
。
逆
に
リ
ン
カ
ー
ン

は
得
票
率
で
は
四
割
に

届
か
な
か
っ
た
が
、
選

挙
人
制
度
の
魔
術
で
、

選
挙
人
の
六
割
弱
を
獲

得
し
て
当
選
し
た
。

表 3

政党名 大統領候補 得票数
得票率
（％）

獲得選
挙人数

獲得選挙
人率（％）

共 和 党 エイブラハム・リンカーン 1,865,908 39.8 180 59.4

南部民主党 ジョン・ブレッキンリッジ 848,019 18.1 72 23.7

立憲連合党 ジョン・ベル 590,901 12.6 39 12.9

北部民主党 スティーブン・ダグラス 1,380,202 28.5 12 4.0

合　計 4,685,561 100 303 100

一
四
六



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
五
一
）

こ
の
よ
う
に
論
じ
て
、
リ
ン
カ
ー
ン
は
、
全
州
の
合
意
無
く
、

一
部
の
州
に
勝
手
に
連
邦
か
ら
脱
退
す
る
自
由
は
、
憲
法
上
予
定

さ
れ
て
い
な
い
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

南
北
戦
争
は
、
四
月
一
二
日
に
南
軍
が
連
邦
の
サ
ム
タ
ー
要
塞

（F
ort S

um
ter

）
を
砲
撃
し
た
こ
と
で
開
始
さ
れ
た
。
当
時
、
連

邦
正
規
軍
は
一
万
数
千
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
と
う
て

い
大
規
模
な
反
乱
に
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
リ
ン

カ
ー
ン
大
統
領
は
四
月
一
五
日
、
北
部
各
州
か
ら
七
万
五
、〇
〇
〇

人
の
民
兵
を
召
集
し
た
。
憲
法
は
、
各
州
の
民
兵
を
指
揮
す
る
権

限
を
大
統
領
に
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
24
）

。

南
北
戦
争
時
、
す
べ
て
の
奴
隷
州
が
、
南
部
連
合
に
走
っ
た
の

で
は
な
く
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
、
ケ
ン
タ
ッ

キ
ー
州
、
ミ
ズ
ー
リ
州
、
そ
れ
に
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
西
部
（
後
に

バ
ー
ジ
ニ
ア
州
か
ら
「
独
立
」
し
て
ウ
ェ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
と

な
る
）
は
合
衆
国
に
残
っ
た
。

⑵　

南
北
戦
争
と
連
邦
最
高
裁
判
所

リ
ン
カ
ー
ン
は
、
そ
の
就
任
演
説
の
中
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所

の
ド
レ
ッ
ド
ス
コ
ッ
ト
判
決
に
も
わ
ざ
わ
ざ
言
及
し
て
い
る
。

「
私
は
、
憲
法
問
題
は
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
者
が
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
い

七
州
が
参
加
し
た
ア
メ
リ
カ
連
合
国
（C

onfederate S
tates of 

A
m
erica

）
を
結
成
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス 

（Jeff erson F
inis D

avis

）
が
暫
定
大
統
領
に
指
名
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
リ
ン
カ
ー
ン
は
そ
の
就
任
演
説
で
、
次
の
様
に

述
べ
た
。「

私
は
、
普
遍
的
法
と
憲
法
を
熟
慮
し
た
結
果
、
こ
れ
ら

の
州
よ
り
な
る
連
合
は
恒
久
的
な
も
の
と
考
え
る
。
恒
久
性

は
、
仮
に
明
示
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
政
府

の
基
本
法
に
含
意
さ
れ
て
い
る
。
正
当
な
い
か
な
る
政
府
も
、

そ
の
組
織
法
に
、
そ
の
終
了
に
関
す
る
条
項
を
持
っ
た
も
の

は
無
い
と
断
言
し
て
よ
い
。
わ
が
国
憲
法
の
条
項
に
し
め
さ

れ
た
あ
ら
ゆ
る
事
を
実
施
し
続
け
る
な
ら
ば
、
連
邦
は
、
永

遠
に
持
続
す
る
の
で
あ
り
、
憲
法
に
書
か
れ
て
い
る
条
項
に

依
ら
な
け
れ
ば
、
解
体
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

繰
り
返
す
。
も
し
合
衆
国
が
正
当
な
政
府
で
は
な
く
、
単

な
る
州
の
契
約
に
よ
る
連
合
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
契
約

を
、
そ
れ
を
締
結
し
た
全
当
事
者
に
依
ら
ず
し
て
平
和
裏
に

解
約
で
き
る
だ
ろ
う
か
？　

当
事
者
の
一
方
の
み
が
契
約
を

侵
害
す
る
、
つ
ま
り
破
棄
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
全
員
の
合

法
的
同
意
を
要
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」

一
四
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
五
二
）

こ
う
し
て
、
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
が
、
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト

事
件
判
決
を
無
視
す
る
姿
勢
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
こ
と
か
ら
、

以
後
、
最
高
裁
判
所
の
権
威
は
大
幅
に
失
墜
す
る
。
そ
の
失
墜
を

端
的
に
示
す
の
が
、
次
の
決
定
で
あ
る
。

⑶　

メ
リ
ー
マ
ン
決
定

ト
ー
ニ
ー
長
官
は
、
南
北
戦
争
中
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
、
憲
法
を

軽
視
し
た
強
権
的
な
行
政
執
行
に
対
し
て
積
極
的
に
挑
む
。
そ
れ

が
メ
リ
ー
マ
ン
決
定
（E

x parte M
errym

an

）
で
あ
る
。

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
民
兵
隊
は
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
召
集
に
応

え
て
ワ
シ
ン
ト
ン
に
行
く
た
め
に
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
を
通
過
し

よ
う
と
し
、
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
で
南
部
連
合
へ
の
同
調
者
で
あ
る
市

民
と
の
間
で
衝
突
が
起
き
た
。
こ
れ
が
プ
ラ
ッ
ト
通
り
暴
動

（P
ratt S

treet R
iot

）
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
、
そ
の
結
果
、
民

兵
隊
兵
士
四
名
が
死
亡
し
、
三
六
名
が
重
傷
を
負
っ
た
。
市
民
の

側
で
は
一
二
名
が
死
亡
し
、
負
傷
者
数
は
不
明
で
あ
る
。
サ
ム

タ
ー
要
塞
へ
の
砲
撃
で
は
ま
っ
た
く
死
傷
者
は
出
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
こ
の
事
件
が
南
北
戦
争
最
初
の
人
的
被
害
を
伴
う
騒
動
と

な
っ
た
。

メ
リ
ー
マ
ン
（John M

errym
an

）
は
、
南
北
戦
争
が
始
ま
っ

た
時
点
に
お
い
て
は
、
農
園
主
で
あ
り
、
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
郡
議
会

し
、
い
か
な
る
事
件
に
お
い
て
も
判
決
が
当
事
者
を
拘
束
す

る
べ
き
だ
と
言
う
こ
と
を
否
定
し
な
い
し
、
あ
ら
ゆ
る
同
種

事
件
に
お
い
て
は
政
府
の
他
の
部
門
は
、
そ
れ
ら
を
大
い
に

尊
重
し
、
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
判
決
が
あ
る
特
定
の

事
件
に
お
い
て
誤
っ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
も
、

そ
の
判
決
の
悪
影
響
は
そ
の
事
件
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
覆
さ
れ
、
他
の
事
件
の
先
例
に
な
ら
な

け
れ
ば
、
他
の
行
動
を
と
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
害
悪
よ

り
も
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、
虚
心
坦
懐
な
市
民

は
、
も
し
も
全
人
民
に
影
響
を
与
え
る
重
要
問
題
に
対
す
る

政
府
の
政
策
が
、
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
決
定
的
に

確
定
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
個
人
的
問
題
に
関
し
て
当
事
者
間

で
通
常
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
そ
の
瞬
間
に
人
民
は
自
身
の
決

定
権
を
失
い
、
そ
の
統
治
を
実
質
的
に
高
位
の
法
廷
の
手
に

委
ね
た
こ
と
に
な
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意

見
は
、
決
し
て
法
廷
な
い
し
裁
判
官
を
非
難
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
の
義
務
は
、
そ
の
面
前
に
適
法
に
提
出
さ
れ
た

事
件
に
尻
込
み
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
他
の
者
が
そ
の
判
決

を
政
治
的
に
転
用
し
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の

責
任
で
は
な
い
」

一
四
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米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
五
三
）

た
（
25
）

。
ト
ー
ニ
ー
は
、
命
令
不
服
従
で
、
マ
ク
ヘ
ン
リ
ー
要
塞
の
司

令
官
の
勾
引
状
を
発
行
し
た
が
、
連
邦
保
安
官
は
砦
内
に
立
ち
入

る
こ
と
を
拒
否
さ
れ
た
。

こ
の
メ
リ
ー
マ
ン
決
定
は
、
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
判
決
を
除

け
ば
、
ト
ー
ニ
ー
の
も
っ
と
も
有
名
な
判
決
と
な
っ
た
。

ト
ー
ニ
ー
は
南
北
戦
争
中
の
一
八
六
四
年
一
〇
月
一
二
日
に
現

職
の
ま
ま
死
亡
す
る
。
一
七
七
七
年
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
八
七

歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
1
） 

一
三
代
以
降
の
大
統
領
で
、
在
任
中
に
奴
隷
所
有
者
だ
っ
た
者

は
い
な
い
。
た
だ
し
、
一
七
代
大
統
領
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（A

ndrew
 

Johnson

）
と
、
一
八
代
大
統
領
の
グ
ラ
ン
ト
（U

lysses S
. 

G
rant

）
は
、
南
北
戦
争
以
前
に
お
い
て
は
奴
隷
を
所
有
し
て
い
た
。

出
典
＝http://hom

e.nas.com
/lopresti/ps.htm

（
2
） 

米
国
初
期
の
憲
法
判
例
：
日
本
法
学
七
八
巻
二
号
九
一
頁
以

下
参
照
。

（
3
） P

rigg v. P
ennsylvania, 41 U

.S
. 539 

（1842

）：
モ
ー
ガ

ン
（M

argaret M
organ

）
と
い
う
黒
人
女
性
は
、
メ
リ
ー
ラ
ン

ド
州
に
住
む
ア
シ
ュ
モ
ア
（John A

shm
ore

）
と
い
う
男
性
の
奴

隷
で
あ
っ
た
が
、
一
八
三
二
年
、
ア
シ
ュ
モ
ア
は
彼
女
を
ペ
ン
シ

ル
ヴ
ァ
ニ
ア
に
移
送
の
上
、
自
由
に
し
た
。
当
時
の
メ
リ
ー
ラ
ン

ド
州
で
は
、
所
有
者
が
正
式
に
黒
人
奴
隷
を
解
放
す
る
こ
と
が
で

議
員
で
あ
り
、
同
時
に
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
郡
民
兵

隊
で
騎
兵
隊
大
尉
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ッ
ト
通
り
暴
動
が
起
き
た
こ

と
か
ら
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
知
事
ヒ
ッ
ク
ス
（T

hom
as H

. H
icks

）

は
、
こ
れ
以
上
北
軍
が
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
を
通
過
し
て
、
こ
う
し

た
衝
突
事
件
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
、
メ
リ
ー
マ
ン
大
尉
に
鉄
道
橋

を
破
壊
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
と
つ
な
が
る
電
信
線
を
切
断
す
る
よ
う

命
じ
、
メ
リ
ー
マ
ン
は
そ
れ
に
従
っ
て
破
壊
活
動
を
行
っ
た
。

一
八
六
一
年
五
月
二
五
日
、
メ
リ
ー
マ
ン
は
自
宅
で
連
邦
軍
に

よ
っ
て
拘
束
さ
れ
、
マ
ク
ヘ
ン
リ
ー
要
塞
（F
ort M

cH
enry

）

に
収
監
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
メ
リ
ー
マ
ン
は
人
身
保
護
令
状

（habeas corpus

）
の
発
給
を
連
邦
裁
判
所
に
求
め
た
。
ボ
ル

テ
ィ
モ
ア
高
等
裁
判
所
判
事
を
兼
ね
て
い
た
ト
ー
ニ
ー
は
、
身
柄

の
拘
束
は
裁
判
官
の
発
し
た
逮
捕
状
無
し
で
は
こ
れ
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
と
し
て
、
人
身
保
護
令
状
を
発
給
し
た
。
し
か
し
、

リ
ン
カ
ー
ン
は
一
八
六
二
年
九
月
二
四
日
人
身
保
護
令
状
を
停
止

す
る
命
令
を
下
し
、
マ
ク
ヘ
ン
リ
ー
砦
司
令
官
に
、
メ
リ
ー
マ
ン

の
釈
放
を
拒
否
す
る
よ
う
命
じ
た
。

ト
ー
ニ
ー
は
、
反
乱
時
の
人
身
保
護
令
状
の
停
止
権
限
は
議
会

に
属
す
る
の
で
、
議
会
の
議
決
無
し
に
リ
ン
カ
ー
ン
が
人
身
保
護

令
状
を
停
止
し
た
の
は
違
憲
で
あ
る
と
裁
定
し
た
が
、
無
視
さ
れ

一
四
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
五
四
）

ン
・
ク
イ
ン
シ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
に
自
分
の
票
を
投
じ
た
。
そ
の
理

由
は
、
全
会
一
致
で
大
統
領
に
選
出
さ
れ
る
と
い
う
栄
誉
を
ワ
シ

ン
ト
ン
だ
け
に
限
り
た
い
と
考
え
た
か
ら
と
い
う
。

（
7
） 

法
律
の
正
式
名
称
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

A
n A

ct T
o authorize the people of the M

issouri 
territory to form

 a constitution and state governm
ent, and 

for the adm
ission of such state into the U

nion on an equal 
footing w

ith the original states, and to prohibit slavery in 
certain territories.

（
8
） 

略
し
た
箇
所
は
、
北
西
部
条
例
第
六
条
と
、
事
実
上
同
一
の

文
章
で
あ
る
。

（
9
） T

he A
nnexation of T

exas Joint R
esolution of 

C
ongress M

arch 1, 1845　

こ
の
共
同
決
議
と
い
う
方
法
は
ハ
ワ

イ
を
州
に
昇
格
さ
せ
る
と
き
に
も
と
ら
れ
た
。

（
10
） 

モ
ル
モ
ン
教
の
正
式
名
称
は
「
末
日
聖
徒
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
教
会
」
と
い
う
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
関
係
の
無
い
宗

教
で
あ
る
。
デ
ィ
ザ
レ
ッ
ト
と
い
う
名
前
は
、
モ
ル
モ
ン
教
の
聖

典
で
あ
る
「
モ
ル
モ
ン
経
（T

he B
ook of M

orm
on

）」
の
中
で
、

ミ
ツ
バ
チ
を
意
味
す
る
言
葉
か
ら
採
ら
れ
た
と
い
う
。
デ
ィ
ザ

レ
ッ
ト
州
は
、
ユ
タ
州
と
ネ
バ
ダ
州
の
ほ
ぼ
全
域
に
加
え
、
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
ア
リ
ゾ
ナ
州
の
大
半
、
コ
ロ
ラ
ド
州
、
ニ
ュ
ー

メ
キ
シ
コ
州
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
、
ア
イ
ダ
ホ
州
、
お
よ
び
オ
レ

ゴ
ン
州
の
一
部
に
跨
っ
て
い
る
と
い
う
実
に
広
大
な
地
域
で
あ
っ

た
。
現
実
問
題
と
し
て
、
そ
の
地
域
は
他
に
権
威
を
持
つ
機
関
が

き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
シ
ュ
モ
ア
の
死
後
、
そ
の
相
続
人

は
、
モ
ー
ガ
ン
が
依
然
と
し
て
奴
隷
で
あ
る
と
決
め
、
逃
亡
奴
隷

の
捕
獲
を
職
業
と
す
る
プ
リ
ッ
グ
（E

dw
ard P

rigg

）
に
彼
女
を

連
れ
戻
す
こ
と
を
依
頼
し
た
。
一
八
三
七
年
四
月
、
プ
リ
ッ
グ
が

指
揮
す
る
四
人
の
男
た
ち
は
モ
ー
ガ
ン
及
び
そ
の
子
供
達
（
そ
の

一
人
は
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
で
自
由
人
と
し
て
生
ま
れ
て
い

た
。）
を
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
内
で
襲
撃
し
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
に

誘
拐
し
た
。
彼
ら
は
奴
隷
と
し
て
売
却
さ
れ
た
。
プ
リ
ッ
グ
は
ペ

ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
法
に
違
反
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
有
罪
と

な
っ
た
。
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
法
（A

n A
ct for the G

radual 
A
bolition of S

lavery

）
は
、
連
邦
の
逃
亡
奴
隷
法
（F

ederal 
F
ugitive S

lave L
aw

 of 1793

）
を
排
除
し
、
逃
亡
奴
隷
と
推
定

さ
れ
る
者
に
対
す
る
保
護
を
定
め
て
い
た
が
、
そ
れ
に
違
反
し
た

と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
プ
リ
ッ
グ
は
連
邦
最

高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、

全
員
一
致
で
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
法
を
違
憲
と
判
断
し
た
。

（
4
） 

北
西
部
条
例
の
正
式
名
称
は
、「
オ
ハ
イ
オ
川
の
北
西
部
に
お

け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
領
土
の
統
治
に
関
す
る
条
例
（A

n 
O
rdinance for the G

overnm
ent of the T

erritory of the 
U
nited S

tates, N
orth-W

est of the R
iver O

hio

）」
で
あ
る
。

（
5
） 

米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
：
日
本
法
学
七
八
巻
三
号

一
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
6
） 

残
り
の
一
票
は
ニ
ュ
ー
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
の
選
挙
人
の
一
票

で
あ
る
。
そ
の
選
挙
人
は
後
に
第
六
代
大
統
領
と
な
っ
た
ジ
ョ

一
五
〇



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
五
五
）

（
今
日
の
ア
リ
ゾ
ナ
州
に
相
当
す
る
地
域
を
含
む
）
の
設
置
を
認
め
、

人
民
主
権
原
理
の
下
に
自
ら
の
組
織
を
構
築
す
る
権
利
を
与
え
た
。

（
14
） 

正
式
名
称
は
、A

n A
ct F

or the A
dm

ission of the S
tate 

of C
alifornia into the U

nion.

（S
eptem

ber 9, 1850

）　

カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
を
自
由
州
と
し
て
合
衆
国
に
加
入
す
る
こ
と
を
認

め
る
内
容
で
あ
る
。

（
15
） 

正
式
名
称
は
、A

n A
ct T

o establish a T
erritorial 

G
overnm

ent for U
tah. S

eptem
ber 9, 1850

ユ
タ
準
州
は
デ
ィ
ザ
レ
ッ
ト
州
の
北
部
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
の
法
律
は
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
準
州
同
様
、
人
民
主
権
原
理
の
下
に

自
ら
の
組
織
を
構
築
す
る
権
利
を
与
え
た
の
で
、
モ
ル
モ
ン
教
徒
は

一
応
満
足
し
、
一
八
五
一
年
二
月
三
日
、
モ
ル
モ
ン
教
徒
の
指
導
者

で
あ
っ
た
ブ
リ
ガ
ム
・
ヤ
ン
グ
（B

righam
 Y

oung

）
は
ユ
タ
準
州

の
初
代
知
事
に
就
任
し
た
。
四
月
四
日
、
デ
ィ
ザ
レ
ッ
ト
州
議
会
は

州
を
解
散
す
る
決
議
案
を
可
決
し
た
。
一
〇
月
四
日
、
ユ
タ
準
州
議

会
は
デ
ィ
ザ
レ
ッ
ト
州
の
法
律
と
条
令
を
取
り
込
み
執
行
す
る
こ
と

を
票
決
し
た
。
こ
の
時
点
で
は
ユ
タ
準
州
は
モ
ル
モ
ン
の
宗
教
国
家

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
非
モ
ル
モ
ン
教
徒
の
数
が
州
内
で
増

え
る
と
共
に
、
そ
の
性
格
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

（
16
） 

そ
れ
ま
で
あ
っ
た
一
七
九
三
年
逃
亡
奴
隷
法
（F

ugitive 
S
lave A

ct of 1793

＝
一
つ
の
州
か
ら
他
の
州
へ
あ
る
い
は
公
有

の
領
土
へ
逃
亡
し
た
奴
隷
の
返
還
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
）
を

改
正
し
、
強
化
し
た
も
の
で
、F

ugitive S
lave A

ct of 1850

と

通
称
さ
れ
る
。
で
あ
る
。
正
式
名
称
はA

n A
ct T

o am
end, and 

存
在
し
な
い
た
め
、
実
質
的
に
こ
の
州
政
府
が
支
配
し
て
い
た
。

（
11
） 

ホ
イ
ッ
グ
党
（U

nited S
tates W

hig P
arty

）：
第
七
代
大

統
領
に
な
っ
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
共
和
党
が
分

裂
し
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
一
派
が
今
日
の
民
主
党
を
結
党
し
た
後
に
、

そ
の
政
策
に
反
対
す
る
た
め
に
共
和
党
と
連
邦
党
の
残
存
勢
力
が

結
集
し
て
一
九
三
三
年
に
結
党
さ
れ
た
政
党
。
第
九
代
大
統
領
ハ

リ
ソ
ン
（
一
八
四
一
）、
第
一
〇
代
大
統
領
タ
イ
ラ
ー
（
一
八
四
一

│
一
八
四
五
）、
第
一
二
代
大
統
領
テ
イ
ラ
ー
（
一
八
四
九
│

一
八
五
〇
）
及
び
第
一
三
代
大
統
領
フ
ィ
ル
モ
ア
（
一
八
五
〇
│

一
八
五
三
）
が
ホ
イ
ッ
グ
党
出
身
の
大
統
領
で
あ
る
。
一
八
五
三

年
に
解
党
し
た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
一
八
五
四
年
に
現
在
の
共

和
党
が
で
き
る
。

（
12
） 

こ
の
五
つ
の
法
律
は
、
次
の
サ
イ
ト
で
一
覧
で
き
る
。

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com
/A

n+A
ct+

for+the+A
dm

ission+of+the+S
tate+of+C

alifornia+into+the+
U
nion

（
13
） 

正
式
名
称
は
、P

roposing to the S
tate of T

exas the 
E
stablishm

ent of her N
orthern and W

estern B
oundaries, 

the R
elinquishm

ent by the said S
tate of all T

erritory 
claim

ed by her exterior to said B
oundaries, and of all her 

C
laim

s upon the U
nited S

tates, and to establish a 
territorial G

overnm
ent for N

ew
 M

exico.

（S
eptem

ber 9, 
1850

）　

こ
の
法
律
は
テ
キ
サ
ス
州
に
、
領
土
主
張
放
棄
の
代
償
と

し
て
一
、〇
〇
〇
万
ド
ル
の
補
償
を
受
け
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
準
州

一
五
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
五
六
）

（
20
） 

「
流
血
の
カ
ン
ザ
ス
」
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン

の
名
編
集
者
グ
リ
ー
リ
（H

orace G
reeley

）
の
命
名
に
よ
る
。

（
21
） 

流
血
の
カ
ン
ザ
ス
と
呼
ば
れ
る
事
件
は
、
大
規
模
な
も
の
だ

け
に
限
定
し
て
も
次
の
様
な
も
の
が
あ
る
。

一
八
五
五
年
一
一
月
〜
一
二
月
：W

akarusa W
ar

（
ミ
ズ
ー
リ

州
か
ら
侵
入
し
た
奴
隷
派
の
軍
が
ロ
ー
レ
ン
ス
の
町
を
包
囲
攻
撃

し
た
）

一
八
五
六
年
五
月
二
四
日
：P

ottaw
atom

ie M
assacre

（
フ
ラ

ン
ク
リ
ン
郡
）

同
年
六
月
二
日
：B

attle of B
lack Jack

（
ダ
グ
ラ
ス
郡
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
近
郊
）

同
年
六
月
四
日
〜
五
日
：B

attle of F
ranklin

（
ロ
ー
レ
ン
ス

近
郊
）

同
年
八
月
一
六
日
：B

attle of F
ort T

itus

（
ダ
グ
ラ
ス
郡
ル

コ
ン
プ
ト
ン
近
郊
）

同
年
八
月
三
〇
日
：B

attle at O
saw

atom
ie

（
マ
イ
ア
ミ
郡
）

同
年
九
月
一
三
日
：B

attle of H
ickory P

oint

（
ジ
ェ
フ
ァ
ー

ソ
ン
郡
オ
ス
カ
ロ
ー
サ
北
部
）

一
八
五
八
年
一
月
三
一
日
：B

attle of the S
purs

（
ホ
ー
ル
ト

ン
近
郊
）

同
年
五
月
一
九
日
：M

arais des C
ygnes M

assacre

（
リ
ン

郡
）出

典
＝http://w

w
w
.territorialkansasonline.org/̃im

lskto/
cgi-bin/index.php?S

C
R
E
E
N
=tim

eline

supplem
entary to, the A

ct entitled A
n A

ct respecting 
F
ugitives from

 Justice, and P
ersons escaping from

 the 
S
ervice of their M

asters, approved F
ebruary tw

elfth, one 
thousand seven hundred and ninety-three. 

（S
eptem

ber 18, 
1850

）
と
い
う
、
大
変
長
い
も
の
で
あ
る
。

（
17
） 

正
式
名
称
は
、A

n A
ct to suppress the S

lave T
rade in 

the D
istrict of C

olum
bia, 1850　

こ
の
法
律
は
、
首
都
に
お
け

る
奴
隷
売
買
を
禁
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
奴
隷
制
を
廃
止
す
る
も
の

で
は
無
い
。

（
18
） 

カ
ン
ザ
ス･

ネ
ブ
ラ
ス
カ
法
の
正
式
名
称
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

A
n A

ct to O
rganize the T

eritories of N
ebraska and 

K
ansas

（
19
） 

東
部
の
自
由
州
か
ら
カ
ン
ザ
ス
に
移
住
者
を
大
量
に
送
り
込

む
た
め
の
組
織
は
幾
つ
も
作
ら
れ
た
。
最
大
の
組
織
は
タ
イ
ア
ー

（E
li T

hayer

）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
移
民

援
護
会
社
（N

ew
 E

ngland E
m
igrant A

id C
om

pany
）
で
、
少

な
く
と
も
二
、〇
〇
〇
人
の
移
住
者
を
送
り
込
ん
だ
。
そ
の
成
功
か

らW
orchester C

ountry E
m
igrant A

id S
ociety

等
、
同
様
の

性
格
の
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
ロ
ー
レ
ン
ス
と
い
う
町
の
名
は
、

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
移
民
援
護
会
社
の
総
務
部
長
（C

om
pany 

secretary

）
で
あ
っ
たA

m
os L

aw
rence

か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。

出
典
＝http://w

w
w
.kshs.org/p/cool-things-new

-england-
em

igrant-aid-com
pany-sign/10231

一
五
二



米
国
奴
隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
（
甲
斐
）

（
六
五
七
）

（
25
） 

議
会
の
権
限
を
定
め
た
合
衆
国
憲
法
一
条
の
、
九
節
二
項
は

次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

人
身
保
護
令
状
の
特
権
は
、
反
乱
ま
た
は
侵
略
に
際
し
公
共
の

安
全
上
必
要
と
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
停
止
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
22
） 

一
七
七
二
年
、
ロ
ン
ド
ン
で
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
サ
マ
ー
セ
ッ

ト
（Jam

es S
om

erset

）
事
件
が
起
こ
っ
た
。
所
有
者
は
サ
マ
ー

セ
ッ
ト
を
ジ
ャ
マ
イ
カ
で
働
か
せ
る
た
め
に
送
ろ
う
と
し
た
。
サ

マ
ー
セ
ッ
ト
は
人
身
保
護
令
状
の
救
済
を
受
け
裁
判
と
な
っ
た
。

高
等
法
院
（C

ourt of K
ing’s B

ench

）
主
席
判
事
の
マ
ン
ス

フ
ィ
ー
ル
ド
（W

illiam
 M

ansfi eld

）
卿
は
、
同
年
六
月
二
二
日
、

本
文
に
述
べ
た
と
お
り
、
そ
れ
を
認
め
る
法
が
な
い
こ
と
を
理
由

に
「
こ
の
黒
人
は
放
免
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
決
し
た
。

こ
の
結
果
、
奴
隷
と
い
う
身
分
は
イ
ギ
リ
ス
の
法
で
は
存
在
し
な

い
こ
と
と
さ
れ
、
国
内
に
い
た
一
万
人
か
ら
一
万
四
千
人
の
奴
隷

は
解
放
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
判
決
は
ジ
ャ
マ
イ
カ
や
米
国
な

ど
に
は
効
力
を
持
た
な
か
っ
た
。
奴
隷
貿
易
の
廃
止
は
一
八
〇
七

年
の
奴
隷
貿
易
法
、
そ
し
て
植
民
地
を
含
む
全
面
的
な
廃
止
は

一
八
三
三
年
の
奴
隷
制
度
廃
止
法
ま
で
待
つ
必
要
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
の
時
点
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
及

び
そ
の
植
民
地
の
全
域
で
完
全
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
。

（
23
） 

南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
脱
退
宣
言
は
次
の
文
書
で
あ
る
。

T
he D

eclaration of the Im
m
ediate C

auses W
hich Induce 

and Justify the S
ecession of S

outh C
arolina from

 the 
F
ederal U

nion 

（
24
） 

合
衆
国
憲
法
二
条
二
節
一
項
は
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

「
大
統
領
は
、
合
衆
国
の
陸
軍
お
よ
び
海
軍
な
ら
び
に
現
に
合
衆

国
の
軍
務
に
就
く
た
め
召
集
さ
れ
た
各
州
の
民
兵
団
の
最
高
司
令

官
で
あ
る
。」

一
五
三





刑
罰
法
規
の
明
確
性
が
争
わ
れ
た
事
例
（
船
山
・
山
本
）

（
六
五
九
）

画
」
と
い
う
。）
で
定
め
る
場
所
か
ら
、
古
紙
な
ど
再
利
用
の
対

象
と
し
て
区
長
の
指
定
し
た
物
を
収
集
し
、
ま
た
は
運
搬
す
る
こ

と
を
禁
止
し
て
い
た
。
被
告
人
は
、
区
長
が
指
定
す
る
者
以
外
の

者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
処
理
計
画
で
定
め
る
場
所
に
置
か

れ
た
古
紙
を
回
収
し
た
た
め
、
本
件
条
例
に
基
づ
き
、
区
長
か
ら
、

【
事
実
の
概
要
】

東
京
都
世
田
谷
区
は
、
世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例

（
平
成
一
一
年
条
例
第
五
二
号
。
以
下
「
本
件
条
例
」
と
い
う
。）

に
よ
り
、
世
田
谷
区
長
（
以
下
「
区
長
」
と
い
う
。）
の
指
定
す

る
者
以
外
の
者
が
、
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
（
以
下
「
処
理
計

刑
罰
法
規
の
明
確
性
が
争
わ
れ
た
事
例

│
世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
事
件

│

平
成
二
〇
年
七
月
一
七
日
最
高
裁
決
定
（
平
成
二
〇
年
（
あ
）
第
一
三
九
号　

世
田
谷
区
清
掃
・

リ
サ
イ
ク
ル
条
例
違
反
被
告
事
件
）
判
時
二
〇
五
〇
号
一
五
六
頁
、
判
タ
一
三
〇
二
号
一
一
四
頁

船　
　

山　
　

泰　
　

範

山　
　

本　
　

善　
　

貴

判
例
研
究

一
五
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
六
〇
）

ら
れ
た
場
所
』
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
…
…
区
民
等
が
ご
み
、
資
源

等
を
分
別
し
て
排
出
す
べ
き
場
所
の
こ
と
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
一

般
人
の
理
解
に
も
適
う
も
の
で
あ
り
、
…
…
同
規
定
が
憲
法
三
一

条
の
規
定
に
違
反
す
る
と
は
い
え
な
い
。」
な
ど
と
し
て
、
無
罪

判
決
を
破
棄
し
た
。

被
告
人
は
、
本
件
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
の
「
一
般
廃
棄
物

処
理
計
画
で
定
め
る
所
定
の
場
所
」
が
不
明
確
で
あ
り
、
憲
法

三
一
条
に
違
反
す
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
上
告
し
た
。

【
決
定
要
旨
】

「
世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
に

い
う
『
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
で
定
め
る
所
定
の
場
所
』
の
明
確

性
に
関
し
憲
法
三
一
条
違
反
を
い
う
点
は
、
同
条
例
三
一
条
の
二

第
一
項
、
三
七
条
、
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
等
に
よ
れ
ば
、
世
田

谷
区
が
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
に
つ
い
て
区
民
等
の
協
力
を
得
る

た
め
に
、
区
民
等
が
一
般
廃
棄
物
を
分
別
し
て
排
出
す
る
場
所
と

し
て
定
め
た
一
般
廃
棄
物
の
集
積
所
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、『
所
定
の
場
所
』
の
文
言
を
用
い
た
本
件
罰
則
規
定
が
、

刑
罰
法
規
の
構
成
要
件
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

当
該
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
被
告
人

は
、
再
び
、
処
理
計
画
で
定
め
る
別
の
場
所
に
置
か
れ
た
古
紙
を

回
収
し
た
こ
と
か
ら
、
本
件
条
例
の
禁
止
命
令
違
反
罪
（
七
九
条

一
号
、
三
一
条
の
二
第
二
項
、
一
項
）
に
該
当
す
る
と
し
て
起
訴

さ
れ
た
。

一
審
（
東
京
簡
判
平
成
一
九
年
五
月
七
日
公
刊
物
未
登
載
）
は
、

次
の
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
被
告
人
に
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。
す

な
わ
ち
、
処
理
計
画
に
は
、
本
件
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
の

「
所
定
の
場
所
」
を
特
定
す
る
記
載
が
な
く
、「
所
定
の
場
所
」
に

関
す
る
規
定
が
欠
落
し
て
い
る
。
ま
た
、
仮
に
「
所
定
の
場
所
」

が
処
理
計
画
に
い
う
「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
の
意
で
あ
る
と
解
し

た
と
し
て
も
、「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
と
い
う
言
葉
は
、
特
定
さ

れ
た
場
所
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
一
般
廃
棄
物
の
排

出
場
所
を
図
示
す
る
「
資
源
・
ご
み
集
積
所
地
図
」
が
処
理
計
画

の
付
属
書
類
で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、「
所
定
の
場
所
」
の

位
置
を
示
す
規
定
を
欠
く
。

こ
れ
に
対
し
、
検
察
官
が
法
令
適
用
の
誤
り
を
理
由
と
し
て
控

訴
し
、
控
訴
審
（
東
京
高
判
平
成
一
九
年
一
二
月
一
八
日
判
時

一
九
九
五
号
五
六
頁
（
③
事
件
））
は
、「
本
件
条
例
三
一
条
の
二

第
一
項
に
い
う
『
所
定
の
場
所
』
と
は
処
理
計
画
に
い
う
『
定
め

一
五
六



刑
罰
法
規
の
明
確
性
が
争
わ
れ
た
事
例
（
船
山
・
山
本
）

（
六
六
一
）

図
」、
お
よ
び
「
資
源
・
ご
み
集
積
所
」
と
記
載
さ
れ
た
看
板
は
、

本
件
罰
則
規
定
の
告
知
機
能
を
補
完
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
。

二 　

最
高
裁
判
所
に
お
け
る
刑
罰
法
規
の
明
確

性
に
関
す
る
考
え
方
の
変
遷

刑
罰
法
規
の
明
確
性
と
は
、
元
来
、
犯
罪
行
為
に
該
当
す
る
か

否
か
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
刑
罰
法
規

そ
れ
自
体
が
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
で
あ
り
、

刑
罰
権
の
限
界
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
の
自
由
を
守
る
、

罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
の
一
翼
を
な
す
。
ま
た
、
刑
罰
法
規
の
明

確
性
は
、
次
の
こ
と
を
存
在
根
拠
と
す
る
。
一
つ
に
、
国
民
に
対

し
、
何
が
犯
罪
行
為
で
あ
る
か
を
事
前
に
告
知
し
て
、
国
民
の
予

測
可
能
性
を
保
障
し
、
刑
罰
法
規
の
国
民
に
対
す
る
萎
縮
的
効
果

を
払
拭
す
る
。
二
つ
に
、
法
適
用
上
の
指
針
を
あ
た
え
、
刑
罰
権

を
行
使
す
る
側
の
恣
意
的
判
断
を
防
止
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
刑
罰

法
規
の
も
つ
行
為
規
範
性
お
よ
び
裁
判
規
範
性
に
対
応
す
る
（
1
）

。

そ
し
て
、
刑
罰
法
規
の
明
確
性
は
、
直
接
的
に
は
、
立
法
上
の

原
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
違
憲
審
査
制
度
を
も
つ
我
が
国
に
お
い

て
、
憲
法
三
一
条
か
ら
罪
刑
法
定
主
義
の
保
障
が
導
き
だ
さ
れ
る

こ
と
に
鑑
み
る
と
、
刑
罰
法
規
の
明
確
性
と
は
、
立
法
上
の
原
理

ま
た
、
本
件
に
お
け
る
違
反
場
所
は
、『
資
源
・
ご
み
集
積
所
』

と
記
載
し
た
看
板
等
に
よ
り
、
上
記
集
積
所
で
あ
る
こ
と
が
周
知

さ
れ
て
い
る
。」

【
評　

釈
】一　

問
題
の
所
在

本
件
で
は
、
本
件
条
例
に
基
づ
く
規
制
に
か
か
る
憲
法
一
三
条
、

一
四
条
、
二
二
条
お
よ
び
二
九
条
と
の
関
係
、
構
成
要
件
の
処
理

計
画
へ
の
委
任
に
関
す
る
適
否
な
ど
が
争
点
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

本
評
釈
に
お
い
て
は
、
刑
法
の
視
点
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
三
つ
の

論
点
を
中
心
に
検
討
す
る
。

①
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
本
件
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
の

「
所
定
の
場
所
」
が
、
処
理
計
画
の
中
で
特
定
さ
れ
ず
、
か
つ
具
体

的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
本
件
条
例
七
九
条
一
号
、

三
一
条
の
二
第
二
項
、
一
項
（
以
下
「
本
件
罰
則
規
定
」
と
い
う
。）

は
、
刑
罰
法
規
と
し
て
明
確
性
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
。

②
禁
止
命
令
違
反
行
為
を
処
罰
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

本
件
罰
則
規
定
の
明
確
さ
は
確
保
さ
れ
る
の
か
。

③
世
田
谷
区
の
内
部
資
料
で
あ
る
「
資
源
・
ご
み
集
積
所
地

一
五
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
六
二
）

国
に
よ
る
刑
罰
権
の
恣
意
的
濫
用
の
抑
止
を
根
拠
と
す
る
、
憲
法

三
一
条
の
要
請
で
あ
る
こ
と
を
宣
明
し
た
上
で
、
①
「
通
常
の
判

断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
」
が
、
②
刑
罰
法
規
の
文
言
そ
の
も
の

か
ら
「
具
体
的
場
合
に
当
該
行
為
が
そ
の
適
用
を
受
け
る
も
の
か

ど
う
か
の
判
断
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
基
準
」
を
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
当
該
法
規
は
明
確
で
あ
る
と
の
判
断
基
準
を

示
し
た
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
判
所
は
、
国
民
の
予
測
可
能
性
に
重

き
を
置
い
て
、
告
知
対
象
を
一
般
的
か
つ
客
観
的
な
犯
罪
類
型
と

捉
え
た
上
で
、
事
後
の
司
法
判
断
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
通
常
の

一
般
国
民
の
立
場
か
ら
、
刑
罰
法
規
の
明
確
性
を
判
断
す
る
べ
き

で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
（
4
）

。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
最
高
裁

判
所
の
着
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
法
規
の
明
確

性
を
、
法
律
の
専
門
家
で
は
な
い
一
般
人
が
処
罰
基
準
を
理
解
し
、

容
易
に
具
体
的
場
面
に
適
用
で
き
る
こ
と
を
刑
罰
法
規
の
文
言
に

求
め
る
理
論
と
解
し
た
上
で
、
通
常
一
般
人
に
明
確
な
法
規
で
あ

れ
ば
、
法
的
知
識
に
優
る
法
執
行
者
に
と
っ
て
は
、
当
然
、
明
確

で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
刑
罰
法
規
が
明
確
で
あ
れ
ば
恣
意
的
執

行
の
危
険
な
ど
生
じ
る
こ
と
は
な
い
（
5
）

。

つ
づ
い
て
、
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
の
処
罰
対
象
で
あ

る
「
淫
行
」（
一
〇
条
一
項
）
の
明
確
性
お
よ
び
非
広
汎
性
な
ど

で
あ
る
と
と
も
に
、
解
釈
の
原
理
に
も
な
る
（
2
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
自
分

の
行
為
は
違
法
行
為
に
該
当
す
る
の
か
否
か
の
予
測
を
、
刑
罰
法

規
が
国
民
に
可
能
な
ら
し
め
な
い
場
合
、
当
該
法
規
は
罪
刑
法
定

主
義
に
抵
触
し
、
違
憲
無
効
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
刑
罰
法
規
の
明
確
性
に
関
す
る
問
題
と
い
え
ば
、

法
規
に
か
か
る
不
明
確
さ
の
程
度
が
論
点
と
さ
れ
る
（
3
）

。
表
現
力
の

限
界
お
よ
び
多
数
の
行
為
類
型
を
対
象
と
す
る
性
質
上
、
刑
罰
法

規
に
は
不
確
定
概
念
を
用
い
ざ
る
を
得
ず
、
法
規
の
も
つ
内
容
の

確
定
を
は
ば
む
度
合
い
の
強
弱
が
争
点
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
本
決
定
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
、
刑
罰
法
規
の
明

確
性
に
関
し
、
最
高
裁
判
所
が
い
か
な
る
判
断
を
下
し
て
き
た
の

か
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
決
定
の
理
論
構
造

が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
高
裁
判
所
が
、
は
じ
め
て
刑
罰
法
規
の
明
確
性
を
正
面
か
ら

と
り
上
げ
た
の
は
、
蛇
行
進
が
、
徳
島
市
公
安
条
例
の
規
制
す
る

「
交
通
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
」（
三
条
三
号
）
に
抵
触
す
る
の
か

否
か
な
ど
が
論
点
と
さ
れ
た
、
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
判
決
（
最

判
昭
和
五
〇
年
九
月
一
〇
日
刑
集
二
九
巻
八
号
四
八
九
頁
。
以
下

「
徳
島
市
条
例
事
件
判
決
」
と
い
う
。）
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
は
、

刑
罰
法
規
の
明
確
性
が
、
国
民
に
対
す
る
公
正
な
告
知
、
お
よ
び

一
五
八



刑
罰
法
規
の
明
確
性
が
争
わ
れ
た
事
例
（
船
山
・
山
本
）

（
六
六
三
）

た
、
岐
阜
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
判
決
（
最
判
平
成
元
年

九
月
一
九
日
刑
集
四
三
巻
八
号
七
八
五
頁
。
以
下
「
岐
阜
県
条
例

事
件
判
決
」
と
い
う
。）
の
中
で
、
最
高
裁
判
所
は
、
①
通
常
の

判
断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
が
、
②
一
般
に
公
示
さ
れ
て
い
る
下

位
規
範
と
あ
い
ま
っ
て
、
具
体
的
な
基
準
を
解
釈
に
よ
っ
て
読
み

と
る
こ
と
の
で
き
る
刑
罰
法
規
で
あ
る
な
ら
ば
、
明
確
性
を
是
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
判
断
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
判
所
は
、
刑
罰
法
規
の
明
確
性
の
基
準

の
定
立
に
関
し
、
徳
島
市
条
例
事
件
判
決
に
お
い
て
、
通
常
一
般

人
の
視
点
に
立
っ
た
文
言
自
体
の
明
確
性
を
も
と
め
て
以
来
、
福

岡
県
条
例
事
件
判
決
で
は
、
法
文
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
解

釈
の
明
確
性
を
検
討
し
、
解
釈
結
果
の
明
確
性
お
よ
び
解
釈
方
法

の
明
確
性
を
要
件
と
し
て
掲
げ
た
（
7
）

。
そ
し
て
、
最
高
裁
判
所
は
、

岐
阜
県
条
例
事
件
判
決
を
通
し
て
、
解
釈
の
明
確
性
が
、
公
示
さ

れ
た
下
位
規
範
を
も
加
味
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
す
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
最
高
裁
判
所
の
基
本
的
な
考
え
方
を
踏
ま

え
て
、
本
決
定
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

が
争
わ
れ
た
、
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
判
決
（
最
判

昭
和
六
〇
年
一
〇
月
二
三
日
刑
集
三
九
巻
六
号
四
一
三
頁
。
以
下

「
福
岡
県
条
例
事
件
判
決
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所

は
、
明
確
性
の
判
断
に
つ
き
、
さ
ら
な
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
提
示

し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
目
的
、
定
義
、
規
定
、
罰
則
と
い
っ
た

・

・
・

・

・
・

・

・
・

・

・

・

・

・

・

「
条
項
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
を
総
合
」
し・

、「
各
規
定
の
趣
旨
及
び

そ
の
文
理
等
に
徴
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
規
定
の
文
理
か
ら

合
理
的
に
導
き
出
さ
れ
得
る
解
釈
」
の
結
果
が
、
②
「
通
常
の
判

断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
の
理
解
に
適
う
も
の
で
あ
り
」、
か
つ
、

③
「
処
罰
の
範
囲
が
不
当
に
…
…
不
明
確
で
あ
る
と
も
い
え
な

い
」
場
合
で
あ
れ
ば
、
刑
罰
法
規
と
し
て
明
確
性
に
欠
け
る
と
こ

ろ
は
な
い
。
つ
ま
り
、
た
と
え
不
明
確
な
法
文
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
す
る
と
い
う
解
釈
行
為
そ
の
も
の
が
、

通
常
一
般
人
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
許
さ
れ
る
と
判
示
し

た
の
で
あ
る
（
6
）

。
ち
な
み
に
、
こ
の
福
岡
県
条
例
事
件
判
決
は
、
民

事
の
分
野
で
は
あ
る
が
、
札
幌
税
関
検
査
事
件
判
決
（
最
判
昭
和

五
九
年
一
二
月
一
二
日
民
集
三
八
巻
一
二
号
一
三
〇
八
頁
）
に
お

い
て
提
示
さ
れ
た
基
準
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
岐
阜
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
に
基
づ
く
有
害
図
書

の
包
括
指
定
条
項
（
六
条
二
項
）
の
明
確
性
な
ど
が
論
点
と
さ
れ

一
五
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
六
四
）

「
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
で
定
め
る
所
定
の
場
所
」
と
い
う
文
言

は
明
確
で
あ
る
。
そ
の
上
、
②
集
積
所
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
看

板
等
の
存
在
が
告
知
機
能
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
を
論
拠
に
し
て
、

最
高
裁
判
所
は
、
本
件
罰
則
規
定
に
か
か
る
合
憲
性
を
首
肯
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
い
た
根
拠
の
詳
細
を
語
っ
て
は
い
な
い

も
の
の
、
本
決
定
は
、
控
訴
審
判
決
と
基
本
的
に
同
じ
考
え
方
に

基
づ
く
と
い
わ
れ
て
い
る
（
8
）

。
そ
こ
で
、
控
訴
審
判
決
の
言
葉
を
借

り
な
が
ら
、
本
決
定
の
考
え
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
本
件
が
刑
罰
法
規
の
明
確
性
と
い
っ
た
刑
法
の
基
本
原

則
に
か
か
わ
る
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
に
鑑
み
た
場
合
、
判

示
の
仕
方
と
し
て
、
単
に
「
明
ら
か
で
あ
」
る・

と
述
べ
る
だ
け
で

は
な
く
、
い
か
な
る
基
準
に
照
ら
し
て
当
該
規
定
が
明
ら
か
で
あ

る
の
か
と
い
う
点
ま
で
を
も
明
示
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か

と
思
わ
れ
る
（
9
）

。

2　

法
文
の
明
確
性

本
決
定
は
、
ま
ず
、「
所
定
の
場
所
」
と
い
う
法
文
に
か
か
る

明
確
性
の
判
断
に
際
し
、「
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
、
三
七
条
、

一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
等
に
よ
れ
ば
」
と
し
て
、
処
理
計
画
も
勘

三　

検　

討

1　

本
決
定
の
論
理

被
告
人
は
、
本
件
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
の
「
一
般
廃
棄
物

処
理
計
画
で
定
め
る
所
定
の
場
所
」
と
い
う
言
葉
を
と
り
上
げ
、

本
件
罰
則
規
定
に
か
か
る
明
確
性
を
争
点
に
し
て
上
告
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
本
決
定
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。

①
本
件
・

・

「
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
、
三
七
条
、
一
般
廃
棄
物
処

理
計
画
等
に
よ
れ
ば
、
世
田
谷
区
が
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
に
つ

い
て
区
民
等
の
協
力
を
得
る
た
め
に
、
区
民
等
が
一
般
廃
棄
物
を

分
別
し
て
排
出
す
る
場
所
と
し
て
定
め
た
一
般
廃
棄
物
の
集
積
所

を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、『
所
定
の
場
所
』
の
文
言

を
用
い
た
本
件
罰
則
規
定
が
、
刑
罰
法
規
の
構
成
要
件
と
し
て
不

明
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。」。
ま
た
、
②
実
際
に
も
、「
本
件

に
お
け
る
違
反
場
所
は
、『
資
源
・
ご
み
集
積
所
』
と
記
載
し
た

看
板
等
に
よ
り
、
上
記
集
積
所
で
あ
る
こ
と
が
周
知
さ
れ
て
い

る
。」。
す
な
わ
ち
、
①
本
件
条
例
お
よ
び
処
理
計
画
と
の
総
合
的

解
釈
に
よ
る
と
、
処
理
計
画
に
い
う
「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
は
、

本
件
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
の
「
所
定
の
場
所
」
を
指
し
て
い

る
と
理
解
で
き
る
こ
と
か
ら
、
本
件
条
例
三
一
条
の
二
第
一
項
の

一
六
〇



刑
罰
法
規
の
明
確
性
が
争
わ
れ
た
事
例
（
船
山
・
山
本
）

（
六
六
五
）

一
五
年
条
例
第
八
一
号
に
よ
る
改
正
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
三
一
条
の
二
の
規
定
に
い
う
『
所
定
の

場
所
』
は
、
土
地
又
は
建
物
の
占
有
者
が
家
庭
廃
棄
物
を
分
別
し

て
排
出
す
べ
き
場
所
（
集
積
所
）
を
指
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
し
、

処
理
計
画
に
お
い
て
も
、
区
民
等
の
協
力
義
務
等
と
し
て
、
可
燃

ご
み
、
不
燃
ご
み
の
ほ
か
に
、
古
紙
等
の
資
源
に
分
別
し
て
、

『
定
め
ら
れ
た
場
所
』
に
排
出
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
『
定
め
ら
れ
た
場
所
』
が
本
件
条
例
三
七
条
、

ひ
い
て
は
三
一
条
の
二
の
規
定
に
い
う
『
所
定
の
場
所
』
に
当
た

る
と
解
さ
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
条
例

三
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
い
う
『
所
定
の
場
所
』
は
、
処
理

計
画
が
定
め
る
上
記
の
手
続
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
家
庭
廃
棄
物
の

排
出
場
所
な
い
し
集
積
所
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
上
記

の
と
お
り
、
本
件
条
例
と
処
理
計
画
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
区

長
又
は
そ
の
指
定
し
た
者
以
外
の
者
は
、
処
理
計
画
が
定
め
る
手

続
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
、
家
庭
廃
棄
物
の
排
出
場
所
な
い
し
集

積
所
か
ら
古
紙
等
を
収
集
等
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
禁
止
命
令
違
反
罪
の

犯
罪
構
成
要
件
は
十
分
に
特
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
処
理
計
画
が

『
定
め
ら
れ
た
場
所
』
と
し
て
具
体
的
な
場
所
ま
で
は
規
定
し
て

案
し
た
上
で
、
本
件
条
例
を
解
釈
し
た
こ
と
を
述
べ
、
控
訴
審
が

「
本
件
条
例
と
処
理
計
画
を
全
体
と
し
て
」
検
討
し
た
こ
と
と
軌

を
一
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
岐
阜
県
条
例
事
件
判
決
の
中

で
確
認
さ
れ
た
、
一
般
に
公
示
さ
れ
て
い
る
下
位
規
範
を
加
味
し

た
解
釈
手
法
を
、
控
訴
審
と
と
も
に
本
決
定
が
採
用
し
て
い
る
こ

と
を
明
言
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
上
で
、
本
決
定
は
、「
世
田
谷

区
が
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
に
つ
い
て
区
民
等
の
協
力
を
得
る
た

め
に
、
区
民
等
が
一
般
廃
棄
物
を
分
別
し
て
排
出
す
る
場
所
と
し

て
定
め
た
一
般
廃
棄
物
の
集
積
所
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
り
、『
所
定
の
場
所
』
の
文
言
を
用
い
た
本
件
罰
則
規
定
が
、

刑
罰
法
規
の
構
成
要
件
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。」

と
つ
づ
け
る
。

こ
の
判
示
の
趣
旨
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
、
控
訴
審
判

決
の
次
の
部
分
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
本
件
条
例

は
、
制
定
当
初
か
ら
、
土
地
又
は
建
物
の
占
有
者
に
対
し
て
、
そ

の
土
地
又
は
建
物
内
の
家
庭
廃
棄
物
を
可
燃
物
、
不
燃
物
等
に
分

別
し
、
各
別
の
容
器
に
収
納
し
て
『
所
定
の
場
所
』
に
持
ち
出
す

等
処
理
計
画
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
三
七
条
一
項
）、『
所
定

の
場
所
』
を
清
潔
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二

項
）
と
規
定
し
て
お
り
、
上
記
三
一
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成

一
六
一
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本
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号
（
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月
）

（
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六
）

わ
れ
る
。

翻
っ
て
本
決
定
を
み
る
と
、「
所
定
の
場
所
」
と
「
定
め
ら
れ

た
場
所
」
は
表
現
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
文
言
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
同
一
場
所
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、

し
か
も
、
本
決
定
の
い
う
と
お
り
、「
所
定
の
場
所
」
と
「
定
め

ら
れ
た
場
所
」
が
同
一
場
所
を
意
味
す
る
文
言
で
あ
る
と
仮
定
し

た
と
し
て
も
、「
定
め
ら
れ
た
場
所
」
の
具
体
的
な
位
置
が
特
定

さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
処
理
計
画
の
中
か
ら

規
制
対
象
の
特
定
性
お
よ
び
基
準
の
具
体
性
（
10
）

を
看
取
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
本
件
罰
則
規
定
の
法
文
に
明
確
性
を
み
と
め
る
本
決
定

に
は
違
和
感
を
感
じ
る
（
11
）

。

な
る
ほ
ど
、
具
体
的
な
地
点
、
位
置
な
ど
で
は
な
く
、
一
定
の

場
所
を
示
す
言
葉
を
構
成
要
件
の
中
に
用
い
る
法
律
も
存
在
し
て

お
り
、
本
条
例
は
そ
の
例
に
倣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
件
と
同
様
、
本
件
条
例
三
一
条
の
二
第
一

項
の
「
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
で
定
め
る
所
定
の
場
所
」
と
い
う

文
言
の
明
確
性
な
ど
が
争
わ
れ
た
他
の
事
件
の
控
訴
審
判
決
は
、

次
の
規
定
を
挙
げ
て
、
本
件
罰
則
規
定
に
明
確
性
が
欠
け
る
こ
と

は
な
い
と
説
く
（
12
）

。
す
な
わ
ち
、
道
路
交
通
法
一
一
八
条
一
項
一

号
、
二
項
、
二
二
条
一
項
の
「
道
路
標
識
等
に
よ
り
そ
の
最
高
速

い
な
い
こ
と
や
、
具
体
的
な
場
所
を
示
し
た
資
源
・
ご
み
集
積
所

地
図
が
区
に
備
え
置
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
同
地
図
に

す
べ
て
の
集
積
所
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
集
積
所
に
よ
っ
て
は

看
板
・
コ
ン
テ
ナ
等
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
本

件
条
例
及
び
処
理
計
画
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
内
容
が
禁
止
命
令

違
反
罪
の
犯
罪
構
成
要
件
と
し
て
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
い

う
箇
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
件
条
例
に
三
一
条
の
二
が
追
加
さ

れ
る
以
前
か
ら
、「
所
定
の
場
所
」
は
集
積
所
を
示
す
も
の
と
理

解
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
本
件
条
例
と
処
理
計
画
を
考
え
あ
わ

せ
る
と
、
本
件
罰
則
規
定
が
明
確
性
を
欠
く
こ
と
は
な
い
と
説
示

す
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
誰
の
視
点
か
ら
み
て
、「
所
定
の
場
所
」
が
「
一

般
廃
棄
物
を
分
別
し
て
排
出
す
る
場
所
と
し
て
定
め
た
一
般
廃
棄

物
の
集
積
所
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
」
る・

と
結
論
づ
け

る
の
か
、
本
決
定
は
、
必
ず
し
も
明
白
に
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

控
訴
審
判
決
は
、
徳
島
市
条
例
事
件
判
決
を
引
用
し
て
、「
通
常

の
判
断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
の
理
解
に
も
適
」
っ
て
い
る

・

・

・

・

と
述

べ
、
さ
ら
に
、
本
決
定
が
控
訴
審
判
決
の
考
え
方
を
肯
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
決
定
も
、
本
件
罰
則
規
定
が
通
常
一
般

人
の
理
解
に
合
致
す
る
法
文
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
も
の
と
思

一
六
二



刑
罰
法
規
の
明
確
性
が
争
わ
れ
た
事
例
（
船
山
・
山
本
）

（
六
六
七
）

処
罰
が
、
社
会
通
念
上
、
当
然
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
個

別
の
行
政
処
分
に
よ
り
処
罰
対
象
行
為
の
具
体
化
を
図
っ
た
上
で

刑
罰
が
適
用
さ
れ
る
行
政
犯
に
、
犯
罪
は
相
対
的
に
分
類
さ
れ
る
（
13
）

。

そ
れ
ゆ
え
、
刑
事
犯
に
比
べ
、
行
政
犯
に
対
し
て
は
、
禁
止
さ
れ

る
内
容
を
十
二
分
に
予
告
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
14
）

に
も
か
か
わ

ら
ず
、
本
件
罰
則
規
定
に
は
、
そ
の
よ
う
な
措
置
が
施
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
罰
則
規
定
に
お
け
る
構

成
要
件
の
一
部
を
な
す
場
所
を
示
す
言
葉
は
、
具
体
的
に
規
定
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
控
訴
審
は
、「
本
件
条
例
に
よ
る
規
制
は
所
定
の

場
所
に
お
け
る
古
紙
等
の
収
集
行
為
を
直
ち
に
犯
罪
と
し
て
処
罰

す
る
の
で
は
な
く
、
区
長
に
よ
る
禁
止
命
令
の
対
象
と
す
る
に
と

ど
め
、
こ
の
命
令
を
受
け
た
者
が
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
初
め

て
処
罰
の
対
象
と
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
等
を
併
せ
考
え
る
と
、

同
規
定
に
つ
き
処
罰
範
囲
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
も
不
明
確
で
あ

る
と
も
い
え
な
い
」
と
判
示
す
る
。
つ
ま
り
、
古
紙
な
ど
の
持
ち

去
り
行
為
が
行
政
処
分
を
介
し
て
処
罰
さ
れ
る
点
を
拠
り
所
に
し

て
、
処
罰
の
対
象
行
為
が
絞
ら
れ
て
い
る
と
解
し
、
本
件
罰
則
規

定
は
明
確
性
を
備
え
て
い
る
と
説
く
。

し
か
し
、
そ
の
結
論
に
は
納
得
し
が
た
い
。
と
い
う
の
は
、
本

度
が
指
定
さ
れ
て
い
る
道
路
」、
一
一
九
条
の
二
第
一
項
一
号
、

二
項
、
一
一
九
条
の
三
第
一
項
一
号
、
二
項
、
四
四
条
の
「
道
路

標
識
等
に
よ
り
停
車
及
び
駐
車
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部

分
」、
軽
犯
罪
法
一
条
三
二
号
の
「
入
る
こ
と
を
禁
じ
た
場
所
」、

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
五
二

条
一
号
、
二
二
条
二
号
の
「
道
路
そ
の
他
公
共
の
場
所
」、
銃
砲

刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
三
一
条
、
三
条
の
一
三
の
「
道
路
、
公
園
、

駅
、
劇
場
、
百
貨
店
そ
の
他
の
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
の
用

に
供
さ
れ
る
場
所
」、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
八
三
条
一
項
四
号
、
三
八
条
二
項
の
「
住
居
が
集
合
し
て

い
る
地
域
若
し
く
は
広
場
、
駅
そ
の
他
の
多
数
の
者
の
集
合
す
る

場
所
」
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
存
在
が
、
本
決
定
の
正

当
性
を
裏
づ
け
る
根
拠
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

本
決
定
に
は
、
本
件
罰
則
規
定
が
対
象
と
す
る
行
為
の
性
質
を
看

過
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
例
示

し
た
規
定
の
よ
う
に
、
行
為
の
罪
悪
性
が
国
民
に
意
識
さ
れ
、
当

該
行
為
に
対
す
る
処
罰
が
社
会
通
念
上
も
っ
と
も
で
あ
る
と
意
識

さ
れ
て
い
る
刑
事
犯
と
、
本
件
罰
則
規
定
の
よ
う
に
、
行
為
の
罪

悪
性
が
必
ず
し
も
国
民
に
は
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
行
為
の

一
六
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八
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と
め
て
置
か
れ
て
い
る
集
積
所
の
実
態
に
よ
っ
て
、
見
た
目
、
集

積
所
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
本

件
罰
則
規
定
の
告
知
機
能
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
結
論
づ
け

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
資
源
・
ご
み
集
積
所
地
図
」
な
ど
の
存
在
と

い
う
、
法
文
に
は
謳
わ
れ
て
い
な
い
要
素
を
も
付
加
し
た
上
で
、

本
件
条
例
と
処
理
計
画
と
の
総
合
的
解
釈
を
お
こ
な
い
、
刑
罰
法

規
と
し
て
の
明
確
さ
を
判
断
し
た
こ
と
が
、
本
決
定
の
特
色
で
あ

る
。
そ
し
て
、
法
文
以
外
の
要
素
を
と
り
入
れ
た
解
釈
手
法
は
、

今
後
、
本
件
罰
則
規
定
の
よ
う
な
間
接
罰
規
定
に
限
ら
ず
、
直
罰

規
定
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
も
な
さ

れ
て
い
る
（
15
）

。

し
か
し
な
が
ら
、「
資
源
・
ご
み
集
積
所
地
図
」
に
は
、
す
べ

て
の
集
積
所
の
位
置
が
図
示
さ
れ
て
い
な
い
上
、
単
な
る
区
役
所

の
内
部
資
料
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
は
一
般
的
に
周
知
さ
れ
て
い

な
い
。
ま
た
、
道
路
交
通
法
に
基
づ
く
規
制
（
四
条
一
項
な
ど
）

の
よ
う
に
標
識
標
示
主
義
を
本
件
罰
則
規
定
が
採
用
し
て
い
な
い

た
め
、
規
制
場
所
た
る
集
積
所
で
あ
る
こ
と
の
公
示
を
看
板
に
託

し
て
お
ら
ず
、
集
積
所
に
よ
っ
て
は
、
看
板
の
未
設
置
箇
所
も
散

見
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
古
紙
な
ど
が
「
所
定
の
場
所
」
に
ま
と
め

件
罰
則
規
定
が
間
接
罰
規
定
で
あ
る
こ
と
は
、
法
律
効
果
を
示
し

て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
通
常
一
般
人
に
向
け
て
、
禁
止
行
為
の
類
型

を
具
体
的
に
特
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

3　

告
知
機
能
の
補
完

本
決
定
は
、
本
件
罰
則
規
定
の
公
示
性
に
つ
き
、「
本
件
に
お

け
る
違
反
場
所
は
、『
資
源
・
ご
み
集
積
所
』
と
記
載
し
た
看
板

等
に
よ
り
、
上
記
集
積
所
で
あ
る
こ
と
が
周
知
さ
れ
て
い
る
。」

と
だ
け
判
示
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
真
意
は
わ
か
り
に
く
い
。
そ

の
点
、
控
訴
審
が
次
に
述
べ
る
こ
と
は
明
解
で
あ
る
。「
確
か
に
、

本
件
条
例
及
び
処
理
計
画
は
『
所
定
の
場
所
』
を
具
体
的
に
特
定

す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
集
積
所
は
、
前
記
の
よ

う
に
資
源
・
ご
み
集
積
所
地
図
で
お
お
む
ね
図
示
さ
れ
て
い
る
ほ

か
、
現
実
に
も
、
そ
の
場
所
に
設
置
さ
れ
た
看
板
や
収
集
日
に
古

紙
等
が
ま
と
め
て
置
か
れ
て
い
る
状
況
等
に
よ
っ
て
、
外
観
上
も

集
積
所
で
あ
る
こ
と
が
通
例
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
。」。
す
な
わ
ち
、
法
文
上
、「
所
定
の
場
所
」
た
る
集
積
所
の

周
知
が
不
完
全
で
は
あ
る
も
の
の
、
大
部
分
の
集
積
所
の
位
置
が

「
資
源
・
ご
み
集
積
所
地
図
」
に
示
さ
れ
、「
資
源
・
ご
み
集
積

所
」
と
記
載
さ
れ
た
看
板
も
存
在
し
、
し
か
も
、
古
紙
な
ど
が
ま

一
六
四



刑
罰
法
規
の
明
確
性
が
争
わ
れ
た
事
例
（
船
山
・
山
本
）

（
六
六
九
）

以
上
の
次
第
で
、
原
判
決
が
上
記
認
定
事
実
と
同
じ
事
実
を
認
定

し
な
が
ら
、
被
告
人
に
本
件
条
例
七
九
条
一
号
、
三
一
条
の
二
第

二
項
に
違
反
す
る
罪
が
成
立
し
な
い
と
判
断
し
た
の
は
法
令
の
解

釈
、
適
用
を
誤
っ
て
お
り
、
こ
の
誤
り
が
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」。
す
な
わ
ち
、
本
件
条
例
三
一
条
の
二

第
一
項
の
「
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
で
定
め
る
所
定
の
場
所
」
と

い
う
言
葉
を
素
直
に
読
ん
だ
場
合
、
本
件
条
例
は
「
所
定
の
場

所
」
の
定
め
を
処
理
計
画
に
委
任
し
、
そ
の
中
に
「
所
定
の
場

所
」
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
の
、
処
理
計
画
に
「
所
定
の
場
所
」
の
詳
細
は
明
記
さ
れ
て
い

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
、
本
件
行
為
場
所
は
、「
資
源
・
ご
み

集
積
所
地
図
」
の
中
に
集
積
所
と
し
て
記
載
さ
れ
、
し
か
も
看
板

な
ど
の
存
在
に
よ
っ
て
集
積
所
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
状
況
の
下
で
、
被
告
人
自
身
、
当
該
場
所
が
集
積
所
で
あ
る

こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
結
論
と

し
て
、
法
文
そ
の
も
の
が
明
確
さ
に
欠
け
る
と
の
一
事
を
も
っ
て

被
告
人
を
無
罪
に
す
る
判
断
を
お
こ
な
う
こ
と
は
妥
当
性
に
欠
け

る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「『
国
民
か
ら
み
て
分
か
り
や

す
い
』
と
い
う
要
請
よ
り
『
具
体
的
に
妥
当
な
結
論
が
容
易
に
導

け
る
』」
こ
と
・

・

を
（
17
）

も
と
め
て
本
件
罰
則
規
定
を
解
釈
し
、
異
な
る

て
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
世
田
谷
区
民
の
お
こ
な
っ
た
行
為
の

結
果
で
あ
っ
て
、
立
法
者
が
あ
ら
か
じ
め
公
示
し
た
も
の
で
は
な

い
。
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
本
決
定
が
本
件
罰
則
規
定
の
告

知
機
能
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
「
資
源
・
ご
み
集

積
所
地
図
」
な
ど
は
、
通
常
一
般
人
に
対
し
て
「
所
定
の
場
所
」

を
告
示
し
て
い
る
と
い
い
得
る
の
か
疑
問
が
残
る
（
16
）

。
も
し
事
前
の

周
知
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
罰
則
規
定
に
刑
罰
法

規
と
し
て
の
明
確
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
告
知
方
法
の
不
完

全
さ
が
ど
の
程
度
ま
で
で
あ
る
な
ら
ば
公
示
性
を
是
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
本
決
定
は
、
そ
の
基
準
を
は
っ
き
り
と
示
す
べ

き
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。

4　

解
釈
の
明
確
性

で
は
、
本
決
定
は
、
い
か
な
る
こ
と
を
勘
案
し
て
、
本
件
罰
則

規
定
の
解
釈
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
も
、
本
決
定
が
詳
し
く
触
れ
て
は
い
な
い
の
と
対
照
的
に
、

控
訴
審
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
す
る
。「
被
告
人
が
本
件
行

為
を
行
っ
た
場
所
は
、
集
積
所
や
持
ち
去
り
厳
禁
を
示
す
看
板
等

に
よ
っ
て
集
積
所
で
あ
る
こ
と
が
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
っ
て
、

被
告
人
も
ま
た
こ
の
点
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

一
六
五
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八
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月
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（
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〇
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種
類
、
様
式
な
ど
を
規
定
す
れ
ば
、「
資
源
・
ご
み
集
積
所
」
の

位
置
が
明
ら
か
に
な
り
、
わ
ざ
わ
ざ
処
罰
の
必
要
性
を
考
慮
し
た

解
釈
を
し
な
く
て
も
済
む
と
思
わ
れ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

②　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

五　

資
源
・
ご
み
集
積
所　

廃
棄
物
を
排
出
し
よ
う
と
す

る
区
民
が
協
議
の
上
、
位
置
を
定
め
、
そ
の
場
所
を
区

に
申
し
出
て
、
区
が
収
集
可
能
で
あ
る
と
確
認
し
た
場

所
（
収
集
又
は
運
搬
の
禁
止
等
）

第
三
一
条
の
二　

資
源
・
ご
み
集
積
所
に
置
か
れ
た
一
般
廃

棄
物
の
う
ち
、
古
紙
、
ガ
ラ
ス
び
ん
、
缶
等
再
利
用
の
対

象
と
な
る
物
と
し
て
区
長
が
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

区
長
及
び
区
長
が
指
定
す
る
者
以
外
の
者
は
、
こ
れ
ら
を

収
集
し
、
又
は
運
搬
し
て
は
な
ら
な
い
。

②　

区
長
は
、
資
源
・
ご
み
集
積
所
に
資
源
・
ご
み
集
積
所

言
葉
ど
う
し
を
同
義
に
読
み
替
え
た
上
で
、
控
訴
審
判
決
、
ひ
い

て
は
本
決
定
が
事
案
の
解
決
を
図
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

法
の
解
釈
と
は
、
法
の
意
味
を
具
体
化
し
た
上
で
、
そ
の
適
用

を
可
能
に
す
る
準
備
作
業
で
あ
り
、
法
の
も
つ
意
味
内
容
を
理
解

し
、
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
文
の
明
確
性

と
は
「
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
」
法
文
の
明
確
性
を
意
味
し
、

福
岡
県
条
例
事
件
判
決
の
示
す
と
お
り
、
法
文
自
体
は
も
と
よ
り
、

法
文
の
解
釈
も
明
確
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
（
18
）

。
つ
ま
り
、
刑

罰
法
規
に
は
、
文
言
そ
の
も
の
の
明
確
さ
の
ほ
か
、
一
般
人
に

と
っ
て
の
わ
か
り
や
す
さ
も
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
刑
罰
法
規

の
明
確
性
は
、
た
と
え
処
罰
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
事

前
に
告
知
さ
れ
て
い
な
い
行
為
の
処
罰
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
罪

刑
法
定
主
義
の
形
式
的
原
理
で
あ
り
、
処
罰
の
必
要
性
と
い
っ
た

実
質
的
原
理
の
前
提
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
19
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
刑
罰

法
規
の
明
確
性
を
判
断
す
る
際
、
処
罰
の
必
要
性
が
加
味
さ
れ
る

こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
20
）

。
そ
し
て
、
次
の
よ
う

に
、
本
件
条
例
二
条
二
項
に
「
資
源
・
ご
み
集
積
所
」
の
定
義
規

定
を
加
え
、
三
一
条
の
二
を
全
面
的
に
改
め
る
と
と
も
に
、
七
九

条
一
号
を
改
正
し
、
世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
施
行
規

則
の
中
に
「
資
源
・
ご
み
集
積
所
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
看
板
の

一
六
六



刑
罰
法
規
の
明
確
性
が
争
わ
れ
た
事
例
（
船
山
・
山
本
）

（
六
七
一
）

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
件

条
例
及
び
処
理
計
画
の
ほ
か
、
そ
れ
ら
に
拠
ら
な
い
要
素
を
も
付

加
し
た
上
で
、「
た
だ
乗
り
し
て
、
高
価
格
で
売
却
で
き
る
古
紙

だ
け
を
持
ち
去
る
行
為
は
、
や
は
り
、
許
さ
れ
な
い
（
21
）

」
と
い
っ

た
、
処
罰
の
必
要
性
を
加
味
し
た
解
釈
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
法
文

を
本
件
罰
則
規
定
は
用
い
て
お
り
、
本
件
罰
則
規
定
に
明
確
性
を

み
と
め
た
本
決
定
に
同
調
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
よ
う
。

や
は
り
、
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
刑
罰
法
規
の
明
確
性
の
要

請
を
再
認
識
す
る
機
会
が
、
立
法
者
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
被
告
人
が
上
告
趣
意
書
の
中
で
触
れ
な
か
っ
た
た
め
、

本
決
定
が
検
討
を
加
え
な
か
っ
た
点
で
あ
る
が
、
保
護
法
益
と
目

さ
れ
る
行
政
回
収
制
度
（
22
）

は
、
刑
罰
法
規
を
用
い
て
ま
で
も
保
護
に

値
す
る
利
益
状
態
と
い
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
本
件
罰
則
規

定
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
1
） 

団
藤
重
光
『
実
践
の
法
理
と
法
理
の
実
践
』（
創
文
社
・

一
九
八
六
年
）
三
四
九
頁
。

（
2
） 
田
宮　

裕
「
罪
刑
法
定
主
義
と
罰
則
の
明
確
性
」
藤
木
英

雄
・
板
倉　

宏
編
『
刑
法
の
争
点
（
新
版
）』（
一
九
八
七
年
）

で
あ
る
こ
と
を
示
す
看
板
を
設
置
し
、
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

③　

前
項
に
規
定
す
る
看
板
の
種
類
、
様
式
そ
の
他
必
要
な

事
項
は
規
則
で
定
め
る
。

④　

区
長
は
、
区
長
が
指
定
す
る
者
以
外
の
者
が
前
三
項
の

規
定
に
違
反
し
て
、
収
集
し
、
又
は
運
搬
し
た
と
き
は
、

そ
の
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
九
条　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、二
〇
〇
、〇
〇
〇

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一　

第
三
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反

し
た
者

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
本
決
定
の
解
釈
方
法
に
対
す
る
疑
問
を
ぬ
ぐ

い
去
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。

四　

結　

語

本
件
で
は
、
本
件
罰
則
規
定
に
か
か
る
刑
罰
法
規
と
し
て
の
明

確
性
が
論
点
と
な
り
、
本
決
定
は
、
そ
の
明
確
性
を
肯
定
し
た
。

一
六
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
六
七
二
）

（
7
） 

曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
〔
第
四
版
〕』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
八

年
）
二
一
頁
、
田
宮
・
前
掲
註（
6
）六
〇
頁
。

（
8
） 

駒
村
恵
吾
「
古
紙
持
ち
去
り
と
刑
罰
法
規
の
明
確
性
」
判
例

セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
八
（
法
学
教
室
別
冊
付
録
）（
二
〇
〇
八
年
）

一
〇
頁
、
匿
名
解
説
「
世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
に
お

け
る
資
源
ご
み
の
持
ち
去
り
規
制
に
係
る
『
所
定
の
場
所
』
と
憲

法
三
一
条
」
判
時
二
〇
五
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
五
六
頁
。

（
9
） 

嘉
門　

優
「
世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
三
一
条
の

二
、
七
九
条
一
号
は
犯
罪
構
成
要
件
と
し
て
明
確
で
あ
る
と
さ
れ

た
事
例
」
速
報
判
例
解
説
vol.
五
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
）

（
二
〇
〇
九
年
）
一
六
六
頁
。

（
10
） 

奥
平
康
弘
「
委
任
立
法

│
一
般

│
」
行
政
判
例
百
選
Ⅰ

﹇
第
四
版
﹈（
一
九
九
九
年
）
一
一
一
頁
。

（
11
） 

嘉
門
・
前
掲
註（
9
）一
六
六
頁
。

（
12
） 

東
京
高
判
平
成
二
〇
年
一
月
一
〇
日
判
時
一
九
九
五
号
六
一

頁
（
④
事
件
）、
匿
名
解
説
・
前
掲
註（
8
）一
五
七
頁
。

（
13
） 

井
田　

良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
年
）

四
二
頁
、
佐
伯
仁
志
『
制
裁
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
）
一
七

頁
以
下
、
佐
藤
文
哉
「
法
文
の
不
明
確
に
よ
る
法
令
の
無
効

（
一
）」
司
法
研
修
所
論
集
三
七
号
（
一
九
六
七
年
）
九
〇
頁
、
藤

木
英
雄
『
行
政
刑
法
』（
学
陽
書
房
・
一
九
七
六
年
）
七
頁
、
八
木　

胖
「
行
政
刑
法
」
日
本
刑
法
学
会
編
『
刑
事
法
講
座
第
一
巻　

刑

法
（
Ⅰ
）』（
有
斐
閣
・
一
九
五
二
年
）
七
〇
頁
以
下
、
山
中
敬
一

『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
八
年
）
一
二
頁
。

一
四
頁
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論　

第
三
版
』（
創
文
社
・

一
九
九
〇
年
）
六
〇
頁
、
船
山
泰
範
『
刑
法
学
講
話
〔
総
論
〕』（
成

文
堂
・
二
〇
一
〇
年
）
四
三
頁
。

（
3
） 
河
上
和
雄
「
公
安
条
例
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
五
〇
・

九
・
一
〇
最
高
裁
大
法
廷
判
決
に
つ
い
て
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
八

巻
一
二
号
（
一
九
七
五
年
）
二
六
頁
、
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論

〔
第
三
版
〕』（
青
林
書
院
・
一
九
九
六
年
）
二
二
頁
、
田
宮　

裕

「
刑
罰
法
規
の
明
確
性
」
藤
木
英
雄
編
『
刑
法
Ⅰ
〔
総
論
〕
判
例
と

学
説
七
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
七
七
年
）
二
一
頁
、
前
田
雅
英

「
罪
刑
法
定
主
義
と
刑
法
解
釈
」『
現
代
社
会
と
実
質
的
犯
罪
論
』（
東

京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
二
年
）
三
八
頁
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総

論
講
義
﹇
第
四
版
﹈』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
九
年
）
二
五
頁
。

（
4
） 

門
田
成
人
「
刑
罰
法
規
明
確
性
の
理
論
と
『
公
正
な
告
知
』

の
概
念
（
二
完
）」
島
根
法
学
三
四
巻
三
号
（
一
九
九
〇
年
）
八
九

頁
以
下
、
京
藤
哲
久
「
徳
島
市
公
安
条
例
大
法
廷
判
決
」
警
察
研

究
五
二
巻
八
号
（
一
九
八
一
年
）
六
四
頁
、
田
宮
・
前
掲
註（
3
）

二
四
頁
、
団
藤
・
前
掲
註（
1
）三
五
〇
頁
。

（
5
） 

門
田
・
前
掲
註（
4
）九
一
頁
。

（
6
） 

田
宮　

裕
「
刑
法
解
釈
の
方
法
と
限
界｣

『
平
野
龍
一
博
士
古

稀
祝
賀
論
文
集　

上
巻
』（
有
斐
閣
・
一
九
九
〇
年
）
五
六
頁
、
船

山
泰
範
「
青
少
年
保
護
条
例
に
お
け
る
淫
行
処
罰
規
定
の
意
義
と

罪
刑
法
定
主
義

│
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
の
最
高
裁
大

法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て

│
」
日
本
法
学
五
二
巻
二
号

（
一
九
八
六
年
）
一
七
三
頁
、
前
田
・
前
掲
註（
3
）三
八
頁
。

一
六
八



刑
罰
法
規
の
明
確
性
が
争
わ
れ
た
事
例
（
船
山
・
山
本
）

（
六
七
三
）

三
〇
八
頁
、
黒
坂
則
子
「
世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
事

件

│
東
京
高
判
平
成
一
九
年
一
二
月
一
八
日
判
時
一
九
九
五
号

五
六
頁

│
」
環
境
法
研
究
三
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
八
七
頁
。

（
14
） 

佐
藤
・
前
掲
註（
13
）九
〇
頁
。

（
15
） 

駒
村
・
前
掲（
8
）一
〇
頁
。

（
16
） 
嘉
門
・
前
掲
註（
9
）一
六
六
頁
。

（
17
） 
前
田
雅
英
「
罪
刑
法
定
主
義
の
現
代
的
意
義
」『
現
代
社
会
と

実
質
的
犯
罪
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
二
年
）
四
八
頁
以

下
。

（
18
） 

曽
根
・
前
掲
註（
7
）二
一
頁
、
田
宮
・
前
掲
註（
6
）六
一
頁
、

船
山
泰
範
『
刑
法
』（
弘
文
堂
・
一
九
九
九
年
）
二
二
頁
。

（
19
） 

曽
根
・
前
掲
註（
7
）二
二
頁
、
内
藤　

謙
『
刑
法
講
義
総
論

（
上
）』（
有
斐
閣
・
一
九
八
三
年
）
二
七
頁
、
日
髙
義
博
「
刑
罰
法

規
の
明
確
性
」
西
田
典
之
ほ
か
編
『
刑
法
の
争
点
』（
二
〇
〇
七
年
）

六
頁
。

（
20
） 

青
井
未
帆
「
過
度
広
汎
性
・
明
確
性
の
理
論
と
合
憲
限
定
解

釈　

広
島
市
暴
走
族
追
放
条
例
事
件
判
決
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

号
（
二
〇
一
二
年
）
九
八
頁
、
嘉
門
・
前
掲
註（
9
）一
六
六
頁
、

曽
根
威
彦
「
罪
刑
法
定
主
義
と
刑
法
の
解
釈
」
西
田
典
之
ほ
か
編

『
刑
法
の
争
点
』（
二
〇
〇
七
年
）
五
頁
、
山
口　

厚
『
刑
法
総
論　

第
二
版
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
七
年
）
一
八
頁
。

（
21
） 

北
村　

篤
「
資
源
ご
み
の
持
ち
去
り
」
研
修
七
一
一
号

（
二
〇
〇
七
年
）
五
〇
頁
。

（
22
） 

岡
部
雅
人
「
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
の
明
確
性
（
世
田
谷
区
リ
サ

イ
ク
ル
条
例
事
件
）
最
一
小
決
平
成
二
〇
年
七
月
二
三
日
（
平
成

二
〇
年
（
あ
）
第
一
三
六
号
）
裁
判
所
Ｈ
Ｐ
」
高
橋
則
夫
・
松
原

芳
博
編
『
判
例
特
別
刑
法
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
二
年
）

一
六
九





索　
　

引

（
六
七
五
）

日
本
法
学　

第
七
十
八
巻　

索　

引

論　
　
　

説

号

古
代
日
本
の
謀
反
・
謀
叛
に
つ
い
て　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
│
大
逆
罪
・
内
乱
罪
研
究
の
前
提
と
し
て
│
│

新　

井　
　
　

勉
…
一
（　
　

一
）

名
の
法
を
め
ぐ
る
民
法
草
案
と
全
国
惣
体
戸
籍
法
の
対
峙
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
│
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て
│
│

小　

林　

忠　

正

一
（　

二
九
）

米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
規
制
等
に
か
か
る
考
察

藤　

川　

信　

夫
…
一
（　

六
五
）

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策
に
関
す
る
憲
法
的
考
察　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

 
…
…
…

│
│
国
家
の
公
衆
衛
生
に
関
す
る
責
務
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
の
憲
法
的
ア
ナ
ト
ミ
ー
│
│

大　

林　

啓　

吾
…
一
（　

九
三
）

中
世
日
本
の
謀
叛
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
│
大
逆
罪
・
内
乱
罪
研
究
の
前
提
と
し
て
│
│

新　

井　
　
　

勉
…
二
（　
　

一
）

イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
に
お
け
る right to relief 

の
形
成
に
つ
い
て
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
│
新
救
貧
法
の
成
立
ま
で
│
│

矢　

野　
　
　

聡
…
二
（　

二
七
） 頁

一
七
一



（
六
七
六
）

日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
一
） …
…
…
…
…
…
…
…
南　

部　
　
　

篤
…
二
（　

五
五
）

航
空
保
険
の
現
状
と
課
題
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松　

嶋　

隆　

弘

中　

島　

智　

之
…
三
（　
　

一
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
） …
…
…
…
…
…
南　

部　
　
　

篤
…
三
（　

二
七
）

変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
│
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
│
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